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招集の場所 香美市議会議場 

会議の日時 ９月２日月曜日（会期第１日） 午前 ９時００分宣告 

出席の議員 

   １番  萩 野 義 和      １１番  山 崎 晃 子 

   ２番  山 口   学      １２番  濱 田 百合子 

   ３番  久 保 和 昭      １３番  山 﨑 龍太郎 

   ４番  甲 藤 邦 廣      １４番  大 岸 眞 弓 

   ５番  笹 岡   優      １５番  小 松   孝 

   ６番  森 田 雄 介      １６番  依 光 美代子 

   ７番  利 根 健 二      １７番  村 田 珠 美 

   ８番  山 本 芳 男      １８番  小 松 紀 夫 

   ９番  爲 近 初 男      １９番  島 岡 信 彦 

  １０番  舟 谷 千 幸      ２０番  比与森 光 俊 

欠席の議員 

 な  し 

説明のため会議に出席した者の職氏名 

 【市長部局】 

  市 長  法光院 晶 一   福 祉 事 務 所 長  中 山 泰 仁 

  副 市 長  今 田 博 明   農 林 課 長  西 本 恭 久 

  総 務 課 長  川 田   学   農 林 課 参 事  澤 田 修 一 

  企 画 財 政 課 長  佐 竹 教 人   商 工 観 光 課 長  竹 崎 澄 人 

  会計管理者兼会計課長  森   安 伸   建 設 課 長  井 上 雅 之 

  管 財 課 長  秋 月 建 樹   建 設 課 参 事  奥 村 周 也 

  定 住 推 進 課 長  中 山 繁 美   環境上下水道課長  明 石 満 雄 

  防 災 対 策 課 長  一 圓 幹 生  《香北支所》 

  市 民 保 険 課 長  植 田 佐 智   支 所 長  前 田 哲 夫 

  健康介護支援課長  宗 石 こずゑ  《物部支所》 

  税 務 収 納 課 長  公 文   薫   支 所 長  近 藤 浩 伸 

  ふれあい交流ｾﾝﾀｰ所長  明 石 清 美 

 【教育委員会部局】 

  教 育 長  時 久 惠 子   教 育 振 興 課 長  横 山 和 彦 

  教 育 次 長  岡 本 博 章   生涯学習振興課長  黍 原 美貴子 

 【消防部局】 

  消 防 長  寺 田   潔 



－2－ 

 【その他の部局】 

  代 表 監 査 委 員  岡 本 明 弘   監査委員事務局長  三 谷 由香理 

職務のため会議に出席した者の職氏名 

  議 会 事 務 局 長  猪 野 高 廣   議会事務局書記  吉 川 る り 
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て 

 議案第 ７３号 平成３０年度香美市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 
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ついて 

 議案第 ７６号 平成３０年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算

の認定について 

 議案第 ７７号 平成３０年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算

認定について 

 議案第 ７８号 平成３０年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳入

歳出決算の認定について 

 議案第 ７９号 平成３０年度香美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 
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一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ８９号 香美市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ９０号 香美市子ども・子育て支援法第８７条の規定による過料に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ９１号 香美市上水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ９２号 香美市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 
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の制定について 

 議案第 ９５号 消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整理に関する条例
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 日程第６ 議案第 ７３号 平成３０年度香美市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算
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の認定について 

 日程第13 議案第 ８０号 平成３０年度香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計

歳入歳出決算の認定について 
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 日程第16 議案第 ８３号 令和元年度香美市一般会計補正予算（第３号） 
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 日程第18 議案第 ８５号 令和元年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号） 

 日程第19 議案第 ８６号 令和元年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計補
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ついて 

 日程第25 議案第 ９２号 香美市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例の制

定について 

 日程第26 議案第 ９３号 香美市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第27 議案第 ９４号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る

ための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例の制定について 

 日程第28 議案第 ９５号 消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整理に

関する条例の制定について 
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 １３番、山﨑龍太郎君、１４番、大岸眞弓君（会期第１日目に会期を通じ指名） 
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議事の経過 

（午前 ９時００分 開会 開議） 

○議長（比与森光俊君）   おはようございます。ただいまの出席議員は２０人です。

定足数に達していますので、これから令和元年（２０１９年）第４回香美市議会定例会

を開会いたします。 

  これから本日の会議を開きます。 

  議事に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げます。 

  立秋から約１カ月、朝夕少しずつ過ごしやすさを感じる季節となってまいりました。

議員各位、執行部におかれましては、公私ともに何かと御多忙の折、令和元年（２０１

９年）第４回香美市議会定例会に御出席いただき、まことにありがとうございます。 

  総務・教育厚生・産業建設常任委員会での行政視察では、当初の目的を果たされ、実

り多き研修であったことと思います。さらに、産業建設常任委員会では、姉妹都市であ

ります福井県あわら市への表敬訪問、短時間ではありましたが、あわら市長と有意義な

懇談ができたとの報告を受けております。 

  本年も気温、湿度ともに高い数値を示す時期に開催の川上様夏祭り、土佐山田まつり、

奥物部湖水祭、湖水祭は悪天候のため順延となりましたが、それぞれ大勢の人出でにぎ

わい、まことに喜ばしいことだと思います。 

  また、北海道ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り、積丹ソーラン味覚祭り、そして、積丹町

職員をお招きしての土佐山田まつりを通じ、北海道積丹町との交流がさらに深まったこ

とではないかと感じております。 

  さて、本定例会に市長から提出されています議案は、平成３０年度香美市一般会計歳

入歳出決算等、認定議案１２件を含む２７件でございます。ほかに報告が３件提出され

ています。議員各位におかれましては、慎重審議の上、それぞれの議案等に対し、適切

な議決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。また、議会の品位を重んじ、円滑

な議事運営に格段の御協力を賜りますようお願い申し上げまして、開会の御挨拶とさせ

ていただきます。 

  議事日程は、お手元にお配りしたとおりであります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則の定めるところにより、今期定例会を通じ１３番、山﨑

龍太郎君、１４番、大岸眞弓さんを指名します。両名にはよろしくお願いいたします。 

  日程第２、会期の決定を議題とします。 

  本件につきましては、８月２８日に議会運営委員会で協議を行いましたので、委員長

から報告を求めます。議会運営委員会委員長、利根健二君。 

○議会運営委員会委員長（利根健二君）   おはようございます。７番、利根です。 

  本日招集されました令和元年（２０１９年）第４回香美市議会定例会の運営につきま

して、去る８月２８日に議会運営委員会を開催しましたので、協議の結果を御報告しま
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す。 

  まず、会期につきましては、お手元にお配りしました会期及び会議（審査）の予定表

のとおり進めることに決定し、本日から９月２０日までの１９日間としました。なお、

会議が順調に運んだ場合の繰り上げての閉会と会期の延長を必要とする場合については、

議長に一任することになりました。 

  続きまして、会期中の会議ですが、本日は今期定例会に付議された提出議案の提案理

由の説明までとします。ただし、継続審査となっていました請願第１号は本日採決まで

行います。 

  会期２日目の３日から会期８日目の９日までは、休日及び議案精査のため休会としま

した。 

  会期９日目の１０日から会期１１日目の１２日までの３日間は、一般質問を予定して

おります。 

  会期１２日目の１３日は、議案質疑の後、各議案は各常任委員会へ付託となります。

引き続いて各常任委員会において議案審査をお願いをいたします。 

  会期１３日目の１４日から会期１８目の１９日までは、各常任委員会の議案審査整理、

また、休日及び祝日のため休会としました。 

  会期１９日目の２０日は、会期の最終日であり、本会議で各常任委員会の付託議案の

審査報告及び採決並びに追加案件がありますので、委員会の付託を省略して本会議で採

決まで行います。 

  次に、一般質問の通告は、会期２日目の３日火曜日午前１０時までと決定をいたしま

した。一般質問の通告内容でありますが、質問の要旨が十分わかるように具体的に記入

の上、提出をお願いをいたします。また、一般質問の資料につきましては、その出典元

と日時を明確に記載し、提出するようにお願いをいたします。 

  次に、請願・陳情、発議、意見書案等の議案について協議を行いました。請願が１件、

意見書案が４件あります。請願は、本市議会の書式を整え、提出されています。意見書

案第１０号から第１３号についても書式が整っていますので、各会派代表者会議におい

て、各会派が意見書に対する調整を行い、提出者が署名を整えて、最終日に追加案件と

して提案することになりました。 

  その他の協議事項につきましては、お手元にお配りしました協議結果報告書のとおり

でありますので、議員各位の格段の御協力をお願いをいたします。 

  以上、議会運営委員会の報告を終わります。 

○議長（比与森光俊君）   議会運営委員会委員長の報告を終わります。 

  お諮りします。今期定例会の会期は、委員長報告のとおり本日から９月２０日までの

１９日間としたいと思います。これに御異議ございませんでしょうか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   異議なしと認めます。よって、会期は本日から９月２０日
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までの１９日間と決定しました。 

  なお、会期中の会議の予定につきましては、お手元にお配りしてあります予定表のと

おりであります。 

【会期及び会議（審査）の予定表 巻末に掲載】 

  日程第３、諸般の報告を行います。 

  初めに、議長の報告を行います。 

  令和元年（２０１９年）第３回定例会において決定いたしました「妊婦加算」は妊婦

に負担が及ばないよう求める意見書、全国知事会の提言に基づく日米地位協定の抜本改

定をすすめるよう求める意見書の２件の意見書は、衆・参両議院議長及び内閣総理大臣

並びに関係各大臣へそれぞれ送付いたしました。 

  次に、市長から地方自治法第１８０条の規定による専決処分事項について、報告第１

１号のとおり報告がありました。 

  次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の

規定による、報告第１２号及び第１３号の報告がございました。 

  次に、監査委員から例月出納検査報告書、平成３０年度香美市一般会計及び特別会計

歳入歳出決算審査意見書、平成３０年度香美市水道事業会計決算審査意見書、平成３０

年度香美市工業用水道事業会計決算審査意見書及び平成３０年度財政健全化判断比率の

審査意見並びに平成３０年度資金不足比率の審査意見が提出されています。 

  その他の報告事項につきましては、お配りした議長報告書のとおりであります。 

  これから、協働・参画調査研究特別委員会の協議の推移・進捗状況等について、委員

長から報告を求めます。協働・参画調査研究特別委員会委員長、森田雄介君。 

○協働・参画調査研究特別委員会委員長（森田雄介君）   おはようございます。６番、

森田雄介です。８月２０日に行われました協働・参画調査研究特別委員会の報告を行い

ます。 

  委員から出された地域とのかかわりをどう進めていったらいいのかの疑問に対して、

平山地域での廃校を利用した地域活性化を初め、本市とのかかわりを多く持ってくれて

いる高知県立大学の地域教育研究センター長である清原泰治先生に講演を依頼すること

になりました。 

  平山地域で行った取り組みを紹介をしていただき、成功につながった普遍性など、委

員各位の糧としました。今後も協働・参画にかかわる調査、研究を進めていきます。 

  以上で協働・参画調査研究特別委員会の報告を終わります。 

○議長（比与森光俊君）   協働・参画調査研究特別委員会委員長の報告を終わります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  続いて、議会改革推進特別委員会の協議の推移・進捗状況等ついて報告を求めます。

議会改革推進特別委員会委員長、小松紀夫君。 
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○議会改革推進特別委員会委員長（小松紀夫君）   おはようございます。それでは、

本年６月の第３回定例会以降に開催をされました、当委員会の審査の経緯並びに結果に

つきまして御報告をいたします。 

  第６回となります６月２８日の委員会におきましては、川田総務課長、佐竹企画財政

課長の出席のもと、長の専決処分事項の指定について協議をいたしました。 

  執行部の専決処分事項の追加要望につきましては、会計年度末における決算収支を見

通した歳入歳出予算の補正をすること、そして、会計年度末における法令等の改正に伴

う必要な条例の改正を行うこと、また、災害または突発的な事故により、応急に必要と

なる維持補修及び工事等に関する歳入歳出予算の補正をすること、最後に、解散・欠員

等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正をすること、以上の４件が示されま

して、各会派からの委員から意見が出された後に、７月に予定をされておりました先進

議会の視察も踏まえて協議を進めていく、そういうことになりました。 

  また、事務局体制の充実に関する要望書につきまして、協議の結果、案文のとおり、

市長に提出をするということになりました。 

  第７回となります７月１２日の委員会におきましては、大阪府大東市議会並びに大阪

狭山市議会での視察研修を踏まえ、長の専決処分事項について、現行の専決処分事項５

項目についてもあわせて協議をいたしました。なお、川田総務課長にもこの視察研修に

は参加をいただきまして、執行部サイドの視察も実施をされたところでございます。視

察研修の報告につきましては、本日議員各位に配付をしておりますので、御確認をいた

だくようにお願いします。 

  また、会議規則等の改正や通年議会実施要綱案の策定スケジュールについて協議をし、

本年１２月の定例会までのスケジュールを決定したところでございます。 

  最後に、第８回となります８月１３日の委員会におきましては、再度川田総務課長、

佐竹企画財政課長にも出席を求めまして、長の専決処分事項の追加についての協議を進

めてまいりました。 

  協議の中で、執行部から要望のありました、会計年度末における法改正に伴う必要な

条例改正を行うことにつきましては、各会派の委員の意見が一致をする事項でございま

して、専決処分事項に追加することが確認をされたところでございます。また、会計年

度末における決算収支を見通した歳入歳出予算の補正をすることにつきましては、執行

部から追加要望を取り下げるとの発言がございました。 

  残る追加事項の要望事項の２項目につきましては、次の委員会にて継続して協議をし

ていくこととなっております。 

  また、定例会条例、定例会招集規則、会議規則の改正案につきましても協議をし、承

認をされたところでございます。なお、通年議会実施要綱案並びに申し合わせ事項の改

正案につきましては、各会派に持ち帰って、次回の会議までに検討するということとな

りました。さらに常任委員会の調査権に基づく調査についても協議をしたところでござ
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います。 

  以上を申し上げまして、議会改革推進特別委員会の報告といたします。 

○議長（比与森光俊君）   議会改革推進特別委員会委員長の報告を終わります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第４、議案第７１号、平成３０年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定について

から日程第３０、議案第９７号、債権の放棄についてまで、以上２７件を一括議題とし

ます。 

  行政の報告及び議案第７１号から議案第９７号までの提案理由の説明を求めます。市

長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   おはようございます。令和元年第４回香美市議会定例会開

催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

  議員の皆様方には御多忙の中、定例会に御出席をいただきましてまことにありがとう

ございます。 

  さて、過日の台風１０号につきましては、規模も大きく、影響が心配されるコースを

進むことが予報されましたことから、警戒を強めるとともに、高齢者などの避難準備に

つきましては早目の行動をお願いをいたしました。幸いにして人的な被害がなく、台風

は過ぎ去りました。しかし、物部町久保、別府で唯一の生活道となっております道路が

被災し通行不能となりまして、２世帯４人が孤立状態となりました。議会の皆様も心配

をされ、現場に足を運ばれたというふうにお聞きをいたしております。市といたしまし

ても、状況の把握に努めるとともに、関係各課がそれぞれ情報を共有して行動し、いち

早く水や非常用食料の搬送を行い、健康状態のチェックや今後の生活についての相談な

どにも応えてまいったところでございます。 

  久保地区につきましては、応急工事によりまして土石の取り除きが完了しましたが、

先日の雨では県道久保大宮線、日ノ御子、朴ノ木間が山腹崩壊により通行どめとなって

おりまして、住民の皆さんに不便をかけております。今後、県を初め関係機関との協議、

連携をいたしまして、一日も早くふだんの生活ができるように最大努めてまいりますの

で、よろしくお願いをいたします。 

  次に、各課関連の行政報告でございます。 

  まず初めに、定住推進課。 

  １、香美市ものづくり会議について、平成２９年度に設立した香美市ものづくり会議

は、７月３１日に令和元年度第１回目となる会議を実施しました。ものづくり会議では、

テーマごとに分科会を開催しており、物部川ブランド、フラフ、土佐打ち刃物の分科会

に加え、新たにふるさと納税分科会が立ち上がりました。今後も香美市ものづくり産業

の底上げを図り、香美市の産業発展を目指して開催してまいります。 

  ２、姉妹都市交流について、６月７日から１０日、姉妹都市である積丹町を総勢２８
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名が訪問し、札幌市で開催された第２８回ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭りへ合同チームで

参加し、より一層交流が深められました。６月２９日から７月１日には、姉妹都市であ

る積丹町を１５名が訪問し、第１４回積丹ソーラン味覚祭りに参加しました。訪問団は、

会場で香美市の地場産品である土佐打刃物やユズ関連商品、高知県の味覚を代表する鰹

のタタキの販売、また、昨年から鰹のわら焼きの実演を実施しており、行列ができる盛

況ぶりでした。８月２日から４日には、姉妹都市である積丹町の訪問団３名が来市し、

第５１回土佐山田まつりにヤーレンソーラン積丹町＆香美市チームで参加し、大きな拍

手と声援を受けました。 

  ３、ふるさと納税について、７月３１日現在で寄附件数５,１６９件、寄附金額４,３

８７万３,０００円となっており、今後はポータルサイトの有効活用や広告媒体への掲

載等により新規の寄附者獲得を図り、目標額である２億５,０００万円の達成に向けて

取り組みを強化をしていく予定です。 

  商工観光課。 

  １、鍛冶屋創生塾について、高知県土佐刃物連合協同組合が実施している鍛冶屋創生

塾の進捗状況につきましては、入荷待ちとなっていましたハイテンションボルトが入荷

し、現在建設工事が進んでおり、１１月５日の落成式を目指しています。 

  ２、龍河洞のリニューアルオープンについて、龍河洞は去る７月１９日に「新・龍河

洞」として新しくオープンしました。リニューアル後は順調にお客様が訪れ、滑り出し

は上々となっています。 

  生涯学習振興課。 

  １、よってたかって生涯学習フォーラムの開催について、令和元年９月２８日土曜日

に、元気なまち香美市よってたかって生涯学習フォーラムを開催します。２回目となる

今回は、高知県立山田高等学校だけでなく中央公民館、市役所本庁舎１階ロビー及び南

側テラス、高知工科大学クロススクエア、美術館など町なかの複数の場所を会場として

開催します。山田高等学校の文化祭や健康まつり、ヘルシー★香美ング★デー、まちの

先生にものづくりの楽しさを教えてもらえる市民セミナー祭と同時開催となっており、

フォーラムでは２０２０年度に山田高等学校に新設されるグローバル探求科の紹介、各

団体からの日々の活動や取り組みの発表、地場産品を取り入れた飲食販売、ウィークエ

ンドキネマＭ Ｐｒｅｓｅｎｔｓ「いただきます みそをつくるこどもたち」の上映と

オオタヴィン監督のトークなど、盛りだくさんの内容で皆様の御来場をお待ちしており

ます。 

  ２、香美市市民大学について、第１４回となる香美市市民大学について、３つの講座

を開催するようにしています。８月２５日の桂文喬さん及び８月３１日の杉山愛さんの

講演については既に開催を終えています。９月２１日には保健福祉センター香北にて、

杉本昌隆さんにより「師匠が語る藤井聡太という才能」という演題にて講座を開催いた

します。 
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  防災対策課。 

  １、令和元年８月、台風１０号への対応について、８月１４日から１５日までの間、

台風１０号の影響により西日本を中心に広い範囲で大雨となりました。本市では、地域

防災計画に基づき、気象警報の発表を待たずに１４日８時３５分に災害対策本部を設置

し、降雨・河川水位の状況に応じて１５時に市内全域への避難準備、高齢者等避難開始

を発令するとともに避難所を開設、１８時に物部町全域に避難勧告を発令し早目早目の

避難を呼びかけました。避難情報の伝達は、防災行政無線、緊急速報メール、Ｌアラー

トを利用したテレビデータ放送、ホームページ、フェイスブックなどを通じて行いまし

た。また、８月２６日時点で２世帯４名の方が孤立状態にあり、職員が定期的に訪問し

ている状況となっております。地区の避難者数につきましては下の表に掲げております

ので、御参照ください。 

  建設課。 

  １、土木関係について、がけくずれ住家防災対策事業については、繰り越し事業が５

件あり、２件は完了、２件は施工中、１件は現在入札準備を行っています。本年度にな

り３件要望があり、県からの交付決定もあり、１件は施工中で、残り２件については現

在入札等準備中です。昨年度発生した農林業施設及び公共土木施設災害復旧事業ですが、

件数も多く、現場諸条件等もあり、現在緊急順位の高い箇所から随時事業を実施してい

ます。本年度になり新たに災害が発生し、随時国の査定を予定しています。また、徒歩

となりますが、仮道整備を行った林道中内和久保線の災害についても９月初旬に査定を

受け、早急な復旧を計画しています。交付金関係道路整備については、県からの交付決

定もあり順次、年度内完成に向け着手しています。 

  ２、都市計画関係について、都市計画道路新町西町線については、ＪＲ協定分も含め

本年度事業に着手しました。都市計画マスタープラン策定業務については、アンケート

調査を実施し、また地区別ワークショップも開催し、現在意見等の集約を行っています。 

  ３、国道１９５号改良促進期成会について、８月に総会書面決議を行い、高知県土木

部に老朽化対策の推進に必要な予算確保や山田バイパス、大栃橋の早期完成を求める要

望を１０月以降に予定しています。 

  ４、物部川改修期成同盟会及び高知県市町村道整備促進協議会について、県下関係市

町村と協力し、予算確保などの本年度１回の要望活動を７月、８月に地元選出国会議員

及び国土交通省、財務省、内務省（後に「総務省、内閣府」と訂正あり）に行いました。

２回目の要望は１０月、１１月に予定しています。 

  物部支所。 

  １、奥物部湖湖水祭について、８月１４日開催予定であった奥物部湖湖水祭は、台風

の影響により１６日に順延し開催しました。順延したことで来場者数は例年に比べると

少なく約２,０００人でしたが、盛況のうちに終了することができました。 

  消防課。 
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  １、平成３１年１月１日から令和元年６月３０日までの火災、救急及び救助出動件数

について、昨年同期と比較して、火災件数は１件の減、救急出動は２件の増、救助出動

は昨年と同じ件数となっています。なお、１月の火災において死者１名が発生していま

す。詳しくは、表にまとめてございますので御参照ください。 

  ２、消防署香北分署について、消防署香北分署の移転新築については、移転場所を決

定するために建設地検討委員会の答申に沿って慎重に検討してまいりました。このたび

候補地の地権者との協議が整いましたので、早期の完成を目指して事業を進めてまいり

ます。 

  次に、議案の提案及び説明でございます。 

  報告第１１号は、専決処分事項、損害賠償の額の決定及び和解についての報告です。 

  報告第１２号は、平成３０年度香美市健全化判断比率の報告です。 

  報告第１３号は、平成３０年度香美市資金不足比率の報告です。 

  議案第７１号は、平成３０年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定です。 

  議案第７２号は、平成３０年度香美市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定です。 

  議案第７３号は、平成３０年度香美市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定で

す。 

  議案第７４号は、平成３０年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定です。 

  議案第７５号は、平成３０年度香美市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定

です。 

  議案第７６号は、平成３０年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決

算の認定です。 

  議案第７７号は、平成３０年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決

算の認定です。 

  議案第７８号は、平成３０年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳

入歳出決算の認定です。 

  議案第７９号は、平成３０年度香美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定で

す。 

  議案第８０号は、平成３０年度香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計歳入歳出

決算の認定です。 

  議案第８１号は、平成３０年度香美市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び歳入

歳出決算の認定です。 

  議案第８２号は、平成３０年度香美市工業用水道事業会計歳入歳出決算の認定です。 

  議案第８３号は、令和元年度香美市一般会計補正予算（第３号）です。 

  議案第８４号は、令和元年度香美市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）です。 

  議案第８５号は、令和元年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）です。 
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  議案第８６号は、令和元年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号）です。 

  議案第８７号は、令和元年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第

２号）です。 

  議案第８８号は、香美市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定です。 

  議案第８９号は、香美市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定です。 

  議案第９０号は、香美市子ども・子育て支援法第８７条の規定による過料に関する条

例の一部を改正する条例の制定です。 

  議案第９１号は、香美市上下水道事業（後に「香美市上下水道事業」と訂正あり）給

水条例の一部を改正する条例の制定です。 

  議案第９２号は、香美市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定です。 

  議案第９３号は、香美市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定です。 

  議案第９４号は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関

係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定です。 

  議案第９５号は、消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整理に関する条

例の制定です。 

  議案第９６号は、市有財産の無償譲渡です。 

  議案第９７号は、債権の放棄です。 

  以上、報告３件、議案２７件の提案及び説明を終わりますが、議案の詳細につきまし

ては、お手元の議案細部説明書を御参照くださいますようよろしくお願いをいたします。

どうぞ御審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（比与森光俊君）   暫時休憩いたします。 

（午前 ９時３８分 休憩） 

（午前 ９時３９分 再開） 

○議長（比与森光俊君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   報告の中に訂正がございますので、よろしくお願いをいた

します。 

  まず初めに、各課の報告で、建設課の４にあります物部川改修期成同盟会でございま

すけれども、この終わりのほうに国土交通省、財務省、内務省に要望したということに

なっておりますけど、「内務省」のところは「総務省」でございまして、そして、「内

閣府」のほうにも要望いたしておりますので、訂正をさせていただきます。 

  そして、議案の提案の中で私が読み違いをしておりますので、改めて訂正をさせてい
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ただきます。 

  議案の第９１号でございますけど、私が「香美市上下水道」とこのように申し上げた

ようでございますが、これは文書にありますように「香美市上水道事業」でございます

ので、訂正をよろしくお願いをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   これで市長の行政の報告及び提案理由の説明を終わります。 

  これより、報告第１１号から報告第１３号についての質疑を行います。質疑はありま

せんか。 

  １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   報告第１１号について少し伺います。 

  駐車場内のフェンスに車両後部が衝突ということで書かれているんですけども、相手

側が高松市のＡ社ということですがどういう関係なのか、保存会駐車場内で車両を後退

させた際というふうに書かれていますので、その関係性と、それから、保存会駐車場内

で車どめ等はなかったのか、どの程度の強さでフェンスに衝突したのか、その点お尋ね

します。 

○議長（比与森光俊君）   商工観光課長、竹崎澄人君。 

○商工観光課長（竹崎澄人君）   お答えいたします。 

  今回の事故につきまして、細部説明書とちょっと重複するところがございますが、ち

ょっと説明させていただきます。 

  龍河洞の駐車場区画に公用車をバックで駐車、区画に駐車する際に後方への不注意で、

敷地内に設置してありましたフェンスに衝突して損傷したというものでございます。こ

のフェンスにつきましては、通信事業者の基地局を管理しておるフェンスになっており

ます。 

  車どめにつきましては、私、写真で見る限りでは車どめがちょっと確認できてなかっ

たというふうに記憶をしてございます。 

  そして、程度につきましてはフェンスが倒れたと、ぐちゃっとではないですけど倒れ

かかったのを直したという、それの損害賠償になってございます。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   ということは、フェンスは取りかえたのではなくて元に

戻したと、補強したというレベルなのか、完全に取りかえたのか、その点を。 

○議長（比与森光俊君）   商工観光課長、竹崎澄人君。 

○商工観光課長（竹崎澄人君）   お答えいたします。 

  フェンスの基礎部のモルタル補修も含まれておりますので、ちょっと基礎のところは

はつったようなことがあるかとは思いますが、大部分は補修費と管理費ということで計

上されております。 

○議長（比与森光俊君）   ほかに質疑はありませんか。 

  １２番、浜田百合子さん。 
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○１２番（浜田百合子君）   先ほどの同じ質問の続きですけれども、先ほど課長がお

っしゃいました、補修と管理費って申されましたけど、ちょっとその意味合いを教えて

ください。 

○議長（比与森光俊君）   建設課長、井上雅之君。 

○建設課長（井上雅之君）   お答えいたします。 

  通常の工事等と一緒で、直接経費、現場でかかる経費、材料費及び作業費、プラスア

ルファで現場管理費としましてその他書類の整理、それと、これ保険対応となっており

ますので、保険屋さんに施工業者のほうが管理書類を出す、その部分の経費が請求書の

管理費という形で計上されているものです。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ほかに質疑はありませんか。 

  ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   報告１２の３ページの公営企業の地方債償還の財源のための

繰入金の４億３,８４２万１,０００円というのと、一部事務組合等の地方債償還の財源

のための負担金等の３,１５３万２,０００円、これの内訳を教えていただきたいですが。 

○議長（比与森光俊君）   企画財政課長、佐竹教人君。 

○企画財政課長（佐竹教人君）   現在、内訳に関する資料を持っておりませんので、

後でお答えをさせていただきたいと思います（後に説明あり）。 

○議長（比与森光俊君）   ほかに質疑はありませんか。 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  以上で報告に対する質疑を終わります。 

  次に、議案第７１号から議案第８２号までの各案件は、平成３０年度の香美市一般会

計及び各特別会計並びに各事業会計の歳入歳出決算の認定であります。 

  これから、議案第７１号から議案第８２号までの監査委員の決算審査意見書並びに平

成３０年度財政健全化判断比率及び平成３０年度資金不足比率の審査意見について説明

を求めます。 

  代表監査委員、岡本明弘君、自席で結構ですのでお願いします。 

○代表監査委員（岡本明弘君）   皆さん、おはようございます。代表監査委員の岡本

です。よろしくお願いします。着席して説明させていただきます。 

  市長から、地方自治法第２３３条第２項の規定により審査に付された平成３０年度の

香美市一般会計及び特別会計歳入歳出決算について審査し、意見書を提出しました。そ

の概要について説明させていただきます。 

  まず、表紙をめくっていただいた表紙の裏面に注記を掲載しています。把握をお願い

します。 

  次に、目次を掲載しています。この目次の順に説明をいたします。 

  １ページをお願いします。平成３０年度香美市各会計歳入歳出決算審査意見。 
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  第１、審査の概要。１、審査の対象、平成３０年度香美市各会計歳入歳出決算。２、

審査の期間、令和元年８月１９日から８月２１日の３日間。３、審査の手続は以下のと

おりです。 

  第２、審査の結果、審査に付された各会計の歳入歳出決算書及び政令で定める書類は、

いずれも関係法令に従い作成されており、それらの計数も関係書類と符合し、正確であ

ると認められました。また、決算の内容についてはおおむね適正でありました。なお、

詳細は後述のとおりです。 

  審査意見書のちょっと訂正がありまして、まず、訂正をさせていただきたいです。後

ろの端のむすびのところです。５行目で「消防署香北分署の移転立て替えも予定されて

いる」というところで、立て替えの「立」という字を建設の「建」に訂正をお願いしま

す。よろしくお願いします。 

  １、決算の総括、（１）決算規模、一般会計及び特別会計の決算額は次のとおりであ

る。下の表をごらんください。歳入の一般会計、特別会計の総額は２７０億５,９００

万円で、重複控除額１６億３,３００万円を差し引いた純計決算額は２５４億２,６００

万円、歳出総額は２６４億６,４００万円で、重複控除額１６億３,３００万円を差し引

いた純計決算額は２４８億３,０００万円となっております。一般会計及び特別会計の

うち、地方財政法施行令第４６条に規定する公営企業会計の純計決算額を地方公営企業

繰出金について（総務省自治財政局長通知）に基づいて算出された基準内繰入金で調整

した額は、次のとおりである。この総務省自治財政局長通知というのは、一般会計から

水道事業に繰り出しが認められているものです。 

  次のページをお願いします。３ページです。（２）決算収支、平成３０年度総計決算

における歳入総額は２７０億５,９００万円、歳出総額は２６４億６,４００万円、実質

収支は１億８,９００万円となっている。平成３０年度実質収支が平成２９年度と比較

して減少したのは、歳入は４億２,８００万円の増加となったものの、歳出が８億５０

０万円の増加となったことによるものです。内容は次の表のとおりである。 

  （３）市債の状況、平成３０年度末残高は平成２９年度末残高と比較して１億２,８

００万円、０.６％減少している。内容は次の表のとおりである。 

  ４ページをお願いします。２、一般会計、（１）決算収支の状況、平成３０年度の決

算状況は、歳入総額１８４億８４５万９,０００円、歳出総額１７９億３,１１５万

４,０００円で、実質収支は９,３５７万３,０００円の黒字となり、うち４,６７８万

８,０００円を財政調整基金へ積み立てています。実質単年度収支では６億６,６９２万

９,０００円の赤字となっております。 

  （２）歳入、ア、歳入の構成、自主財源では、市税１億３,５７６万４,０００円、

５.４％、その他の収入１億４,５２１万３,０００円、６.８％が増加し、財産収入、マ

イナス８,９６４万５,０００円、６５.８％が減少しました。依存財源では、国庫支出

金、マイナス１億９４３万６,０００円、５.９％が減少したほかは全てにおいて増加を
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しております。詳細については表のとおりです。 

  次の５ページは、科目（款）別歳入決算状況と、６ページは款別の平成２９年度決算

との歳入増減表です。確認をお願いします。 

  ７ページをお願いします。エ、収入実績です。７ページから１０ページまでは収入実

績の主なものを掲載しています。後ほど確認をお願いします。 

  １１ページをお願いします。（３）歳出、ア、歳出の構成、性質別経費の状況、投資

的経費については、主に鏡野中学校武道館及びプールの新築工事等の中学校施設整備工

事により、前年度比９億５９３万３,０００円、３５.０％の増額となりました。 

  １２ページは、イ、科目（款）別歳出決算状況を表にしています。 

  １３ページをお願いします。ウ、支出内訳です。１３ページから１５ページまで支出

の内訳の主なものを掲載しています。 

  以上が一般会計の決算状況です。 

  続いて、特別会計の決算について説明させていただきます。 

  １６ページをお願いします。３、簡易水道事業特別会計。決算収支の状況、平成３０

年度の歳入総額は４億７,１６５万３,０００円、歳出総額は４億６,７８９万７,０００

円、実質収支は１２万７,０００円である。なお、一般会計からの基準外繰入金２億２

７万３,０００円を除くと２億１４万６,０００円の赤字決算となります。 

  １７ページをお願いします。４、公共下水道事業特別会計。決算収支の状況、平成３

０年度の歳入総額は４億３,１２１万２,０００円、歳出総額は４億１,６４３万７,００

０円、実質収支は５０万円である。なお、一般会計からの基準外繰入金２７４万１,０

００円を除くと２２４万１,０００円の赤字決算となります。 

  １８ページをお願いします。５、特定環境保全公共下水道事業特別会計。決算収支の

状況、平成３０年度の歳入総額は２億３５５万８,０００円、歳出総額は１億９,８７０

万７,０００円、実質収支は１１万円である。なお、一般会計からの基準外繰入金８,２

９７万６,０００円を除くと８,２８６万６,０００円の赤字決算となります。 

  １９ページをお願いします。６、農業集落排水事業特別会計。決算収支の状況、平成

３０年度の歳入総額は４,３８４万８,０００円、歳出総額は４,３８３万７,０００円、

実質収支は１万１,０００円である。なお、一般会計からの基準外繰入金１,４２１万

６,０００円を除くと１,４２０万５,０００円の赤字決算となります。 

  ２０ページをお願いします。７、国民健康保険特別会計。決算収支の状況、平成３０

年度の歳入総額は３７億１,６９６万５,０００円、歳出総額は３７億１,３７１万円、

実質収支は３２５万５,０００円である。 

  ２２ページをお願いします。８、介護保険特別会計。決算収支の状況、平成３０年度

の歳入総額は３２億６,２９９万７,０００円、歳出総額は３１億８,３７９万４,０００

円、実質収支は７,９２０万３,０００円です。 

  ２３ページをお願いします。９、介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）。決算
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収支の状況、平成３０年度の歳入歳出総額はともに１,１０７万２,０００円で実質収支

はゼロ円となっています。 

  ２４ページをお願いします。１０、後期高齢者医療特別会計。決算収支の状況、平成

３０年度の歳入総額は５億８２８万４,０００円、歳出総額は４億９,６２０万２,００

０円、実質収支は１,２０８万２,０００円である。 

  ２５ページをお願いします。１１、香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計。決

算収支の状況、平成３０年度の歳入・歳出総額はともに７７万９,０００円で、実質収

支はゼロ円となっています。 

  ２６ページをお願いします。１２、財産に関する調書。（１）公有財産。ア、行政財

産、下の表をごらんください。そして、２７ページにはイ、普通財産とウ、山林を表で

掲載しております。（２）有価証券、株式会社香北ふるさとみらいほか３社の株券です。

決算年度中に増減はありませんでした。（３）出資による権利、２８団体へ出資してお

り、決算年度は香美市工業用水道事業へ５２７万８,０００円を増額し、決算年度末残

高は２億８,４２３万５,３０８円である。 

  ２８ページをお願いします。（４）物品、前年度末より１７９品増。内訳は２４３品

増で６４品減となっています。（５）債権、住宅新築資金等貸付金は前年度に比べ３９

万７３円減少し、決算年度末現在額は１００万９１５円である。２９ページに（６）基

金を掲載しています。 

  ３０ページをお願いします。第３、財政構造の弾力性等、主要財務比率の年度別推移

は下の表のとおりです。一番上の財政力指数は平成３０年度も０.３１で、依然財政力

の弱さが示されています。実質収支比率は少し下がりました。経常収支比率は１０

１.５％と前年度と比較して１％増加しています。公債費比率は望ましい状況とはなっ

ているものの、全体としては財政需要に余裕がない状況が示されております。 

  ３１ページをお願いします。むすび、平成３０年度の一般会計と特別会計を合わせた

決算額は、歳入総額２７０億５,９００万円、歳出総額２６４億６,４００万円、実質収

支は１億８,９００万円の黒字となっているが、実質単年度収支では６億６,７００万円

の赤字決算となった。経常収支比率も平成２９年度は１００.５％、平成３０年度は１

０１.５％と財政の硬直化が進んでいる一方で、新図書館の建設や消防署香北分署の移

転建てかえも予定されている。今後は、人口減少や少子高齢化がさらに進み、税収や地

方交付税が減少するなど、財政状況はさらに厳しくなることが見込まれる。市の財政は

貴重な税金で賄われていることを再認識し、より一層のコスト意識を持って、より計画

的な財政運営に努められ、市民が安心して生活できるよう、将来を見通した行財政改革

を期待して、むすびとする。 

  以上、一般会計、特別会計歳入歳出決算の意見書の説明を終わります。 

  続いて、水道事業会計の説明を行います。別冊の冊子で平成３０年度香美市水道事業

会計決算報告書をごらんください。 
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  こちらの２０ページの次のページ、監査１のページをお願いします。 

  平成３０年度香美市水道事業会計決算審査意見書、地方公営企業法第３０条第２項の

規定により審査に付された平成３０年度香美市水道事業会計の決算審査を実施したので、

その結果について次のとおり意見書を提出します。 

  第１、審査の概要は記述のとおりです。第２、審査の結果。１、形式審査及び２、実

質審査は記述のとおりです。 

  ページをめくっていただいて、監査４のページです。３、むすび、当年度水道事業会

計では、純利益が昨年度に比べて２１２万８,０２３円、７.５７％増加し、経常収支比

率２.８６ポイント、営業収支比率２.８８ポイントも昨年度より高くなっています。水

道施設の老朽化に伴う修繕や南海トラフ地震に備えた耐震化も急務となっている。また、

給水人口が減少していく中で、今後は、香美市水道事業経営戦略に沿って、経営健全化

に取り組み、安心・安全で安定した飲料水の供給を図るよう努められたい。 

  次に、続いて、香美市工業用水道事業会計決算審査の説明を行います。平成３０年度

香美市工業用水道事業会計決算書をごらんください。 

  こちらの１６ページの次のページ、監査１のページをお願いします。 

  平成３０年度香美市工業用水道事業会計決算審査意見書、地方公営企業法第３０条第

２項の規定により審査に付された平成３０年度香美市工業用水道事業会計の決算審査を

実施したので、その結果について次のとおり意見書を提出します。 

  第１、審査の概要は記述のとおりです。第２、審査の結果。１、決算諸表については

記述のとおりです。２、むすび、高知テクノパーク工業団地は、県内外企業を誘致し、

新たな産業の育成を図る役割を担っているが、工業用水の利用については、平成１９年

度以降実績がない。平成２９年９月２２日に策定された香美市工業用水道事業休止及び

廃止計画に沿って、今後は適正な判断の上、事業の継続または廃止が決定されるよう努

められたい。 

  続いて、平成３０年度香美市財政健全化判断比率の審査意見について説明いたします。

平成３０年度香美市財政健全化判断比率の審査意見の裏面をお願いします。 

  １、審査の対象、２、審査の期間、３、審査の概要は記述のとおりです。４、審査の

結果、審査に付された下記の健全化判断比率及び算定基礎書類は、いずれも適正に作成

されているものと認められる。また、全ての比率は早期健全化基準未満となっておりま

す。 

  続いて、平成３０年度香美市資金不足比率の審査意見について説明をいたします。こ

れも裏面をお願いします。 

  平成３０年度香美市資金不足比率の審査意見。１、審査の対象、２、審査の期間、３、

審査の概要は記述のとおりです。４、審査の結果、審査に付された下記の資金不足比率

及び算定基礎書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。また、全ての

比率は早期健全化基準未満となっている。下記の表のとおりです。 
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  以上で各会計の決算審査意見書の説明を終わらせていただきます。ちょっとお聞き苦

しい点もあったと思いますが、御清聴ありがとうございました。 

○議長（比与森光俊君）   監査委員の説明が終わりました。 

  以上、複雑多岐にわたる一般会計、特別会計及び事業会計の歳入歳出決算審査意見書

並びに財政健全化判断比率及び資金不足比率の審査意見について説明をいただきました。

その御労苦に対しまして一同にかわり敬意を表し、まことにありがとうございました。 

  次に、令和元年（２０１９年）第３回定例会で継続審査に付してありました日程第３

１、請願第１号、水道施設の新設に関する請願を議題とします。 

  これから、産業建設常任委員会委員長の報告を求めます。産業建設常任委員会委員長、

甲藤邦廣君。 

○産業建設常任委員会委員長（甲藤邦廣君）   おはようございます。４番、甲藤でご

ざいます。産業建設常任委員会が付託を受けました請願第１号、水道施設の新設に関す

る請願は、令和元年第３回香美市議会定例会において当委員会が付託を受け、閉会中の

継続審査となっていたものでございます。今回の定例会までに結論を出す必要がありま

して、令和元年８月２６日に本請願を議題として審査を実施をしましたので、その経過

と結果を御報告をいたします。 

  まず、経過としまして、６月定例会最終日の６月２６日に紹介議員から趣旨説明を受

けた後に、執行部から現行制度や過去の経緯等について説明を受けて、その際現地調査

の必要性があるというふうに判断しまして、継続審査とすることに決定をしております。

これを受けまして、８月２日には委員会と紹介議員の大岸眞弓議員、そして、環境上下

水道課職員、請願者を初め地元住民の皆様と現地視察を実施し、委員各位には現状把握

をしていただいたところでございます。 

  そして、８月２６日の審査ですけれども、まず、執行部から本請願に対する見解を述

べていただき、質疑に入りました。執行部からは、特別会計での水道施設の新設となり

ますと、曽我部川地区は給水人口が２６人であって、採択要件からして補助事業にのる

ことはできない。そして、仮に料金収入を得たとしても年間約３０万円程度にしかなら

ず、公営企業会計への移行もある中で採算性が全くないということで整備はできないと。

仮に市単独での整備であっても、ほかの山間部に点在しております同様の施設を考えま

すと、財政的に極めて困難であるとの答弁がありました。 

  現地を見た結果、施設的には地元で管理をすれば今後も十分使えるのではないかとい

う質疑がありました。管理というのは最重要でありまして、民間の水道施設としては十

分な施設であるという答弁をいただいております。水源を整備、改善すれば、水道施設

としては今後も十分使えるのではないかという質疑がありまして、渇水期の問題がある

にしても、道路排水が流入しないように修繕をすれば、今後１０年から２０年程度は十

分使用できるのではないかというふうな答弁がありました。 

  また、水源について簡水等で整備をするということになりますと、水道料金を徴収し
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ているのであれば、当然市が責任を持って整備をすべきであるが、今回の場合水源の整

備をするとなれば、特別会計での整備は他の簡水等と比べて整合性がないのではという

質疑に対しまして、結論として特別会計での整備はできない。もし可能性があるとすれ

ば、一般会計になるのではないかという答弁がありました。 

  請願の趣旨に、水道施設の新設は２０年来の悲願であるとの記述があるが、以前から

要望、相談があったのかという質疑に対しまして、平成２１年度に要望があったが、今

回と同様、水道施設としての整備はできないと回答したとの答弁がありました。 

  なお、採決に先立って、今後の取り組み方について附帯意見をつけるべきではないか

という意見がありました。 

  以上で質疑を終え、討論もなく、採決の結果、賛成少数をもって請願第１号は、不採

択とすべきものと決定をいたしました。 

  この後、附帯意見についての質疑のために定住推進課の中山課長に出席をしていただ

いて、説明を受けたところでございます。 

  まず、市の活性化補助金についての制度説明を受けました。曽我部川地区については、

平成２９年度に既に活性化補助金を活用して進入路の整備であるとか、ろ過槽の整備を

実施をした経緯があると説明を受けております。 

  次に、県の中山間地域生活支援総合補助金制度の中の生活用水確保支援事業について

説明をいただきました。平成２０年度から中山間地域の水道未普及地域における生活用

水の確保に対する支援事業で、平成２９年度から５カ年計画を策定して整備を進めてお

りますけれども、整備ができていない地域が増加しており、計画におくれが生じている

ことから、県においては計画外区域の要望把握のために、８月末までに要望があれば計

画書を提出するようにとの依頼があっております。ただし、既存の５カ年計画が優先す

るということ、そして、緊急性があるものに限るということが条件であるという説明を

受けております。なお、この既存の５カ年計画は市としては作成をしておりません。 

  県事業は新設のみで修繕は対象外であるが、補助率及び補助限度額はという質疑に対

しまして、同じ県事業の移動手段・物流確保支援事業では、補助率は６分の５であって

地元負担は６分の１であると。そして、補助限度額は３,０００万円であって、この場

合、地元負担金は５００万円は必要になるだろうという答弁がありました。 

  飲料水につきましては、香美市全体の問題でもあって、水源対策も含めて検討すべき

ではないかという質疑に対しまして、現実的には活性化補助金を活用してほしい。また、

物部地区は地域支援員が対応している地域もあるので、平山地区の支援員を活用しては

どうかという答弁もありました。 

  ほかに質疑はなく、附帯意見をつけることについては全員賛成で、委員長報告、附帯

意見ともに作成につきましては、委員長に一任するということで審査を終了いたしまし

た。なお、お手元に議長宛て、委員長からの審査報告書が配付されておりますので御参

照ください。 
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  そして、本日の会議におきまして本請願は採択審議されますが、その後請願者宛て、

議長名で請願者に通知文書を送付するということになっております。 

  以上で産業建設常任委員会の報告を終わります。 

○議長（比与森光俊君）   産業建設常任委員会委員長の報告を終わります。 

  これから、委員長に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

  １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   委員長にお尋ねします。 

  さまざま調査等をされて敬意を表するところでございますが、現地調査、現地視察を

実施して現状把握に努められたということでありますが、請願者に市役所に来てもらっ

て話を伺ったという報告はなかったのですが、現地視察を終わったということで、その

ときにいろいろ聞いて、それで十分だということに委員会としてなったのか。私が考え

るに、やはり先ほどさまざま調査されたことを、やっぱり請願者を呼んで、いろいろ話

をされたほうがよかったんじゃないやろうかというような考えもありますが、そこら辺

のことは委員会で議論にならなかったか、お尋ねします。 

○議長（比与森光俊君）   産業建設常任委員会委員長、甲藤邦廣君。 

○産業建設常任委員会委員長（甲藤邦廣君）   現地視察の際に、請願者の方にも現地

に来ていただいておりますし、実際に管理をされている方にメーンで説明を受けており

ます。委員も全員現地に行っておりましたので、十分その点は理解されているというこ

とで、改めて請願者からのその後のお考えは聞いてはおりません。 

○議長（比与森光俊君）   ほかに質疑はありませんか。 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

  討論がありますので、まず、原案に反対の方の発言を許します。 

  １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   １４番、大岸眞弓です。私は請願第１号、水道施設の新設

に関する請願に関し、不採択反対、採択賛成の立場で討論いたします。 

  まず、今回の請願第１号の審査につきましては、産業建設常任委員会の委員長を初め、

委員の皆様には大変丁寧に審査をしていただきましたことにお礼を述べたいと思います。

そして、私自身参加をさせていただきました学習会におきまして、水道問題に係る認識

を深めることができました。 

  さて、８年前に曽我部川地域の方から、ろ過施設の排水のバルブが壊れて給水できな

くて困っている、見にきてもらいたいという電話をいただきました。すぐに現地に出向

きまして、水道課の職員さんの助言もいただき、たしかそのときは地域活性化総合補助

金を使いまして、市内の水道事業者のほうで対応していただいたと記憶をしております。 

  日ごろより地域の方々は、輪番制で定期的に給水施設の清掃、管理等を行っておりま

すが、豪雨や台風のときには頻繁に行かなくてはならない、高齢化で作業がだんだんと
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大変になってきている、こういうお話はたびたびお聞きをしておりました。 

  そして、最近になって請願で述べられているように、渇水や豪雨時の濁水などで現状

の方式にはやはり限界があるとのことで、困り果てて請願書の提出に至った次第です。 

  当該地域では過去に平山や東川などとあわせ、給水人口を確保して簡易水道事業をや

るという計画があったということですが、水利権の問題で調整がつかず実現に至らなか

ったとのことであります。曽我部川に限らず、そういう地域はほかにもあると私は認識

をしております。しかし、その当時とは違い、今特に山間地は住民の数、つまり給水人

口も雨の降り方も山の様子も変わってきております。市の説明を聞くと、法令上、そう

なっているからそうならざるを得ないとは思いますが、水道事業をめぐる制度は採算性

の観点から機械的に給水人口で区切っています。そうすると、人口の少ない集落は必然

的にこぼれていきます。飲料水の確保に数倍の苦労を要し、それができなくなれば地域

に住み続けることを諦めるしかありません。集落から人が流出をすれば山や谷の保全が

できなくなり、荒廃が進むことは必至です。水がなければ生活も生命の維持もできませ

ん。本来、飲料水の確保は市で行うべき最低限のインフラ整備です。 

  曽我部川地域の方々は、市に対して同様の要望をこれまでも何回か行ってきておりま

すが、今のやり方では限界との訴えに対し、市は従来の回答で打開の方向が示されてお

りません。このような経過を踏まえるとともに、かつてこの地域にも簡易水道施設を整

備する計画があったことを考慮すれば、願意は妥当だと考えます。既存の制度内では間

に合わない地域がふえてきているのではないでしょうか。そのために既存の制度以外の

方法について検討する、新たな展開をしていく、そのために議会と執行部が力を合わせ

て打開をしていく、こうした方向に行くことを願いまして、不採択に反対の討論といた

します。 

○議長（比与森光俊君）   次に、賛成の方の発言を許可します。討論はありませんか。 

○議長（比与森光俊君）   討論がないようですから、これで請願第１号についての討

論を終わります。 

  これから、請願第１号を採決いたします。 

  本案について委員長の報告は不採択であります。本案を委員長報告のとおり不採択と

決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   起立多数であります。よって、請願第１号は、委員長報告

のとおり不採択とすることに決定しました。 

  先ほどの笹岡議員からの報告に対する質疑の答弁を企画財政課長、佐竹教人君。 

○企画財政課長（佐竹教人君）   報告第１２号につきまして、笹岡議員から御質問が

あった件についてお答えをいたします。 

  まず１つ目は、公営企業の地方債の償還の財源のための繰入金ということ、その内訳

の御質問であったかと思います。 
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  公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたと認められる繰入金

につきましては、水道事業会計が７万円、工業用水道事業会計が１,４２４万４,０００

円、簡易水道事業特別会計が１億４,４４５万５,０００円、公共下水道事業特別会計が

１億６,８９７万５,０００円、それから、特定環境保全公共下水道事業特別会計が

８,３２９万３,０００円、農業集落排水事業特別会計が２,７３８万４,０００円、合わ

せて４億３,８４２万１,０００円となっております。 

  続きまして、一部事務組合等の地方債償還の財源のための負担金等につきましては、

香南香美老人ホーム組合に対しまして２,８４６万５,０００円、それから、香南清掃組

合に対しまして３０６万７,０００円、合わせて３,１５３万２,０００円の繰り出しと

なっております。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   以上で本日の日程は全て終了しました。 

  次の会議は９月１０日火曜日の午前９時から開会いたします。 

  本日はこれで散会いたします。 

（午前１０時３２分 散会） 
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議事の経過 

（午前 ９時００分 開議） 

○議長（比与森光俊君）   おはようございます。ただいまの出席議員は２０人です。

定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。 

  議事日程は、お手元にお配りをしましたとおりでございます。 

  日程第１、一般質問を行います。通告順に従いまして順次質問を許可します。 

  １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   おはようございます。１４番、大岸眞弓です。私は住民こ

そが主人公の立場で一般質問を一問一答方式で行います。 

  まず、国保の問題からお伺いをいたします。 

  ８月１３日に市民の方々１９名と市長、担当課長とで国保問題についての懇談が行わ

れました。国保加入者は７月に届いた納付書を見て驚き、私の家のほうにも、事務所に

も問い合わせがございました。また、市の窓口にも問い合わせや怒りの電話が何件かあ

ったとお聞きをしております。懇談では、国保税が昨年より１０万円以上上がった、所

得は下がったのに国保税が上がった、払わないと言っているのではない、払えるように

してもらいたいなどの切実な思いが語られました。市民は高い国保税に本当に困ってい

ます。 

  そこで、お聞きをします。①です。 

  市長は市民の声をどのように受けとめられたでしょうか、お聞きをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   大岸議員のお尋ねにお答えをしたいと思います。 

  国保に関しまして懇談会を開催をいたしまして、市民の皆さんから直接お話を伺いま

した。大変貴重な機会をいただいたというふうに考えております。 

  参加をいただいた高齢者の中には、ひとり暮らしにとりましては厳しい状況になって

おるということで、年金２カ月分の割り振りを１カ月ずつに割り振る、それについても

困っておる状況にあるんだというお話もいただきましたし、事業者の方からは今息子に

代がわりをしたと、夫の年金と自分の年金を合わせてやっとの生活だと、今度の値上げ

によって子供である息子さんが戸主として、負担が大変大きくなるのだというようなお

話もいただきましたし、また、９期の支払いはできない、もう１２回で月賦で支払いを

しなきゃならない、そういう予定だと、娘の話を聞いているというような切実なお話を

聞かせていただきました。 

  限られたスペースで１９名の参加をいただいてのお話でございまして、まだまだいろ

んな事情を抱えた方々もおいでるんだろうというふうに思います。そうした中で、今回

お話をいただいたことにつきましてはしっかりと受けとめて、一層こうしたお話の先に

ももっともっと厳しい方がおられるんだろうという想像力を上げて、今後の取り組みに

生かしていかなきゃならないというふうに考えておるところでございます。 
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○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   市長から御答弁いただきまして、市民の困窮されておる状

態は十分市長に伝わったと思いますし、また、ここに来ておられない方も厳しい状況の

方がいらっしゃるのではないかというふうに受けとめていただきました。大変貴重な機

会だったと私たちも思います。 

  そこで再質問ですが、市長、そのように市民の状況について実際生の声をお聞きにな

りまして、対応を考えるというふうに最後にはおっしゃっていただいたと思うのですが、

今市でできる負担軽減対策の必要性、これについては必要と思われますか、その点をお

聞きをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   私の申し上げた中には、今後こうした値上げということに

ついては本当にしっかり計算もして、資料も整えてやっていかなきゃならない。ただ、

いただいた資料が十分でない場合もありますので、そうしたことにつきましては制度的

な問題もあるように思いますので、国や県に対してもそういう点は改めて正してまいり

たいというふうに考えております。 

  議員につきましては、今回のことに関してどのような対策ができるかという御質問だ

と思いますけれども、議員についてはこの後、そうしたことについても具体的にお聞き

になられるというふうに思いますので、その中でお話を進めてまいりたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   県の今回の資料のことをおっしゃっていただいたと思うん

ですが、そうしたことと別に対策としては、今私が質問に掲げております②から⑥まで

のことについて、市長としては積極的に取り組めるものは取り組んでいきたいというお

考えですか。 

○議長（比与森光俊君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   全体でどうなんだというお話ですけども、できることはや

らなきゃならないと、これはもう言われるとおりだと思いますが、しかし、厳しい状況

にあることについては御承知だと思いますので、そのあたりは今後の答弁で明らかにし

ていきたいというふうに思います。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   厳しい状況というのは、市長は今、市の財政のこと、国保

会計のことをおっしゃったと思いますが、市民もとても厳しいですので、今から質問い

たしますことにつきましては、前向きの答弁をいただきたいと思います。 

  それでは、②に移ります。 

  国保税を支払うと、生活保護基準以下の所得となる世帯数をお聞きします。 

  これはさまざまなケースがありますので特定しないとわからないとは思ったのですが、
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今から申し上げます事例は２０１５年の参議院の国会質疑で出ました計算です。高知市

で夫３０歳、給与収入が２００万円、妻２８歳で給与収入が６０万円、子供１０歳の３

人家族で収入認定が２０５万２,７２０円、国保料が２割軽減対象では２１万２,６９０

円、国保料を引かれますと１８４万３０円となりまして、この家族が生活保護を受けた

場合の保護費が１９９万１００円ということです。国保料の計算の仕方はそれぞれの市

で違っておりますので、一律には言えないかと思いますけれども、高知市ではこういう

ふうになっておると。それでいきますと、国保料を払うと生活保護基準より１５万円ほ

ど安い収入で暮らさなければいけない。 

  介護保険にはこうした場合に、段階の低い保険料になる境界層措置というのがありま

す。国保にはそれがありません。ですので、払わなければなりませんけれども、生活保

護基準より低い収入で暮らすようになります。これが生存権を脅かしているのではない

かということで国会で問題になったのです。ことしは国保税が上がっておりますので、

このような世帯が香美市でもあるのではないでしょうか、お聞きをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   おはようございます。大岸議員の御質問にお答えい

たします。 

  議員がおっしゃいましたとおり、国保加入者の世帯の状況はさまざまでございますの

で、その世帯構成とかに合わせてそれぞれに計算しなければなりませんので、ここで何

世帯あるかということは、議員のおっしゃるとおり算出することができませんでした。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   そうだと思うのですが、それでは、例えば香美市のことし

の国保の算出でモデルケースがありますね。これの世帯主の所得が１８０万円、妻２５

万円、子供２人で国保税が３５万７００円です。２割軽減の世帯なのですが国保税は３

５万７００円。これでいきますと、恐らく生活保護費に満たない収入の可能性がありま

すが、予測はいかがでしょうか。また、検証が必要ではないでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   お答えします。 

  あくまでもそちらに載せておるのはモデルケースでございますので、そのモデルケー

スに対して検証するというようなことはしておりません。ですが、個々に減免なり何な

りということが必要であれば、当然先ほども２割軽減のケースでございましたけれども、

その軽減もございますし減免が必要であれば、そうしたことも個々に検討させていただ

きたいと思っております。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   法定軽減というのは均等割、平等割の部分だけですので、

所得割にあればいいんですけれども、それでは、次の質問に移ります。 

  ③です。 
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  国保料・税の減免につきましては、均等割、平等割が区分に応じて７割、５割、２割

軽減する法定軽減と、自治体独自に条例で定める申請減免があります。国保法第７７条、

これは地方税法によるものということでお聞きをしておりますけれども、減免申請の適

用緩和ができないでしょうか。３月議会でも私、同じ質問をしました。そうすると、課

長は条例に沿ってやるとの答弁でした。例えば、どういう方を適用緩和にして加えるか

という、具体的な話ですけれども先ほど紹介しました介護保険であれば境界層に匹敵す

る場合とか、あるいは、均等割で問題に今なっている子だくさんとか、家族に障害の方

がいらっしゃる場合など、こういうところに広げて保険料の減免、独自策を講じること

はできないのでしょうか、お聞きをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   お答えいたします。 

  減免に関しましては、納税者個々の担税力のいかんによって判断すべきものと考えて

おります。ですので、一律に所得が幾らであるかというようなことだけをもって画一的

に減免基準を設けることは適当ではないと考えておりますので、個々の申請がありまし

たら、その状況を見て判断したいと思っております。減免の申請がありました場合には、

その世帯の世帯状況等を十分に伺いました上で適否を決定しておりますし、今後も公平

で公正な制度の運用に努めてまいりたいと思っております。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   申請があれば対応はしておるということですけれども、そ

の対応の範囲が現在ある条例の範囲でということですね。私の質問はそれを枠を広げる

ことができないか、国保税が上がって払えないであろう方がたくさんふえている、今市

長がおっしゃっていただいたように本当にお困りなわけです。こういう方に対して市と

して独自にやっている自治体がありますので、できないかという質問です。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   お答えいたします。 

  現在の範囲を緩和して減免するとなりますと、その減免分に当たる部分をどこかが負

担しなければなりませんので、それをどこに負担を求めるかというところも検討に入る

と思います。その中には保険税のほうに転嫁されるケースもあるかと思います。ですの

で、慎重に対応していきたいと思っております。ここで規則等で緩やかにするというよ

うな方法は、一律にはできないとは思っております。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   どこに財源を求めるか。今度政府が子供の均等割の廃止を

一応は検討はしているんです。一番新しい資料によりますと、それは結局ほかの人への

保険料に転嫁すると、そうなると本末転倒です。国保税を下げようと思ってやっている

ので、それはもう一般会計から繰り入れるしか、市民の負担をなべて軽減する方法はな

いのではないでしょうか。 
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○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   その一般会計から繰り入れる場合にしても、国保税

だけを考えてやるわけにはまいりませんので、市全体の財政なり、使途を考えた上でや

らなければならないものだと思っております。 

  それと、法定外繰り入れをした場合、２０２０年度の保険者努力支援制度というのが

あるんですけれども、この中に一般会計からの法定外繰り入れをした場合にちょっとペ

ナルティーが、今現在は法定外繰り入れがありませんので、ある程度ポイントをいただ

いておりますけれども、これがなくなるというようなことに今のところ制度がなってお

りますものですから、そういった面も考え合わせて一般会計からの繰り入れが必要であ

るかどうかというところは、考えなければならないかと思っております。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   保険者努力支援制度というのは、徴収率を上げるとか、あ

る意味市民を締め上げてくる交付金なんだと、そのたてりが、つくりがなっていると思

います。 

  それから、この保険料の減免につきましては、３月議会でも申しましたけれども、国

保運営方針の中でも保険料減免に充てるための繰り入れにつきましては、一般会計から

のペナルティーの対象にはしないということですので、検討をお願いしたいです。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   先ほども答弁させていただきましたけれども、いろ

んなことを考え合わせた上で検討してまいりたいと思っております。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   ぜひいろんなケースを検討して、できるように考えていた

だきたいと思います。 

  それでは、次の質問に移ります。④です。 

  窓口負担の減免、これも第７７条と同じようなことですけども、第４４条です。本市

の条例では、災害や事業の停止、休業による収入の減少などありますが、厚生労働省は、

収入がもともと少ない人への対策として、入院患者が世帯の中にいる、世帯の収入が生

活保護基準以下、預貯金が生活保護基準の 3 カ月以下としておりますが、この対象を広

げ、積極活用をしてください。医療機関のほうでも困っております。国がこの場合は半

分の費用負担をしますので、より積極的にたくさんの方が減免が受けられるような対策

をとっていただくように求めますが、いかがでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   こちらも要件の緩和というよりも、拡大で適用して

もらいたいというような御意見だったかと思われます。それでいうと、今一部負担金の

減免につきましては、被保険者証を送付するときに同封しております国保のしおりに記

載がございますけれども、周知のほうは国保のしおりをすべからく読み上げておられる
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ような方はなかなかおられないかと思いますので、窓口等で窮状等を訴える方がおられ

まして、その中に該当するのではないかというような方がおられましたら、直接御案内

するようにいたします。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   今条例にありますその対象を、窓口負担の軽減対象という

のが決められておりますけど、それを例えばよその市のように生活保護基準の１.５倍

の収入だとか、そういうふうなことが考えられないかということです。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   先ほど③の答弁にも似通ってくるんですけれども、

この要件を緩和するとなりますと、こちらは特別調整交付金の算定外のケースに当たり、

拡大した部分の減免分は何らかの形でこの費用を賄わなければなりません。先ほどと同

じようにそれを一財で賄うのか、保険税に上乗せしてほかの方に負担していただくか、

そういったところが検討の中で必要になってくるかと思います。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   特別調整交付金とか保険者努力支援制度とか、それも国保

の財源の中に入っておりますので、それが少なくなれば困るというのは市のほうはわか

りますけれど、市民のほうはもっと困っているんです。何とか少しでも払いやすい国保

税、それから、ぐあいの悪いときには何とか安心してかかれるような制度に一歩でも近

づけていただきたい、そういう意味で質問をしておりますので、ぜひこれは取り組んで

いただきたいと思います。ほかの課とも調整をして取り組んでいただきたい。 

  国保には国の定率負担、それから、県の調整交付金とか負担とか、さまざまな制度に

よるいろんな分担が決まっておりますけれども、市がここに出しているのは保険者支援

制度の負担分全体の２５％、それから、保険料軽減制度に市の負担を２５％出している

だけです。市が国保会計に出しているのはこれだけなんです。ですので、市民がこんな

に大ごとになっているときには、市としても制度の充実を図るという立場には立てない

ものでしょうか、お聞きをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   まず、先ほどの市が国保税を算定する際に入れる収

入分のことを御説明いただきましたけれども、そもそも香美市が国保税で賄わなければ

ならない大多数のところが事業費納付金であって、その事業費納付金を計算する際にも

いろんな国からの負担金であるとか、そういったものが入っておりますので、必ずしも

先ほどおっしゃったものだけで計算が成り立つものではないかとは考えております。そ

の辺も含めていろいろ考え合わせた中で、検討していきたいと思います。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   それでは、次の質問に移ります。⑤です。 

  困窮世帯に対しまして９期の納期の緩和ができるでしょうか。１回分の支払いを幾ら
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かでも安くして払いやすくしていただきたい。そして、そのことは滞納を食いとめるこ

とにもつながりますので、９期の納期の緩和ができるかどうか、お聞きをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   こちらで特別な事情がある場合というふうに限らせ

てはいただくんですけれども、申請によりまして国保税の納期限を延長するような形、

もしくは納付回数をふやすというようなことはできますので、現在もやってはおります。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   現在もやっていただいていると。そして、対応をまたこれ

からもしていくということですので、ぜひお願いをしたいと思います。 

  それで、こうしたことを市民の方は、今国保の納付書にいろいろ書いて送っているけ

ども読まないと、この納期の緩和については周知がありますか、周知をしていただきた

いんです。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   送っている文書を一言一句覚えているわけではござ

いませんので、あったかないかというところはちょっとお答えできかねますけれども、

減免に関しましては通知がありますので、その減免とかに関連して御相談があるものか

と思っております。そのときにもし周知されていないのであれば、そのときに御説明も

させていただきたいと思っております。 

  今後もそういったものの周知の仕方については、工夫が必要であるとは思うんですけ

れども、いろんな情報をお届けしたいがためにいろんな文書が入っていっております。

その辺もちょっと考えなければならないとは思っておりますので。もし何か御提案がご

ざいましたら、どうぞおっしゃっていただければと思います。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   提案と申しますのは丁寧に相談に乗ること、そして、この

納期の緩和ができるということの周知を広くしていただくことです。 

  それでは、⑥の質問です。 

  国税徴収法では、税滞納者に対して差し押さえをする場合に、滞納者の事業継続、生

活の維持を困難にするおそれがある財産の差し押さえを猶予し、または解除することが

できると決められております。２０１７年３月の参議院予算委員会で、国税庁はその基

準の具体的な金額につきまして、１カ月当たり納税者本人につき１０万円、生計を一に

する親族１人につき４万５,０００円であることを明確に示しました。そしてその扱い

は、国保税にも活用されることは重要であると、塩崎厚生労働大臣が答弁をしておりま

す。換価の猶予は加入者の申請による申請型と、市町村長の職権による制度があります

が、申請型換価の猶予は、納付期限から６カ月以内の滞納という制約があります。これ

が認められれば、差し押さえ処分の解除や延滞金などが減額、解除され、１年以内の分

納が認められます。滞納者に対する換価の猶予を適用していただくように求めますが、
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お聞きをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   税務収納課長、公文 薫さん。 

○税務収納課長（公文 薫君）   大岸議員の御質問にお答えいたします。 

  先ほど議員からもおっしゃっていただきましたように、換価の猶予制度は、直ちに滞

納者の財産の換価をすることにより、その事業の継続もしくは生活の維持を困難にする

おそれがある場合において、法令等に基づく一定の要件のもと、強制的な徴収手続を緩

和するもので、職権によるものと申請によるものがあります。 

  滞納整理に当たりましては、画一的な取り扱いをすることなく、個々の具体的な実情

に即して適切な対応をする必要があり、それを心がけて納税相談を行っておりますので、

その中で必要と認められる場合は、換価の猶予の適用も考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   換価の猶予の適用も考えていただいているということで、

実際に実例がございますか。 

○議長（比与森光俊君）   税務収納課長、公文 薫さん。 

○税務収納課長（公文 薫君）   お答えいたします。 

  今のところ、換価の猶予を適用した事例はございません。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   納税者で御存じない方がほとんどかと思いますので、その

点を窓口で丁寧に案内をしていただきたいです。 

  以上で国保の質問は終わります。 

  次に、２点目に公務員にマイナンバーカードということでお聞きをいたします。 

  ①です。 

  政府が国、地方の全ての公務員に個人番号の記載されたマイナンバーカードを２０１

９年度末までに取得させる方針であることがわかりました。骨太の方針におきまして、

２０２２年度中にはほとんどの住民が番号カードを保有していることを想定し、普及を

強力に推進するとしているそうですが、取得させる目的と公益性についてお聞きをいた

します。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長、川田 学君。 

○総務課長（川田 学君）   大岸議員の御質問にお答えします。 

  公務員のマイナンバーカードを取得させる目的と公益性について回答させていただき

ます。 

  国は、令和３年３月から本格実施されるマイナンバーカードの健康保険証利用を着実

に進めるため、地方公務員等による本年度中のマイナンバーカードの取得を推進すると

しております。マイナンバーカードの健康保険証利用は、医療の質と利便性の向上を目
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的としており、具体的には診療時における確実な本人確認と保険資格確認、過誤請求防

止、特定健診情報等の活用、薬剤費の節約などが挙げられております。このため、その

目的は、国民の利便性の向上や行政の効率化、公正・公平な社会の実現を目指すもので

あり、多くの住民の利益の増進に寄与するものであると考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   課長がおっしゃっていただきましたように、必要としてい

る市民には利便性が高いですよね、必要としていない人にとってどうか。このマイナン

バーカードの名前ですけれども、これがそれを物語っていると思うのですが、行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、これでございますの

で、やはり行政の事務の効率化のため、健康保険にも広げるため、こういうふうに捉え

ます。この法律に基づいて発行される身分証明書の一つであるということですね。今余

り普及をしていないのは、申しましたように、個人にとっては必要性や利便性が実感で

きない、また、紛失したときのことなどを考えるとうっかり持ち歩く気になれない、情

報漏えいや悪用される心配があるなどが理由として考えられるのではないでしょうか。

また、総務課の窓口の事務も、マイナンバーカード取得に関しまして随分煩雑になるの

ではないでしょうか、お聞きをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長、川田 学君。 

○総務課長（川田 学君）   お答えをいたします。 

  マイナンバーカードは議員のおっしゃられるように、今のところメリットが少ないと

いうことで普及がされていないということで、国のほうがそのメリットができるだけ受

けれるような対策を講じるということですので、今後は個々人の判断になりますけども、

取得される方がふえてくるのではないかと考えております。 

  また、今回の公務員の取得促進について、やはり新たな事務が発生はしますので多少

は影響があるかと思いますが、一番影響があるとすれば、マイナンバーカードを発行す

る担当課が、殺到すると非常に影響が出てくるのではないかということはあります。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   次に、②でお聞きをいたします。 

  本市でのマイナンバーカード取得勧奨の対象者は何名になりますか。公務員の扶養家

族の分も含めて、全員にカード取得をということですが、家族の分は誰が意思確認をす

るのでしょうか、お聞きをします。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長、川田 学君。 

○総務課長（川田 学君）   お答えします。 

  ６月末時点で組合員数は３９５名、被扶養者数は３７１名、合計７６６名となってお

りまして、そのうち既に取得されています６３名を差し引いた７０３名が取得勧奨対象
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者になります。 

  また、マイナンバーカードを取得する場合の家族の意思の確認につきましては、勧奨

があったということを家族にお伝えいただき、それをもって各個人の自由意志に基づく

判断により決定されることになりますので、取得を希望される場合は個人ごとに申請を

していただくということになります。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   会計年度任用職員、まだ始まっておりませんけど来年４月

からですかね、この方々も対象ですか。もうその時点では終わっていますか、事務が。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長、川田 学君。 

○総務課長（川田 学君）   お答えします。 

  総務省からの地方公務員等のマイナンバーカードの一斉取得の推進に係る依頼におき

ましては、各地方公共団体の職場において勤務する非常勤職員等で、共済組合の組合員

でない方々に対しましても、この機会に合わせてオンライン申請による取得を勧奨する

ように依頼されております。このため、来年４月１日から制度が開始される会計年度任

用職員につきましても、マイナンバーカード取得勧奨の対象であるという認識でおりま

す。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   個々人が判断することというふうに課長がおっしゃってお

りますので、このカード取得と採用とはリンクしませんね、確認をさせてください。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長、川田 学君。 

○総務課長（川田 学君）   このカード取得をするしないによって、採用には全く影

響はございません。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   次に④の質問に移ります。 

  共済組合が各加入者の情報を使って、それぞれの氏名、住所などが印字された交付申

請書を作成し、所属部署を通じて一斉に配付するとしています。これに係る事務費、カ

ード取得費、委託費などはどこが負担するのでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長、川田 学君。 

○総務課長（川田 学君）    お答えします。 

  今回のマイナンバーカードの一斉取得の推進に係る費用負担につきましては、県の市

町村振興課に照会を行ったところ、高知県市町村職員共済組合が行う交付申請書の作成

等に係る事務費につきましては、全国市町村職員共済組合連合会が負担することになっ

ておりますということでした。カード取得費につきましては、初回は無料となっており
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ますので市が負担することになりますが、その経費は全額国庫補助金で賄われることに

なっております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）  共済組合連合会が事務費を負担するというのはちょっと何か

納得がいかないのですが、共済組合というのは加入者の保険料で成り立っているのじゃ

ないですか。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長、川田 学君。 

○総務課長（川田 学君）   お答えします。 

  恐らくという言い方がいいのかどうかわかりませんけども、今回の事務に係る経費に

ついては、通常の事業といいますか共済組合がやっていたものに追加した形の新たな事

業ということで、それは全国の共済組合連合会が負担するということで依頼が来たもの

だと思います。恐らく、全国の共済組合連合会は国なり外郭団体なりから、補助なり、

そういったものがあるのではないかと想像しているところです。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   組合加入者がお願いをしてやるのだったら共済組合費から

出るのはわかるんです。今回お願いをしたものではなくて、国が主導してカード普及の

ためにやっていることですので、この費用の拠出につきましてはなお確認をしてくださ

い。 

  それでは、次に⑤の質問に移ります。 

  直属の部署で言われると断りにくいという面がどうしても発生すると思います。取得

していない職員への勧奨は事実上の強制になるのではないでしょうか、その点どういう

ふうにお考えですか。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長、川田 学君。 

○総務課長（川田 学君）   お答えします。 

  一部新聞でも公務員のマイナンバーカードの取得義務化等の報道がなされております

が、マイナンバーカードの取得は法律上の義務はありません。また、総務省からの通知

もマイナンバーカードの一斉取得の推進に係る依頼となっており、あくまで勧奨であり

強制ではないという見解が示されておりますので、そういうことで認識をしております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   それでは、次に⑥の質問ですけれども、今もう課長が半分

以上お答えいただいたと思いますので、あくまでも香美市の取り扱いとしては強制はし

ない。それで、個々人の意思に任せる、そういう事務を行っていただくということで、

それを確認していただいていいですか。 
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○議長（比与森光俊君）   総務課長、川田 学君。 

○総務課長（川田 学君）   お答えします。 

  議員もおっしゃられましたように、これはあくまでこのマイナンバーカードの取得に

つきましては個々人の意思を尊重するものでありますので、各個人の自由意思に基づく

判断に委ねられているという認識でおります。また、勧奨する場合には、そういったこ

ともあわせて伝えていきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   それでは、次、⑦の質問に移ります。 

  報道によりますと、内閣府が実施したマイナンバー制度に関する世論調査では、マイ

ナンバーカードについて、取得しないし今後も取得の予定はないとする人が５３％、そ

の理由に、必要性が感じられない、身分証になるものはほかにもある、続いて、情報漏

えいが心配という回答が続いております。２０２１年には健康保険証としても使え、お

薬手帳としての機能も持たせるとのことです。個人ナンバーは年金や税の情報、場合に

よっては銀行口座とも結びつき、それに医療履歴が入り、スマホ決済とも連携させるポ

イント制度、こういうことになりますと、紛失したり、悪用されたときのことを考える

と非常に不気味ですらあります。 

  窓口としては情報漏えい対策をどう考えているでしょうか。カードの作成は庁舎内で

はなくて委託ですね。情報漏えい対策についてどう考えられているか。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長、川田 学君。 

○総務課長（川田 学君）   お答えします。 

  マイナンバーを用いて集積、集約された個人情報が外部に漏えいするのではないかと

いった国民の懸念に対しまして、マイナンバー制度を安心・安全に運用を行うために、

制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するため、厳格な安全対策が講じられて

おります。 

  制度面では、①として、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情

報を収集したり、保管したりすることを禁止しております。②としまして、第三者機関

である個人情報保護委員会による監視・監督。③としまして、マイナンバー制度におけ

る罰則の強化。④としまして、マイナンバー確認と本人確認を義務づけ、なりすましの

防止。⑤としまして、マイナポータルによる情報提供等記録の確認。 

  そして、システム面では、①としまして、個人情報を一元管理するのではなく、分散

管理を実施する、②としまして、マイナンバーを直接用いず、専用の符号を用いた情報

連携を実施する、③としまして、アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理

を実施する、④としまして、通信の暗号化を実施といった対策がとられております。 

  また、香美市特定個人情報の取扱いに関する管理規程におきましては、情報漏えい対

策などマイナンバーの適正な取り扱いの確保のために必要な事項を定め、マイナンバー
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を取り扱う職員に対しましても教育研修を実施し、マイナンバーの適正な取り扱いにつ

いて理解を深め、マイナンバーの保護に関する意識の高揚を図るための啓発を行ってお

ります。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   今るるおっしゃっていただきましたけれども、これが情報

漏えいするんですよね、いつの間にか。いろんな事例が出ているじゃないですか。そう

いう対策はとるということですが。 

  高齢者とか認知症の方など、カードの管理に非常に不安があります。ですから、再三

申し上げたように、自分にとって利点があるのかどうかは使う人が判断をし、持つかど

うかは個人の選択に任せていただきたいです。さっきも答弁をいただきましたので、く

れぐれも強制にならんように配慮を求めて、次の質問に移りたいと思います。 

  それでは、３点目に安全な学校給食をということでお聞きをいたします。 

  農林水産省の調査で、輸入小麦の 9 割以上で除草剤グリホサートが検出されていると

のことです。それを裏づけるものとして資料①をごらんください。 

  １枚目の表につきましては、農林水産省が買い入れた輸入米・麦の残留農薬等を分析

をしておりますが、結果一覧表の一部をコピーをしました。厚生労働省の発出の資料だ

ったと思うのですけども、これは輸入業者が厚生労働大臣登録の検査機関に依頼して、

産地国で船に積む際に検査をしたものです。表を見ていただいたらわかりますが、除草

剤グリホサートのほかにも、種類のところで虫とあるのは殺虫剤です。それから、菌と

あるのは抗菌剤、殺鼠剤も含まれているものもあります。それから、調とあるのは植物

成長調整剤、それから、抗とあるのは抗生物質ですね、こういうものが微量ですが含ま

れております。右の端の定量限界というのは、定量分析に際して検出できるぎりぎりの

限界値まで出したということです。 

  そして、めくっていただいて資料③を見ていただきますと、私たちのよく知る市場に

出回っている商品からも検出をされております。国産小麦を原料とするものからは検出

をされていないという結果が出ております。日本の小麦の自給率は２０１７年現在１

４.７％、輸入国は国が管理しておりまして、基本的に米国、カナダ、オーストラリア

に限定をされているということです。 

  そして、後先になりますけれども、資料②のほうをごらんになってください。 

  平成２９年に食品、添加物等の規格基準が改正をされまして、小麦のグリホサートの

残留基準値が５ｐｐｍから一気に３０ｐｐｍと変えられました。恐らくＴＰＰに係る貿

易交渉の中で基準が緩和されたものと思いますが、緩和の科学的根拠がわからず不安で

す。輸入先のアメリカ、カナダなどでは収穫前にグリホサートを散布するプレハーベス

ト処理が恒常的に行われておりまして、それが高い頻度で検出される原因とされており

ます。日本の小麦栽培ではプレハーベストは認められておりません。グリホサートはラ
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ウンドアップの主成分であり、国際がん研究機関から発がん性が指摘をされております。

また、２０１９年８月６日、産科医の国際組織が１５年の研究結果から、予防原則にの

っとり、世界規模でのグリホサートの禁止を勧告したということです。諸説あるようで

すが、含まれていることは間違いなく、微量とはいえ体にいいものではありませんので、

特に子供の摂取は避けたいと思います。 

  そこで、お聞きをいたします。 

  ①、グリホサートの影響について、どのような認識をお持ちでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   教育次長兼学校給食センター所長、岡本博章君。 

○教育次長兼学校給食センター所長（岡本博章君）   大岸議員の御質問にお答えしま

す。 

  議員御指摘のとおり、市場に出回っている輸入小麦の多くからグリホサートが検出さ

れています。グリホサートが人体や環境へ及ぼす影響については、各国の研究機関等に

おいて長期間議論がされていますが、結論については大きく見解が異なっていますので、

人体等への影響は明確でないと認識しております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   今、食の欧米化で、家計調査では米よりもパンの支出がふ

えているとのことです。私は母親目線で、せめて学校給食においては心配のないパンを

提供したいところです。 

  そこで、再質問ですが、県の学校給食会などはこのことについてどう考えているか、

わかりますか。 

○議長（比与森光俊君）   教育次長兼学校給食センター所長、岡本博章君。 

○教育次長兼学校給食センター所長（岡本博章君）   お答えします。 

  県の学校給食会では、グリホサートの件についての確認はとれていませんけれど、食

の中で県内産米の販売の促進をしているということは聞いております。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   県の学校給食会のほうも給食の地産地消を進めているとい

う、地元産をできるだけ使うというのを推進はしているんですよね。 

  それでは次、②の質問に移ります。 

  本市の学校給食で使われているパンはどこから仕入れているでしょうか。また、国産

小麦が使用されているかどうかわかりますでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   教育次長兼学校給食センター所長、岡本博章君。 

○教育次長兼学校給食センター所長（岡本博章君）   お答えします。 

  本市の学校給食パンは、高知市と香南市のパン販売店の２社から仕入れています。パ

ンの原料となる小麦粉の生産地につきましては、高知市のパン販売店では輸入小麦１０

０％を使用しています。また、香南市のパン販売店では、パンの種類によって輸入小麦
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８０％から１００％を使用しております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   埼玉県や兵庫県などでは、国内産小麦でつくったパンを学

校給食に使う取り組みをしております。特に埼玉県では、学校給食会の動きが非常に活

発でして、学校給食会が給食のパンを開発しています。そして、もちろん地元産の小麦

を使っている。それから、輸入した小麦を使うにしても、残留農薬が少ないものを選ぶ

など取り組みが進められております。こうした例も踏まえまして、県の学校給食会に安

心なパンを食べさせられる方策や支援について、働きかけることはできないでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   教育次長兼学校給食センター所長、岡本博章君。 

○教育次長兼学校給食センター所長（岡本博章君）   お答えします。 

  本日は議員から安全・安心なパン、学校給食の質問がありましたことは、高知県の学

校給食会のほうに報告しまして、今後どのような取り組みができるかをちょっと確認し

たいと思います。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   それでは、次に③の質問に移ります。 

  香美市ではおいしいお米がたくさんとれます。米飯の給食の数をふやすことはできな

いでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   教育次長兼学校給食センター所長、岡本博章君。 

○教育次長兼学校給食センター所長（岡本博章君）   お答えします。 

  市内３カ所の学校給食センターでは、それぞれの栄養教諭が栄養バランスや季節に応

じた献立内容で年間２００日前後の給食を提供しており、主な給食は米飯給食です。な

お、パン給食は毎月提供しておりまして、土佐山田給食センターでは二、三回、香北給

学校給食センターでは１回、物部給食センターでは２回程度です。また、パン給食は児

童・生徒に人気の高い給食であることも考慮しつつ、今後の献立につきましては、栄養

教諭の意見等を聞きながら協議、検討していきたいと考えております。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   次に、④の質問に移ります。 

  香美市の遊休農地を利用して小麦を生産し、学校給食のパンやパスタなどに活用でき

ないでしょうか、お聞きをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   農林課長、西本恭久君。 

○農林課長（西本恭久君）   大岸議員の質問にお答えいたします。 

  遊休農地の解消、地産地消から考えると非常によい御提案ではございますが、作付面

積が全国で３番目に少ないことからもわかるように、高知県は小麦の栽培に適していな

いようです。 
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  しかし、市内には小麦を栽培されている方がいらっしゃいます。作付面積が少なく、

製粉工程を経てコストが高くなることが予想されますが、価格を考慮せず、学校給食セ

ンターの納品基準がクリアできれば、市内産小麦粉使用の可能性はあると考えます。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   ⑤で聞くのですけれども、作付面積の問題がありますけれ

ど、例えば小さい規模の学校から始めるとか、それから、どうしてもコスト高になると

いうことで、こんなときに埼玉県の学校給食会の取り組みなどを見ておりますと、費用

面でもやっぱりそこと相談できるとか、そういうのが地産地消を進める、安全なものを

子供たちに食べさせるという活動をしております、高知県の学校給食会との連携で費用

面なんかも解決できないか。また、子供たちの学校給食に使うんだが、小麦粉をつくっ

てくれないかと相談したらつくる方もいらっしゃると思うんですね。そこらのネットワ

ークをどうつくるかが問題にもなってくると思うのですが、これはぜひ地産地消を進め

るということで担当課においてＪＡとか、そういうところと相談をして進めていただき

たいと思います。 

  それでは、次に⑤の質問に移ります。 

  本市の学校給食で使われている地元産の食材は何々でしょうか。山田、香北、物部の

各給食センター別にお聞きをいたします。食数もわかりましたらお聞きをします。 

○議長（比与森光俊君）   教育次長兼学校給食センター所長、岡本博章君。 

○教育次長兼学校給食センター所長（岡本博章君）   お答えします。 

  一般質問資料として提出しておりますが、品目等についてちょっとお答えをさせてい

ただきます。 

  市内３カ所の学校給食センターで使われている地元産の食材は、お配りしています資

料のとおりであり、主なものを簡単に説明させていただきます。 

  まず、土佐山田給食センターでは、米、やっこねぎ、ニラ、シイタケ、タマネギ、ニ

ンジン、オクラの７品目です。 

  次に、香北給食センターでは、米、カボチャ、トマト、ナス、ジャガイモ、生姜、ピ

ーマン、大葉、やっこねぎ、ホウレンソウのほか５６品目です。 

  物部給食センターでは、米、ピーマン、ネギ、サヤインゲン、カボチャ、シイタケ、

ホウレンソウ、ニンジン、トマト、ジャガイモのほか１９品目を使用しております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   きちっと通告はしておりませんでしたので、お答えになれ

るようでしたらで結構ですが、食数がわかりますか、それぞれの給食センターの、わか

らなければ結構ですけど。 

○議長（比与森光俊君）   教育次長兼学校給食センター所長、岡本博章君。 
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○教育次長兼学校給食センター所長（岡本博章君）   申しわけございません。食数の

ほうは確認しておりません。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   失礼しました。学校給食におきまして食材は教材です。出

していただいた資料を見てみますと、香北給食センターが５６品目、ここが断トツです

ね。本当に多様な地元産の食材が使われています。香北では以前スーパー食育の取り組

みなどをしておりましたが、その影響もあるのでしょうか。見てみましたら、芋の茎と

か、山菜とか、仏手カン、ユズのおいしさ、こういったものを子供のうちから学校給食

で味わえるということは本当に幸せなことですし、最高の食教育だと思います。さっき

も申しましたが、ぜひ小規模校からでも給食に使う小麦の生産ができないか、関係部署

と連携をしていただくように求めますが、その検討を始めてもらえるかどうか、再度お

聞きをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   教育次長兼学校給食センター所長、岡本博章君。 

○教育次長兼学校給食センター所長（岡本博章君）   お答えします。 

  スーパー食育については、平成２６年度に国の補助事業をいただいて進めていきまし

た事業でございまして、それは単年度の事業でありまして、平成２７年度、２８年度、

２９年度も取り組んでおりまして、楠目小学校、大栃小学校、大宮小学校と、それにつ

いては単独でこういうふうに進めてまいりましたので、今後におきましても食の安全・

安心に関することについては、給食センターに取り入れて事業を進めていきたいと思い

ます。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   それでは、次に４点目の質問に移ります。 

  鏡野中学校の武道館及びプール等の施設について、お聞きをいたします。 

  鏡野中学校の新しくできたばかりの合築棟で、屋内に大量の水分というか結露が発生

し、生徒が転倒して救急車で運ばれるということがありました。写真を学校からお借り

してきておりますので、スクリーンをごらんください。 

○議長（比与森光俊君）   暫時休憩します。 

（午前１０時０３分 休憩） 

（午前１０時０４分 再開） 

○議長（比与森光俊君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  一般質問を続けます。 

  １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   １４番、大岸です。 
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  これちょっと見えづらいですけれども（スクリーンを示しながら説明）、この左の下

は廊下です。それから、これが、右のブルーのほうが卓球台かな。それから、卓球場と

卓球場の床、こういうふうに光っておりますけれども、これは電気の明かりじゃありま

せんでして水です。卓球場の床、卓球台、廊下、これなども外気温との差で霜がつくと

いうより水浸しの状態です。光っているのは電気ではなく、さっき申しましたが水です。

保護者の方が参観日に撮ったというスマホの写真では、まだ水たまりができておりまし

て大変びっくりしました。校長先生は、廊下を拭いているとさざ波が立ったと言われて

いました。１６万円するそうですが、卓球台も１台だめになり、なぜ屋内でこのような

ことになるのか非常に驚き、これでは生徒たちも安心して部活に励めないと思ったこと

でした。 

  議会に対しましては、全員協議会でこのことに関する説明を受けました。高知工科大

学の建築環境専門の先生にも見ていただいた結果によりますと、設計に瑕疵はない、運

用の問題ではないかとのことでしたが、結露、これほどのことが予測不可能であったの

か。また、建物の立地しているところはすり鉢状になっておりまして、裏は山で木が生

い茂り、風通しのいいところではありません。このような立地条件も勘案した建築であ

ったかどうか、お聞きをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  合築棟の建設においては、設計に入る前段で設計事業者とは別の事業者による事前調

査を行い、立地箇所や施設計画図等を基本構想として策定しております。その際も結露

に関しては課題としては上がっておらず、今回のような比較的規模の大きな結露発生は

予想できなかったと思われます。また、立地条件についても勘案されたものと認識して

おります。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   立地条件からいくと恐らく湿度が高い、プールも１階にあ

りますので、そういうことを考えると非常に湿度が高い、結露の問題も発生する。以前

にも鏡野中学校も、それから、工科大学でもたくさんの結露が発生したという経過もあ

りますので、それは勘案をされていないという、今課長、答弁でおっしゃったと思うの

ですが、それはそうですか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  鏡野中学校の敷地、グラウンド等が、特別にほかと比べて湿度の高い土地であるとい

うふうな認識は持っておりません。確かに山はありますけど、本当に標高差で２０メー

トル弱ぐらいの小さな隆起でありまして、東西にも風も通りますので、グラウンドにつ

きましても、土の質も違いますけど市民グラウンドよりははるかに乾きやすいような土
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地にはなっております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   また、後に続く質問ではっきりさせていきたいと思うので

すが、１１億円かけてのオーダーメイドですので、できるだけ外気温の影響を受けない

つくりにできなかったのか。結露の予測ができなかったらそれは無理かもしれませんけ

ど、説明を聞いてそう思うのが率直な私の感想です。 

  それから、運用面が問題というふうな検証結果があることをお聞きしましたけれども、

最初に結露が発生するまでどんな換気を行っていたか、学校側に運用を聞いてみたい。

そして、廊下以外から空気が入るよう北側の窓を少しあけるなどの工夫が必要、温度と

湿度を見て今の空気の状況がわかれば外気を入れるべきかどうかその都度判断したほう

がよい、こういった工科大の先生の所見が出ておりますけども、最初にそのマニュアル

が学校側にきちんと、建物管理者ですので伝えられていたか、それはどうですか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  結露対策とかとしてのマニュアルといいますか、そういう説明はしておりません。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   それがなかったのでこういう結露の発生になっているとい

うことですね。大体コンクリートの建物は中に水分を含んでいるので、こういうことは

あるということは聞きましたけれど、それはもうコンクリートの建物の宿命なのか、こ

れまでに建てたものの経験から、何かそこも対策をしておくべきではなかったかと思う

のですが、いかがですか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   今まで建築のほうに携わったこともないですので、

私のほうとしても一般的にコンクリートの建物は建った当初結露が発生しやすいという

ことは後からもお聞きしましたけれども、今回、合築棟ができた段階ではそこまでは考

えておりませんでした。この６月は低温で、湿度の高い状況が続いたわけです。若干冷

夏ではないかと思わせるほど６月は気温が低かったので、学校からの報告でも、雨天時

に必ず発生するわけではなく、前日に温度が下がり、当日高温多湿の状態で一定量の雨

が降った場合など、一定の気象条件がそろった際に発生しているというようなことであ

ります。建築関係の専門家の田島先生がおっしゃるにも、気象庁の観測データを見たと

ころ、結露が発生した日については気温と露天温度の差がほとんどない日であり、この

卓球場に限らず温度が少しでも低いと、どこでも結露が発生しやすい気象状況であった

ということでございます。 

  以上です。 
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○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   気象条件のことはそれはあるでしょうけれど、毎年、毎年、

ことしは異常気象と言っておりますね、昨今。そういうことも十分この建物を建てる上

で加味されるべきではなかったのかと思うわけです。 

  次、②の質問に移ります。 

  目下のところ、その対策として、気象条件が悪かったら忙しい先生方が湿度と温度を

見て、外気を入れるか入れないとか判断して管理をして、モップ掛けや扇風機での対応

に追われます。卓球場は基本閉め切りですので、もうこういうときには結露が発生した

ら卓球ができない、それから、同じ階にプールがあるためにどうしても湿る。プールは

後でも言いますけれども、声が反響し過ぎて、生徒に先生の指示が伝わらないとか、る

る考えますのに、できてみて使ってみたら、学校教育施設としては本当に問題が多いの

ではないでしょうか。基本構想の時点から教育現場の意見が反映されていたのか、また、

教育委員会はどのような建築方針で臨まれたのか、お聞きをしたいと思います。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  立地箇所や建築計画図などの基本構想に当たりましては、平成２５年度に合築棟の整

備計画事前調査委託により、検討委員会にて協議を行いながら策定いたしました。検討

委員会には学校長やＰＴＡ会長等にも加わっていただき、意見の集約を行っております。

教育委員会としては、検討委員会での検討結果を尊重し、その施設整備の方針に示され

た候補地、集約化する施設、配置、規格などの整備案に基づいて整備を行っております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   今回の合築棟の建築に当たりましては、最初の予算計上の

ときから単価の設定がおかしくて、事業の見直しを余儀なくされるなど、熊本地震もあ

ったりしまして設計変更もありました。大変もたつきながらだったわけですが、設計変

更のときにはきちんと専門職の意見もお聞きになったのでしょうか。今思えば、これほ

どの事業は、プロジェクトチームを組んで基本設計の段階から建設課も入っていただい

て、そして、今にして思いましたら、工科大学の専門家にも入っていただいていたら、

こんなことにはならなかったのではないかと思いますが、いかがですか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  必要に応じて技術職員の助言等もいただいておりますが、議員のおっしゃるとおり、

規模の大きな建物、重要な建物については、プロジェクトチームをつくるなどの方法は

考えていくべきではないかと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 
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○１４番（大岸眞弓君）   建設課の助言もいただいたということですが、それはどう

いう助言だったのかわかりますか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   担当のほうで必要に応じて助言をいただいたという

ふうに聞いておりますが、細かいことは私のほうで把握しておりません。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   建設課長、どういう助言をされたか、御答弁いただけます

か。 

○議長（比与森光俊君）   建設課長、井上雅之君。 

○建設課長（井上雅之君）   お答えいたします。 

  建設課としましては、特に外壁に面するコンクリート柱、柱及びスラブ、室内コンク

リート露出部についてが、断熱材というか露出になっております。ここらもそうですが、

露出になるとやはりコンクリートですので水分を含む、呼吸をするという形の中で、あ

る程度の結露があるのではないのかという助言をしております。 

  また、あわせて結露は多少なり絶対起こります。起こったときにそれを抜くドレーン

溝、排水溝などの指示などをしております。また、特殊な材料を武道館、プール合築棟

の場合使っています。後で現場の細工ができにくい、現場打ちではありませんので、工

場でのプレキャストの部材になりますので、電源の配管など後で追加する場合などはど

うかという提言はしておると聞いております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   今の建設課長の助言は基本設計等に生かされておりますか、

課長。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  基本構想時点では、そのことは反映しておりません。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   次に、③の質問に移ります。 

  結露対策はエアコンの設置しかないとの所見が出ております。また、中学校のほうで

は、防具を着けて動く武道館にもエアコンが欲しいと言っております。熱中症対策とし

ても、そして、緊急避難所としての機能も求められておりますことを考えますと、エア

コンの設置が急がれるのではないでしょうか、あるいは最初からつけておくべきだった

と思うのですが。全員協議会のときの説明資料によりますと、設計時に「見積もり等を

取った電気事業所に、どんな工事が必要で、どの程度費用がかかるかについて調べても
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らうことにする。」と記述がありますが、結果はどうだったのでしょうか。どんな工事

で費用はどれぐらいかかりますか。また、エアコン設置についての考え方をお聞きしま

す。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  結露対策を最初に設計事業者に見ていただいた際ですが、原因は床下からではなく、

室内の空気環境であることから、これは工科大の先生に見ていただく以前ですけれども、

エアコン・除湿機設置の提案がありました。その金額等につきましては、手元にありま

せんけど、五、六百万円は必要になります。エアコンの設置か除湿機の設置かになりま

す。 

  それと、先ほども申しましたとおり、工科大の先生が現地を確認しておりまして、ま

だ調査、分析の途中でありますので、対策などのアドバイスについては今後となります

が、相談の際には、運用面による改善ができるのではないかというお話を聞いておりま

すので、アドバイスをいただきながら対策していきたいと考えております。 

  なお、施設は今のところ緊急避難所には指定されておりません。剣道などの練習中に

おける熱中症対策としてのエアコンの設置は、今のところ考えておりません。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   運用で何とかなるのは結露対策のことですよね。熱中症対

策とか、それから、今緊急避難所に指定されていないというふうに課長おっしゃったん

ですが、昨日、防災対策課で確かめましたら、指定緊急避難所になっているということ

なんですが、その辺いかがですか。防災対策課長、わかりますか。 

○議長（比与森光俊君）   防災対策課長、一圓幹生君。 

○防災対策課長（一圓幹生君）   お答えいたします。 

  現在のところ、今御質問になっております武道館とかプールの施設については、緊急

の指定避難所となっておりません。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   きのう担当課で確かめたばかりですので、どうなっている

のか。でも、あそこの水も緊急避難というか、防災対策として水槽も使われますね、プ

ールの。それから、何かのときには緊急に避難をしてこられるということは考えられる

のではないでしょうか。それは基本構想の中にもそういうことが書かれておりました。

そして、運用面で何とかなるならそれでいきたいということですが、結露対策だけでな

く、熱中症対策としても考えていかなければならないと思うのです。エアコンの設置に

ついてはどうですか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 
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○教育振興課長（横山和彦君）   熱中症対策についての武道場のエアコンということ

でございますけれども、この点につきましてはまだ学校からの要望も上がってきており

ませんし、武道場にエアコンを設置するというところは、今のところは考えておりませ

ん。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   指定避難所ですと、体育館なんかの施設に起債充当率１０

０％、うち元利償還金の７割が交付税措置される総務省の緊急防災・減災事業債があり

ます。これを提案しようと思っていたのですが、ここが指定避難所になるかならないか

はどこでどう決めるのでしょうか。もしそれが決まりましたら、地形上問題があるかも

しれませんけれども、東日本大震災から創設されましたこの緊急防災・減災事業債がま

だ使えますので、実質的な市の負担が３割で済むんですと思ったのですが、指定避難所

に指定するかどうかはどこでどういうふうに決まりますか。 

○議長（比与森光俊君）   防災対策課長、一圓幹生君。 

○防災対策課長（一圓幹生君）   土砂災害の危険なところになっておりまして、土砂

災害防止法に伴う崖地等の調査につきまして、今現在、高知県が土砂災害特別警戒区域

の指定を行うための現地調査を行っておりまして、基礎調査を今年度末までに完了する

見込みであります。 

  なお、土砂災害特別警戒区域の公示が来年度以降になるとのことであります。その結

果を見まして、避難所に指定するかどうか検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   エアコンはつけるべきということを申し上げまして、次の

④の質問に移ります。 

  ことしは梅雨入りが遅くて、６月初旬は気温の低い日が続きました。学校訪問の折に

プールの水温が気になりまして聞きますと、水温の上がらない状態で水泳の授業があっ

たと聞きます。水温は文科省の水温管理の目安によれば、２３度以上が望ましいとされ

ております。体育の先生によりますと、室温、水温を合わせて５０度は必要とのことで

す。今はもうさすがにこの気温ですと大丈夫と思いますが、こういう授業が始まる時期、

６月、７月、快適な温度は保たれているとお考えでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  今年度の水温については、水泳実施初日の６月１９日のみが２３度を下回っておりま

したが、２０日以降は水泳指導に適当とされる２３度以上を確保しております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 



－26－ 

○１４番（大岸眞弓君）   水泳の授業開始が６月１９日ですか、その前から使ってい

たというふうに聞いておりますけれども。私、６月４日の学校訪問のときに、水温が大

丈夫かというふうに聞いたときに、たしか１９度と言っていたと思います。もうプール

開きをした後だったんですが、それ以降、じゃあ先生方のほうで水温をつけてみますと

いうことでつけておられますが、これについては見ておりますか。私の手元にちょっと

ありまして、水温が６月１９日に２１度、あと２３度、７月、８月に比較的２４度とな

っておりますけれども、ただ室温が低いんです、合わせて５０度に満たない。こういう

状態ですと、授業で４０分水に入っていることがもたないと、特に女子はつらいのでは

ないかと先生は言っておられました。最初の設計等の説明では、水温は他校の例からも

心配ないと、水泳部は５月から１０月まで泳げるとのことでしたが、どうも無理のよう

です。泳げる日が限られるのではないでしょうか、この点いかがですか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  室温と水温合わせて５０度という話もあります。４５度という説もあります、５０度

という説もございますけれども、基本的に２３度を上回っておれば、水泳の指導に適し

ておるという数字になります。 

  それと、水泳指導の始まりは６月１９日と聞いておりますが、あとはもうずっと２３

度を超しておりまして、７月に入ったら２６度とか２８度とかいう日もございます。こ

としは６月が特に気温が低かったということもあろうかと思いますが、基本的には水泳

の授業には十分対応できると考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   次の質問に移りますが、⑤で、その件に関しましてですが。 

  鏡野中学校の１年生の男の子ですが聞きました。この子はよく日ノ御子の河川公園に

みんなで泳ぎに行くと言っておりますが、プールの水は川の水より冷たい、部屋は風が

吹き込むから寒いと言っていました。ほかにも寒いという声を聞いております。梅雨入

りも遅かったのでことしは余計かもしれませんが。 

  そこで全員協議会の説明で思いますのは、太陽光を取り込むように設計をしており、

授業で使用する６・７月だけでなく、水泳部は５月から１０月まで練習が可能となる。

これについては一律にはくくれない、多少そうじゃない日もあるというのはそれは気象

条件ですのでわかりますが、５月から１０月まで泳ぐのは無理と学校側は言っておられ

ました。 

  そこで、⑤の質問ですが、維持管理費の観点から、温水プールをやめた時点でなぜ屋

根をもう少し採光しやすい形状のものに変更されなかったのか、お聞きをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 
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  プールの屋根につきましては、高さを２階の屋根部分まで上げ、東西方向は大部分ガ

ラス張りにして、可能な限り多くの太陽光を取り込むことができるよう、広い空間を確

保する設計となっていますので、改めて構造の見直しなどは行っていません。ガラス面

が広いためプール内は明るく、採光のバランスはよいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   来年以降の運用も見てみたいと思うのですが、ガラス張り

にしてこれで大丈夫といってできたのが、ことしが特に気温が低かったといえばそれま

でかもしれませんけれど、寒いプールということになっていると、結果的に使ってみた

らそういうことだと思います。 

  そしたら、次に⑥の質問に移ります。 

  水泳指導の先生からの指摘です。背泳のときに目印にして泳ぐ背泳標識ポールとフラ

ッグがないとのことです。競泳の練習に必要なものだそうですので、早急につけてもら

いたいと言っておりますので早急な対応をお願いしたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  背泳ぎ用標識につきましては、公式競技会または公認競技会に使用する目的で、日本

水泳連盟の公認プールとして公認を受けるためには設置が必要となりますが、体育の授

業が主目的の学校プールとしては必要とされておりませんので、現時点では設置を考え

ておりませんが、どうしても学校のほうがこれは必要だ、競技するために必要だという

ことであれば、また学校と協議をさせていただきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   水泳部の子供さんたちは、記録を伸ばすために背泳等の練

習もすると思うんです。公式の試合場に行ったらそれがあるわけです。ですので、これ

を見てきちんと練習をするということがとても大事ですと、学校の水泳の指導の先生は

そう言っておりますので、つけていただきたいということです。いかがですか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  構想の段階で水泳の先生もかかわっていただいておりましたけれども、そのときはこ

ういった話がありませんでしたのでつけておりませんけれども、この点につきましては

学校と話し合ってみたいと思います。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   それでは、⑦の質問に移ります。 
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  今後も消防庁舎香北分署や児童クラブの建設計画があります。美術館の収蔵庫も今話

がとまっておりますけども、建設が待ち望まれております。建物を計画する段階から、

本当に今回のことを見て思いますのは、使う市民の意見をまず手前によく聞くこと、そ

して、何より建築チームの中に技術職員が見積もり、設計発注の段階から入ること。工

科大学が近いですので、専門の先生にも相談しながら、教育委員会部局だけで事を決め

ないこと、教育委員会に関する施設はこういう事が要ると思いますが、それがまた今後

の再発防止策になると思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  先ほどプロジェクトチームのお話もありましたけれども、重要な施設の建築に当たっ

ては構想段階から技術担当者や専門家を配置するなど、組織体制づくりも必要ではない

かと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   これは庁舎内の人事の問題、人員配置の問題にもかかわっ

てきますので、市長、この件に関しましてどういうふうにお考えでしょうか。チームを

組んで、技術職も十分にその中に入っていってという状態がつくれますでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   お答えをいたします。 

  市役所の庁舎でありますとか消防庁舎などについては、そこに働く人に大きくかかわ

っていただくということが大事だと思います。その際にも消防庁舎にしても、あるいは、

市役所庁舎にしても外部からもおいでますし、より使いやすい施設になるということは

大事なことだと思います。この間も建て上がってからもさまざまなところ、それこそい

ろいろな案内施設についても変わってきたりとかしております。それだけに使う方の声

をしっかり聞くということが、もうこれは基本だというふうに思います。そういう形で

今できているのは図書館だというふうに思っておりますので、やはり我々としては今後

はしっかりと住民の皆さん、利用される方、子供たちにも聞くということも、今後は大

切にしていくことだというふうに思います。 

  あわせて、市内にあるさまざまな能力を持っておられる方の協力を得て、限られた財

源の中でやっているわけでありますから、より賢明な選択をしていくというところでは、

最大そういう能力を活用していくということになろうかと思います。その際には人事も

あろうかと思いますけれども、横の協力というものは組織の中でもできるわけでありま

すし、協力するということも現場からは声が上がっておりますので、そういうことを生

かしていくようにしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   この件に関しましては、議会での審査のあり方がどうであ
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ったかということも含めまして、私も今回のことは教訓としたいと思っております。 

  それでは、最後、５点目の再生可能エネルギー…。 

○議長（比与森光俊君）   １０時４５分まで休憩します。 

（午前１０時３５分 休憩） 

（午前１０時４５分 再開） 

○議長（比与森光俊君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  一般質問を続けます。 

  １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   それでは、次に５点目の再生可能エネルギー開発に関する

条例について質問をいたします。 

  昨年の６月議会で、再生可能エネルギーに係る条例の整備を求める私の質問に対して

前任の課長は、国の法律もあり、国・県のガイドラインもあるので、直ちに条例を制定

するというふうには考えていない。ただ、土佐清水市、須崎市は条例化をしているので

参考にしたい。今回の件、この場合は梅の久保のときに私はこの質問をしたのですが、

参考にしたいというふうに課長が申しまして、続けて、今回の件について感じているこ

とは、地域と行政、支所、本課との連絡体制、情報共有がもう少し早くできておれば早

い対応ができたのではないか。むしろそちらのほうの情報共有、連絡体制への強化が必

要ではないかと述べておられます。 

  そして、同年の１２月定例会におきまして、今度は宮ノ口のため池の上に大規模なソ

ーラー開発計画が持ち上がった問題で、再度条例制定の必要性について質問をしました

ところ、前課長の答弁は、現在環境省において、太陽光発電システムについても環境影

響評価法の対象とすべく検討が行われており、その内容も踏まえて条例制定に向けて検

討を進めてまいりたい。また、条例の必要性は十分認識しているとはっきり答弁をして

おります。課長が退職間際ではありましたので、しっかり後任の課長への引き継ぎを求

めたのに対し、在職中にできる限りのことをして引き継ぎをしていきたいと明言があり

ました。課長、引き継ぎはあったのでしょうか。それがことしの６月定例会での課長の

答弁は、国の法整備を待ちたい、実効ある条例は難しいと後退をしました。議場での答

弁がなぜ簡単に覆るのか、とても納得できません。 

  そこで、まず①でお聞きをいたします 

  この間、地域の実情を訴え、条例の必要性を述べてきました。できるだけ聞き取り調

査や研究もしまして、丁寧な質問に心がけたつもりです。再生可能エネルギー推進を否

定するものではありませんが、業者がおざなりな説明で事を進めようとすれば、少ない

情報の中で住民は右往左往するしかありません。そんなとき住民の不安を取り除くのは

基礎的自治体の職員の役割と思いますが、この認識がおありかどうかお聞きをいたしま

す。 
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○議長（比与森光俊君）   環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   お答えします。 

  文書による引き継ぎは承っております。ただ、実情としまして進んでいないのが現状

であります。再生可能エネルギー開発に係る国の許認可制度に伴う数々の懸念や危惧等

の住民不安への対応に関しまして、当課の現体制では万全な対応は現状不可能であると

考えています。 

  今後におきまして、県の協力を仰ぎ、事業者への助言等により、市への事前相談を含

めたものを行っていただくように県にお願いしております。また、早期の情報収集に努

めるとともに、個々の案件につきまして関係各課及び県担当課等の専門部署にいち早く

助言、協力等を求めることによって、役割に対応していきたいと今後考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   それでは、次に②の質問に移ります。 

  北海道稚内市では、平成２９年に稚内市小型風力発電設備等の設置及び運用の基準に

関する条例を制定しています。地元の議員さんに私、電話をしまして、条例制定に至っ

た経過を聞きました。やはり香美市と同じようなことで、ソーラーか風力かの違いはあ

りますけれども、土地を手放した地権者と付近の住民の間にいさかいが起き、また業者

による地元への説明が不十分なまま事を進めようとしたとか、大変混乱が起きたとのこ

とでした。それで、ガイドラインもつくってはおりましたけれども、新たに平成２９年

に条例化に至ったというふうに聞いております。 

  稚内市の条例は、課長ひいて調べていただいていると思いますけども、「稚内市にお

ける小型風力発電設備等の設置及び運用に関し必要な基準を定めることにより、事故等

の発生を防止し、もって再生可能エネルギーの導入拡大を図るとともに、市民の安全と

安心及び地域の安全の確保並びに生活環境の保全を行うことを目的とする。」。この目

的で条例をつくっております。そして、各条文ごとに設置場所の規定、それから、騒音、

低周波対策、風車の羽の回転に伴う日影対策、電波障害などを事業者に求め、不適切な

状態にある場合は市長が助言、指導、勧告、是正の命令ができるなどの規定を設けてお

ります。施行規則もございます。また、事業者は計画の段階で市長、近隣住民、土地所

有者、関係公的機関に事業の説明を行わなければならないなど具体的に示され、施行規

則も定められております。これは上位法とも矛盾しない条例、実効性のある条例だと思

います。検討する上で参考になると思いますが、この条例に対する所見と取り組む姿勢

をお聞きをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   お答えします。 

  稚内市におきましては、風力発電に適した地形等により、制度当初からガイドライン

等を作成し、精力的に再生可能エネルギーの利用を行ってきた市であります。既に市と
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して１２０％の自給率になっており全国でも先進的な事例でありますが、今回の御質問

の関係ですが、稚内市小型風力発電設備等の設置及び運用の基準に関する条例は、住宅

地等でも設置できる小型のものへの設置及び運用の基準を制定しているものであります。

太陽光発電と異なり、そのもの自体が運転時の騒音、日照、電波障害が直接的に周辺住

民に影響することへ対応するものであると認識しております。条例等に対して参考でと

いうことでありますが、今後その他案件等も含め、調査、研究等に努めていきたいと考

えています。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   引き継ぎを受けたけれども、体制の問題もあり実情として

は進んでいないということでしたので、これは風力ですので、基本的にソーラーとは違

うんですけれども、地域で起こることは一緒なんです。私はその対策を求めております。

それですので研究をして進めていただきたい、条例化をぜひお願いしたいと思うところ

です。よろしいですか、課長。 

○議長（比与森光俊君）   環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   県の新エネルギー推進課との協議、助言等をい

ただきながら、また今後も引き続き案件の検討を続けていきたいとは思っております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   本当に環境上下水道課ということで、業務も多端だと思い

ますけれども、ぜひこういう問題はまた香美市内で起こる可能性はありますので、早く

整備をしていきたただきたいと思います。していただくということですので、この程度

にとどめておきたいと思います。 

  それでは、③です。 

  国見山周辺における大規模な風力発電事業の概要と進捗状況をお聞きをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   お答えします。 

  資料をお配りしておりますが、資料の内容のとおり、資料の左側になります。 

  土佐町、本山町、大豊町、南国市、香美市の市町境の稜線に沿って、風力発電機、定

格出力２,３００キロワット、現在予定でありますが２２基程度、合計、最大５万６０

０キロワットの設置計画であります。現在のところ環境影響評価手続についての縦覧を

し、年内に経済産業大臣勧告が出される見込みであり、環境調査や概略設計にも着手の

予定です。さらに再生可能エネルギー特別措置法に基づく固定価格買取制度の適用を受

けるために、年内に事業計画認定の申請を行う予定で、並行して地権者協議や電力系統

接続に係る手続を行っている現状です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 
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○１４番（大岸眞弓君）   この縦覧が行われていることを私は承知していなかったの

ですが、そうすると、環境アセスメントはもう終わったということですか、まだ終わっ

ていない、あとどれくらい。 

○議長（比与森光俊君）   環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   お答えします。 

  アセスメントに関しては今からになっております。事業をやるやらんに関しましても、

アセスメントの調査結果及び作業用道路等の条件等を考慮しての話になるとは思います

が、アセスメントに関してはこれからであります。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   香美市に対しましては、何か事業者から事業計画の説明と

かあっておりますか。 

○議長（比与森光俊君）   環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   お答えします。 

  事業計画書が当初出されておりまして、その後、表の右側にあります手続に沿って事

業を進めている状況であります。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   最後の質問に移ります。④です。 

  ５月の議会報告会で、私たちの担当した班が繁藤地域に伺いましたときに、この風力

発電の計画についてとても不安の声がございました。事業者による住民説明会が行われ

ているかどうか、まだですか、アセスメントが終わった後ということになりますか。 

○議長（比与森光俊君）   環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   お答えします。 

  地元へのアセスメントの説明会につきましては、令和元年 7 月１３日土曜日に香美市

繁藤地区コミュニティセンターにおいて、概要及び環境影響評価方法書等に関する説明

会が行われております。そういう地元への説明は事業者のほうが行っていくというふう

に聞いております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   大変規模が大きいですので、この前の宮ノ口のソーラーの

ような規模では全然ないし、他市町村にもまたがっておりますので、どういう流れにな

るかというのはちょっと今聞いただけでわからないのですけど、くれぐれも住民の方が

不安を感じているときは丁寧に対応していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   お答えします。 
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  この件に関しましては、繁藤出張所の所長にも協力していただき、会場の段取りとか

いろいろその他に向けて、また、説明会に関しては僕のほうも出席させていただき、現

状等の把握、地域の皆さんの考え方、状況等も把握していきたいと思って説明会に参加

させていただきました。実際、地域にメリットがあることがあれば有用でありますので、

ぜひ進めていきたいと思いますが、中に懸念される事項等もいろいろありまして、そこ

ら辺の対応につきましては、事業者のほうから今後調査を行った内容等につきましてし

っかり評価を行い、住民の皆さんに対応していくということを現場で伺っておりますの

で、今後見守っていきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   以上で私の質問を終わります。 

○議長（比与森光俊君）   大岸眞弓さんの質問が終わりました。 

  次に、１３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   １３番、山﨑龍太郎です。通告に従い順次質問いたしま

す。一問一答であります。 

  最初に、住宅リフォーム補助金制度についてであります。 

  この時期の定番の質問になってしまいました。これまで制度の普及、補助の対象、市

民ニーズの把握、予算額、他市の状況など、さまざまな角度から質問させていただいた

ところであります。今回は制度の継続を願う立場から、資料等も示しながら質問をする

ところです。 

  最初に、昨年度、本年度における申し込み件数、利用件数、補助額、施工金額、予定

も含みますけれども、これについてお尋ねします。 

  なお、私どもが制度実施状況として、制度開始からの実績等について参考資料１を示

しておりますので、それも踏まえましてお答えを願います。 

○議長（比与森光俊君）   企画財政課長、佐竹教人君。 

○企画財政課長（佐竹教人君）   山﨑龍太郎議員の御質問にお答えをいたします。 

  平成３０年度の実績は、申し込み件数３２件、利用件数３０件、補助額４６４万

４,０００円、施工金額３,２８７万８,７６５円となっております。本年度の状況は、

申し込み件数が３１件、利用件数２９件、補助額５００万円、施工金額は３,１８３万

３,５４８円の見込みとなっております。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   申し込みですが、５００万円の予算枠で昨年は夏ぐらい

にはもう申し込みが超過されて、あとはキャンセル待ちと、ことしはホームページでは

もう５月１０日の時点でキャンセル待ちの状況やったというふうに思いますけど、結構

早い時期の申し込み受け付け終了ということでありますけれども、実際その後の問い合

わせ等も踏まえて３２件で打ち切っているんですけど、問い合わせ等も踏まえてあった
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のかどうか、そこら辺をお尋ねします。 

○議長（比与森光俊君）   企画財政課長、佐竹教人君。 

○企画財政課長（佐竹教人君）   締め切り後の問い合わせもありまして、現在キャン

セル待ちの方が５人いらっしゃいます。そうした状況となっております。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   少し関連して、ことし、昨年で工事はどういう種類の工

事が多かったのか、ちょっとお尋ねします。 

○議長（比与森光俊君）   企画財政課長、佐竹教人君。 

○企画財政課長（佐竹教人君）   お答えいたします。 

  本年度の申し込みによりますと、外装のリフォームの方が４５％、内装の方が４０％、

設備関係が１５％というふうになっております。平成３０年度の実績に関しましては、

外装が５６％、内装が２１％、設備関係が２３％となっております。 

  外装に関しましては、屋根や壁の塗装、瓦のふきかえ、内装に関しましては、床やフ

ローリング、壁の張りかえ、設備に関しましては、キッチン・トイレ・浴室周りの改修

が主なものとなっております。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   次に移ります。②です。 

  制度が始まったころは、所管は政策企画財政課でありました。当時の課長は、本来は

事業課、建設課等が受け持つのが適当であろうが、なかなか難しくてということであり

ました。他市等では事業課が担当して、成果品の最終チェックなども行っているところ

です。また、本来事業のヒアリング等を行う企画財政課がこの事務を行い続けたのは何

か理由があるのか、別の所管に移すなどの議論はなかったのか、お尋ねします。 

○議長（比与森光俊君）   企画財政課長、佐竹教人君。 

○企画財政課長（佐竹教人君）   お答えいたします。 

  リフォーム補助金につきましては、定住促進、地域経済の活性化及び市民の生活環境

の向上を図る複合的な目的で実施してきておりまして、中でも地域経済の活性化に重点

を置いた施策でありますことから、これまで事業課等での実施については検討しており

ませんでした。 

  なお、補助金制度創設当時は、事業内容等について他課との調整は一定あったものと

思われます。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   次に移ります。③です。 

  機会あるごとにこの質問はさせてもらってきたところでありますが、これまでの質問

に対し答弁では、経済的な効果も検証を行ってきたし、令和２年度以降についても事業

効果を検証した上で、財政状況も踏まえ検討するとのことでありました。しかしながら、

いかなる検証がなされているのか、経過等もわかりませんので、今回私なりに高知県産
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業連関表の高知県経済波及効果簡易分析ツールを用い、香美市住宅リフォームの経済波

及効果を数字化してみました。担当課長には、制度開始２０１２年から２０１９年度ま

での分析結果をお渡ししております。また、皆さん方には２０１７年度の経済波及効果、

税収効果について、参考資料２、３、３のほうはグラフだけですが、これをお示しして

おります。同様の分析は他市等でも行っているところです。県経済への波及であります

ので、香美市にとってどうなのかという点では、担当課長に逆にレクチャーいただかね

ばならないと思っているところでもありますが、基礎資料としては活用できると考えて

おります。 

  資料２をごらんください。２０１７年度の結果であります。少し文言を説明させてい

ただきます。 

  補助額を一番上に、この年は７２０万５,０００円ということで入れまして、需要額、

これは施工金額でありますが５,１３２万３,５００円ということで、その中から移入額

を差し引いた部分、４,９６１万２,９５４円が直接効果ということで下の表に行きます。

直接効果とは、消費や投資などの最終需要により生じる最初の生産増加額であります。

そして、間接一次効果とは新たな生産、直接効果により生じた原材料の投入によって、

県内各産業部門で誘発された生産額、直接効果と間接一次効果と合わせて第一次波及効

果とも言います。間接二次効果とは、第一次波及効果、直接効果及び間接一次効果に伴

って発生した雇用者所得が新たな消費需要、民間消費支出に回り、それにより誘発され

た生産額、間接二次効果を第二次波及効果ともいうわけです。これをトータルして総合

効果ということです。これが合計の欄に載って７,８４５万４,３２４円という数字が出

てきます。この中で表を見てもらったら、数字はすぐはじき出していただけますので、

補助額に対する比率、２０％補助ですので、実際７２０万円に対してどれだけの経済波

及効果があったというのは、１０.８９倍の経済波及効果があったという推計が出てお

ります。また、税収効果については下の表にありますように２６０万６,１９０円が県

税、市町村税、合わせて出ているということで、補助額に対する比率は０.３６倍であ

るということであります。これは２０１７年度だけでありますが、数字的には上下して

いる年がございました。この分析結果についての見解をお尋ねします。 

○議長（比与森光俊君）   企画財政課長、佐竹教人君。 

○企画財政課長（佐竹教人君）   お答えいたします。 

  お示しいただきました高知県産業連関表に基づく経済波及効果分析ツールを用いるこ

とによりまして、県内の経済波及効果を分析できるようになっております。これにより

ますと、リフォーム補助金事業による経済波及効果は生産誘発倍率１.５３となってお

り、全体として一定の経済波及効果があると認められます。ただし、この経済波及効果

は県全体のもので市町村別の計算はできず、また、その効果があらわれる期間も計算で

きないことになっております。このため、税収効果につきましても本市単独分としては

算出されておりませんが、お示しいただいた資料からは一定の経済波及効果は得られて
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いるものと考えております。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   ただ他市等の表を見てみますと、市の経済波及効果があ

るということで、この県のツールを使ってやっているという例もありましたので、それ

をイコール市に対しての経済波及効果というふうな捉え方をしているところもありまし

た。確かに課長の言うとおりではないと思います。香美市の部分はどうなのか、この市

町村の税収効果がどうなのかということについては推計の推計になるということはあり

ますが、波及効果はあるという認識のことはおっしゃっていただきましたので。 

  関連して、２０１７年度１６３万２,０００円のうち香美市の税収効果はどうか、ま

た、香美市の経済波及も高いとは考えます。なぜなら、私は地元業者が仕事を受けリフ

ォームするに当たり、建築資材等も先ほど言ったら最初の答弁で外装とか内装とか、結

構な率で多いということで屋根なんかもあると。この資材調達は香美市の業者で賄える

んですわね、瓦屋さんやったら香美市内は業者がおられる。そして、建築資材関係やっ

たらこれも香美市で大きく商いしている業者さんもおられます。そういうことを考える

ときに、地元業者の供給が多いと考えるし、消費需要も高いと考えます。間接一次効果、

間接二次効果も県内中心というより香美市の比重が高いと考えますが、そこら辺につい

て課長はどのような認識をお持ちなのか。地域の実態もわかっていると思いますが、い

かがでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   企画財政課長、佐竹教人君。 

○企画財政課長（佐竹教人君）   お示しした資料の間接一次効果のところが原材料需

要に係る誘発部分に主になっているかと思いますけれども、県全体でも移入率、つまり

県内での生産部分を４６％というふうに見込んでおります。議員が独自にお調べいただ

いた中ではもっと多いのではないかというお話もありましたけど、押しなべてこの業種

の市内調達率というのは、県よりもやはり低いというふうに考えるべきだというふうに

考えていまして、ここは実際に業者の仕入れ等調べてみないといけない部分ではありま

すが、県の指標より若干低いレベルではないかというふうに推定をしているところです。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   少し全体的な数値を示しますが、全体の経済波及効果、

制度が始まってから７億２,７２１万１,０００円ということで、補助に対しての比率が

１１.０６倍、補助額全体は６,５７０万円ぐらいであったと思いますが、実際２０１２

年から２０１９年の税収効果は全体で２,４２０万円、市町村分で１,５１３万円という

ことで、県全体で３６.８％、市で２３.１％というふうな、制度が始まってから今回最

後まだいっていませんけど、令和元年度は、その結果は出ていませんが、推計ではそう

いうふうになっています。実際、そういう数値を見たときに、決算状況等も見たときに、

この間若干市税等の収入もふえているというふうな現状もありますが、それがどこまで

影響があるのかというのはそれは推測の範囲を出ませんが、私は市民税の増収に制度の
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効果があると。最初は若干課長も答えられたんですが、再度聞くんですけども、この認

識は共有できるのかという点についてお尋ねします。 

○議長（比与森光俊君）   企画財政課長、佐竹教人君。 

○企画財政課長（佐竹教人君）   このリフォーム補助金に限らず一定の行政による財

政支出というものは、市町村民税にはね返ってくるということは共有できるというふう

に考えております。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   限らずということですが、もちろんそうでなければ制度

の意味がないということになると思いますが、その効果はより高い制度であるというこ

とを申し上げて、④に移ります。 

  昨年の質問で、社会資本整備総合交付金、この交付金はいろいろな分野で使える自由

度の高い補助金でありますけども、これを財源として取り組んでいる自治体もあるが、

研究してはとの答弁で、本年度検討するというふうなお答えもいただいているところで

すが、どのように検討したのかお尋ねします。 

○議長（比与森光俊君）   企画財政課長、佐竹教人君。 

○企画財政課長（佐竹教人君）   本年度も当該事業について、担当のほうで確認をし

たところ、交付対象事業の要件に合わないために、社会資本整備総合交付金は活用でき

ないというふうに思っております。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   何の要件に合わないのか、具体的に。 

○議長（比与森光俊君）   企画財政課長、佐竹教人君。 

○企画財政課長（佐竹教人君）   まず、住宅市街地整備計画とか既成市街地の住環境

の創出、美しい景観の形成などの係る住宅市街地総合整備事業等を区画整理的で大規模

な事業を伴う部分で、当該事業のリフォームといった部分がメニュー化されております。

この部分については、さらに空き家対策総合支援対策事業等のメニューもございますが、

現状で極めて大がかりなものであり、当該補助事業の財源としては難しいというふうに

判断をいたしました。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   それは市の見解ということですが、この制度を使ってや

っているところもあるので、そこは見解が違うからということで市の見解として受けと

めておきますが、本年度の当初でもこの交付金は７,５００万円予算化されているし、

平成２９年度決算でも８,５００万円の実績があるということで、私の発想では、そう

いう税収で一定満たされている、投資しておいて３０％、４０％という税収効果の中で

市に対して２割でもあるんやったら、あとの部分にこの交付金を充てたらというふうな

発想をしてお伺いしたんですが、この発想は私どもの考え方ですので、市の考え方がど

うなのかということは置いておきます。 
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  次に移ります。⑤です。 

  過去リフォームを実施された市民にアンケートもとり、喜ばれている施策との評価を

もらっているのは担当課としては承知しているところと思いますが。ただ、担当課とし

てこの間、事業効果の検証は行うといった答弁をもらっていますが、いかに行ったのか、

その点についてお尋ねします。 

○議長（比与森光俊君）   企画財政課長、佐竹教人君。 

○企画財政課長（佐竹教人君）   お答えいたします。 

  具体的に事業効果を検証するためには、施工業者の仕入れ状況を調査する必要があり

ますが、時間と費用がかかるため効率的な分析ツールを使っております。環境省の地域

経済循環分析ツール等によりますと、本市の建設業の消費や投資の増加が全産業に与え

る影響の強さを示す影響力係数は、１.０５と本市では平均的な水準でございまして、

生産波及効果は１.２程度となっております。この結果、当該事業の本市での経済波及

効果は、先ほどお示しいただきました県域での１.５３に対し、１.２程度と低く見積も

っております。 

  また、本年度の補助金交付対象者に対するアンケートによりますと、当該補助金の存

在、活用が実際のリフォームに結びついている、またはこの補助金により施工業者を市

内業者に変更したケースは１９人中４人となっており、結果、７８％の方は当該補助金

の有無にかかわらず、地元業者により住宅リフォームを実施したというふうに考えられ

ます。検証は主に本年度に入ってから行い、現時点で以上のような検証結果となってお

ります。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   数字資料として環境省のツールを使って調べられたとい

うことでありますが、今までそういう話は初めて聞いたんですわね、実際、何か質問に

応じて一生懸命調べたような感が否めないんですが。実際そういうことを調べたんやっ

たら、私どもやっぱりそれに対してまた逆に提案することもあったのかとも思いますが。 

  それはそれとしまして、否定的な部分の答弁があったので、それじゃあ、ちょっとお

さまり切れないなというふうなところもありまして聞くんですけど、現実問題、アンケ

ートもしたと、１９人のうち４人は補助金により市内業者に変えたと。香美市の建築関

連業者の営業のスタイルもあるかもしれませんし、市外業者からどんどんどんどんリフ

ォームに対して営業もかかって、リフォームやっているなと思って聞いてみると、市外

の業者に頼んでいますという例もあります。だから全体としては、そういう仕事はやら

れるけど、地元業者に対してのやはり仕事起こしというレベルで考えたときには、私ど

もはやっぱりこれは業者ももちろん積極的に展開していかねばならないし、現実問題、

行政がこの制度を、やっぱり市内業者を使わすということの大前提がありますので、や

はり誘発させるための大事な側面と思います。地域内循環型経済のためには、この制度

の継続が大事というふうに思います。 
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  あわせまして、せんだって伊賀上野市へ総務常任委員会で行ってきました。そのとき

にやはり感心したのは、これは移住・定住の格好で行ったんですけれども、かなり数値

分析が、この事業をやるに対する経済波及効果についての分析が、本当に推計ではあり

ますがシビアなんです。私はやっぱり常々香美市でやられているかなということが、今

後また財政のヒアリングらをしていくときに、さまざまな指標を使ってやるということ

が私は大事というふうに思うんです。この伊賀上野市の場合でいったら、移住パターン

を想定してどういう方々が移住してくるのか云々で、経済効果の算出基礎で、このまち

へ住んだらこれだけの固定資産税が入ってくるとか、そして行政収支の算出して、経済

効果が５年間で５００億円になるとか、行政収支が２７億プラスのマイナスの６億にな

るとか、こういう数値まで市民に対しても、行政視察に来ている私どもにも示してくれ

るわけですね。これがあって初めて事業の効果というのが図れると思うんです。実際問

題、私はこういう施策で今課長が環境省のツールを使ってやったと、私どもも県の経済

の産業連関表を使ってやったということでありますが、まだまだ研究の余地があると思

いますが、それについての認識をお尋ねします。 

○議長（比与森光俊君）   企画財政課長、佐竹教人君。 

○企画財政課長（佐竹教人君）   お答えいたします。 

  近ごろ、エビデンスに基づく行政ということが非常に言われておりまして、我々も先

ほど議員がおっしゃったような数値とか、ある種のゴールの設定に関して、わかりやす

い視点を提供するというようなことが今後必要になってくるというふうに考えておりま

す。お示しいただいた今回の波及効果の分析ツールもそうですけれども、環境省のツー

ルとかさまざまなものがありますけど、割合大ざっぱな数字しか出ないという現状でご

ざいます。これをもって、あたかも非常にエビデンスに基づいた数値である、統計上、

診断に至れるというふうにしてしまうのはなかなか難しい。そうした事例が先ほど議員

もおっしゃったところで、県経済波及効果を市の波及効果のごとく引用するような事例

もありましたけど、そういうことは慎まなければでいけないと考えております。今後と

もそうした数値の把握に努めながら、市民の方々にできるだけわかりやすい政策の内容

の提示をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   次に移ります。⑥です。 

  先ほどもキャンセルを待っている方が５件おられると言われましたかね、実際、こと

し。その方々がたしか２月の末までに完了せんといかんというふうに思っているんです

が、できる可能性はなかなか少ないんじゃないやろうかというふうに思います。そうい

うことも踏まえまして、この事業の継続を望みます。市長にも伺いたいところですが、

まずは課長にどのような見解をお持ちなのかお尋ねします。 

○議長（比与森光俊君）   企画財政課長、佐竹教人君。 

○企画財政課長（佐竹教人君）   お答えいたします。 
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  地方交付税の逓減等に伴う本市の財政規模の縮減に対応するため、今後はより一層、

事業の選択と集中に取り組む必要がございます。平成２４年度から８年間継続してまい

りました当該事業も、ほかの新しい行政需要への対応や、より効率的な事業への転換の

必要性等を考慮すると、先ほど来申し上げた分析結果から優先順位というのは下げざる

を得ず、現時点で継続することは考えておりません。 

  しかしながら、良質な住宅ストックの形成、若者による既存住宅の取得環境の改善、

子育てをしやすい環境の整備等は重要な課題であると認識しており、今後は、そうした

市の政策に沿った事業も研究していきたいというふうに思っております。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   よくわからなかったんですが、住宅リフォームは現時点

ではなかなか継続の部分では優先度が低いということでありますけども、ただ若者とか

子育てとか、リフォーム制度の目的を変えるということですか、そうじゃなくて、別の

制度を財政は厳しいけどやるということですか、そこを。 

○議長（比与森光俊君）   企画財政課長、佐竹教人君。 

○企画財政課長（佐竹教人君）   経済対策としての住宅リフォーム補助金につきまし

ては、本年度が期日ということで自動的になくなるということですけど、この既存のリ

フォーム事業の継続というのは、とりあえず考えていないということでございます。新

たに検討すべきは、現状の総合戦略などでも示されている移住・定住に係る部分で、人

口減対策としての政策課題を満足させる何らかの事業というのを研究していきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   過去の場合でちょっと聞きますけど、私は実際のところ

は、税収効果も踏まえて経済効果もある、課長の見解ではちょっとその効果は低いとい

うふうに言われていますけども、実際のところ、この制度を８年やったからえいという

ふうな発想じゃないんですわ。５００万円の財源、先ほど１１億円の話もあったけど、

さまざまな部分で財政とか市が考えて、財源も捻出してやる５００万円というのがそれ

だけ継続するのは、市民に役に立っていない制度というふうな考え方でもうやめようと、

やったからもうえいという格好なのか、どっちなのか。 

○議長（比与森光俊君）   企画財政課長、佐竹教人君。 

○企画財政課長（佐竹教人君）   先ほどのアンケートの結果からもわかるように、補

助金があろうとなかろうと、７８％の人はほぼ同額のリフォームを実施したということ

でございます。さすれば、補助金というのは一義的には施主の申請者の所得向上に寄与

するというようなことになり、当然ながら喜ばれる補助金ということにはなろうかと思

います。公のお金で補助金等を用いる場合は、それが何らか政策課題の解決につながる

ことが重要でございます。７８％というのは、補助金を用いる際、何らかの政策誘導に

係るインセンティブが極めて低いというようなことはやはり言えるのではないかと思っ
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ております。 

  それから、先ほども申し上げましたが、経済波及効果につきましては、当該補助金の

みならず、あらゆる行政の財政出動が波及効果を生んでおります。ここの事業単位でこ

れをしなければ経済波及効果が得られないというようなことではなくて、全体として見

るべきだというところがもう一点あるかと思います。総合的に考えまして、リフォーム

自体が悪いということではなし、対象が経済対策であるということは先ほどのインセン

ティブが得られないこと、それから他の事業、耐震改修事業なんかでもそうですけども、

さらに多くの事業費が投じられているわけでして、そちらのほうはさらに大きな経済効

果を当然生んでいっているというふうに考えております。当初はリフォーム会社の育成

ということも、恐らくではありますが目的の一つではなかったろうかと思います。当然

住環境の維持については、そうした業者の育成ということも図っていくという考えには

変わりはございませんが、政策課題、目標を経済対策から先ほど申し上げました人口減

対策、子育て対策等に向けて、新たな補助金の展開を考えていきたいというふうに考え

ております。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   課長は７８％、７８％と言うけど、１９人アンケートし

て４人がということの部分の、残りの人が７８％やったということですよね。だから、

これも私から言ったらとってつけた数字というふうに思うんです、この質問があったか

ら急遽調べてみたと。最初、私がこの制度を始めたときにアンケートで総じて皆さんが

喜んでいた。この制度があったき始めたということなんです、現実問題として。だから、

結局制度否定のための答弁としか私は聞こえんがです。 

  最後に市長に聞きたいんですけど、実際、移住とか定住対策、子育て支援も大事であ

ります。経済対策の部分を抜き去った税収効果、自主財源の確保とかは、私はどんどん

どんどん下がっていくと。もちろん人がふえることによって税収は確実に上がっていく

ことは事実でありますし、交付税にも反映されてきます。ただ、現実問題として地域業

者、市内業者の元気、そして、そのリフォームされた家にずっと住み続ける市民という

のは、香美市でずっと住まわれる方、定住という部分は完璧に意識されているというふ

うな格好であります。 

  その点を踏まえて、市長にこの制度の今後について、まだ検討の余地があるのかどう

かについてもお尋ねします。 

○議長（比与森光俊君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   住宅リフォームについてお答えをしたいと思います。 

  今、お話の中では経済効果のお話が中心であったかというふうに思いますけれども、

この住宅のリフォーム改修につきましては、行政が応援をするということについては、

介護が必要になった方であるとか、あるいは障害のある方の制度の中では進めてきまし

た。介護保険制度の中でも介護保険制度がそのまま使われる場合と、それと、県単独の
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事業とかいう形でやってきましたけれども、一般の方のリフォームはなかったわけでし

て、身体的な不自由が次第に高まってきている方にとったら、介護保険が使えるように

なるまで我慢しなきゃならないかとかいうこともあって、こういう制度が始まったんだ

ろうというふうに思います。 

  そういう中で経済効果の話も今出てきているわけでありますけれども、この８年間の

経過を見ますと、まず初めは１,０００万円の予算の枠で応援をしようということにな

ってきましたけれども、５年目あたりに利用の件数が少し落ち始めたということで、５

年、６年と落ちてきたということで、７年目には５００万円の金額、議論のあった中で

やったわけでありますけれども、今、５００万円の中ではもう５月に打ち切りになって

きているということで需要はあるんだというお話、聞かせていただいたわけであります。 

  ただ、この間には香美市の市産材を使った木材の需要を進めようということで、住宅

支援も始めておりまして、これも年々件数がふえてきて定住をしていただく大きな力に

なってきております。また、耐震化率が大変低いということで、何としても耐震化率を

上げたいということで、かなり県下の中でもトップの応援をさせていただいております。 

  そういう中で市内業者の皆さんの事業の状況を見ますと、本当にいっぱいいっぱいに

なってきている方もたくさんおられるようなわけであります。そして市内を見てみます

と、十分使えるようなものでも空き家になっているところがあって、これらを有効に活

用できないのかというふうな議論もあります。応援をしていただいたら有効に使えるん

じゃないか、定住者をもっとふやすことができるんじゃないかというような議論もござ

いますので、そのあたりを含めて考えますと、見直しの大きな時期になってきていると

いうふうに思います。 

  今後におきましては、市内業者を中心に考えてやっぱり地域にお金が落ちる、地域の

経済が循環をするということを基本に考えていくことが大事だというふうに思いますし、

当然のことでありますけれども、地方創生の中でも求められたように重要な指標、数値

を示しながら、これが達成できているのかできていかないのか、そのあたりを皆さんで

一緒にチェックをしながら進めていく時期に来ていると思いますので、大きく見直しに

かかってきているということを御理解をいただきたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   制度がことしで終わりということを念頭に置いた市長の

発言でありますが、実際さまざまな耐震の仕事とか、木材住宅の支援制度、そういうこ

とによって市内業者がどれだけ仕事が潤っているのかというときには、私はなかなかそ

うはいっていない、大きいところは仕事を受けてやっていますが、小さい事業者等はな

かなかその仕事をとり切れていないというレベルも見受けられます。実際、そこら辺の

ことも踏まえた新たな展開についての話もありましたけど、市内業者の声もまた市長も

聞いていただきたいというふうなことを申させていただいて、次の質問に移ります。 
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  産業振興条例に基づく取り組みについてであります。 

  議員発議で制定された香美市産業振興条例は施行後３年を経過しました。私が昨年６

月議会に引き続き質問を行うのは、私どもには条例に基づく運用が見えてこないからで

あります。過去の議論で当時の担当課長は、理念のみをうたった条例に終わりかねない

から、執行部から条例提案はしないと言明されたところであります。その後の議会から

の発議は画期的なものであったと思います。目的、基本理念により運用されるべきであ

ります。昨年の質問で、ものづくり会議等の関連性、第２次香美市振興計画、実施計画

とのリンクの状況等も確認されたところであります。 

  そこで伺います。①です。 

  基本的な施策を実施するに当たり、市の責務の位置づけ、検討はされているかという

点であります。一つ例を挙げれば、第４条第６号の「土佐打刃物、フラフ等伝統的地場

産業の振興、後継者育成、技術継承に関すること。」この件に関して市の責務として第

５条第１号、具体的施策の策定、実行が鍛冶屋創生塾でありますが、第２号の国、県、

関係機関との連携、第３号の効果的な補助制度、第５号の資源の地域内循環等々、施策

実施に当たり、念頭に置かれているかということを伺いたいものです。 

  ほか、振興計画により施策が実行されている中、市の責務の関連各号の位置づけがど

うかお尋ねします。 

○議長（比与森光俊君）   商工観光課長、竹崎澄人君。 

○商工観光課長（竹崎澄人君）   お答えいたします。 

  香美市産業振興条例は、本市の産業振興に関する施策を総合的に推進し、事業者の自

主的な経営意欲を高めるとともに、その経営基盤の強化を図り、地域経済の健全な発展

及び市民生活の安定と向上に寄与することを目的としており、条例第４条において分類

された市の取り組む基本施策は香美市振興計画に反映され、実施計画によって掲げられ

た事業が展開されているところです。 

  また第５条で定める市の責務について、それぞれ項目ごと対応できているかは実施さ

れる事業によって異なる点もあると思われますので、今後の委員会において検証したい

と考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   今後の委員会で検証されるということですが、基本的に

は事務当局としては市の責務等について一定分析された基礎資料等を提示してというレ

ベルではなくて、委員会に委ねるということなのか、お尋ねします。 

○議長（比与森光俊君）   商工観光課長、竹崎澄人君。 

○商工観光課長（竹崎澄人君）   お答えいたします。 

  基本的に検証する場というのは、委員会になろうかというふうに考えております。 

  以上です。 
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○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   次に移ります。②です。 

  本条例における一つのかなめは産業振興推進委員会、課長もおっしゃったとおりであ

りますが、開催状況をお尋ねします。 

○議長（比与森光俊君）   商工観光課長、竹崎澄人君。 

○商工観光課長（竹崎澄人君）   お答えいたします。 

  開催状況につきましては、平成２８年度は平成２９年１月に開催しました。そして、

昨年度は１１月２９日に開催したところでございます。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   以前の説明では年２回ぐらい開きたいみたいなことを言

っていたんですけども、実際結構日がたったわけです、ちょっと委員もかわって会議を

リセットしたというふうな認識なのか。 

○議長（比与森光俊君）   商工観光課長、竹崎澄人君。 

○商工観光課長（竹崎澄人君）   お答えいたします。 

  前回には年２回程度ということでお答えさせていただきました。現行の委員につきま

しては、ことしの１月からの２年任期ということで改めてリセットされたところです。

委員会の開催につきましては、去年の秋に開催をして、その後開催ができていない状況

でございまして、今年につきましては、まずまた秋口、そして、年度末にもう一回とい

うような予定を立てております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   次に移ります。③です。 

  開催の頻度が少ないということであります。また、余り審議は進んでいるようにも見

受けられませんが、委員会に対しての施策の効果の報告はどうなっているのか、お尋ね

します。 

○議長（比与森光俊君）   商工観光課長、竹崎澄人君。 

○商工観光課長（竹崎澄人君）   お答えいたします。 

  昨年の例で申しますと、産業振興施策に関する補助金の内容説明、そして、前年度の

予算額と執行率、当該年度の予算額について各担当者から説明を行いまして、その後意

見交換を行ったところでございます。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   何か以前の商工観光振興委員会ですか、それに私、以前

は産業建設常任委員会の委員長がそういう場に出ることが可能でしたので出たとき、そ

ういうおっしゃられた補助金の状況とか、予算の状況とか、そういうことを報告して一

通り意見交換して終わったというふうな記憶がありますけども、その域を出ていないな
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というふうに思うんですけど。施策の効果の報告はそうですが、実際、手法を改善しな

ければならないと思うんですけれども、ちょっと次のほうに移ります、④に。 

  実際、施策の評価、検証からやっぱり改善例はまだまだ出てこんと思いますが、この

会の持ち方ですわね、お歴々が委員におられると思うんですが、そういうことについて

は会の持ち方自体、会の進め方自体についてそういう改善例は出てきていないんでしょ

うか。 

○議長（比与森光俊君）   商工観光課長、竹崎澄人君。 

○商工観光課長（竹崎澄人君）   お答えいたします。 

  前回の委員会におきまして提出しました資料について、委員から改善の提案がござい

ました。そこで今後は、香美市まち・ひと・しごと創生総合戦略の関係資料であります

とか、他市の例等を参考にしながらつくっていきたいと考えております。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   委員会自体がやはりかなり改善例まで出せるというふう

な格好ですので、実際そこのところは大事になってくると思いますが。 

  総合戦略の平成３０年度も持っておりますけど、なかなか商工観光課、農林課も踏ま

えて、やっぱりまだまだ報告するには充実させた部分がないといかんというふうに思う

んですが、そこら辺の事務側として、資料整備は次の委員会を迎えてできていっている

のかどうか、お尋ねします。 

○議長（比与森光俊君）   商工観光課長、竹崎澄人君。 

○商工観光課長（竹崎澄人君）   お答えいたします。 

  先ほどの答弁と重複してまいりますが、他市の例でありますとか、それから、先ほど

の香美市まち・ひと・しごと創生総合戦略のそういった関係資料を参考にしながら、つ

くり込みをしていきたいというふうに考えています。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   それと一つ、先ほど課長が秋に開いて年度末にというふ

うな開き方のことを言うて、私もそういう感じで密度濃くやらねばならないと思うのは、

やはり１回の会議にどれだけ時間を使うか知りませんが、２時間、３時間、もうちょっ

とあるのかもしれませんけども、やったときに、最初、事務局側からさまざま報告して、

その場でそしたら検証して改善例までらいうて、なかなか難しいですわね、持ち帰って

もらってやっぱり委員各位がさまざま検討してもらって、そして、１カ月ないし時間を

とって、やっぱり事前に提案とかを上げてもらって、そういうふうな格好の進め方で市

に対して、次の振興計画、実施計画に反映できるような施策になっていくだろうし、予

算規模らにもなっていったりもすると思うんですが、実際そういうふうな方向性は担当

課としてはお考えなのか、お尋ねします。 

○議長（比与森光俊君）   商工観光課長、竹崎澄人君。 

○商工観光課長（竹崎澄人君）   お答えいたします。 
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  先ほど議員のおっしゃられた具体的なところまでは今のところ考えれていなかったと

ころでございますけども、そういった提案をいただいたところで参考にさせてもらいな

がら、考えていきたいと思っています。 

○議長（比与森光俊君）   昼食のため１時まで休憩します。 

（午前１１時５６分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（比与森光俊君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  一般質問を続けます。 

  １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   それでは、午前中に引き続き質問を行います。 

  次の質問に移ります。 

  高齢者、障害者の申請等、手続支援についてであります。 

  本質問のベースには、高齢者等に対してさまざまな制度、サービスが存在する一方、

制度利用が確実になされているのか、一方、いろいろ手続等をしなければならないのに

忘れてしまったり、それ自体が負担になってしまっている方々が私どもの周りにも多く

見受けられます。また、病気や障害などにより、申請もままならない状況もあります。

私が気になるのは、市民、高齢者が来庁されて申請等を行うに当たり、窓口対応が的確

にできているのか、対象の方々に物理的、精神的なリスクを与えていないのか、そのこ

とを踏まえて質問に入ってまいります。 

  ①に、高齢者等の各種手続における本人、代理の割合はどうでしょうか、お尋ねしま

す。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   山﨑龍太郎議員の御質問にお答えいたします。 

  代理人氏名を記入する欄のない申請がたくさんございます。そのためわかっている範

囲でお答えしますと、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請、それと、

後期高齢者医療障害認定申請、また、後期高齢者医療特定疾病認定申請、介護保険被保

険者証等の再交付申請が七、八割以上、代理人にて手続されております。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   代理人による申請が多いということが明らかになりまし

たが、実際のところ、代理がだめというケース、本人が来庁しなければならないとか、

記述しなければならないとかいう、そういうケースはどうでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   先ほど申し上げました幾つかの資料がございますけ

れども、多いものは七、八割とお答えしましたが、代理人氏名を記入する欄がない申請

というのが非常に多いんです。そのためもあって、代理人ではいけなくて本人でなけれ
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ばならないというような申請は、ごくまれではなかろうかと思っております。申請の様

式に代理人欄のないものが多いものですから、全体的にどれくらい、絶対に本人でなけ

ればならないかというようなものがあるかというところは把握しておりません。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   代理人の記述の欄のないやつがほとんど、多いと言われ

ましたわね。ということで、代理人の記述があるやつは七、八割が代理人がやられてい

るということですね。違いますか、違っていたらまた答えてください。だから、本人が

申請等に出てこんといかんというときに、代理人の記述がないときにはどうなっていま

すか。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   まず、七、八割以上が代理人であると言ったのは、

先ほど挙げさせていただいた４種類、それは七、八割が代理人でございました。もっと

少ないのはありました。けど大多数が代理人の欄のないものであって、代理人の方が来

られて本人のところに本人のお名前を、本人というか代理人ではない、実際申請しなけ

ればならない方のお名前を書いているケースが多いと思われます。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   そしたら、来てなくても、本人の署名欄に名前、押印が

あればということで、それでオーケーとみなして代理人の手続を進めているという認識

でいいですか。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   代理人の欄のないものはそのように扱っているもの

かと思われます。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   ただ、いろいろな申請の中身は後ほどとしまして、実際

のときに本人に会わねばならないと、極端に言ったら、本人が障害があって来れないけ

れども本人に会わねばならないというときには、こちらから訪問するとかいうことをし

ているのか、そこら辺はどうなるんですか。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   各課の手続状況を私が全部把握しているわけはない

のでうちだけで申し上げますと、例えば障害とかの申請に来られた場合、診断書とかを

つけていただいたりしますので、御本人を直接見て、窓口で対応している担当のほうが

何かしらのコメントを添えて申請するというものは、市民保険課サイドにはございませ

ん。なので、ほかの申請があるかどうかは、ちょっと私どものほうでは把握しておりま

せん。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   健康介護支援課のほうでは、介護保険の被保
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険者証をお渡ししますけれども、その場合は受け付けはしますが、実際には認定審査の

ために調査員が調査にまいりますので、直接窓口においでていただかなくても大丈夫の

ようになっております。 

○議長（比与森光俊君）   福祉事務所長、中山泰仁君。 

○福祉事務所長（中山泰仁君）   福祉事務所のほうから、障害の手続につきまして御

説明をいたします。 

  障害の種別、程度によっては、本人以外の事務代行が一定供されているものと考えて

おります。申請、決定によって発生するサービスの受給が本人にとって不利益にならな

いことや、第三者に悪用される見込みがないこと等が認められる場合につきましては、

本人確認がとれなくても申請書類については受け付けておるということが実情でござい

ます。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   次に移ります。②です。 

  保険、介護、福祉事務所の窓口では、多くの市民がさまざまな申請等に訪れている様

子が見受けられます。その方々の状況にもよるでしょうが、必要となる手続についてお

聞きします。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   お手元に資料のほうをお配りさせていただいており

ます。ただ、これは住民の方向けにつくった資料ではございませんので、手続の内容と

しましては、ごくごく簡単に書かせていただいております。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   確かにごくごく簡単ですね。私はもっと膨大な資料が出

てくるかなと思っていましたけども、介護のところでも要介護認定の申請というふうに

書かれていますけれども、実際、私どももホームページ等でも調べもしましたし、現実、

さまざまな認定されて要介護とかいうふうになったときには、介護においても毎年限度

額の認定書の申請をしなければならない方もおられますし、要介護が５になったりした

ら、介護用品の支給の申請もせんといかんとか、さまざまな申請がつきまとうものであ

りますし、確かに市民保険課サイドの部分ではこういう部分が一般的でありましょうが、

実際、高額療養費の部分で介護合算の療養費のこととか、何かいろいろかいろ制度があ

ったようにも記憶しております。 

  現実問題、こういう手続がたくさんある中で、私が一つこの項目でちょっと提案めい

たことを言わせてもらいたいんですけども、実際、障害があったり、高齢であったり、

家族の支援も要るような方、さまざまなケースが分かれると思うんですが、保険、介護、

福祉等が連携して、手続の年間のスケジュールみたいなもの、極端に言ったら、後期高

齢者の保険証やったら７月末で切れますわね実際、限度額の申請をしていたら必然的に
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ずっと続いたりもしますけれども、負担限度額の認定なんかは。そういう保険証が送ら

れて限度額のあれなんかも一緒に送られますが、ただ介護はそうじゃなくて、別に手続

せんといかんとかいうレベルがあります。また、障害福祉の医療の受給者資格の認定な

んかは６月末で切れたというふうに思いますけど、そして、介護認定を３月末から４月

にかけて受けて５月からとか、新たな要介護何ぼとかと出たりしますわね。そういうと

きに、またそこからの介護度によってまたさまざまなサービスも違ってきたりもします。

ただ現実、基本はこれで８月から新しい保険証になると、介護も同じように８月から新

しい保険証になると、さまざまなそれについて新たな状況やったらこういう手続が要り

ますよと、年度末にはまたこういう手続がありますよとか、そういうことを御家庭もし

くは代理の方なんかに、手続の年間スケジュールとしてお示しできないかなと常々思う

んです。だって年に一遍のこと結構忘れるんですわね、福祉事務所に行かんといかんと

きでも、実際は何と何と何が要るかということについても、気のきいた人やったらネッ

ト等で調べるかもしれませんけど、資料等ももちろん来てますけど、一つに対して一つ

の資料が来て、ばたばたしてとかいう状況も見受けられますので、実際それは本人やっ

たらもっと難しいと思うし、代理人でも難しい部分があると思うんです。手続等の年間

スケジュール等を記述したものを、より確実な人に送るなどということはできないもの

なのか、ちょっと関連してお尋ねします。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   先ほどの手続の一覧から一つちょっと補足させてい

ただきますと、御質問のほうが病気、介護、障害等によって必要になった手続というふ

うに受け取りましたので、それ以外の部分の手続はこの中からのけております。病気に

なったときとかではなく、通常の手続はのけておりますので、幾つかの書類が全て高齢

者、障害者に対する手続が網羅されたものではないということをひとつお断りして、ス

ケジュールをお示しできないかということですけれども、更新の時期とか、そういった

ものを忘れそうなケースもあるかと思いますけれども、手続の必要なものには、前もっ

てこの時期にこういうような手続をとってくださいというのを、１年前ではなく割合直

近でお出ししている場合もございます。 

  それから、より確実なところへ送付という御提案がございましたけれども、より確実

なところというのは、私どものほうでは把握することができかねます。ですから仮に、

もっと先で答えようと思ったがですけれども、届かなかった、なくしたということで再

発行に来られたときに、何ぼ送ってくれてもここではなかなかきれいに管理ができない

というようなことがこちらのほうでわかりましたならば、送り先を変えることができま

すよというようなお声がけをすることがあります。ただ、やみくもにそういったことを

申し上げるのも失礼なケースに当たる場合もありますので、いつでも誰にでもそういう

ようなアナウンスをしているわけではございませんけれども、そういったことはしてお

ります。 
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○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   私ももっと先で聞くことも答えていただきましたけれど

も、実際一つ提案したということは、介護やったらケアマネさんなんかがしっかりされ

ていますので、さまざまな部分でフォローもきくと思いますけど、ただ文書だけの送付

というのは、何ぼ直近で送られても高齢者というのは紛失度合いが高くて、後々気づい

たときには、その手続を怠っているというのが特に高齢世帯ではあると思うんです。だ

から、こういうことを言わせてもらったんです。もちろんそれをその人に送っておいた

ら、どこかに張っておいてくれたら近親者の人が来たときに見るとか、もちろん皆さん

方は窓口のプロですので、逆に言うたらその人の状況を見て、さまざま個別対応をされ

ていると思うんですけれども、実際問題としては、サービスを受ける側からしたときに

は、その情報を共有できているかといったらなかなかそうはいっていないという現実が

あるんです。だから、先ほども言ったように、市役所から来たものはあけてないという

レベルのものもあるし、身内の人が来て初めてこういう手続が抜かっているというがは、

毎度毎度繰り返されているんです。だから、そういうことを踏まえて言ってます。余り

このことに時間をとってもいけませんですので、次に移ります。 

  ③です。 

  来庁された方が必要書類を忘れたりするなどで、申請に至らなかったケースで、再度

の来庁をお願いすることは多々あると思いますが、実際はどうなのか。これは大体関連

していますけども、現実はどうなのか、まずお示しください。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   再手続の件数、頻度はこちらのほうで控えがないも

のですから、そういったものは数的にはお答えすることができない状況ですけれども、

添付書類が不足している場合、それから、振込口座などの必要事項が、窓口へ来られて

いたんですけれども覚えていないというようなことで、そこで書けなかったとかいうよ

うなケースはございます。そうしたときには書類が整っておりませんので一旦お返しし

て、返信用の封筒をお渡しして整えた上で投函していただく、もしくは再度窓口へ来て

いただくというようなことをしております。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   そういう方々がどれだけおられるのかということを聞き

たいんです。私の認識では結構おられるんじゃないろうかというふうに思うんですが、

返信用の封筒を渡されているというケースは余り私も遭遇したことないんですが、それ

も多いのでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   多いか少ないかということは何かと比べてというこ

とになるかと思いますけれども、先ほども申し上げましたけれども、全体の件数、それ

と、再手続になった件数というのを控えておりませんものですから、多い少ないという
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ような表現はちょっと適切ではないかとは思いますが、少ないとは思っておりません。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   同じ質問を健康介護支援課長と福祉事務所長にちょっと

お尋ねします。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  健康介護支援課のほうでも再手続の件数はつけておりませんけれども、やはりすごく

多いというふうにも思いませんが、一定数おると認識しております。 

○議長（比与森光俊君）   福祉事務所長、中山泰仁君。 

○福祉事務所長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  福祉事務所における手続のケースでございますけれども、先ほど２名の課長が申し上

げたとおり、福祉事務所でも集計はしておらず不明でございますけれども、ゼロではな

いというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   そういう中で、香美市も広うございまして香北の方も物

部の方もこちらまで申請に来たときに、きれいな説明責任、もちろん添付書類不足とか

預金口座が把握できていないとか、先ほど言われた事例もありますが、一定数おられる

中で、資料が不足しているのできょうは手続できません、とりに帰ってくださいと、そ

ういう遠方から来られている方にも安易に言われているんじゃないかという状況も見か

けたこともございます。距離が近い遠いというレベルじゃないんですけど、実際、私自

身も経験したことがありますので、代理で来たときに資料が不足していると、これは福

祉事務所のことですけど「手続できんからとりに帰ってください」、「私山田やき、構

んけど、あんた物部の人にも同じ物言いするかえ」とこういったこともございます。だ

から、物の言い方というのは大変大事なんですね、相手に配慮する。だから、先ほど植

田課長が言われたようなことで、これに返信用封筒を入れていますので、これに不足し

ている分を入れて送ってください、そうしたら手続が完了しますと、こういう言い方や

ったら話はわかりますけど、誰彼みさかいなく、とりに帰れみたいなことを言われてい

たら、市民はそれ自体がリスクになります、負担になります。だから健康介護支援課長

も言われたけど、私も個人的に言わしてもらったら、さまざまな手続に代理で来たりし

ます。そのときに説明不足から、預金通帳を持ってこいというたときに、はい、わかり

ましたというて、父親の預金通帳を持っていったら母親の分も要ると。もちろん書かれ

ていますよ、書かれている書類をこっちは見ていなかったときに、どうなのかというと

きには感情を害します、これが市民の感覚なんです。だから、そういうことを踏まえた

ときに、通り一遍の説明を高齢者にしていていいのかと、配慮が必要なら必要なメモも

加えんといかんし、文書を送ったからそれで終わったというふうな格好で私はどうなの
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かというふうに思ったから、この質問もさせてもらっているところなんです。 

  それでは、次に移ります。④です。 

  再度の来庁が数日後になったりすることで、市民に不利益を及ぼすケースなどはない

のかお尋ねします。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   お答えします。 

  不利益ということであれば、再提出に当たって郵送または再来庁していただくという

ことが、一度で済まなかったということで不利益ということになろうかと思います。 

  それと、調べた範囲で事例としては挙がってこなかったんですけれども、申請のおく

れによってサービス内容等が異なってくるものがございます。そのような場合には、再

提出の事例ではございませんけれども、事前に連絡をして提出を促すようなことをした

りですとか、提出のおくれによって支給内容が変わってくる可能性のある申請につきま

しては、その旨を十分説明した上で、再提出をお願いするというようなことをしていき

たいと思っております。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   ⑤です。 

  高齢者等において、結構保険証がどこへ行ったかわからないなどで再発行の手続に来

られる方もおられますが、現状はどうでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   お答えします。 

  もともとの各種の証とかの発行数の多寡、多い少ないによって再発行の件数にも差が

ございます。その中で、再発行件数の多いものには、介護保険被保険者証・負担割合

証・限度額証といったものや、精神通院医療の自立支援医療受給者証などがあり、年間

で数百件再発行されています。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   再発行の方々はやっぱりリピーターというか、毎年同じ

ことを繰り返す方はおられますか。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   窓口で担当している者が、特徴のあるような方を覚

えているケースもあるかとは思いますけれども、具体に把握しているケースではござい

ません。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   再発行したら再発行の判こがつきますわね。それで、前

のやつが出てきたら処分してくださいとやりますわね。これって各課で管理されていま

すわね。ということはデータとしては残っていますか。障害者手帳をもし失ったとした

ときは、また写真３枚添えて手続へ行きますわね、そのときに再発行ですわね。前のや
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つが出てきました、まずは返してくださいということになりますわね。それはもちろん

福祉事務所としてはデータ数はつかんでいますわね。そういう資料はお持ちでないのか

どうか、皆さんに。 

○議長（比与森光俊君）   福祉事務所長、中山泰仁君。 

○福祉事務所長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  身体障害者手帳の再発行につきましては、申請書を処理した書類を集計すればその件

数が出てこようかとは思いますけれども、今回福祉事務所から再発行の区分で申し上げ

ました件数で一番多い事例は自立支援医療、これは精神医療通院のようなんですけれど

も、こちらの有効期限が１年になっておりまして、この更新による再発行という事例が

最も多くなっておるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   再発行の件数のほうは押さえております。申請書を

今回もめくって件数を数えさせていただきました。システムでぴっと出てくる数字では

ございませんでした。何件かはございます。高齢者医療が主なんですけれども、高齢者

医療の中で多いのが、先ほども私は申し上げませんでしたが、後期高齢者医療被保険者

証、これが年換算で２００件ぐらいございます。あといろんな証がございますけれども、

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証、こちらが年間に七十数件というよ

うな年換算であると認識しております。あとは本当に数は少ないです。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   健康介護支援課のほうでも介護保険被保険者

証、負担割合証、限度額証などあるんですけれども、特に多かったのが介護保険被保険

者証ですが、やはり６５歳に到達するときに送付していますので、使用するまでにいつ

の間にかなくなっているという方がおりまして、今回ちょっと調べたのは、申請書をさ

かのぼって何カ月間かめくって、再発行した方を調べております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   資料を出してもらっていることについては感謝申し上げ

ますし、その資料に基づいて私も質問をさせてもらっていますので。実際のところはそ

ういう数がある中で、現実問題これをやっぱり少しでも解決の方向を見出すための質問

で、⑥です。 

  送付書類に対しての工夫はということですが、送付書類については封書の色をさまざ

ま目立つ色にしてみたり、重要の文言が入っていたりさまざましますが、結構最近は市

役所から送られる封書に重要ですということで書かれておったりするんですけど、やっ

ぱりそのほかに工夫されているようなことはないでしょうか、どうでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 
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○市民保険課長（植田佐智君）   まず、いろんなものがありますので、一律に全てに

今から申し上げるものを全部に盛り込んでいるとは限りません。その点御了解いただい

た上で、各種案内文書の文字を大きくしてみたり、平易な文章で簡潔な説明を心がけた

りしております。それから、手続の種類によっては、本人記入が必須の項目というのも

ございますが、そういったもの以外の欄はあらかじめ入力をしておいた申請書を使うケ

ースもございます。それから、封筒の工夫では、先ほど議員のほうがおっしゃってくだ

さったような色を変えるとかいうのもありますし、表に内容物はこんなものが入ってい

ますというようなことを記載している封筒もございます。また、納付書や被保険者証が

返送されてきた場合、ちょっと前にもお答えしましたけれども、住所地以外へ送付する

ための送付先申出書というものがございます。返ってくるというケースは本人に届かな

いんだろうなということが推測されますので、そうした方には返送されてきたものを再

度別の課とかで、どこか施設に入っているんじゃないかというようなことをお調べさせ

ていただいた上で、新しい転送先のほうへ再度郵送する際に、先ほど申し上げました送

付先申出書というものを同封させてもらって、送るようなこともございます。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   さまざま工夫されてやられていることに対しては敬意を

表するところでありますが。 

  やはり先ほど課長のほうで、送り先を本人やとなかなか無理があるので身内の方に送

る、ただ、余りこちらからどんどんどんどん言えないので、相手から言われたときにと

いうときに、相手方の状況を見てやっぱりこの人はしょっちゅうなくすよとか、一度で

手続が終わらないよとか、そういう方々に対してこちらから察知して、もし私が代理で

行ったとき代理の方に言ってあげるとか、そういうことについては、もちろん送付先申

出書も入れるみたいなことを言っていたんですけど、実際のところは、そこの窓口業務

はどうなっているのか、どの部署でもそういうふうにやっぱり丁寧な対応ができている

のか、いかがでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   私どもの窓口では、そのように心がけてやってもら

っているものと信じております。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えします。 

  健康介護支援課のほうの窓口でも、やはり手続自体は住民の方には難しい面とかも、

こちらはなれているのでわかったつもりで話していることがあるかもしれませんので、

その点につきましては、また職員のほうとも協議もしていきたいと思いますが、基本的

にはできるだけ相手の立場に立った説明を心がけていると思います。 

○議長（比与森光俊君）   福祉事務所長、中山泰仁君。 

○福祉事務所長（中山泰仁君）   お答えいたします。 
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  福祉事務所の障害福祉等の手続につきましても、やはり御利用されるお客様の便宜を

図るように、できるだけの心遣いはしていきたいというふうに考えております。初回の

障害者認定等の際には、やはりふなれな点がございまして御不便をおかけする場合も

多々あるかとは思いますけれども、その後、福祉サービス等を利用され始めますと、支

援する事業者等の援助も得られるといったことでございますので、今のところ大きなト

ラブルに発展したといったような事例はないというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   ⑦です。 

  紛失等に対してアドバイスなんかはしているのかどうかをお伺いします。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   例えばという例で申し上げますと、先ほど健康介護

支援課長が答弁した中にございました、６５歳到達時に介護保険被保険者証を送付する

場合、これはすぐに利用しない方がたくさんおられるということから、介護保険の申請

に必要な大事な証であるというようなことを書いた書類を同封するということで、紛失

防止を啓発したりはしております。具体の例というのが余り上がってきておりませんも

ので。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   そしたら次に移ります。⑧です。 

  一度の来庁で課をまたいで申請手続を行う方もおられるのではと思います。私は優し

い対応、一つ例を挙げれば、１階で手続が終わって２階の何番窓口へ行ってくださいで

はなく、御案内しましょうかの一言があってもいいのではないかと思いますが、そう言

われたらほとんどの方は、いや自分で行きますと言うと思うんですけど、その一言があ

るのかなと思っていますが、どうでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   １階、２階とまたがったケースがあったりなかった

りということですが、まず多いものとしましては、住民異動届が出たとき、市民保険課

のほうでは各担当が待ち合いロビーでお待ちになっているお客様のもとへ行きまして、

手続について御説明しております。窓口さえも来ずに、お席のところまで行って御説明

させていただいております。 

  それと、健康介護支援課と市民保険課の間にローカウンターがございます。随分あそ

このカウンターは利用しておりまして、市民保険課も介護保険のほうも一緒に御説明さ

せていただくようにしております。なので、担当職員が入れかわり立ちかわりあそこへ

来て、２階の職員であっても呼んで、来てもらって手続をとるケースが多々ございます。 

  それと、うちの課で言えば、福祉医療なんかは福祉事務所との連携が必要になるわけ

なんですけれども、工夫としましては、手帳交付時に福祉医療制度の案内文をお渡しし
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ていただくようなことでお願いしております。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   課長なりの答弁でしょうが、私は御案内しましょうの一

言がないでしょうかと聞きましたけど、ないということですね。 

  実際、私はやっぱりそういうことも、市民感覚からしたら声かけしてもろうてありが

たかったというふうな印象で帰れると思うんです。確かに言われたように、余り１階か

ら２階へというがもないかもしれませんけども、福祉事務所でいったら、自立支援の関

係の更生医療給付とかの手続も２階であったりもします。１階の介護から２階へ上がる

ということもあるかと思います。そういうときに介護の窓口がそういう一言で、私は職

員はエレベーターを使うなということがあるのかもしれませんけど、手があいていると

きには２階の窓口まで連れていってやって、２階の所管窓口で概略を説明してあげると

か、もし必要な説明があればですね、そういうことも大事じゃないかと思いますが、ど

うお考えでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   窓口に来られる方、全員に向かって御案内しましょ

うかということで声がけしているかといえば、全員に声がけしているわけではないと思

っておりますが、見るからに手を差し伸べねばならんなと思われるような方には、きち

んとお声がけはさせていただいております。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   もちろんその場で完結することもありますので、全員に

声をかける必要はないけど、２階に用事があるんだけどというときには、そういうこと

も踏まえて対応をなさればというふうに思います。 

  ⑨です。 

  高齢化社会になっているというのは厳然たる事実です。これはちょっと認識が違って

くるかもしれませんけど、昔は私どもはワンストップサービスということで、一つの窓

口で手続が完了できるようなさまざまな、そういうことも目指していたというふうには

認識もしていたんですが、最近それは余り聞かないんですけれど。やっぱり高齢者を総

合的に支援する窓口が必要ではないかと考えますが、見解を伺います。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   先ほどの⑧の説明のほうでちょっとお話しさせてい

ただいたように、ワンストップサービスをきれいにしているわけではございませんけれ

ども、できるだけ動かなくても構わないような形で、窓口では随分対応させていただい

ていると思います。 

  それと、個人への対応はそうしたところでやっているということで、うちの別の運用

としましては、５月に健康保険法等一部改正法が公布されました。その中で高齢者の保

健事業と介護予防の一体的実施に向けて取り組むこととなりましたので、後期高齢者医
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療制度、国保、介護保険など分立している制度を包括的に運用して、効果的に事業を実

施していくための体制の整備が必要となってきております。 

  御質問の高齢者支援の総合窓口につきましては、この一体的実施等も踏まえた上で検

討させていただきたいと思っております。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   ほかのまちなんかでは高齢者支援課といって特化した課

もあるんです。やっぱりそういう時代になってきているということは認識されていると

思うんですけど。将来的には高齢者支援課的なものも必要かなというふうに私は現時点、

具体的に何か持っているわけじゃないんですけど、そういうことも検討する時期に来て

いるんじゃないやろうかと。今現在そういう市民保険課、健康介護支援課、福祉事務所、

さまざま連携されてやられていると思いますけど、横のつながりをもっと充実させて、

もっともっと市民に喜ばれるサービスを提供していただきたいというふうに思うんです

が、高齢者支援課とかいうものに対しての何か見解はないですか、なければいいですけ

ど。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   先ほど申し上げましたとおり、今後の事業展開もあ

わせて考えていきたいと思っております。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   予定の時間を長く超過しました。申しわけございません。 

  以上で私の質問を終わります。 

○議長（比与森光俊君）   山﨑龍太郎君の質問が終わりました。 

  次に、１１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   １１番、くらしと福祉を守る会の山崎晃子です。私は住民

の皆さんの声を大切にし、その思いを真っすぐ届けられるよう丁寧な質問に努力いたし

ます。率直で誠実な答弁をいただきますよう求めまして、通告に従い質問いたします。 

  本日の質問は移動期日前投票所に関して、避難所に関して、生活支援ハウスこづみに

関して、集落づくりに関して、３歳児健診に関しての５項目を一問一答でお伺いいたし

ます。 

  初めに、移動期日前投票所に関してお伺いいたします。 

  昨年から準備を進めてきました移動期日前投票所は、県議選が無投票だったため、７

月の参議院選が初めての実施となりました。７月９日には、物部町の笹、黒代、平井、

塩、日の地の５つの地区で実施され、翌１０日には、土佐山田町の大法寺、樫谷の２カ

所で実施されました。物部町笹は電波の関係で、また、平井地区では屋内での実施を希

望する住民の要望に沿って、天候にかかわらず屋内で行われることになっており、この

日も公会堂内で実施されました。そのほかの地域では基本的に屋外で実施される予定で

したが、当日は雨が降ったため屋内で実施したと聞きました。 
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  投票においでた方からは、これまで選挙は欠かさずに行きよったけんど、投票所がな

くなったので、もう選挙にはよう行かんと思いよった。ここまで投票箱を持ってきてく

れたので、棄権せずに義務を果たすことができてとてもうれしいとの喜びの声を聞きま

した。 

  移動投票所は期日前投票ですので、その地域の方に限定せず、近くの職場に仕事に来

ている人など、市民なら誰でも利用することができ、低迷している投票率の向上にもつ

ながる有効な取り組みであると認識しています。 

  まず、今回の投票状況についてお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長兼選挙管理委員会書記長、川田 学君。 

○総務課長兼選挙管理委員会書記長（川田 学君）   山崎晃子議員の御質問にお答え

します。 

  ７月の参議院議員通常選挙で初めて実施しました移動期日前投票所につきましては、

物部町５カ所、土佐山田町２カ所の計７カ所で実施し、悪天候の中、対象地区の方６５

名、その他の地区の方１０名の計７５名の方に投票をしていただきました。 

  なお、投票率につきましては、各地区によってばらつきはありますが、全体で見ます

とおおむね有権者の半数の方に投票をしていただいております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   ７５名の方が投票されて、投票率は半数近くということで、

今回初めての取り組みとしては、私は満足できる成果だったのではないでしょうか、そ

う私は思うんですけれども、担当課の皆さんが積極的に取り組まれた成果であると思っ

ています。市としてはこの結果をどのように受けとめておられるか、認識をお聞きいた

します。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長兼選挙管理委員会書記長、川田 学君。 

○総務課長兼選挙管理委員会書記長（川田 学君）   当課としましても、当初想定し

ましたようにスムーズに実施ができたということで、一定最初に考えていた運営体制で

できてよかったというふうに考えております。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   それでは、②の質問に移ります。 

  昨年１１月のデモンストレーションの実施以降、悪天候時の対策や投票記載台の高さ、

通信関係などの課題を改善して本番に臨んだことと思いますが、実際に実施して新たな

課題や改善点などはなかったでしょうか、お聞きいたします。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長兼選挙管理委員会書記長、川田 学君。 

○総務課長兼選挙管理委員会書記長（川田 学君）   お答えします。 

  今回の実施に当たりましては、昨年実施しましたデモンストレーションや地区住民の

方からいただきました御意見等を参考に、悪天候時には公会堂の建物を利用し、携帯電
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話がつながらない公会堂では、有線電話を使用するなどして対応させていただきました。 

  運営方法につきましても、地区住民の方々の御協力のもと滞りなく進行し、実施後に

行ったアンケート調査でも、運営面での改善点に関する指摘はいただいておりません。

よって、実施方法につきましては、現在のスタイルで特に問題はないものと考えており

ます。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   デモンストレーションをしましたので、樫谷ではちょっと

公会堂の中で携帯が入らないということがあって、ちょっと外でしたということですけ

ど、そんな大きな問題とかはなかって、スムーズに行われたわけですけれども、また、

新たな課題なんかができたらその都度対応していただいて、スムーズに行われるように

願いたいと思います。 

  それでは、③の質問に移ります。 

  移動投票の対象地域であっても、その場所まで行くことが困難な人もたくさんおられ

ます。特に大きい理由は、高齢化と足腰の不安が挙げられますが、それに加え山間地特

有の急峻な地形などもあります。家があちこちに点在している地域や道路沿いに長く点

在している地域などもありますので、このような地域では集落で１カ所だけの移動投票

所ではなく、複数箇所で実施することも検討しなければならないと考えます。 

  例えば、物部町立花地区の場合は、山の上のほうに数人が居住しておられます。そこ

の地域の方々は、対岸の平井公会堂まで投票に行くことになりましたが、なかなかよう

行かん、この近くにも移動投票が来てくれんろうかという声もありました。 

  現在、実施している地域の時間帯なども含めて総括的に再検討して、このような地域

が抱える事情などを考慮し、住民の声に応えていくことはできないものでしょうか、見

解をお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長兼選挙管理委員会書記長、川田 学君。 

○総務課長兼選挙管理委員会書記長（川田 学君）   お答えします。 

  今後、地区の方からの要望を受けまして実施方法等を再検討するに当たり、現在のそ

の地区の方の投票状況や、投票所に出かけるための交通手段等について調査をさせてい

ただいた上で、こうした声に応えることができるかどうかを判断してまいりたいと考え

ております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   そしたら、今アンケートというか聞き取りというんですか、

先ほど聞いたら運営面では特に問題がなかったというふうなお話があったので、アンケ

ートをとったりということは、まだこれからするということでしょうか。ひょっとそう

いうことについても、アンケートとかされているようでしたらお聞きしたいです。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長兼選挙管理委員会書記長、川田 学君。 
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○総務課長兼選挙管理委員会書記長（川田 学君）   先ほど平井地区の方の状況をお

聞きしましたし、その当日のアンケートといいますか、中でもそういったお声をお聞き

しておりますので、実際再検討する場合は、そこの地区も含めて対象地区をどこまで広

げるといいますか、絞ってやるかというのも含めて検討していく必要があると思います

ので、今ここでこの場所というお答えはできませんけれども、一定そういったことも含

めて検討してまいりたいと思います。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   そしたら、ここだけじゃなくてほかの地域もそういう要望

等もあるかと思いますので、それを含めて総合的に検討していただくということでお答

えをいただきましたので、その姿勢を崩さずに取り組んでいただくことを願いまして、

④の質問に移ります。 

  今回の移動投票所の実施に関しては、私もそれぞれの地域の方々から喜びの声や感謝

の声などを聞いています。移動投票の対象地域は、投票所が廃止された地域や立会人を

確保できない地域なのですが、今後も高齢化や足腰の問題、地域的課題などにより、こ

のような要望がふえてくる可能性があると考えられます。 

  今後も引き続き積極対応できる体制を整えて臨まれることを願っていますが、今後の

体制づくりと取り組み姿勢についてお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長兼選挙管理委員会書記長、川田 学君。 

○総務課長兼選挙管理委員会書記長（川田 学君）   お答えします。 

  現在、移動期日前投票所は投票所を統合した地域の方の投票機会の確保という観点で

設置しておりますが、これからさらに実施箇所がふえた場合は、日程や人員等を含めた

運営体制の面では限界が来るものと想定され、全ての声にお応えするのは厳しくなるの

ではないかと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   全ての声に対応することは難しいということですが、そう

したら、ほかにどういった方法が考えられるのか。以前私も移動支援ということの提案

もさせていただいたわけですけれども、そういったことも今後検討されていくのか、そ

のあたりも方向性をお聞きしたいと思います。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長兼選挙管理委員会書記長、川田 学君。 

○総務課長兼選挙管理委員会書記長（川田 学君）   先ほど議員がおっしゃられまし

たように、選挙をする人を投票所まで輸送する移動支援なども研究していく対象になっ

てくるとは考えております。 

  また、こうした問題というのは香美市に限った課題ではないと思いますので、他市町

村の運営方法も参考にしながら、よりよい方法を検討していく必要があるのではないか

と考えているところです。 
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  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   ぜひよりよい方向を検討していただきたいと思います。 

  それでは、２番目の質問に移ります。 

  避難所に関してお伺いいたします。 

  質問に入ります前に、さきの台風１０号上陸に際して、被害に遭われました方々に心

よりお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い日常生活に戻れることを願います。 

  さて、去る８月１４日は超大型の台風１０号が襲来し、高知県全域が暴風域に入りま

した。その際、本市は午後３時にレベル３の避難準備を発令しました。午後６時には物

部町全域にレベル４の避難勧告を発令しました。避難所は大栃の奥物部ふれあいプラザ

に開設されました。この避難所に関して幾つかの点をお伺いいたします。 

  （１）です。 

  初めに、避難所の変更についてお伺いいたします。 

  これまでは最初の避難所として物部支所を開設していましたが、今回から奥物部ふれ

あいプラザに変更されました。７月初め、物部町の自治会に送付された広報の便に「避

難所に関するお知らせ」という自治会長宛ての文書と住民向けの文書が同封され、回覧

で周知するように指示があったと聞きました。避難所が支所からプラザに変更されるこ

とをこのとき初めて知った自治会長もいたと聞きました。回覧で回ってきた文書には、

これまで物部支所を避難所としていたが、支所を災害対策支部とするため、今後の避難

所は奥物部ふれあいプラザに変更するという趣旨の内容でした。こういう文書で回され

たということになります（資料を示しながら説明）。 

  避難所は住民の命を守るための施設として非常に重要な役目を担っていますが、避難

所変更の経過もわからない状態で回覧周知されたことに問題はなかったでしょうか。私

のところにはどうして急に変更になったのかという不安の声が寄せられていますが、プ

ラザを最初の避難所に変更した経過の詳細をお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   物部支所長、近藤浩伸君。 

○物部支所長（近藤浩伸君）   山崎議員の質問にお答えいたします。 

  平成３０年７月の豪雨を経験した中で、避難所と災害対策支部が併設していたことで、

避難者の対応、災害の対応等、非常に支所は混乱した経験から、避難所と災害対策支部

は別にするべきことを経験しました。また、物部支所では避難者を約３０名ほどしか受

け入れることができず、奥物部ふれあいプラザを避難所として追加開設し、奥物部ふれ

あいプラザに移っていただくこともありました。多くの避難者を受け入れられる奥物部

ふれあいプラザを開設することで、避難者への負担も軽減できると考えます。物部支所

は、災害対策支部として運営していくことを確認をいたしました。その後、物部支所、

防災対策課等を交えて話し合いを行い、平成３０年１０月１９日の自治会長会定例総会

で、今後の災害対応を考えると避難所は奥物部ふれあいプラザを避難所とすることを検
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討していることを報告しました。 

  令和元年６月には、市長、副市長、物部支所、防災対策課とで協議し、物部支所は災

害対策支部として使用するために必要であり、奥物部ふれあいプラザは現在、大栃橋の

かけかえ工事中ではあるが車は４０台ほどはとめれることを確認して、奥物部ふれあい

プラザを最初に避難所として開設することにしました。 

  その後、各自治会長に市民向けの避難所の変更の回覧を依頼し、防災行政無線を使っ

て３日間夕方になりますが、避難所の変更のお知らせをしました。その後、８月１日か

ら最初にあける避難所は奥物部ふれあいプラザとなっております。 

  以上、経過の詳細です。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   そしたら、各自治会長さんのほうにも報告したということ

ですけども、会に来られていた方は聞いたと思うんですが、会に来ていない方、当日出

席できなかった方もおいでたと思うんですけれども、その方々にもそういった事前に通

知するとかということはできていたのでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   物部支所長、近藤浩伸君。 

○物部支所長（近藤浩伸君）   申しわけありません。そこまでは心遣いができず、欠

席された自治会長さんにはお話ができていませんでした。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   大変大事なことですので、事前に夕方、防災行政無線でお

知らせしたということでもありますが、そういうことを聞かない方も、ちょうど時間帯

にいないという場合もありますので、自治会長さんには抜かりのない周知をしていただ

ければと思います。 

  それでは、（２）の質問に移ります。 

  奥物部ふれあいプラザは、物部町で一番大きい施設であり、避難所に指定されるべき

施設であると思います。しかし、住民の命を守るための避難所として開設するためには、

現時点で考えられる課題への対策を慎重に協議し、万全の受け入れ態勢を整えておくこ

とが重要であると考えます。特に物部町全域を対象とする場合は、果たして何人が避難

してくるかはそのときになってみないとわからないにしても、開設に当たってはそれな

りの受け入れ態勢を整えておかなければならないと考えます。 

  そこで、設備的な課題や運営上の課題などを質問させていただき、課題別に認識と対

策をお聞きいたします。 

  まず、設備的な課題についてお伺いいたします。 

  ①、プラザには災害時用の自家発電用の装置が設置されておりません。避難中に停電

した場合はどのような対策を講じるお考えでしょうか。もし、停電した場合は施設の照

明は消え、エレベーターも動きません。高齢者や足腰が不自由な方、車椅子の方たちは
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どうなるでしょうか。また、冷暖房や冷蔵庫、テレビなどの家電品も利用できません。

場合によっては給排水設備やトイレにも影響があり、通信機器や火災警報器などにも支

障があるかもわかりません。そのほかにも避難してきた方々が必要とする電源などもあ

ると思います。これらへの対応策についてお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   物部支所長、近藤浩伸君。 

○物部支所長（近藤浩伸君）   山崎議員の御質問にお答えいたします。 

  奥物部ふれあいプラザの電気を全てカバーする非常用の発電機の設置は難しいと考え

ておりますが、現在考えているのは、移動用の小型発電機での対応を考えています。 

  なお、現在２台は小型発電機の確保はできています。それにより照明、携帯電話の充

電や、容量の小さな家電製品の充電等に使いたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   小さなもの、テレビとか冷蔵庫は小型の発電機ではなかな

か難しいと思うんです。小型の２台で大丈夫でしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   物部支所長、近藤浩伸君。 

○物部支所長（近藤浩伸君）   お答えいたします。 

  テレビのほうは発電機で多分大丈夫と思いますけど、冷蔵庫は容量がかなり大きいの

で、冷蔵庫を小型の発電機で動かすのは、ちょっと負荷がかかり過ぎるのではないかと

考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   この自家発電があるところの避難所といったらすごく限ら

れている、本庁とか支所とかというところで、ほかには余り数的にはないということを

お聞きをしたわけですけれども。このままこれでいいのかどうか、ひょっと停電が、今

現在は割とすぐ復旧しますけれども、それでも長期にかかったりしますし、冷蔵庫なん

かがつかなかった場合には、ひょっとしたら食事の関係もありますけれども、持ってき

たものが腐るとか出てくるだろうし、自家発電装置というのは避難所としては必要なも

のになるんじゃないかと思うんですけれども、その点についてはどう考えたらよろしい

でしょうか。ひょっと防災対策課のほうに聞いたらよろしいでしょうか、自家発電の設

置というか、必要ではないかと思うんですけれども、その点。 

○議長（比与森光俊君）   防災対策課長、一圓幹生君。 

○防災対策課長（一圓幹生君）   防災対策課のほうでは、災害に備えまして非常食と

かトイレ、ベッドなどの備蓄品や運営に関する業務などソフト事業を行っております。

ハード整備につきましては、施設の耐用年数を勘案したり、大規模修繕や改修など、財

政面にも影響を受けるため、長期的な見通しが必要となると考えております。このこと

から考えましても施設管理課において整備するものと考えますが、防災対策課としまし
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ても一緒に検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   そしたら、防災対策課のほうも一緒にこのことについて検

討していただけるということでしたので、よろしくお願いします。 

  それでは、②の質問に移ります。 

  高齢者や足腰が不自由な方々にとって、洋式トイレは欠かせません。現在は１階と２

階に洋式トイレが男性用は１カ所、女性用は２カ所ありますが、これだけで対応できる

でしょうか。また、洋式トイレも車椅子で入れるほどの広さ、スペースなんかはありま

せん。緊急時用の簡易トイレなどの準備も必要ではないでしょうか、お聞きいたします。 

○議長（比与森光俊君）   物部支所長、近藤浩伸君。 

○物部支所長（近藤浩伸君）   山崎議員の御質問にお答えします。 

  現在、比較的健康な方は２階の多目的ホールに避難をお願いし、身体不自由な方や疾

患のある方は１階の和室に避難を案内しています。 

  なお、和室の近くには障害者用トイレもありますし、トイレが使えない場合は簡易ト

イレとプライバシーテントは、奥物部ふれあいプラザに備蓄しております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   そしたら、大丈夫だということでいいですかね。 

  そしたら、③の質問に移ります。 

  プラザには床に敷くシート類、ベッド、布団、非常食などを備えつけておく場所が確

定していないと聞きました。ほかの部屋などの活用が好ましいのですが、利用できない

事情などがある場合は、例えば、舞台裏の暗幕の裏に収納棚を設置するなどの工夫も可

能なのではないでしょうか。早急に関係者間で協議され、最善の備蓄場所を準備し、避

難所としての機能を備えるよう求めます。 

○議長（比与森光俊君）   物部支所長、近藤浩伸君。 

○物部支所長（近藤浩伸君）   お答えいたします。 

  自分も先日、奥物部ふれあいプラザのすき間というか、あいているところを探したん

ですが、暗幕の後ろも見ました。すき間というか置けるスペースはありませんでしたの

で、今後なお、倉庫等を片づけたりいろいろしながら備蓄できないか確認し、検討して

いきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   あっちこっちから持ってきてということはなかなか大変な

ことになりますので、この場所に備蓄場所を確保していただきたいと思いますので、早

急に検討をお願いしたいと思います。 
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  それでは、④の質問に移ります。 

  運営上の課題についてお伺いいたします。 

  避難所開設に際して、混乱などがないように避難所運営マニュアルの整備と、災害対

策関係者等を対象にした事前訓練を実施して、手順を徹底しておく必要はないでしょう

か、見解をお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   物部支所長、近藤浩伸君。 

○物部支所長（近藤浩伸君）   山崎議員の御質問にお答えします。 

  大規模災害時には、物部支所職員は災害対応が主となり、避難所運営を行うことは難

しいと考えております。そのため、地域の方が自主的に避難所を開設する訓練は必要と

考えております。奥物部ふれあいプラザは避難所運営マニュアルの整備はできており、

平成３０年度には民生委員さんを対象に事前訓練を行いました。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   運営マニュアルはできているということで、民生委員さん

の訓練を平成３０年度には行ったということですけれども、事前訓練は本当に必要です

ので、今後、具体的に計画があればお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   物部支所長、近藤浩伸君。 

○物部支所長（近藤浩伸君）   御質問にお答えいたします。 

  今後のスケジュールというのはまだ定まっておりませんが、物部支所と防災対策課と

の協議を行いながら、地域の自主防災組織を中心に避難訓練を行いたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   できるだけ早目にそういったことは取り組んでいただきた

いと思います。 

  それでは、⑤の質問に移ります。 

  避難するときは食料持参でということで周知されていましたけれども、山奥からの避

難者は食べ物を買い出そうにも近くに店はありません。家で調理して持ってきても、夏

場は食べ物が傷みやすく食中毒などの危険性もあります。こんなときこそ非常食の活用

を積極的に行うべきであり、可能であれば炊き出しなども行えるような態勢を整えてお

く必要がありはしないでしょうか、お聞きいたします。 

○議長（比与森光俊君）   物部支所長、近藤浩伸君。 

○物部支所長（近藤浩伸君）   山崎議員の御質問にお答えいたします。 

  避難準備・高齢者等避難開始情報が出たときは食べ物の準備を呼びかけますが、被災

を受けたり、被災を受けそうになって緊急に避難してきた方に非常食を提供しています。

また、持参した食料がなくなった方に対しても非常食を提供しております。持参した食
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料が傷みやすいものは、現在は冷蔵庫に保存していますが、停電等で冷蔵庫は使えなく

なる可能性もあり、日ごろから非常食と言われる保存食の準備をしておいていただき、

避難準備・高齢者等避難開始情報が出たとき、食料として保存食を持参していただきた

いと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   保存食を準備していただいたら一番いいのかと思うんです

けれども、なかなかそこまでいっていない場合には、放送で避難するときは食料を持参

してくださいと聞いたら、もう避難をやめようかというふうな、そういったお声もお聞

きいたしました。日ごろは保存食も準備してください、どうしてもできんかった場合に

は非常食もありますよというふうな、もう少し丁寧な説明をしていただいたらいいので

はないかと。高齢の方はそのまま直に聞きますので、そんなら食料がないき、もう行か

れんねというふうな感じで直に聞いてしまうところもありますので、そういった点でも

う少し丁寧な説明があったらいいんじゃないかと思いますが、その点についてお聞きい

たします。 

○議長（比与森光俊君）   物部支所長、近藤浩伸君。 

○物部支所長（近藤浩伸君）   お答えいたします。 

  避難準備情報が出た後に食料を持ってきてくださいというような文言を今放送してお

りますが、今後これをどういうふうに考えていくかというのは、このままこの文言でい

くのか、ちょっと変えていくのかというのは、また防災対策課とも協議しながら、また

香北支所とも協議しながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   それでは、⑥の質問に移ります。 

  プラザのほうは、一帯を見回せる大広間では着がえも容易にできません。特に女性に

とっては深刻な問題です。着がえ用スペースとして部屋があればいいのですが、難しい

場合は、プライバシー保護のためにも間仕切り等の確保が必要ではないでしょうか、お

聞きいたします。 

○議長（比与森光俊君）   物部支所長、近藤浩伸君。 

○物部支所長（近藤浩伸君）   山崎議員の質問にお答えいたします。 

  着がえ用のスペースは必要と考えます。現在考えていることは、物部支所のパーティ

ションや文化展のパネル、それから、プライベートテントを利用して間仕切り、着がえ

用スペースを確保していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   それでは、次の質問に移ります。⑦です。 

  工事に伴う課題についてお伺いいたします。 
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  物部町全域の住民が対象となりますと、それなりの移動手段が必要になりますが、公

共交通の運行状況や高齢者や足腰が不自由な方々がおいでる家庭などの場合は、車での

移動はやむを得ません。隣近所で乗り合わせをするのにも、運転できる人は少ないなど

問題が多い場合があります。 

  しかし、現在のプラザの駐車場は、大栃橋の工事のため駐車場が極端に少なくなって

います。一人でも多くの避難者を受け入れるために、避難所以外に臨時駐車場を準備す

ることも検討しておくべきではないでしょうか。また、場合によっては臨時バスやタク

シー等による緊急送迎の手だても検討しておくべきではないでしょうか、見解をお聞か

せください。 

○議長（比与森光俊君）   物部支所長、近藤浩伸君。 

○物部支所長（近藤浩伸君）   山崎議員の御質問にお答えします。 

  物部町は土地が狭く、車をとめるスペースは限られています。避難準備・高齢者等避

難開始情報が出されたら速やかに避難を開始し、公共交通機関や地域の力をかりて乗り

合わせ等で避難をしていただきたいと考えております。 

  また、駐車場スペースは山崎公園ぐらいと考えておりますが、状況により物部グラウ

ンドの利用も、短期間ではありますが利用できる可能性もあります。大規模災害が発生

したときはできるだけ自家用車の移動は避けていただき、地域の方の力をかりながら避

難所まで移動をお願いしたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   大規模災害時は自家用車は避けて、地域の方の力をかりて

というのは、どういう形の力になるということでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   物部支所長、近藤浩伸君。 

○物部支所長（近藤浩伸君）   地域の方の力というのは、自分の考えですが、消防団

とか自主防災組織、親類縁者、今考えているのがそれぐらいですけど、その方なんかの

力をかりて、避難をしていただきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   そういった力ももちろん必要であるだろうし、場合によっ

ては、先ほど言ったように臨時バスとかタクシーとか、そういった緊急送迎の手だても、

やっぱり頭の中に入れておかないといけないのではないかということで質問をしたわけ

ですけれども、再度見解をお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   物部支所長、近藤浩伸君。 

○物部支所長（近藤浩伸君）   臨時バス、タクシー等の輸送するための移動手段とい

うことで、行政のほうからそういうものを調達するというのは、大規模災害のときには

難しいのではなかろうかと考えますので、先ほどもお答えしたように、地域の力をかり
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ながら避難していただきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   もちろん地域の力も大事です。臨時バスとかタクシーとか、

あらゆるそういう緊急送迎の手だても検討しておくべきではないかということで、質問

をいたしました。これがいかんきこれということ、こういう方法もあるということも考

えておいたほうがいいのではないかということで質問いたしましたので、その点御理解、

お願いいたします。 

  それでは、３番目の福祉避難所に関してお伺いいたします。 

  ①です。 

  災害から身を守るためには避難することは重要です。しかし、体が不自由で介護や配

慮が必要な方々、そして、その御家族の方の中には、人に迷惑をかけるからと避難をち

ゅうちょしてしまう方がおられます。また、今までは避難していたが、介護が必要にな

ったので避難することをやめたという方もおられます。 

  そのような方々が安心して避難できるように福祉避難所があります。本市の指定福祉

避難所は、広域福祉避難所が６施設、市内の高齢者施設が４施設指定されています。要

配慮者はまず指定された一時避難所に避難し、そこから心身の状態に合わせて福祉避難

所に避難するということになっているものと思いますが、具体的にはどのような手順に

なるのか、お聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   福祉事務所長、中山泰仁君。 

○福祉事務所長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  本市では、大規模な災害が発生し、高齢者や障害者など、避難生活において特別な支

援が求められる方、いわゆる要配慮者への対応が必要となる事態に備えて、福祉避難所

設置・運営マニュアルを作成しております。 

  福祉避難所の利用の対象となる要配慮者の避難については、その状態に応じた適切な

対応が重要であることから、マニュアルでは福祉避難所の機能を段階的、重層的に設定

し、対処することとしております。 

  災害が発生し、または発生のおそれがある場合で、指定避難所に避難してこられた方

の中に福祉避難所の利用の対象となる方がおり、福祉避難所の開設が必要と判断する場

合は、指定避難所、これは主に小中学校、規模の大きな公共施設となりますが、その中

に介護や医療相談等を受けることができる空間、福祉避難スペースと呼びます、を確保

することとしております。ここでは、専門性の高いサービスは必要としないものの、一

般の避難所では避難生活に困難が生じる要配慮者を支援することとしております。これ

と同時に、あらかじめ協定を結んだ施設の管理者に福祉避難所の開設を要請いたします。 

  福祉避難所を開設したときは、要配慮者やその家族、自主防災組織、地域の住民の方

に速やかにその場所等を周知し、受け入れ態勢が整い次第、福祉避難所の対象となる方
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を受け入れます。障害の程度の重い方など、より専門性の高いサービスを必要とする要

配慮者で、福祉避難スペースでは避難生活が困難な方については、設備や体制の整った

施設、これは老人福祉施設や障害者支援施設などが当たります、に移送することとして

おります。 

  また、南海トラフ地震など、災害救助法が適用されるような大規模災害では、各市町

村の枠を超えた広域的な対応が必要となるものと想定され、南国市、香南市、大豊町と

の間で、知的・発達障害児者を対象とした、広域福祉避難所の設置、運営について協定

を結んでおり、市外施設への移送も想定した避難手段を整理しております。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   まずは指定避難所に避難をされて、必要な方がいたら体育

館などの福祉避難スペース、それと福祉避難所、専門性の高いところへ必要な方を状態

に合わせて、そちらのほうへ避難をしていただくということですね。 

  それでは、②の質問に移ります。 

  各福祉避難所の受け入れ人数と受け入れ態勢についてお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   福祉事務所長、中山泰仁君。 

○福祉事務所長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  各施設における要配慮者の受け入れ可能人数は、かがみの育成園が７人、ウィッシュ

かがみの２４人、ワークセンター第二白ゆり１７人、障害者支援施設白ゆり１２人、山

田特別支援学校５０人、養護老人ホーム白寿荘５人、特別養護老人ホーム白寿荘５人、

特別養護老人ホームウェルプラザやまだ荘８人、ケアハウス好日館５人で、これに市外

であります南海学園の１０人を加え合計１４３人でございます。また、介助者としての

家族などの受け入れ人数１６３人を加えますと、総数で３０６人となります。 

  受け入れ態勢につきましては、大半の施設が平日の開所時間帯は施設職員での対応が

可能だが、発災が夜間・休日となった場合は参集人員が限られることが予想され、地元

ボランティア等による協力が必要と考えていることがヒアリング調査で判明をいたしま

した。今後、施設所在地域の自主防災組織等に協力を要請したいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   受け入れ人数としては１４３人ということですが、実際、

本市の要配慮、配慮が必要な方に対しての受け入れ可能人数、この１４３人というのは

少ない状況やと思いますけれども、この状況に関してはどういうふうに考えておられる

でしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   福祉事務所長、中山泰仁君。 

○福祉事務所長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  香美市地域防災計画では、地震被害想定におきまして発生頻度は極めて低いものの、
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発生すれば甚大な被害を及ぼす最大クラスの地震の場合、避難所への避難者数を最大

４,７００人と想定しておりますが、その内訳として福祉避難所への要配慮者の避難者

数は示されていないところでございます。 

  ただ、ことし３月時点における避難行動、要支援者の人数が９２８人であることから

すれば、ただいま申し上げました１４３人という収容人数は十分とは言えないと考えて

おります。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   十分ではないということですけれども、そうしますと、今

後も福祉避難所の指定というものを考えていかれているのか。また、それ以外に何か方

法、ほかに何か対策を考えていればお聞きをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   福祉事務所長、中山泰仁君。 

○福祉事務所長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  地震発生時に家屋が倒壊し、命を失うことになれば避難所へ行くことはかないません。

避難行動の前提として住宅の耐震化、家具の固定は不可欠であると考えます。住宅の耐

震化によって家屋の倒壊を防ぐことは、居住者の安全を確保することだけでなく、自宅

を失い、避難所に行かざるを得ない被災者を減少させる効果もございます。住宅の損傷

が軽微であれば在宅生活を続けることも可能となり、環境の変化に対して脆弱性の高い

要配慮者にとってはストレス軽減にもつながります。福祉避難所として限られた施設を

有効に機能させるためには、避難所で命をつなぐ対策を公助で進めることはもちろん、

自助でも命を守る対策に取り組んでいただくことが重要であると考えます。 

  また、これに加えまして、福祉避難所の広域ということに関しましては、今後も取り

組んでまいりたいというふうに考えます。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   今後も広域の指定避難所という形で検討していくというこ

とですかね。耐震化ももちろん大事です。でも、耐震ができない場合もありますので、

福祉避難所があると、やっぱりお体の不自由な方々にとっては安心できますので、全員

がなかなかそちらへということもできない場合もありますけれども、安心できる環境を

整えていただきたいというふうに思います。 

  それでは、③の質問に移ります。 

  福祉避難所運営マニュアルの整備や避難所訓練の状況についてお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   福祉事務所長、中山泰仁君。 

○福祉事務所長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  本市作成の福祉避難所設置・運営マニュアル及び広域福祉避難所の設置・運営マニュ

アルは、１０施設の全てに配付しております。これまでに、福祉避難所の設置・運営訓



－71－ 

練を実施した施設は４施設で、今月２６日は１施設で実施予定となっております。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   マニュアルはあるということで、実際避難所の訓練をした

のは４施設ということですが、どこの施設かお聞きいたします。 

○議長（比与森光俊君）   福祉事務所長、中山泰仁君。 

○福祉事務所長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  かがみの育成園、それから、ワークセンターしらゆり、それから、ウィッシュかがみ

の、山田特別支援学校、５施設でございました、それに白寿荘が加わっております。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   そしたら５施設ということですか。わかりました。 

  なかなか福祉避難所を指定するということで、施設側もいろいろ課題等もあるかと思

うんですけれども、訓練を実施してどうだったのか、この５施設、課題とかそういった

ところ、何か対策が必要なところとかいうことがございましたらお聞きいたします。 

○議長（比与森光俊君）   福祉事務所長、中山泰仁君。 

○福祉事務所長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  福祉避難所の設置・運営訓練につきましては、災害時を想定した関係者による図上訓

練など、災害発生後から福祉避難所の開設、運営までの具体的な手順を確認する内容と

なっております。今後もこういった初動での行動が速やかに行われるように繰り返し訓

練を行い、そこで洗い出された課題を一つ一つ克服していくといったことが必要ではな

いかというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   繰り返し行うということで、今月の２６日に白寿荘で行わ

れるということですが、あと山田荘とか、好日館とかほかの施設もありますけれども、

そういったところもそしたら訓練をする計画はあるのでしょうか、お聞きいたします。 

○議長（比与森光俊君）   福祉事務所長、中山泰仁君。 

○福祉事務所長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  先ほどおっしゃられました２施設につきましても、訓練のほうは見学に行けるように

聞いておりますので、今後の訓練にぜひ生かしていただきたいというふうに考えており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   それでは、④の質問に移ります。 

  香美市地域防災計画では「福祉避難所に関する情報を広く住民に周知を図る。特に、
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要配慮者及びその家族、自主防災組織、支援団体等に対して、周知徹底を図る。」と記

載されています。福祉避難所の周知についてどのように取り組んでいるのか、お聞かせ

ください。 

○議長（比与森光俊君）   福祉事務所長、中山泰仁君。 

○福祉事務所長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  福祉避難所の設置につきましては、施設側との協定締結を報じる記事を過去３回、広

報香美の誌面、ホームページに掲載しております。また、香美市総合防災マップには、

指定避難所に加えて福祉避難所の一覧表を掲載しており、自治会を通じて市内全戸に配

付いたしました。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   広く市民に知らせたということですけれども、特に要配慮

を必要とする方とかその御家族の方、あるいは自主防災支援団体、そういった方々に対

しては、何かの方法でお知らせをするとかいうことはされているのでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   福祉事務所長、中山泰仁君。 

○福祉事務所長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  今後、災害時避難行動要支援者の個別避難計画の作成を進めていく過程で、そういっ

た関係者の方、また、御本人はもちろんですけれども、福祉避難所の所在等、情報提供

をできようかというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   私も要介護者を介護していたんですけれども、そういった

福祉避難所に関する詳しい情報というのは、別に何かのお知らせみたいなものできたこ

とはないので、十分に本当に周知されているのか。所在だけではなくて、やっぱり今あ

る福祉避難所が、その対象者を全員受け入れることはできないわけですので、そうした

福祉避難所とはどういうところか、市民の方にも理解をしていただくということが必要

になると思うんです。以前新聞でちょっと報道で見たのに、福祉避難所を開設したこと

を知らせる自治体と知らせない自治体があって、知らせない場合は対象外の方が殺到す

るのではないかということで、公表を控えているというような記事もあったわけですけ

れども、やはりきちんとそれは公表を私はすべきだと思いますし、そしてまた、所在が

あるだけじゃなくて、福祉避難所というのはどういう役割を持っているのかというもの

も含めて、理解を広げていっていただくということが重要だと思うんですけれども、周

知について、再度お聞きをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   福祉事務所長、中山泰仁君。 

○福祉事務所長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  福祉避難所はより専門的な支援や援助の必要性の高い避難者のために確保されるもの
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であり、一般の指定避難所で生活可能な避難者に対しましては、受け入れ対象とならな

いことをあらかじめ周知しておくことも非常に重要なことだというふうに考えておりま

す。議員の御指摘いただいた点につきましては、今後の広報啓発活動に生かしていきた

いというふうに考えます。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   それでは、次の質問に移ります。 

○議長（比与森光俊君）   １５時まで休憩します。 

（午後 ２時４５分 休憩） 

（午後 ２時５９分 再開） 

○議長（比与森光俊君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  一般質問を続けます。 

  １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   それでは、続けて質問させていただきます。 

  ３番目です。生活支援ハウス、こづみに関してお伺いいたします。 

  ①です。 

  災害等による道路や家屋の崩壊で自宅での生活が一時的に困難な状況になったときに、

生活支援ハウス・こづみを利用する場合があります。居室には電磁調理器とエアコンし

かなく、共有の洗濯機が２台あるのみで、そのほかの生活必需品は全て持参しなければ

なりません。災害対応の場合、急なことで何もかも持参しなければならないと聞くと、

施設を利用することが安全・安心であってもちゅうちょしてしまいます。 

  過去の議会における答弁では、数人分程度の身の回り品を置いておいたらいいのでは

ないか、寝具や食事をして寝れる程度の最低限の生活用品を予算要求していくとのこと

でしたが、どのようなものを整備されたのかお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  平成２５年度に布団４組を初め、ケトルや鍋、フライパンとか、まな板や包丁とか、

食器などを１６品目整備しております。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   １６品目、ちょっと私こづみで確認したのに、鍋とフライ

パンみたいなものは見たわけですけれども、ほかにもあったわけですね。そしたら、皿

とか茶わんとか、そういったものも含まれているということでしょうか、確認します。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   ９月４日に私もこづみのほうに参りまして、

こづみの職員と確認したところ１６品目ありまして、一定のこの在庫で、これから避難
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者の方が出た場合には対応可能と考えております。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   できればこれは避難とか緊急時に使うものということで、

場所もそうですけどもわかるように提示しておくとかということも必要ではないかと思

いますので、その点お願いいたします。 

  それでは、②の質問をいたします。 

  私が先日こづみの状況確認に行ったとき、寝具は衛生的とは言えない状態で居室の棚

に置かれていました。何組あるのかもわかりませんでした。使用した後は毎回クリーニ

ングをして、いつでも緊急時に使用できるように保管しておくべきではないでしょうか。

クリーニングなどの対応はできないものか、お尋ねいたします。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  クリーニングの必要があるのかどうかを含めまして、在庫のほうを確認させていただ

きましたところ、山崎議員さんがいらっしゃったときのお布団はうちの管理のものでは

なくて、うちの在庫の分は全くさらのままで保管されておりました。避難者以外の方の

生活支援ハウス利用者の方の持ち込み物だったというふうにお聞きしています。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   そのあたりが、市のほうで整備したものということが多分

十分に行き渡っていないということですよね。もしそうであるならば今回、平成２５年

にそろえたものはこれですよということでお話が聞けたかと思うんですけれども、そう

ではなかったということですので、そのあたりの管理の仕方、そういったことも考えて

いただきたいと思います。もう何も使われずにそのままということでしたので、ひょっ

と何かのときには、こういった品物が緊急時には使えますよというところを緊急的に避

難してきた方にもはっきりわかる、こんなものがありますと、全部何もかも布団も負う

てこんでも、こんなのがありますきということの話ができるようにしていただきたいと

思いますが、ちょっとその点もう一度お願いいたします。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  ９月４日に私がこづみに行きまして確認したときに、さらのままでありましたけれど

も、やはりこづみの荷物といろいろいっぱいになっていましたので、そこに棚がありま

して、それで健康介護支援課所有の分と、それから、こづみの所有の分につきましては

整理をその場でいたしまして、これが健康介護支援課の分、それから、こちらはこづみ

の分というふうに分けさせていただいたことと、それから、今まで名簿がありませんで

したので、避難者用の購入リストをつくりまして、こづみの方とも紙ベースでも共有を

するようにいたしております。 
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○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   それでは、よろしくお願いいたします。 

  ③の質問に移ります。 

  夏場は食べ物が傷みやすく食中毒の危険性もあります。そのため冷蔵庫は必需品とな

ります。しかし、山間地では自宅まで車で行けないところもあります。また、道路の崩

落などで山道を上り下りしなければならないところなど、避難者及び入居者が自宅から

冷蔵庫を持ち出すことに困難を伴う場合があります。布団から鍋・茶わんなど、細々し

たものを持っていかなければならない上に、重い冷蔵庫まで持っていくとなると大変な

作業です。冷蔵庫を各居室に整備してはどうかと思いますが、見解をお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  現在、こづみには、そのような方のために自由に使える冷蔵庫を寄附等により２台準

備しております。冷蔵庫につきましては、管理をしていくのが非常に困難で、隅々まで

クリーニングせずに放置すると、電源を落とした状態で管理することがありますと、や

はりカビの発生とかいうことが問題になりますし、電源を入れたままだと電気料金が発

生することから、今のところ、各部屋への整備のほうは考えていない状態です。 

  しかしながら、自宅から持ち出すことが困難な方がいらっしゃることや、その都度購

入するには高額になり、避難してくる方に大変負担になると思いますので、今回の場合

のように、社会福祉協議会さんとか、それから、住民の方からの今回も寄附がありまし

て、避難者の方もこづみに入居できるようになりましたので、そういう避難者の方の負

担はできるだけ軽減できるように、その都度対応は検討していきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   今回、寄附があって、それでよかったということですけれ

ども、確かに管理が大変ということもわかります。冷蔵庫を持ってくることにちゅうち

ょして、そういったところでこづみが安全・安心であってももうやめたと、行きたくな

いということにならないように、社協、住民の方が寄附してくれたということですけれ

ども、そういった対応を今後もしていただきたいと思います。その点、再度お聞きいた

します。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   この件につきましては、やはり災害というの

は急に起こりますので、避難してくる方への負担というのは大変大きいと思っておりま

す。今後もその都度、きちんと対応できるようにしていきたいと思っております。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   それでは、次の質問に移ります。４番目です。 

  集落づくりに関してお伺いいたします。 
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  私たち産業建設常任委員会は、７月２９日から３０日に行政視察を行いました。視察

先の一つに本市と姉妹都市であるあわら市を訪問し、あわら市観光振興戦略について研

修させていただきました。あわら市観光振興戦略は、首長の熱い思いで策定されたと聞

きました。その中で地域との連携を考えるとき、地域を活性化させないと地域との連携

ができないのではないかと、１２９集落の現状と抱える課題の聞き取りを全職員が４班

体制で地域に出向いて調査をし、地域カルテにしたと聞きました。その調査をもとに新

たな制度を創設し、地域に応じた支援体制の充実を図っているとのことでした。 

  その地域にどのような課題があり、どのような対策が必要なのか、また、今後の課題

やほかにはない魅力的な資源や行事、独自の取り組み等、各集落の実情を把握すること

は今後の集落づくりに役立つのではないかと感心させられました。本市においても参考

になる取り組みではないかと考えますが、見解をお聞かせください。 

  一応資料といたしまして、あわら市でいただいた資料をつけております。先ほども言

いましたように、集落に出向いての聞き取り調査ということで、「集落活動を行う担い

手の不足や集落が管理する施設の老朽化、鳥獣被害の拡大などさまざまな問題を抱えて

いることが分かりました。」ということで、この集落の問題や現状がここに記載をされ

ております。また、一方で各集落にはほかにはない魅力的な資源や行事があるというよ

うなことも書かれていまして、そうした聞き取り調査したことで、どういった支援が必

要かという、集落に対しての支援を考える一つのツールということになろうかと思いま

す。それで、新しい制度として今年度は集落ときめき活動事業補助金とか、まち・むら

ときめきセミナー、それから、ワンストップ区長相談窓口などを創設したということで、

こうした現状を把握して何が必要なのかというところを、支援の創設へつなげていって

いるということのあわら市の取り組みです。 

  本市においても参考になると思いますが、お聞きをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   山崎晃子議員の集落づくりに関しての御質問にお答

えいたします。 

  当市では、行政が地域の声を聞く手段として、毎年５月ごろに旧３町村の各会場に市

の執行部が出向き、全自治会長を対象に行政連絡会を実施しております。行政からの報

告の後、各自治会長様に事前に地区内で取りまとめていただいた質問事項について、執

行部から回答をしております。さらに香北地区、物部地区に関しましては、それぞれの

自治会長会会長が主催して開催されます自治会長会に関連部署が出向いて、地区からの

要望や意見交換を行っております。 

  また、昨年度からは、市長と地域住民との地区懇談会として、香北町で２地区、物部

町で２地区において各地区の公民館へ執行部が出向き、地域住民との懇談会を開催し、

地域住民の意見や要望を聴取したり、また、意見交換を行っております。今年度は土佐

山田町で開催することとなっておりまして、現在１地区で８月に開催済みでございまし
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て、ことしじゅうにあと２地区が開催予定となっております。この地区懇談会では、事

前に質問をいただく場合もありますが、当日会場において地域の皆様に忌揮のない率直

な意見を多々いただいておりまして、今後の市政の方向性を探る検討材料となっており

ます。 

  また、地域への補助金制度としては、地域の振興やコミュニティーの形成を図る事業

に対して地域活性化総合補助金の制度があり、平成３０年度は５９件、１,６３０万

４,０００円の補助金を交付しております。 

  また、中山間地域対策として、物部地区は地域担当職員制度がございまして、８班で

１６人に分かれて職員が地域を訪問しております。香美市全体では現在１２名の地域づ

くり支援員を雇用しておりまして、各地域の実情に応じたきめ細かな支援を実施してお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   今、本市が取り組んでいることの御説明をしていただきま

したけれども、あわら市では、この地域を知るということに関して、やはり全職員が地

域に出向いて聞き取り調査をしてカルテにしたということですので、本市では先ほど言

われたことをしておるわけですけれども、本市において、このあわら市の取り組みとい

うものはもう取り入れる部分はないと、本市はこういうことをやりゆうのでという御見

解でしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  全職員が地域に出向いてというのは、今の時点ではなかなか難しいかなとは思ってお

ります。物部のほうではそれぞれ地域の担当職員制度がございますので、支所の職員が

それぞれに訪問しておりますし、自治会長会などにも管理職がそれぞれ出向いてお話を

いろいろ聞いておりますので、現在はそういうふうな状況であろうかと思います。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   この取り組みを何か一つでも取り入れていただいて、例え

ばカルテというか地域懇談会の状況、地域へ出向いていってするわけですので、そうい

ったものを記録として残して次の施策へつなげていくというところで、そういったもの

を残していっているかとは思うんですけれども、地域担当職員制度も多分そのカードを

残していってということでいっているかと思うんですけれども、実際に地域に出向いて

いって、地域の声を聞くということは大変大事なことだと思うんです。もちろん行政連

絡会では、自治会長さんが来て地域の現状をお話しするということかと思うんですけれ

ども、自治会長さんに伝えられていない部分もひょっともしかしてあるかもしれないの

で、やっぱり地域に出向いてその地域の現状を知りながら、必要な支援につなげていく

ということが大事であると思うんです。ですので、そのあたり何か取り入れる部分はな



－78－ 

いと、もうこれで十分だというふうなお考えでよろしいでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   なかなか、あわら市のほうは先進的な取り組みをし

ておるということで、このまち・むらときめきプランということで、香美市のほうも香

美市振興計画や、また、まち・ひと・しごと総合戦略が、基本理念とか、あわら市と同

じような形になろうかとは思います。 

  先ほども説明をさせていただきましたが、昨年度から市長と地域住民との地区懇談会

につきましては、それぞれ山田につきましてはことし東本町、旭町２丁目のほうに市長

と一緒に執行部８名が出向いていきましたが、２２名ぐらい市民の方がおいでておりま

して、町内会の加入とか、指定ごみ処理の場所とか、街灯の設置とか、防災井戸の確保

とか、さまざまなことをざっくばらんにお話もしていただきました。そういうふうに生

の意見を聞くということは大事なことと思っております。あと２地区また行く予定でご

ざいますので、そこでまた地域住民の御意見もいただきたいと考えております。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   できればたくさんの地域に出向いていって、声を聞いてい

ただきたいと思うんですけれども、昨年から始めたということですので、今後も継続し

て行われていくんだろうとは思いますけれども、市長の御見解をお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（比与森光俊君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   山崎議員の御質問にお答えをしたいと思います。 

  あわら市の取り組み、大変すばらしい取り組みだと思いますし、そのカルテをもとに

して、それぞれのまちを元気にしていこう、それぞれの集落を元気にさせていこうとい

う取り組み、非常に参考にもしなければならないところがあろうかと思いますけれども、

それぞれの自治体が向かっているところは結果的には同じことだと思うんです。それぞ

れのまちを、それぞれの集落を元気にして、そこで暮らしている人たちが安心してやっ

ていけれるように、さまざまな課題が解決されるようにしていこうということについて

は、どの自治体も同じように汗を流しておられる。ですから、あわら市の取り組みもこ

れは本当にとうといやり方だと思いますし、香美市でやっていることも決して私は劣っ

ていることではない。積み重ねてやってきていることですから、誇りを持ってやるべき

だと思いますし、全国１,７００の自治体がそれぞれにやっていく、そのことに学んで

いくことが大事だというふうに思いますので、あわら市の取り組みについても、今後も

私は佐々木市長とも意見交換をさせていただきながらやっていきたいと思います。 

  また、こちらのほうにも秋にはおいでてくださるということですから、そのときに実

はこういう大変なこともあるんだということも、そのときにもお聞きもしたいと思って

います。ざっくばらんにお話をしながら、お互いがどんなふうにやっているのか、意見

交換をしながらやっていきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたしま
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す。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   市長から見解をお伺いいたしました。市長の言われるよう

に、自治体それぞれの取り組みということになると思いますが、何か参考になる分があ

るんじゃないかということで、この質問を取り上げさせていただきました。 

  また、市長が昨年から地区懇談会を実施しているということを先ほどお聞きをいたし

まして、やはり地域の声をじかに聞くということは本当に大事なことでありますし、ま

た、市民も市長に来てもらって、ざっくばらんに聞いてもらえるということは、市民の

側にとってもすごく安心感があると思うんです。ですから、やはりこういったことを地

道に積み上げていただければというふうなことを思うわけですけれども、ぜひ地域の声

を続けて聞いていただきたいと思います。 

  それでは、次の質問に移ります。最後の５番目の質問になります。 

  ３歳児健診に関してお伺いいたします。 

  昨年１１月３０日付の地元紙に「弱視発見へ高精度機器を」と題して、土佐市民病院

の取り組みが掲載されていました。専門医によると、眼鏡やコンタクトレンズを使って

も視力を矯正ができない弱視は、１００人に二、三人の割合で見られる。５歳ごろまで

に発見できれば治療用の眼鏡などで改善するが、視力の発達がとまる１０歳ごろ以降で

は治療が難しくなる。特に片目だけの不同視弱視は外見からはわからず、親が発見する

のは難しいため、市町村が実施する３歳児健診で見つけることが重要とのことです。日

本小児眼科学会などが２０１６年にまとめた３歳児健診における視覚検査の提言でも、

健診会場で機器による他覚的屈折検査を併用するよう推奨しているそうです。 

  県内では土佐市、高知市、南国市などが、３歳児健診にスポットビジョンスクリーナ

ーという機器による他覚的屈折検査を導入していると聞きました。弱視の早期発見のた

めに本市も検討すべきではないでしょうか、見解をお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  議員のおっしゃるとおり、子供の視力は３歳までに急速に発達し、６歳ごろまでにほ

ぼ完成するため、発見がおくれた場合は生涯弱視となってしまいます。そのため、３歳

児健診で早期発見し、早期治療をするということが重要です。香美市でもこの８月の３

歳児健診から、県所有の機器をお借りして屈折検査を導入いたしました。８月に実施し

たときは、特に問題なく実施できたと報告を受けております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   県所有の機器で実施を始めたということですけれども、こ

れはずっと貸していただけるというものでしょうか。市としてやはりそういったものを

備えるということが大事ではないかと思うんですけれども、その点お聞きいたします。 
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○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  香美市のほうでもぜひ購入を考えておりますが、現在、県のほうからお借りしている

分は田内眼科の先生から県に２台の寄贈がありまして、それを西と東の保健所が持って

いまして、うちだと安芸福祉保健所まで借りにいかなければならない状況になります。

なかなか借りに行くのも時間もかかることですし、ほかの市町村も使っておりますので、

できればうちでも購入を考えていきたいと担当課では考えております。 

○議長（比与森光俊君）   １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   ぜひ早く、早期に発見してすることが大事ですので、そう

いった必要な機器は導入をしていただければというふうに思います。 

  以上で私の本日の質問を終わります。 

○議長（比与森光俊君）   山崎晃子さんの質問が終わりました。 

  お諮りします。本日の会議はこの程度にとどめ延会にしたいと思います。これに御異

議ございませんでしょうか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   異議なしと認めます。よって、本日の会議は延会すること

に決定をしました。本日の会議はこれで延会します。 

  次の会議は９月１１日午前９時から開会します。 

（午後 ３時２７分 延会） 
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議事の経過 

（午前 ９時００分 開議） 

○議長（比与森光俊君）   おはようございます。ただいまの出席議員は２０人です。

定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。 

  議事日程は、お手元にお配りしたとおりであります。 

  日程第１、一般質問を行います。通告順に従いまして順次質問を許可します。 

  １７番、村田珠美さん。 

○１７番（村田珠美君）   皆様おはようございます。１７番、自由クラブ、村田珠美

でございます。議長の許可をいただきましたので、一問一答方式で質問をさせていただ

きます。 

  まず１つ目、各種イベント、スポーツ、災害時等に利用できる多目的市民広場を。 

  私たちはスポーツに親しむことによって、爽快感、達成感、仲間との連帯感等、精神

的な充足感、さらには体力の向上、ストレスの発散、生活習慣病の予防など、心身両面

にわたる健康の保持増進に大きな効果を得ています。 

  また、スポーツには人間の可能性の追求、競技に打ち込む選手のひたむきさ、また、

高い技術は見る人に夢や感動を与えてくれます。スポーツの持つ社会的意義には、青少

年の健全育成、地域コミュニティーの醸成、経済発展への寄与、国際友好・親善派の貢

献などがあると言われています。 

  本市にも屋外スポーツとしてサッカー、野球、ソフトボール、グラウンドゴルフ、ウ

オーキング、陸上など、地域で頑張っている方々がたくさんいらっしゃいます。今回は、

その場所としてグラウンドと多目的広場について質問をいたします。 

  社会体育施設のグラウンドは、学習施設の一覧を見てみますと、学校体育施設等を除

いて土佐山田スタジアム、市民グラウンド、土佐山田町グラウンド、平山グラウンド、

香北グラウンド、物部グラウンドの６施設があります。この中で、土佐山田スタジアム

の利用は、昨年は年間約６０回ぐらいありました。季節、種目によっては手軽には利用

できません。また、ほかのグラウンドも設備が整っていないために大会もできないので、

サッカーなどのスポーツ少年団などは利用しにくいと聞きます。 

  健康で生き生き、心身ともに元気に暮らせるまちづくりを目指し、スポーツや生きが

いを持って生活することはとても大切だと思います。 

市民の方々から運動、スポーツ、レクリエーション、夏祭り、マルシェ、子供たちが

伸び伸びと遊べて各種イベントも開催できる、子供からお年寄りまで誰もが手軽に利用

できる場所が欲しいと聞きます。また、その場所が災害時に、避難所や救助の拠点とし

て活用もできると安心につながる、そんなグラウンドと市民の広場について順番に質問

をさせていただきます。 

  まず、①の質問です。 

  屋外で運動されているスポーツ少年団と、体育協会が把握している社会スポーツ団数
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と種目を伺います。 

○議長（比与森光俊君）   生涯学習振興課長、黍原美貴子さん。 

○生涯学習振興課長（黍原美貴子君）   お答えいたします。 

  スポーツ少年団は１８団体で、そのうち屋外で運動されているのは少年野球、サッカ

ー、ソフトボールが各２団体、陸上が１団体の合計７団体です。 

  市民スポーツ団体は１８７団体あり、屋外で運動されているのは野球、ソフトボール、

サッカー、陸上、ペタンク、グラウンドゴルフ、テニス、ホッケー、マレットゴルフの

合計６５団体になっております。 

○議長（比与森光俊君）   １７番、村田珠美さん。 

○１７番（村田珠美君）   ありがとうございます。スポーツ少年団が７団体、大人の

方の団体が６５団体ということで、スポーツ少年団のほうが少し減ってきているのでは

ないかなというふうには思いますが、前回質問をさせていただいたときから比べますと、

部員数もかなり減ってきたというところと、休部になっているところもあるというふう

なことを聞いておりますが、原因等はつかめていますでしょうか、お尋ねします。 

○議長（比与森光俊君）   生涯学習振興課長、黍原美貴子さん。 

○生涯学習振興課長（黍原美貴子君）   少子化が原因かと思います。特にアンケート

等をとって調査などはしておりませんけれども、子供の数が減っていますのでそれが要

因かと思います。 

○議長（比与森光俊君）   １７番、村田珠美さん。 

○１７番（村田珠美君）   ②の質問です。 

  練習場所、照明、設備等で何か相談を受けたことはございませんでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   生涯学習振興課長、黍原美貴子さん。 

○生涯学習振興課長（黍原美貴子君）   練習場所については、グラウンドの水はけが

悪いと御意見をいただいたことがあります。照明設備があるグラウンドは７カ所ありま

して、市民グラウンドの照明が暗いという意見もいただいております。市民グラウンド

は令和２年度に改修工事を予定しておりますので、その中で照明設備などの改修も見込

んでおります。 

○議長（比与森光俊君）   １７番、村田珠美さん。 

○１７番（村田珠美君）   スポーツ少年団の子供たちも日々元気に大会を目指して練

習に頑張っています。指導者や保護者の方々からは、設備の整った場所で子供たちに練

習をさせてあげたい、年間数回ある大会も他市での試合となり、グラウンドがないから

地元ではできません。この大会が香美市内の設備が整ったグラウンドで開催できると、

子供たちに自信をつけさせてあげることになるのにという声もずっと聞きます。勇気、

自信、行動力を得ることで、早いうちから自立した考えを持つようになり、社会への適

応力が養われ、学校での交友関係も広がり、ポジティブな思考になると言われます。ス

ポーツは子供の可能性を大きく伸ばしてくれます。 
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  平成２６年１２月の定例会で、大会ができるグラウンドということで質問をいたしま

した。前回の担当課長は、現時点では総合的な屋外スポーツの整備をする計画はない。

しかし、老朽化してまいりますので、長期にわたる計画の中で今後検討していく必要が

あると、今の時点ではそういうふうに考えていますとの答弁でした。あれから約５年が

経過をいたしました。 

  ③の質問です。 

  大会の開催ができるグラウンドがあると、大会そのものと子供たちにとっても活気が

出ます。このことにより関係人口が増加となる、そんなことにもつながるグラウンドが

欲しいという声に対しまして、見解をお願いいたします。 

○議長（比与森光俊君）   生涯学習振興課長、黍原美貴子さん。 

○生涯学習振興課長（黍原美貴子君）   グラウンドだけでなく体育施設の規模につい

ても、近隣市などと比べて香美市にももっと大きなものが欲しいという御意見をいただ

いたことがあります。大きな体育施設があれば、関係人口の増加において効果が見込め

るとは思いますけれども、その建築工事費、維持管理費、人件費などを勘案すると、体

育施設などの新設は難しいと考えております。 

○議長（比与森光俊君）   １７番、村田珠美さん。 

○１７番（村田珠美君）   維持管理費ということが出てまいりましたが、維持管理費

のほうはその施設の規模によっても違うと思うんですけれども、グラウンドの場合はや

はり皆さんが言うのには、人工芝とかではなくて土でできたグラウンドが欲しいという

ふうなことを聞きます。用地等の問題があるかもしれませんが、ぜひ前向きに考えてい

ただけたらありがたいです。 

  先ほど御答弁の中に市民グラウンドのことが出てまいりました。確かに大変水はけが

よくないと聞いております。先日も壮年のソフトボールの試合ができなかったというこ

とも聞きました。本年度は、市民グラウンドの改修工事に向けた実施設計を予定をして

いるとおっしゃっておりました。どのような計画なのでしょうか。また、トイレの改修

はその計画の中に入っているのか、わかっている範囲内でお聞きできたらお願いいたし

ます。 

○議長（比与森光俊君）   生涯学習振興課長、黍原美貴子さん。 

○生涯学習振興課長（黍原美貴子君）   今、実施設計をしている最中でして、トイレ

のことについては今後ちょっと担当課などと協議したいなと考えております。ただ、要

望は今のところは具体的には上がってきておりません。 

○議長（比与森光俊君）   １７番、村田珠美さん。 

○１７番（村田珠美君）   グラウンドをずっと私も質問してまいりましたが、この市

民グラウンドがどれだけの規模になって、子供たちも利用できる、サッカーの試合もで

きるというふうな場所になればいいと思うんですけれども、そこのところがもうちょっ

と今の段階ではわからないというふうなところだと思います。ぜひグラウンドについて
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は、土地自体もだんだんだんだん住宅が建ったりというふうなこともございまして、広

い土地となりますと、なかなか利便性がいいというところが少なくなってくると思いま

すので、関係人口ももちろんそうですけれども、子供たちだけではなくて、大人の方た

ちもやはり香美市で大会をしたいというふうな声も聞きますので、ぜひ前向きに検討を

お願いできたらと思います。 

  そしたら次へ行って、心身ともに健康的な子供を育てることは、親にとっても教育面

から考えてもとても大切なことだと思います。しかし、子供が外で遊ばなくなった、昔

に比べて体力がない子供がふえたというふうな話をよく耳にします。そんな中で少年ス

ポーツ等で頑張っている子供たちはすごく健康的ですばらしいなというふうに思います。

結局、外で遊ばなくなったのは遊び場がないんです。芝生ではない土の遊び場がないん

です。その遊び場として多目的広場があると、子供から大人までの方が自然の中で自由

に遊び、そして、有意義な時間を過ごすことができると思います。そこが新しい発想の

場ともなるんです。 

  例えば、その場所で自転車の練習、この自転車の練習もなかなかするところがないと

いうことも聞いたりします。昔遊び、楽器の練習、工科大の学生さんが鏡野公園で楽器

の練習をされたりしておりました。陸上、ウオーキング、あずまやみたいな休憩所、そ

して、どうしても公衆トイレ等もありませんので、そこにもトイレ。それから、紙飛行

機を飛ばすところもないというふうな話も聞きます。少しぜいたくを言うならば、そこ

に足湯みたいなものがあると、すごくゆったりする、憩える場所になるんではないかな

というふうに思います。 

  若いママたちに少しお話を聞いてみました。私たちはママ友と誘い合って子供たちを

連れて遊びにいくところがない、フラットな面のところで遊ぶところがないというふう

なことでした。思いっきりわあって言いながら子供たちと大声を出して笑って、鬼ごっ

こもしたいというふうなこともおっしゃっていました。また別の方は、高知の比島にあ

る交通公園が、香美市にもあるといいなというふうなことをおっしゃる方もいました。

乗りにいってもなかなか人気で、行列になっているからなかなか乗れないというふうな

話もしてくれていました。 

  そしたら、④の質問をさせていただきます。 

  ことしの土佐山田祭りは、打ち上花火が見えにくかったと聞きます。見えにくかった

方はがっかりしていて、市民グラウンド以外にどこか違う場所を考えんといかんねと言

っていました。花火のこと、そしてトイレ、現在の市民グラウンドには、子供から高齢

者、障害のある方の利用しやすいトイレはないからです。それから、駐車場のことを考

えると、新たな設備の整った会場が必要と思います。また、スポーツ大会や各種イベン

トの開催や災害時における避難所や救護拠点として、さまざまな対応が可能となる多目

的市民広場とグラウンドがあるとよいと思います。見解をお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   生涯学習振興課長、黍原美貴子さん。 
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○生涯学習振興課長（黍原美貴子君）   市民グラウンドのトイレは男女共用となって

おり、議員に御指摘をいただいたとおり多目的トイレもなく、利用者の方には御不便を

おかけしております。改修をするときに先ほども言いましたけれども、関係課と協議を

しながら、その部分の改修をするかどうか検討したいと考えております。 

  スポーツ振興などに限らず、災害時の避難所や救護拠点としても多目的運動広場は有

用だと思いますが、現在のところ多目的運動広場の新設の計画はありません。 

  来年度実施予定の市民グラウンド改修工事では、今あるプールを解体撤去することで、

グラウンド部分の面積をすごく広くすることができると予定をしております。これまで

より利便性を向上させることができると考えていますので、そちらのほうをまず最初に

やっていきたいと思っております。 

○議長（比与森光俊君）   １７番、村田珠美さん。 

○１７番（村田珠美君）   ぜひトイレのほうは、協議をしていく中で前向きに新しい

トイレにかえていただけるようにお願いいたします。 

  そして、プールをのけるとかなり広くなるとは思います。広くなることによって、ま

た利用者もふえるとは思うんですけれども、そこの場所に子供たちがサッカーの試合も

できるようなゴールですよね、そういった施設も整えた設備になると、またそこで大会

ができたりというふうなことで、また子供たちもやりがいが出てくると思いますので、

そういったことも含めて検討をお願いしたいです。 

  先ほど学生の方が鏡野公園で楽器の練習をしていたというお話もしましたが、とにか

く芝生ではなくて土が欲しいといった理由の中に、やはり芝生の中にダニがいるとか、

虫がいるとか、そういったことも話を聞いたりしますので、そういった面で多目的広場

というふうなことも、現在は検討する中に入っていないとおっしゃっていましたが、今

後そういったことも含めまして、ぜひ図書館も新しくできるというふうなことですので、

場所等はどこになるかわかりませんけれども、そういったことも含めまして、全体的に

検討して、長期にわたるかもわかりませんが、考えていただけるようにお願いをいたし

ます。 

  子供から高齢者まで楽しみにして出かけられる施設のある、手軽で身近な多目的広場

の検討をお願いをしつつ、次の質問に移ります。 

  災害時のペットの対策について。 

  今、災害が起こったらあなたはどうしますか。こんなことは考えたくないのですが、

災害は地震だけではなく火災や風水害など、いつどのようなことで私たちの生活に襲い

かかってくるかわかりません。 

  地震のような大災害が発生すると、公的な支援が被災地に十分に届くまでには時間が

かかります。そのときに求められるのは自助、共助です。このことは動物愛護において

も同じだと思います。自助・共助・公助の日ごろの取り組みで最小限に抑えることがで

きると思います。 
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  この質問をさせていただく前に御理解をいただきたいことがございます。 

どんなときも人命救助が第一ということは十分承知しております。ペットと一緒に生

活している方は、ペットは家族だとおっしゃいます。動物だから、人間だからではなく、

動物も人間も同じ命、大切な家族、だから一緒にいるべき、そういう思いだそうです。

そして、ペットに支えられて、ともに生きている方々がたくさんいることを御理解いた

だきたいと思います。 

  先日、大雨警報が出て、自治会の防災会で避難についてどうするかという会議をいた

しました。その会議の帰りに、ある女性の方が言った言葉がとても気になる言葉でした。

それはペットのことでした。 

西日本豪雨や北海道を襲った地震など、各地で災害が続く中、環境省はペットの飼い

主向けの災害対策ガイドライン「災害、あなたとペットは大丈夫？」を作成しています。

ペットを守るためには一緒に避難する同行避難が重要だとし、しつけなどふだんからの

適切な飼育、ペット用の避難用品の準備といった備えが必要だと呼びかけています。 

  東日本大震災、熊本地震等では、ペットを連れているという理由で避難所に泊まれず、

野外生活、半壊家屋に泊まる、車中泊を選択するしかなく、二次災害に遭ったり、災害

関連死という最悪なことが多発したそうです。 

  先月の防災会の帰りに、私はペットを受け入れてくれる避難所はないから、どうした

らいいのか不安でたまらん。私にはペットは自分の命と同じなんよとある女性の方が話

されました。また別の日に、私は避難はしない、同伴で避難できる場所がないから、ペ

ットと一緒にこの家で死ぬがよ、今から家族には言ってあると言いました。 

独居の高齢者の方も、犬がいたから今まで元気に暮らしている。犬だけを置いては逃

げれん。一人ではどうすることもできん。不安でいっぱい、何とかしてほしい。また、

室内犬だから外に出したことはないし、連れていっても普通の避難所には入れてくれる

かどうかわからないなどの不安いっぱいの声を聞きました。また、私自身は聞いたこと

はございませんが、反対に、人命優先だから避難所にペットを入れるのはだめという考

えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。ペットを連れての避難についての不安を

以前より聞くようになりました。 

  そこで、質問をいたします。①です。 

  登録されている犬の数と猫を飼っている数字は、全体の世帯から考えるとおよそ何％

と見込んでいますか。 

○議長（比与森光俊君）   環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   お答えします。 

  登録のない犬や猫の飼育数の把握はしていないため除くこととなりますが、香美市の

登録犬のみ 1 世帯 1 頭と仮定した場合ですが、令和元年９月１日現在、登録犬数１,７

５０頭、世帯数１万３,０４６世帯でありますので、約１３.４％となっております。 

  ただ、ペットフード協会が平成３０年に実態調査を行っており、ネットでの情報とな
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りますが犬が１２.６４％、猫が９.７％となっており、推測ですが、香美市の猫に関し

ては１０％ぐらいだと思われます。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １７番、村田珠美さん。 

○１７番（村田珠美君）   推定ということでございますので、それ以上いる可能性は

かなりあると思います。結構いろんなところへ行ってみましても、猫はあちらこちらに

いるんではないかなというふうに思います。 

  私自身は香美市内では会ったことはないのですが、盲導犬、介助犬と暮らされている

方はいらっしゃいますでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   お答えします。 

  うちの登録システム上その情報がちょっとないもので、うちではちょっと把握してお

りません。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １７番、村田珠美さん。 

○１７番（村田珠美君）   ②の質問です。 

  ペットの命を守る、改正動物愛護管理法が６月、参議院本会議で全会一致により可決、

成立いたしました。虐待・遺棄した場合等の罰則強化などを改正。また、災害時に役に

立つ飼い主情報が入ったマイクロチップの装着が義務化となります。これは公布から３

年以内に施行されるそうです。 

  また、飼い主がやるべきしつけや、災害時にケージに入ることを嫌がらないように日

ごろからならしておく、健康管理維持において注意する等の啓発はどのように計画して

いくのか、お尋ねいたします。 

○議長（比与森光俊君）   環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   お答えします。 

  動物愛護管理法の改正内容につきましては、今後情報が整い次第、広報やホームペー

ジ等で掲載していく予定です。 

  また、災害時に関する事項につきましては防災対策課と協議し、協力体制を整え、対

応していきたいと現状考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １７番、村田珠美さん。 

○１７番（村田珠美君）   設立したばかりですので、まだ何の情報も入っていないと

いうふうなことでしたが、広報とホームページだけではなかなか不十分だとも思います

ので、ポスターとかいうふうなことも必要になってくるのではないかと思います。 

  避難所にペットの支援品が届かない場合もあると想定されているので、ペットフード

や水、トイレ用品、シーツ、キャリーバッグやケージ、予備の首輪なども用意をしてい
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くといいそうです。 

  また、特にペットフードはふだん食べらせているもの以外は食べなかったというふう

な事例もあるようですので、必ず飼い主が用意をしておくことなど、家庭で違いますの

で、そういった面もしっかり御指導いただけたらというふうに思います。 

  ペットの命を守れるのは、本当にもう飼い主さんしかいないというふうに思います。 

  そこで、質問です。 

  災害時にペット用の備蓄品とペット用に持ち出す必要な物を準備しておくことの周知

は、今後どのように計画をしていきますか。 

○議長（比与森光俊君）   環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   お答えします。 

  飼い主の方へ直接というのが一番だと思いまして、毎年、登録犬の飼い主の方へは春

に狂犬病予防注射の案内にあわせて飼い方等の啓発を広報に掲載するとともに、個別に

送付しています案内通知に啓発文書等を同封し、周知できると考えております。飼い猫

につきましては、現在ホームページに掲載の内容に追加すること等で対応していきたい

と考えています。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １７番、村田珠美さん。 

○１７番（村田珠美君）   それ以外にも町内会の回覧板とか、そういった方法もある

と思いますので、またぜひそういうことも含めて検討してください。 

  仙台市は、平成１７年度より毎年６月１２日に地域の防災訓練を実施しているそうで

す。そのときには、仙台市獣医師会ボランティアによる、ペットとの同行避難と動物救

護所設営・運営訓練を実施しているようです。 

  ④の質問です。 

  ペットショップ、動物病院、ボランティア、行政等の関係団体と災害協定を結ぶこと

によって、ペットと同行避難の訓練やガイドラインの作成をして、飼い主さんへお知ら

せしてはどうでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   防災対策課長、一圓幹生君。 

○防災対策課長（一圓幹生君）   お答えします。 

  現在、ペットショップ、動物病院、ボランティア、行政等関係団体と災害協定を結ん

でいるところはございませんけれども、ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター、株式会社

フタガミ、イオンリテール株式会社、マルナカ、株式会社土佐山田ショッピングセンタ

ーなどと物資供給の災害時応援協定を結んでいますことから、ペットフードやペット用

トイレ及びケージなどについては、一定数量の供給はお願いできるものと考えておりま

す。 

  ペットとの同行避難訓練につきましては、今後各自主防災会で実施されている防災訓

練等にペットも同行して御参加いただき、訓練時からペットが避難してくることに対す
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る理解を周囲の方々にも御承知いただければ、有事の際の対応が改善されるものと考え

ております。 

  また、ガイドラインにつきましては、環境省が作成しております「災害、あなたとペ

ットは大丈夫？」等既存のものを訓練等に活用できるよう、公式ホームページから環境

省へのリンクを設定するなどして、情報提供してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １７番、村田珠美さん。 

○１７番（村田珠美君）   さまざまな方法、そして、協力協定を結んでくださってい

る企業の方もいらっしゃるようでよかったと思います。先ほど③の質問のときにも犬に

対する対応がほとんどだったと思うんですが、猫を飼っていらっしゃる方とか、ほかの

生き物、ウサギとか、いろんなものを飼っている方もいらっしゃいますので、そういっ

たことも含めまして検討をさせていただけたらと思います。 

  高知県健康政策部食品・衛生課の主催で、ペットの災害対策に関する講演会「飼い主

力と防災力～南海トラフ三連動地震に備える～」と題して、これ少し小さいんですけれ

ども（資料を示しながら説明）、こういったポスターをバリューさんとかに張っていま

した。と題して１０月２０日、ちより街テラスのちよテラホールで午後２時半から開催

されるようです。「私たちにできる準備と心得について一緒に考え、動物に対する責任

と社会に対する飼い主責任を果たすために、飼い主力と防災力を高めていきましょ

う。」といった内容のものだそうです。このような企画を香美市も担当課同士で連携を

して実施してみてはどうでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（比与森光俊君）   防災対策課長、一圓幹生君。 

○防災対策課長（一圓幹生君）   ペットと飼い主の交流の場づくりに関しましては、

昨年度より大規模避難所での開設・運営訓練が始まったばかりであることや、ペットが

集合することにより鳴き声やふん等の処理など、周辺住民に配慮の必要があることなど、

検討・懸念要素があることから、具体的に実施する予定は現在のところしておりません。 

  同行避難訓練につきましては、日ごろペットと散歩されるときなどに避難先となり得

る施設及び周辺環境にペットをならしておくなど、備えていただきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １７番、村田珠美さん。 

○１７番（村田珠美君）   そういったイベントの企画は今現在では考えていないとい

うふうなことでしたけれども、やはりそういう研修会を行いますと飼い主さん等の意識

も高まりますので、ぜひ少なくとも年に１回とかやってみられてはいかがでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   防災対策課長、一圓幹生君。 

○防災対策課長（一圓幹生君）   災害時のペットの避難につきましては、具体的な検

討が今ちょっと始められたばかりの状況ですので、議員がおっしゃるとおりでございま
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す。また、今後研究してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １７番、村田珠美さん。 

○１７番（村田珠美君）   避難だけではなくて、日ごろからペットに理解をしていた

だくようなことにもつながっていくと思いますので、検討をよろしくお願いします。 

  それでは、⑤の質問です。 

  災害時には、犬、猫などもなれない場所での生活にさまざまなことが心配されると思

います。 

  そこで、空き家等を利用してのペットカフェを開催して、ペットと飼い主同士の交流

の場所、また機会をつくってはどうでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（比与森光俊君）   防災対策課長、一圓幹生君。 

○防災対策課長（一圓幹生君）   先ほどの答弁と重なるようになりますけれども、防

災対策課としましては、今具体的に実施する予定はございません。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   １７番、村田珠美さん。 

○１７番（村田珠美君）   空き家というふうなことで、防災対策課だけではというふ

うなところもありますので、定住推進課の課長、よかったら答弁をお願いいたします。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  香美市空き家バンクは本市に移住定住していただくことを目的として、地域の空き家

を登録し、活用するための制度でございます。空き家を利用してペットカフェを開催す

ることは、制度本来の趣旨から外れるということと、また、所有者の同意を得ることが

なかなか難しいと思われることから、今のところ考えておりません。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １７番、村田珠美さん。 

○１７番（村田珠美君）   今後、いろんな枠を広げていくということはとても大事な

ことだと思います。 

  持ち主さんとの話ができ、やってみたいというふうな方がいらっしゃったら、支援の

ほうはきっとしっかりしていただけるのではないかなというふうに思います。そのとき

にそういう話が出ましたら、またよろしくお願いいたします。 

  環境省や各自治体では、これまでの大規模災害の経験から、災害時にペットと一緒に

避難をする同行避難を原則として呼びかけています。同行避難とは、飼い主がペットを

連れて指定緊急避難所などに避難をすることです。避難所で人とペットが同一の空間で

居住するということではありません。また同伴避難は、避難所でペットをそばにおいて

一緒に避難生活をすることです。 

物部町でも実際、犬の同行避難をされた方もいたそうです。外につながれていた犬を
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見た方が、犬がぶるぶる震えて、とても怖がっていてかわいそうだったというふうなこ

とを聞きました。 

  岡山県の総社市は、災害時に庁舎内の会議室にできたペット避難所にエアコンも完備

をされ、いち早く対策をとって、称賛される声がＳＮＳ等に大変たくさん書き込まれた

というふうなことも言っておりました。 

  まず、そしたら⑥の質問です。 

  人命を守るためにどこに避難するのか、的確な判断をすることは重要なことです。ペ

ットを連れた方が同行避難、または、できたら同伴避難できる場所を確保して、周知す

る取り組みは必要だと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   防災対策課長、一圓幹生君。 

○防災対策課長（一圓幹生君）   現在、小中学校など大勢が避難してくる施設におき

ましては、順次、避難所運営マニュアルの策定を進めており、避難所運営マニュアル作

成時には、ペットの受け入れ方法やペットスペースの確保についても議論をして作成し

ております。 

  その他の避難所におかれましても、ペットを受け入れることが望ましいと考えており

ますが、各避難所において日ごろの訓練時からペット対応を御検討いただければ、有事

の際に迅速な対応が可能と考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １７番、村田珠美さん。 

○１７番（村田珠美君）   一部のところではないのかなというふうには思いますが、

私が住んでいるところなんかもそういったことは今まで上がってきておりません。全体

にやはりそういったことも必要、ペット同行避難のことをお話ししていただけたらいい

かなと思います。 

  同行避難される方も一番近い避難所というのが、犬もそうです、猫もそうですけど、

安全で安心をするのではないかなと思います。 

地震が起きて今のままにしておくと、飼い主がわからないペットがあふれたりします。

熊本地震では、県や市が保護収容した被災ペットの数は犬８６１頭、猫１,１６３頭に

上り、元の飼い主に返還できた頭数は犬２３５頭、猫はたった５頭だったそうです。理

由は、犬は先ほどもおっしゃっていましたが登録制ということがございます。猫のほう

はないということが大きな原因だったそうです。これがマイクロチップ等が今後普及さ

れていきますと、本当にほぼ返っていくのではないかなというふうに思います。 

  高知県では２０１６年、避難所運営マニュアルの手引きを作成し、ペットの扱いにも

触れていて、原則避難所で受け入れることとしているというのを高知新聞のほうでも記

事で見ました。やはり動物嫌いの人やアレルギーの方への対応については居住スペース

は別の部屋や屋外スペースを検討というふうなことも書いてございました。 

  そこで、⑦の質問です。 
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  アレルギーがある方、ペットを飼っていない方、体調が悪い方もいらっしゃるので、

すみ分けを考えることは必要なことだと思います。避難場所を人だけスペースと人とペ

ットの同居のスペースの対策をして、二次災害を防ぐことは人の命を守る上でも重要だ

と思います。今後の対策等、見解をお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   防災対策課長、一圓幹生君。 

○防災対策課長（一圓幹生君）   全ての避難所でペットスペースやペットと同居でき

る部屋の確保は困難であると考えておりますけれども、各避難所におきまして訓練時か

ら検討していただけたら、すみ分けが可能な避難所もあると考えております。 

  先ほども答弁いたしましたけれども、災害時のペットの避難につきましては、近隣自

治体でも具体的検討が始められたばかりの状況でございます。議員のおっしゃるとおり

でございますので、今後また研究してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   １７番、村田珠美さん。 

○１７番（村田珠美君）   ぜひそのようにお願いをしたいところです。 

  最後に一つつけ加えさせていただきますと、やはり同行避難の訓練というのもぜひ意

識を持っていただいて、各町内会等で避難訓練をされる方は、そういったことも含めて

練習をしておいたほうがいいと思いますので、そんなことも御指導のほうをしていただ

けたらと思います。 

  ９月２０日から２６日まで動物愛護週間が始まります。地球温暖化が進むにつれて、

今後ますます豪雨や洪水などの自然災害が激しくなると予想されます。今後も思いやり

のある気持ちの持てる、そして、犬も猫も動物も人間も全ての人に優しいまちづくりに

なりますようにと願いを込めて、今回の私の質問を終わらせていただきます。 

  どうもありがとうございました。 

○議長（比与森光俊君）   村田珠美さんの質問が終わりました。 

  次に、１２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   １２番、濱田百合子です。通告に従いまして、一問一答

で質問をいたします。 

  最初に、１番、地域の医療・介護を守る取り組みについての質問です。 

  病気や障害があっても住みなれたところで安心して暮らせるためには、医療機関や介

護施設等が身近にあることではないでしょうか。地域医療や介護を担う専門職を組織す

る医師会や薬剤師会、歯科医師会、福祉保健所、地域包括支援センター、在宅介護事業

所、介護施設などは、お互いに連携しながら住民が安心できるようなサービスをどのよ

うに提供していけばいいのか、地域の課題を共有しながら推進していくことが求められ

ると思います。 

  そこで、順次質問をいたします。 

  （１）です。高知県の地域医療構想に関して伺います。 
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  地域医療構想は、団塊の世代が７５歳になる２０２５年の医療需要をもとに必要病床

数を算出したもので、その必要病床数を今後整備していく計画のことです。将来あるべ

き医療提供体制を検討するための方向性を示すものであり、病床の削減目標ではありま

せん。 

  ①です。 

  中央区物部川部会での調整会議で協議した内容について伺います。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  直近の会議は、平成３１年３月２６日に随時会議として開催されています。内容は大

きくは３点ありました。 

  １つ目は、地域医療構想及び病床機能報告があり、平成２８年１２月に策定された県

の地域医療構想の内容についてと直近の病床機能報告でした。 

  ２つ目は、南国・香南・香美市、これが物部川区域となりますけれども、の医療の現

状として、３市の入院患者の４２％は高知市に入院している等の報告と、ＪＡ高知病院

の公的医療機関等２０２５プランについての協議が行われております。 

  ３つ目は、土佐希望の家の医療福祉センターにおける増床についてで、重症心身障害

児の在宅支援の充実のために２床を増床し、ショートステイとして活用するという提案

で、賛同を得ております。 

  あと意見交換の中では、３市においては高知市内の医療機関への依存度が高いことか

ら、患者家族の医療選択のための情報提供不足とか、受け入れ医療機関の医師が不足し

ているなど、二次医療機関の現状と課題としてそれらのことが示されました。 

  委員のほうからは、救急搬送において受け入れたくてもスタッフの関係で受け入れら

れない現状や、市民の医療のかかり方等についての啓発をどう進めるかなどが検討され

ております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   さまざまな会議でさまざまな協議をされたと今伺いまし

た。それに関連をすると思いますので、順次質問をしていきたいと思いますが、②です。 

  部会の３市というのは南国市、香南市、香美市だと思いますけれども、多分議題にも

なったとは思うんですけれども、３市の病院、診療所の状況についてお伺いをいたしま

す。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  手元のほうにＡ４の横書きで（２）中央区域物部川サブ区域の状況という資料をお配

りしていると思います。その表を見ていただきたいと思います。 

  これは県によりまして地域医療構想調整会議の中で示された平成３０年度の病床機能
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報告、平成３０年９月時点で配付しておりますのでごらんください。 

  物部川サブ区域の病床機能報告については今のところ大幅な動きはなく、２０２５年

の病床機能の見込みについては、療養病床から介護医療院等への転換の動きが増加する

見込みのようにお聞きしております。 

  また、香美市に関連するところでは、この表では平成３０年９月になっていますが、

左側に区分がありますけど、病院、それから、診療所の一番下の診療所のところの間崎

医院につきましては、既に介護療養病床が閉鎖されているという状況になっております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   表を提出していただきました。 

少し説明もありましたけれども、この表でお伺いしたいのですが、前回、私が２年前

に１２月議会で若干地域医療について質問をいたしました。そのときに、香美市では医

療療養病床が２９２床、介護療養病床が７１床ありました。今回のこの資料をもとに状

況をお聞きしたいと思いますが、医療療養病床、そして、介護療養病床の数をお示しく

ださい。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  数字でちょっと言いにくいのですが、ちょっと表を見ていただいて説明させていただ

きたいと思います。 

  病院のほうですが、左の区分で病院と診療所が分かれていますが、下から３番目で香

長中央病院の慢性期のところを見ていただいたらいいと思うんですけれども、この香長

中央病院は医療療養病床になっております。それから、香北病院の９０床の内訳は介護

療養病床が３０床、それから、医療療養病床が６０床で９０床になっております。同仁

病院の３８という数字は医療療養病床です。それから、慢性期のほうだけですけれども、

楠目循環器科内科は医療療養病床、それから、先ほど申しました間崎病院のほうは、平

成３０年までは１９床ありました介護療養病床が今はなくなっているという状況になっ

ております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   課長が先ほどおっしゃいました、同仁病院に関してです

けれど、同仁病院は介護療養病床も１２床あるのではないですか。一応この表でいきま

すと、介護療養病床の中で医療療養病床が２６で、介護療養病床が１２ということで同

仁病院と思ったのですが、この表の説明を再度お願いします。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）    もう一度確認して後ほどお答えいたします

（後に答弁あり）。 
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○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   それで、私が計算しましたら、若干ですけれども前回よ

りも病床数は、医療療養病床も介護療養病床も、これは間崎医院がやめたということも

影響していますけれども、減少はしていると思っています。この間崎病院の病床がなく

なった、それから、ほかのところもあるかもしれませんけれども、何か課のほうに相談

等があったことがありますか。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   私になってからは特に相談はございません。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   それでは、③に移ります。 

  県の大きな流れは、急性期及び慢性期から回復期への転換や療養病床の介護医療院な

どへの転換でございますが、３市の状況からの見解をお伺いいたします。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  高知県は、２０２５年の医療需要と患者の病態に応じた病床の必要量を推計しており、

それによると不足する病床は回復期で、高度急性期、急性期、慢性期においては過剰と

なっている状態です。県としては、不足している機能は整備、過剰ぎみな機能は転換を

模索していく方向ですが、行政主導の病床再編とか病床削減計画でないということと、

進める際には患者さんの行き場がなくならないよう留意が必要との前提で、可能な限り

合意形成を目指しています。本市といたしましても、一人一人にふさわしい療養環境の

確保と患者さんのＱＯＬの向上を目指し、住民の方が困らないように、高知県地域医療

構想調整会議の中でもその機会を捉えて、医療機関や県、また関連市町村等との必要な

協議を行っていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   県の大きな流れで、回復期が不足するということで、急

性期、慢性期から回復期へというようなことも言われておりますけれども、このいただ

いた表を見ましたときに、これは平成３０年度の分ですけれども、回復期が１６１床、

そして、慢性期が確かに９８４病床ありますので大変多くはなっていますが、その下段

にあります基準といいますか、必要病床数を推計人口で案分したものの数が出ています

けれども、なかなかこの目標には届かないというようにこれを見て思ったのですけれど、

いろいろ調整会議の中で３市でいろいろ議論はされると思うんですけれども、この表を

見る限りでは２０２５年までにということですけれども、難しい状況ではないかと思う

んですが、見解はいかがでしょう。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   医療の確保につきましては、やはり香美市だ
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けで考えていける状況ではないと考えております。そのためにも地域医療構想調整会議

がありますので、やはりその中で広域的な視点も持ちながら、住民の方が困らないよう

な医療体制を考えていかなければならないと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   課長のおっしゃるとおりだと思いますけれども、本市の

高齢化率が今約３９％、これが２０２５年に４０％を越すのではないかと。そして、７

５歳以上の割合が２２％から２５％、４人に１人と推計されております。今後そういう

方たちが在宅、また、施設や病院かという選択の中で、家族もどうしょうかというふう

なところで迷われるかもしれません。やはり病床数を確保するという手だてが必要だと

思うので、今後その療養病床が介護医療院に転換になる、これはもう民間の病院さんで

すので、各病院さんの意向によるものだともちろん思うのですが、必要な医療が提供で

きなくなったら困ります。 

  香美市の状況を見たときに、急性期がなかなか少ないですので、どうしても香南市さ

んとか、南国市さんのほうの急性期病床のあるところに、急性期のうちは移動して、回

復したら地元に戻るというようなパターンにはなろうかと思いますけど、地元に戻る病

院がないということになっても困りますけれども、そのようなことをまた調整会議でも

議論になると思いますが、なかなか調整会議が頻回に行われているわけではないと思い

ますが、そのあたりどのようなお考えですか。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  なかなか調整会議は年に１回か２回、今回は随時会議がありましたけれども、香美市

には中央東福祉保健所等もありますし、それから、県のほうにも医療の担当課もござい

まして、日ごろから連携をとっております。また、その部分でお話しできる部分につき

ましては、うちのほうからも要望等を上げていきたいと考えております。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   この表の中で同仁病院と香長中央病院ですか、課長の説

明がありましたけれども、これは平成３７年度の見通しでも慢性期の病床ということで

推計で書かれているんですけれども、香北病院につきましては、慢性期の病床が平成３

７年には記入がされていないので、ということは療養病床が９０床あるわけですが、そ

うなりますと、医療の中の基本料２の分類に入っていますので、医療療養の分が介護療

養の分と含めましたら、香北病院としてはまだわかりませんけれども、介護医療院への

転換になるかもしれないというようなところでございましょうか。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  私もこの表を見まして、香北病院さんのお考えがどうあるのかはまだお聞きしていな
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いところですけれども、今後情報収集に努めたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   ④に移ります。 

  地域医療介護総合確保基金の概要と対象事業について伺います。また、本市への影響

がどこかあるようでしたらお願いいたします。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  まず概要についてですが、この基金は、団塊の世代が７５歳以上になる２０２５年に

想定されている医療需要のピークに対応できる医療提供体制を構築するため、医療法の

改正による制度面での対応に合わせ、病床の機能分化・連携、在宅医療や介護サービス

の充実、医療従事者の確保とか養成等を目的として、消費税の増収分等を財源とした地

域医療介護総合確保基金として、平成２６年度に国により創設されております。 

  対象事業は、高知県介護基盤整備等事業費補助金となっておりまして、その中に３つ

ありますが、地域密着型サービス等整備助成事業、介護保険施設等の施設開設準備経費

等支援事業、それから、特別養護老人ホーム（多床室）のプライバシー保護のための改

修の３つが対象となっております。 

  本市への影響についてですけれども、平成２６年度に取りかかりました、小規模多機

能型居宅介護事業所新設時にこの補助金の活用実績がございます。今計画を立てており

ますが、第７期の介護保険事業計画に示している定期巡回随時対応型訪問介護看護事業

所整備につきましては、この補助金の活用を予定しております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   先ほど課長がおっしゃいました、第７期に活用する定期

巡回随時対応型訪問介護事業所のちょっとそのあたり、もう少し詳しく教えていただき

たいと思います。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  一応その事業所につきましては、応募は１１月に予定をしております。令和２年度に

開設予定としておりまして、今、担当課のほうで準備をしているところでございます。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   次は、⑤に移ります。 

  香美市立大栃診療所の継続を含め、地域医療を守る手だてを医師会と協議していくこ

とが必要と思いますが、協議は進んでいますでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 
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○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  大栃診療所につきましては、現在の指定管理期間が令和２年度までとなっております。

令和３年度以降の継続等を含め、常に医師会とは相談できる関係性はできております。

地域医療を守る手だてにつきましても、ともに地域医療構想調整会議のメンバーでもあ

りますので、医師会とは特に情報共有を図りながら、地域医療の確保に取り組みたいと

考えております。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   ⑥に移ります。 

  地域の病床機能分化の推進や質の高い在宅医療を提供するための体制を確保するため

に医療連携推進コーディネーター配置事業があります。コーディネーターの配置はあり

ますでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  平成２８年１０月より香美市、香南市、南国市の３市が、香美郡医師会と土佐長岡郡

医師会に在宅医療と介護の連携事業を委託しております。その中で平成２９年の１０月

より、経験のある看護師さんを医療関係者の支援、相談を行うコーディネーターとして、

土佐長岡郡医師会のほうに１名配置しております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   平成２９年１０月から１名配置しているということです

けれども、必要があって配置をしていると思うんですけれども、その役割は今日まで見

たときに、十分役割を果たされているというふうに思われますか。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  お願いしてある内容としましては、各地域のアドバイザーやケアマネの連絡会への参

加とか、毎月の医療介護連携の勉強会、中央東圏域の他職種連携手引きの作成、医療機

関のガイドの作成、医療機関への聞き取りやアンケートにより、情報収集などかなりの

業務を行っていただいております。大変御苦労をおかけしているところでありまして、

余りにも負担がかかるとまた継続が難しくなると思いますが、重要なポストでございま

すので続けてやっていただきたいと思いますし、かなり大きな役割を果たしていただい

ていると考えております。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   ⑦に移ります。 

  地域医療の確保・充実は不可欠です。市民が安心できる医療提供体制のために、他市

や医師会等との連携が必要です。本市の健康介護支援課内に地域医療対策係などを置き、

地域の医療・介護を守る取り組みをより推進していくような方向は考えられないでしょ
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うか、お伺いします。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  香美市内の医師の高齢化も進んでいくと思われるため、今後の医療提供体制について

は、できる限り住みなれた地域で安心して生活が続けられるよう、高知県地域医療構想

の中でも、医師会等関係機関との協議を深めなくてはならないと思っております。 

  現在、香美市では、そういう地域医療対策係として独立した係はありませんが、先日、

議員さんたちとも行きました益田市のほうにはそういう専門的な課がありまして、本当

にうらやましいなと思ったところですけれども、現在のところそういう予定がありませ

ん。 

  中山間地域を持つ香美市としては、やはり介護と医療と福祉の連携を含め医療提供体

制の確保は重要と考えておりますので、今後そのような部署ができればもっと積極的な

取り組みも可能ではないかと思いますが、今のところはこの体制で引き続き尽力してい

くつもりでございます。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   課長もお答えになりました益田市ですけれども、視察研

修に行かせていただきました。ここは健康増進課内に地域医療対策室を設置しておりま

して、２名の職員が対応されていました。益田市の場合は、医師や看護師不足で救急医

療体制が危機的な状況になったということで、休日や夜間の救急体制に支障があっては

いけないということで、平成２１年４月に地域医療対策室設置に至ったということでし

た。本市には急性期、２次救急に対応できる病院がありません。表を見ますと、急性期

対応の診療所として岩河整形外科、前田メディカルクリニックがありますけれども、課

長の答弁からも４２％が高知市とかに行っているというようなこともありましたけれど

も、多くの方が市外、南国市、香南市の病院を受診しなければならない状況にあります。

同様に、本市には出産のできる病院がありません。そして、小児科もないため市外での

対応になっております。 

  今後、課長もおっしゃいましたように、医師の高齢化や若手の医師の移動などで対応

が難しくなることが考えられます。在宅医療体制の充実、医療従事者の確保、そして、

民間病院任せではやはり解決できない福祉の問題が必ず出てまいります。そういうこと

もやはり課内での議論もしながら、解決へと導いていかないといけないと思います。や

はり危機感を持って対策に当たることが必要ではないかと思いますが、再度の見解を伺

います。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  やはり市民の方の安心というのが一番大事だと思っておりますので、今ない小児科、
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産婦人科はお産ができない状況となっておりますが、やはり議員のおっしゃるとおり、

なかなか地域での医療の確保が難しい状況になっておりますので、今後も議会とか医師

会とか、いろんなところとも協力をし合って調整していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   （２）の地域医療包括ケアシステムの状況に関してに移

ります。 

  ①です。 

  地域の支え合いの部分で、地域力、地域住民や民生委員さんなどを生かす工夫をどの

ようにしていますでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  住民の方に対しては地域の活動の情報を社協だよりで発信したり、住民啓発のための

上映会や講演会を広報やチラシを使って啓発していおります。まずは自分の介護予防の

意識を高めて、家族や近所への支援の輪が広がっていくことを期待しております。また、

働く意欲のある高齢者に対しましては、シルバー人材センターの紹介もしております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   民生委員さんは地域において非常に、本当になかなか民

生委員さんのなり手もないというようなことも聞いておりますけれども、やはりことし

ちょうど１１月にまた民生委員さんの改選になると思うんですけれども、民生委員さん

になってやってみたいという人もおるけれども、なかなか自分で大丈夫だろうかという

思う部分もあると思うんです。そこは十分な話し合いを行政とする中で、意識が変わっ

てくるような気がするんです。そのあたりことし民生委員さんの改選もありますので、

もう少し余り難しく考えずに、本当にみんなでこの地域を盛り上げていこうやかと、そ

の中での民生委員さん、少し訪問なんかもしてもらうというのを一人でも無理なら二人

でもというようなところで、そういう部分ももう少しアピールをされたらどうかなと思

うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  民生委員さんにつきましても、先ほど申しぬかりましたけれども、日ごろから連携を

とっておりまして、地域で心配な方がいらっしゃった場合は民生委員さんからの連絡が

大変多くなっております。連携自体はとれておりますけれども、また１１月に改選があ

りましたら、新しい民生委員さんにはこの取り組みにつきましてまたこちらのほうから

説明するとか、連携をとっていくようにしたいと思います。 

  以上です。 
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○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   ②です。 

  地域包括支援センターが中心となり、医療機関や福祉保健所、社会福祉協議会、老人

保健施設、老人ホーム、通所介護や通所リハ、訪問看護や訪問介護などと連携した人的

体制が必要ではないかと思いますが、できているでしょうか。 

  お手元に資料を配付していると思いますが、これは益田市の医師会が作成をしている

もので、これもイメージ図となっております。医療・介護推進プロジェクトのイメージ

図となっておりますけれども、やはり大きな枠組みの中で、ガバナンスと書いています

けれども、そこに地域医療介護連携統括部というふうに書いているんですが、この部分

をやはり本市の地域包括支援センターが担っていくべきじゃないかと思っています。そ

のあたりの認識はいかがでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  益田市の地域医療介護連携統括部もこの間、視察に私も行かせていただきましたが、

まさにここの役割が地域包括支援センターの役割だと思っております。 

  病院や家族からの介護の相談は、地域包括支援センターが中心となって現在も相談を

受け付けております。県外の家族からは電話やメールでの問い合わせが多く、また、帰

省に合わせた相談も多くなっております。相談内容により居宅介護支援事業所につなげ

たり、施設の空き状況を問い合わせたり、医療機関とはソーシャルワーカーとの連携を

とったりと、できる限りの支援を行っていおります。また、日ごろから各種事業所との

定期的な連絡会や地域密着型事業所へは指導を通じまして、顔の見える関係を大事にし

ながら連携を強化しております。 

  また、事業所以外にも先ほど申しました、３市と中央東福祉保健所と委託している医

師会のコーディネーターさんたちとの定期的な会も開いておりまして、その中で必要な

ことについては話し合っていっているところです。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   このプロジェクトのイメージ図、課長のほうも好意的に

受け取っていただいたと思うんですけれども、本市に当てはめた場合のイメージ図を図

面上で今描けていますでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  きょうの資料にはつけておりませんけれども、平成３０年３月時点で、このような

（資料を示しながら説明）香美市版の地域包括ケアシステムの図というものを作成して

おります。地域包括支援センターのほうで職員が作成しておりますが、まだもうちょっ

と精査していかないといけない部分がありますので、きょうは提出を控えさせていただ
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いておりますが、一応図としてはできております。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   ③です。 

  市民が困らないような窓口対応ができていますか。庁舎内での連携状況をお聞きいた

します。 

この質問につきましては、先日同僚議員の質問の中で福祉事務所と市民保険課と健康

介護支援課の細かなお話もありました。連携状況も中に含まれていたと思っております

ので、この質問に関してはお答えをいただかなくてもいいかなと思っております。 

  それで、それを受けまして同僚議員が質問の中で、高齢者支援課が要るのではないか

と提案もされたと思いますけれども、私もそのように思ったことでございます。 

  それと、昨年の４月に全戸配付をしております、香美市くらしのガイドブックです。

２０１５年につくったときよりもよりよくなっているというふうに思っているんですけ

れども、表紙に大体大まかなところが色分けしてありまして、子育て、暮らし、定住推

進とかいうふうに書かれているんですけれども、福祉のところのページをあけましたら、

５６ページに地域包括支援センターの案内が掲載をされています。２０１５年につくっ

たときにはもっと小さい枠だったんですけれども、今回はもう１ページとって、下にち

ょっと広告もありますけれども、割と市民の皆さんにわかりやすいかなというふうに思

いましたけれども、１年半がたちましたけれども、何かこの周知の効果があったような

ことが、思い当たる節はありますでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  このくらしのガイドを見たから来たという方を把握できてはいませんので、これの効

果がどれくらいあったかというのはちょっと把握が難しいところです。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   私、この表紙を見たときに、何か困ったときがあったと

きに、この相談というところがすごく目を引くのですけれども、７４ページになってい

るんですけれども相談というところをあけますと、ここには高齢者虐待相談というのが

あるんですけれど、高齢者相談という種別はないわけです。やはり市民の皆さん、いろ

んなことでお困りになったときにこれを見るんじゃないかと思うんですけれども、これ

は全戸配付していますので、ちょっと相談してみたいなと思ったときに相談というとこ

ろをあけまして見たときに、高齢者のところは虐待相談しかないというふうになってお

りますので、高齢者相談という種別をつくっていただいて、もう少し相談内容をわかり

やすく書いていただいて、そして、この相談員のところにはケアマネジャーとか保健師

さん、そして、社会福祉士さんがいらっしゃいますので、そういうふうな対応の専門職

もいますよということで、相談される方も、じゃあ、相談してみようかなというふうに
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なると思うんです。今後またこういったものをつくられるとも思いますので、ぜひそう

いうところも考えていただけたらと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  御提案ありがとうございました。確かに虐待相談のことしか載っておりませんので、

今後、改訂がある場合には高齢者相談という枠をつくって、気軽に相談できるような窓

口を示していきたいと思います。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   それでは、２の質問に移ります。 

○議長（比与森光俊君）   １０時３５分まで休憩します。 

（午前１０時２２分 休憩） 

（午後１０時３５分 再開） 

○議長（比与森光俊君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  一般質問を続けます。 

  １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   次に、２の保育無償化について質問をいたします。 

  国は少子化問題解決の目玉として、１０月から消費税を１０％に増税するに当たり、

３歳から５歳児、住民税非課税世帯のゼロ歳から２歳児で、幼稚園、保育園の無償化を

予定しています。今回の改定で、保育の無償化から給食費を外し、保護者の実費負担と

しました。 

  そこで、質問をいたします。①です。 

  給食は保育の一環です。ゼロ歳から２歳は、主食、副食とも公定価格が定められ保育

料に含めて負担をし、３歳から５歳は、副食費のみに公定価格が定められています。政

府は、保育所のゼロ歳から２歳は現行制度を維持しつつ、３歳から５歳については幼稚

園に保育所を合わせる形で公平性を保つとして、全ての公定価格の規制を外すとしてい

ます。全国私立保育園連盟の副会長は、公定価格から外すことは理解できない。園での

食事は子供の人格形成の上でも重要な意味を持っていると強調しています。また、子ど

も・子育て支援法をめぐる議論では、幼稚園と保育園の質の高いほうに基準を合わせる

ことが前提だったのではないでしょうか。 

  全ての子どもの給食費を公定価格に含める方向で見直しを行うことが、議論になった

のではないかと思います。保護者から給食費を新たに実費徴収すれば、公定価格として

の位置づけが変わってくると思いますが、見解をお聞きいたします。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  国の子ども・子育て会議における副食費に対する主な意見としましては、保育料の内
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訳として保護者が食材料費を負担している認識は少ない、義務教育や医療・介護におけ

る給食費の扱いを踏まえ、基本的に自己負担でよい、また、乳幼児の食は教育・保育の

一環であり、実費徴収にはなじまないといった意見があっております。３から５歳児ク

ラスの食材料費の取り扱いについては、これまでも基本的に保育料の一部として保護者

が負担してきた経緯があることのほか、在宅で子育てをする場合でも生じる経費である

こと、また、授業料が無償化されている義務教育の学校給食費やほかの社会保障分野の

食事も自己負担とされていることを踏まえ、幼児教育・保育の無償化に当たっても引き

続き自己負担とすることが基本とされております。そういう意味で位置づけが変わると

いうふうには捉えておりません。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   位置づけが変わってくるとは思っていないということで

すね、課長はね。ゼロ歳から２歳は食育の観点で副食も主食も公定価格で定められて、

それは認めると、けれども３歳から５歳については、基本的には副食費を実費、保護者

が負担をすることは何も問題がないというようなことになりますか。位置づけが変わっ

ていないとおっしゃいましたけれども、私は変わってくると思うんですけれども。再度

お願いします。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  １号認定子供、２号認定子供は主食費、副食費ともに施設による実費徴収を基本とし

ております。３号認定、ゼロから２歳児につきましては、無償化が住民税非課税世帯に

限定されておるため、現行の取り扱いを継続するというふうに国のほうは言っておりま

す。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   国のほうはそう言っていると。 

担当課としての御意見をお聞きしたいのですが、ゼロ歳、１歳、２歳は保育料に含め

ているということで、今回の副食費については住民税非課税世帯の無償化はわかるんで

すけれども、３歳から５歳については、主食は御飯を持っていっていますので、副食の

今まで保育料に含まれていた部分が一緒に保育料として副食費も入っていたわけですよ

ね。それを国は副食費をのけて、副食費は保護者負担だと。そののけた部分に対して国

は無償化しますよということを言っているので、それが当初の公定価格のあり方と違っ

てくるのではないかなと思うんですが、それの位置づけは変わっていないという認識な

のでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 
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  確かに保育料の一部として現在まで食材料費が徴収されてきました。そういった意味

で、保護者負担として徴収されてきておりますので、今後も食材料費の部分については、

保護者負担というこの国の考え方で我々としても動いておるということです。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   私は公定価格として副食費を位置づけているのであれば、

保育料無償化となれば当然副食費も無償化すべきだと思うんです、国のやり方として。

今までは保護者が保育料を副食費も負担をしていた。国が見るとなれば、副食というの

は公定価格の中で保育料に含められていたので、その部分を国が無償化すれば当然副食

費も無償にすべきだと私は思っているので、そういう意味でちょっとお伺いをしていた

ところでございます。なので、今までは副食費に含まれていた保育料の徴収は、所得応

じてといいますか応能負担でやっていたわけですよね、応能負担の原則があったわけで

すよね。所得の低い人は軽減というふうなことで応能負担があったんですけれども、今

回、保育料の副食費をのけた部分を国が見るということであれば、その応能負担の原則

は崩れてくるのじゃないかと思います。保育は福祉ですので、その辺の位置づけが弱ま

るのではないかと思うんですが、それはどういうふうにお考えでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   国の子ども・子育て会議でも保育料の応能負担原則

に反するというような意見もあったようには伺っております。ただ今回、国のほうで食

材料費のみについては保護者負担とされておりまして、食育と栄養管理については、引

き続き行っていくという仕組みになっております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   ②に移ります。 

  内閣府が自治体に８月２２日に送付しました、特定教育・保育の費用告示案では、保

育所の３歳から５歳の公定価格を５,０９０円引き下げるとのことです。副食費（基準

４,５００円）を差し引いた額よりも５９０円の減額が大きくなります。１人に対して

年間７,０８０円、園児数１００人なら７０万８,０００円が引き下げられます。これは

保育現場に影響するのではないかと思いまして質問をいたします。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  教育・保育に要する費用の額の基準となる公定価格については、私立施設については

国が示す公定価格に基づくこととなっております。また、公立施設については、園の実

態や取り組みの状況に応じ、国の公定価格の基準や地域の実情等を踏まえて市町村ごと

に定めることとされており、香美市も独自の保育に要する費用の額を定めておりますの

で、保育現場への影響はないと考えております。 
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○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   では、先ほど②で私がお示ししたこれは、本市の公立保

育園には影響がないということですね、この内容については。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   そのように捉えております。御質問にあります、１

０月以降の３歳から５歳児の公定価格で示された副食費の取り扱いについて、９月４日

付で内閣府より公定価格の引き下げ分の内訳に関する事務連絡があっております。これ

まで保育料における副食費が月額４,５００円だったこと、及び実際に施設が支出する

食材料費が平均で月額４,５４６円とその額に近かったことから、副食費の金額は月額

４,５００円とする考えを示していた。一方、４月時点の公定価格には副食費として月

額約５,１８１円を設定していたので、１０月以降はこれを減額するとともに、４,５０

０円との差分を活用して、栄養士と保育士の配置や増員に係る経費に充て、食育の充実

を図り、公定価格全体としては影響がないようにするというふうに言っております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   それでは、③に移ります。 

  給食費の徴収は市が行うとのことでしたが、例えば期日までの支払いができなかった

場合、滞納になると思うんですけれども、どのような対応になりますか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  公立施設の給食費については、保育料と同様に考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   保育料と同様とはどのような内容でしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   当初の納入通知書につきましては教育振興課から各

家庭にお送りさせていただき、口座振替については税務収納課が実施いたします。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   もしちょっと支払いができない、おくれているという相

談が担当課にあれば、そのときの対応はどのように考えておりますか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   その後の督促や分納相談等については、税務収納課

と協力して対応する予定であります。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 
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○１２番（濱田百合子君）   内閣府が５月の末に行いました保育の無償化に関する自

治体向けの説明会で、保育園などの給食費も児童手当からの徴収が可能との見解を示し

ています。これを受けて、ほかのある市が保護者全員に給食費を滞納した際の児童手当

からの徴収を認める申し出の提出を求めています。本市の場合はないと思いますけれど

も、いかがでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  今のところそういったことは考えておりませんけども、今後どうなるかはちょっとま

だ未定でございます。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   今後どうなるかというふうにおっしゃいましたけれども、

滞納した場合の徴収方法をどうするかという対応については保護者の実態を見て、なぜ

払えなかったのかというような部分をよく話をされて、相談に乗ってあげて解決策をと

っていくという方向に、今までもそうしてきたかもしれませんけれども、その方向でい

ってもらいたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  そのことにつきましては、議員のおっしゃるような対応でさせていただきたいと考え

ております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   ④です。 

  １０月からの無償化に伴いまして、ほとんどの自治体でこれまで保育料の軽減措置分

に使っていた市独自財源を支出しなくてもよくなる、つまり市の持ち出しが抑制される

のではないかと考えますが、本市の場合、市の努力で軽減措置をしていた額をお聞きを

いたします。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  平成３０年度に当てはめましたら、公立施設の３歳から５歳児クラスの子供に係る国

基準額は年間で９,７２８万３,０１０円、一方、香美市の基準額は年間で９,０２８万

３,０１０円、その差分は７００万円、私立施設を含めると７９２万９,８４０円になり

ます。これに幼稚園就園奨励費補助９４３万７,３００円を含めますと１,７３６万

７,１４０円、市の負担が減るという形にはなっております。 

  ただし、別に負担増となる費用もございます。無償化について１０月の消費税引き上

げ時からの実施になりますが、初年度である令和元年度は消費税増税分が財源として充



－30－ 

てられまして、１００％臨時交付金が充てられます。その額は６カ月で２,２２６万

４,０００円を見込んでおります。なお、令和２年度からは４分の１が市の負担となり、

１,１５８万２,０００円が見込まれております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   一つ確認をさせてください。 

  ことしの１０月から来年の３月までの半年間は保育料の国の対応として臨時交付金で

来るけれども、令和２年度からは４分の１は市が負担をしなければならない、その分は

交付税として入ってこないということでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  交付税措置がどのように入ってくるかちょっとまだ試算はできませんけれども、４分

の１は市負担となるというふうに聞いております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）    その差分が全部で１,０００万円ぐらいあるということ

ですけれども、新たな持ち出しも出てくるというようなことをおっしゃいましたけれど

も、この差分ですけれども、今まで国が８段階に分けてきていると思うんですけれども、

それを本市は１８段階ぐらいに細かく分けて市の努力で軽減をしていたわけです。その

差分というものが７００万円ぐらいですか先ほどおっしゃったのは、その部分はやはり

保育とか子育ての充実のために使っていただきたいと思いますけれども、いかがでしょ

うか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   この差分が確実に出てくるか、計算上はそういうこ

とになっておりますけれども、負担が減った分をほかの費用に回してはどうかというお

考えだと思いますけれども、これはまた別途財政状況とも勘案して、検討するべきだと

考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   ５月３０日に内閣府が実施しました幼児教育・保育の無

償化に関する都道府県等の説明会の資料においては、地方自治体において、既に独自で

行っている無償化や負担軽減の取り組みについては、幼児教育・高等教育無償化の制度

の具体化に向けた方針において、今般の無償化が、こうした自治体独自の取り組みと相

まって子育て支援の充実につながるようにすることが求められる。このため、今般の無

償化により自治体独自の取り組みの財源を、地域における子育て支援のさらなる充実や

次世代へのつけ回し軽減等に活用することが重要であるとされており、適切に対応して



－31－ 

いただきたいと考えていますと資料には書かれております。このことは十分認識をされ

ていますか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   そういったことも認識は持っておりますし、市とし

てはこれまでも子供の医療の無償化でありますとか、就学援助等の加算といいますか、

基準を見直したりさまざまな援助はしてきております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   ⑤に移ります。 

  国は、２号認定（３歳から５歳）の副食費を生活保護世帯、第３子以降に加え年収３

６０万円以下の世帯に対して免除する方針ですが、年収３６０万円を超える世帯は保護

者負担となります。副食費が要る対象数と保護者負担額をお聞きします。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  ９月１日時点で香美市全体の３歳から５歳児のクラスの子供の人数は４０３人、その

うち２８７人に副食費がかかるようになります。額は月額で４,５００円を２８７人に

掛けまして１２９万１,５００円、年間で１,５４９万８,０００円となります。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   ⑥に移ります。 

  県下では、１０月から３歳から５歳の副食費無償を予定している市町村が多くありま

す。６月２０日の時点では１４市町村、私が電話で９月初めに問い合わせをいたしまし

たら、１１市のうち高知市は第２子の副食費の補助を予定しています。その他の市の８

市につきましては、無償化の検討をしているということで、一財で対応して補助をする

予定とのことでした。 

  本市も副食費無償、または副食費の補助で、子育て世代の負担軽減の検討をすべきと

思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  児童生徒の少ない自治体、特に義務教育の給食費を無償化している自治体での無償化

は一定数あるだろうというような想定もしておりましたけれども、市部でもそういった

検討が広がっておるということでございます。今回の無償化で多くの世帯が負担軽減に

なります。今のところ副食費の無償化までは検討しておりませんが、今後検討すべき課

題に上がってくるとは考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 
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○１２番（濱田百合子君）   先ほど数字もありましたけれども、市独自で軽減措置を

していた７９０万円ぐらいのものがあると思うんですけれども、保育料につきまして、

軽減措置をしていた分はせめて３歳から５歳の副食費に充当させて、どうしてもそれで

は１,５００万円足りませんので、その部分は一財からというような形での副食費の無

償化ですね。 

  やはり国が全部無償化にすれば一番いいわけで、いいわけといったらちょっと語弊が

ありますけれども、国に無償化をしてもらいたいけれども、国は公定価格の保育料の中

の副食費以外のものを無償に今回したわけですよね。それに伴って通達は来ております

けれども、市町村によって副食費はもう食育の観点から言うと、やはりゼロ歳、１歳、

２歳から５歳までの幼児教育の中ではやはり無償化、一緒に無償化をするような方向で

という中で、１１市の中でも３市、本市ともう１市ですかまだ検討されていないところ

は、やっぱり無償化になるように検討している市町村が多いわけですね。やはりその分

を近くの市の状況も把握をされて、今後ぜひ差分の検討も含めて無償化、または補助を

検討できないかと思いますが、再度伺います。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  令和２年度から、先ほど申しましたとおり新たな負担も発生いたしますので、差分が

全て使えるというわけでもございません。これはもう財政状況も勘案して考えていかな

ければならないと思いますけれども、ほとんどの市町村が実施するということになって

いけば、それは香美市が全く考えないというわけにはいかない状況も考えられますけど、

今のところは副食費については、徴収の方向で進んでおります。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   次の質問に移ります。３番、赤ちゃんの駅の設置をにつ

いてです。 

  赤ちゃんの駅の設置についての質問は、平成２６年３月議会で同僚議員からも質問に

取り上げられました。当時の御答弁では、既存の建物については、あいている部屋の利

用という形で、市役所等については母子相談室もありますので、そちらをわかるように

表示なりをする形をとって活用したいとの御答弁でございました。 

  ちょっと映りが悪いですけれども（スクリーンを示しながら説明）、そのことを受け

まして、その後、１階の総合案内のほうに今スクリーンで示していますように、総合案

内のテーブルの上にＡ４ぐらいのものですけれども、授乳室の御案内ということで、 

「２階８番の窓口（健康介護支援課）へ声をかけてください。おむつ替えは、庁舎内の東

側のトイレをご利用ください。」の小さい立て看板が設置をされております。 

  ２階の健康介護支援課の親子すこやか班は、母子保健に関する相談を受けるところで

あり、子育て世代包括支援センターすこやかを設置して対応しています。当然別室でゆ
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っくりと話を聞ける環境で対応することとなります。事前予約で対応することもありま

すし、当日急な相談が入ってくるかもしれません。困り事の緊急窓口としてもとても大

事な場所だと思っています。 

  それに比べて１階はたくさんの人が出入りをします。赤ちゃん連れの世代の方も２階

の用事ではなくて、１階で用事を済ます方もいると思っております。いつでも誰でも気

楽に赤ちゃんを連れた方がおむつをかえたり、安心して授乳もでき、一緒に連れている

兄弟や姉妹もその間、待っていなければなりませんし、親の目が届く範囲に子供がいる

ことで安心して授乳もできます。そのためにも赤ちゃんの駅が要るのではないかと思い

ます。 

  総合案内の方にお聞きをいたしました。その方がおっしゃいますのには、３人の方か

ら聞かれたことはありますと。そして、聞かれたら２階に御案内をしていますが、行か

れているかどうかはわかりません。用事は１階で済むのに２階まで行かなければならな

いから、車に戻り車の中で授乳しているというのもありました。暑いときは大変ですよ

ねとお聞きをいたいました。 

  そこで、質問をいたします。①です。 

  庁舎１階の市民フロアあたりに設置はできないでしょうか、伺います。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  市役所本庁舎では１階・２階の多目的トイレにおむつの交換台とベビーキープが設置

されております。また、授乳につきましては、２階の母子相談室で行えるよう整備して

おります。いずれも１階の案内板や総合案内で、今示していただいたように表示をして

おります。授乳時に母子相談室を利用する際には、２階の健康介護支援課窓口に声がけ

をしていただくようにしておりますが、総合案内の方から連絡があって、今からお客さ

んが行きますよという声がかかることはあります。母子相談室にはソファーとか水道と

かもあって落ちついて授乳ができる環境ですので、既に設置していると考えまして、新

たに１階に設置することは考えておりません。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   総合案内の方から電話があって、授乳したいのでお母さ

んが上がりますという連絡を受けて、実際使われたことはありますか。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  総務課を通じまして、総合案内の方にお伺いもしておりますが、余りなくて年に３回

程度、今までで大体６回ぐらいあったかなということをお聞きしておりますし、また、

そのうち２階であるために断念した件数ということは伺っておりません。また、健康介

護支援課の親子すこやか班のほうで聞きましたが、年間に１０組に足らない方が利用し
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ているというふうにお聞きしております。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   なかなか需要が少ないということで、２階の母子相談室

もゆっくりしたスペースがあるので、そちらにということだと思いますけれども、確か

に多目的のトイレも東には１階から５階までありますし、授乳は２階の母子相談室でや

ればできると思うんですけれども、その実際の需要の部分と、それとプラスして、私１

階の市民フロアの場所に赤ちゃんの駅とかわいく表示した公衆電話のような、ちょっと

ボックスみたいなのがかわいい感じであったら、赤ちゃんの駅、授乳ができますよとい

う表示をすることによって、香美市は子育て支援にすごい力を入れている市だなという、

そういうイメージを持っていただけるんじゃないかなと、つくり方にもよりますけれど

も、じゃないかなというふうに思っております。 

  １階のフロアでもちろん税の申告のときとか、そして選挙のときとか、その他いろい

ろ市民があこの１階を使っているわけですので、そのときにもしちょっとそこは都合が

悪いというふうになったときには、移動ができるような例えば香美市産の木のぬくもり

のあるヒノキの赤ちゃんの駅がありましたら、下にキャスターをつけて移動する、もし

イベントのときにそこが邪魔になるようだったら移動もできるわけです。木のぬくもり

のあるところで授乳もできるかなというふうに、木育の観点からいうとすごいいいこと

ではないかなというふうに思いました。それほど高価なものにはならないと思いますが。

ただ、やっぱりスペース的には無理じゃないかなとおっしゃいますので、そのあたり大

きさをどうするかはまた今後のことだと思いますけれども、確かに年に３回で需要が少

ない、２階にもある、１階には多目的トイレのおむつ交換するところもある、けれども

赤ちゃんがいる方だけじゃなくて、そのほかの世代の方々が、あっ、何かこんなところ

があるというのを見て、ああ、孫が来たら言うちゃろうとか、誰かにも伝えてあげよう

とかいうふうにすっと思うことができるようになるわけですね、目の前にあるというこ

とで。そういう意味合いも含めて香美市のイメージがいい方向に、子育て支援の町だよ

というような、インパクトがあるのじゃないかなという思いもありまして質問もさせて

もらっております。そのことも検討はできませんでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  確かに、期日前投票とか納税相談など定期的にあることがありますが、１階のほうで

常設またはキャスターつきで移動できるものを設置するというのは、大変難しいと考え

ております。 

  ただ、香美市が子育て支援に力を入れているということは示していきたい部分もあり

ますので、例えば今出ている表示なんかをもう少し大きいものにしていくとか、そうい

う工夫はしていきたいと思います。 

  以上です。 
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○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   ②に移ります。 

  移動式の赤ちゃんの駅があれば、イベント先での設置が可能だと思います。子育て中

の世代が参加しやすい環境をつくっていくことが必要ではないでしょうか。お手元に配

付しております資料をごらんください。 

  先ほどの資料の裏側ですけれども、これは、兵庫県播磨町のホームページからです。

播磨町には平成２５年１０月、教育厚生常任委員会で視察研修に行きました。このとき

に、ああ、我が市にもこんなのがあればなと思ったことです。市民や行政企画のイベン

トなど、屋内外のイベントで利用できるのではないでしょうか。現在、貸し出しできる

ものの中にはこういうものはないと思うのです。テントやテーブル、椅子などの貸し出

しはありますけれども、赤ちゃんの駅を意図する簡易なものがありません。ぜひ貸し出

しの備品として一つ置いてほしいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  以前の質問の中でもこの移動式のテントの赤ちゃんの駅というのを私も初めて知りま

したけれども、現在イベント等での活用では、やはり人目を気にせず授乳やおむつ交換

ができるという利点があるということは認識しておりますが、一方で、お母さん方に私

どものほうでもお聞きしたところ、やはりお母さん方からは気温の高い時期にはテント

内の暑さのことや、また、自分の車で対応した方が気が楽という声もありまして、今の

ところ当課で整備する予定はないです。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   １階にかわいいポスト的な赤ちゃんの駅があれば何かい

いのかなというふうに思っていましたが、次の質問に移りたいと思います。 

  ４です。韮生の里、美良布直販店についてです。 

  ２０１８年３月１６日、韮生の里「美良布直販店」がリニューアルオープンし、集落

活動センター美良布を真ん中に東がレストラン、西が直販店となりました。アンパンマ

ンミュージアムや健康センターセレネもあり、市内外から多くの利用者が訪れています。

協同組合韮生の里の方々、直販店やレストランの従業員の皆さんは、お客様サービスを

心がけながら商品の納入、展示、販売に努力されていることと思います。 

  さて、生産者の方々は７時から搬入に来ます。生産者の方々が車で搬入しますと、駐

車場は４台分ありますが、駐車場内の切りかえができず、バックで国道に出なければな

りません。車が１台か２台であれば切りかえも可能かと思いますが、初めはあいている

からと入っても、店内で用事をしている間に、駐車場が満杯となることもあるのではな

いでしょうか。 

  スクリーンをごらんください（スクリーンを示しながら説明）。 
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  ちょっと映りがあれなんですけれども、入り口から４台分の生産者の方が商品を搬入

するところがあります。向かって左側、道の駅の大きな案内板がありますので、そこが

花壇になっておりまして角っこがあるわけです。駐車場入り口の左側には花壇があるの

で、その花壇の角っこに車が当たって、タイヤの破損や車体の損傷等が発生をしていま

す。今、スクリーンにもありますように、ちょうど角っこのところにタイヤを置いてお

ります。それから、バックするときにわかるように赤い旗を２本立ててはいるんですけ

れども、この状態がずっと続いておりまして、やはり安心して搬入、搬出ができるよう

には、この状態ではやっぱり危ない状況は変わっておりませんので、道の駅でもあり多

くの人の出入りがあるところですので、安全環境には十分配慮すべきではないかと思い

ます。 

  そこで、質問をいたします。 

  １年半ぐらいたちましたので、当初と比べていろいろ改善しないといけない点も出て

きてるかと思います。その一つに、やはり駐車場の件は対応を考えていかなければなら

ないと思いますが、現時点まで対応できていない原因と今後の対策についてお伺いいた

します。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   濱田百合子議員の韮生の里の美良布直販店について、

お答えいたします。 

  御指摘の駐車場につきましては、平成２９年度に美良布地区集落活動センターを建築

した際、韮生の里、美良布直販店に生産物を搬入する生産者の利便性向上とお客様の安

全性を考えた上、美良布地区集落活動センター推進協議会や、セレネ広場周辺施設の団

体と設計の段階から協議して、新たに整備いたしました生産者専用駐車場で、４台駐車

できることとなっております。 

  国道への後進でのアプローチが危ない状況は十分理解できますので、リスクを軽減す

るために駐車場への進入時に後進で入っていただく、また、前進で進入した場合であっ

ても、駐車する際にあいている駐車区画があれば、そこを回転場として利用していただ

きまして、車両の前部を国道側にして駐車していただければ前進で出ることができます

ので、安全性を高めることができると考えております。 

  また、車を傷つけた事例もあるとの御指摘でございますが、これは花壇のことだと認

識しております。花壇につきましては、健康センターセレネ、また、道の駅美良布のサ

インの設置及び景観のために整備しておりまして、花壇の撤去は難しいため、韮生の里

のほうでタイヤを置いたり、赤い旗を目印にして対応していただいております。 

  なお、午前７時頃は、美良布直販店の前の駐車場４台分と健康センターセレネ前の駐

車場１６台分があいておりますので、こちらを御自由に利用していただきたいと思いま

す。 

  今後の対策といたしましては、指定管理者であります美良布地区集落活動センター推
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進協議会や、また韮生の里と協議をいたしまして、前向きに対応を検討していきたいと

考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   もうこの状態がしばらく続いていると思うんです。車を

破損したりそういう状況があったときに、やはりここは危ないということで、推進協議

会の方、そして、直販の組合の方と協議をすぐするようなことにはならなかったんでし

ょうか。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   推進協議会の役員さんとか、韮生の里の役員さんの

ほうとも協議をいたしました。ただ、ここは県の補助金を活用して一体的に整備もして

おりますし、当初、周辺の施設とも協議もして建てておりますので、一定工夫していた

だいて利用していただいているということでちょっと様子を見ておりましたが、使い勝

手が悪いということでございますので、花壇のタイヤのところを三角にカットするとか、

花壇を縮小して対応するようなこともちょっと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   ぜひ協議をしていただきまして、改善をして事故のない

ように対応していただきたいと思います。 

  これで私の質問を終わります。 

○議長（比与森光俊君）   濱田百合子さんの質問が終わりました。 

  次に、１０番、舟谷千幸さん。 

○議長（比与森光俊君）   １０番、舟谷千幸さん。 

○１０番（舟谷千幸君）   １０番、公明党の舟谷千幸です。通告に従いまして一問一

答方式で質問させていただきます。 

  まず初めに、農福連携について質問いたします。 

  政府によると、農福連携は農業と福祉が連携し、障害者の農業分野での活躍を通じて、

農業経営の発展とともに、障害者の自信や生きがいを創出し、社会参画を促す取り組み

とあります。国も重要な取り組みとして推進しております。 

  農福連携は、農業と障害者福祉の双方が抱える課題を解決する手だてとして多くの利

点があり、注目されております。全国では農福連携を実施する農家や福祉施設などは、

現在約５,０００カ所に上ると言われておりますが、高知県においてはまだまだこれか

らの取り組みでございます。 

  去る７月２９日に、香美市における農福連携を学ぶ会が香美市庁舎で行われました。

これは高知県安芸福祉保健所での農福連携の取り組みが紹介されました。この会に本市

のほか、周辺の南国市や香南市等の農業者、障害者団体の方、行政・福祉関係の方など
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全員で７２名が参加され、このうち香美市の参加者は３１名と聞いておりまして、関心

の高さを私は感じました。 

  ①の質問です。 

  本市では、農福連携についてどのように捉えているのでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（比与森光俊君）   農林課長、西本恭久君。 

○農林課長（西本恭久君）   舟谷議員の農福連携についての御質問にお答えいたしま

す。 

  今回、農業関係者及び福祉関係者等多くの方に御参加していただいた、香美市におけ

る農福連携を学ぶ会を開催した理由は、農業において労働力不足は大きな課題であり、

また障害者等の雇用に興味を示されている農家の方もいらっしゃったことから、県内先

進事例である安芸市の取り組みを紹介することで、多くの方に農福連携に関心をお持ち

いただくために行ったものです。 

  安芸市の実践談及び紹介されている全国の事例から、農業労働力の確保並びに障害者

等の方が働く機会の増加という点で、有意義な事業であると捉えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １０番、舟谷千幸さん。 

○１０番（舟谷千幸君）   本市は平成２７年の国勢調査で業種別の就業者数で農業が

一番多く、先ほど言われましたように高齢化とか担い手不足で耕作放棄地や遊休農地の

拡大が懸念されております。農家にとっては労働力を補い、生産拡大につなげられます

ので、農福連携は大いに期待されるところです。 

  今、農のほうからの御意見をいただきましたので、福である福祉事務所のほうからも

この捉え方についてお伺いいたします。 

○議長（比与森光俊君）   福祉事務所長、中山泰仁君。 

○福祉事務所長（中山泰仁君）   農福連携の推進につきまして、福祉分野の観点から

お答えいたします。 

  障害者自身の働く意欲の高まりを背景といたしまして、障害者の福祉から一般就労へ

の移行が全国的に進んでおります。平成２０年度の移行者数３,０００人が平成２９年

度には約１万５,０００人に上り、１０年間で約５倍となるなど大きく進展しておりま

す。 

  障害者の活躍の場が社会全体に広がる中、農福連携は本市においても農業を通じて障

害者の働く場の確保やそこで働く障害者の賃金、工賃の向上に加え体力や社会性の向上、

地域との交流の促進など、障害者の生活の質の向上も期待される重要な取り組みである

と考えております。 

  また、障害のある人もない人も、一人一人の人格と個性を尊重し合う共生のまち、香

美市の実現を基本理念に掲げた第３次香美市障害者福祉計画では、障害者を含む香美市

に住む全ての人が住みなれた地域で個性や能力を発揮し、社会の構成員として主体的に
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社会参加するとともに、相互に認め合い、支え合う社会の実現を目指しております。農

福連携の推進は、この地域共生社会の実現に資する取り組みの一つでもあると考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   １０番、舟谷千幸さん。 

○１０番（舟谷千幸君）   農の部分からもすごくよい影響があるという御答弁をいた

だきました。本当に厚生労働省でも、この農福連携は農業活動に従事することで心も体

もというか、身体的にも精神的にもプラスとなって、今言われました就労訓練とかいう

ことだけではなくて地域の住民とのつながり、対人関係の改善ということにも効果があ

ったという、そういったことも聞いております。 

  続きまして、②の質問です。 

  政府は、ことし６月に農業分野での障害者就労を支援する農福連携推進ビジョンを立

ち上げ、また取りまとめ、農福連携に取り組む主体を今後、これから先５年間で新たに

その主体を３,０００カ所ふやすという方針を示しております。このように農福連携を

国は積極的に進めておりますが、国の補助政策はどのようなものがあるのかお伺いいた

します。 

○議長（比与森光俊君）   農林課長、西本恭久君。 

○農林課長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  現在把握しておりますものは農山漁村振興交付金事業で、障害者の農業分野での職場

定着を担う人材や、障害者就労施設による農作業請け負いのマッチングを担う人材育成

支援事業と、障害者等の雇用及び就労等を目的とした福祉農園の開設、障害者の技術取

得等を支援する事業がございます。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １０番、舟谷千幸さん。 

○１０番（舟谷千幸君）   今言われました補助政策ですけれども、現在、香美市での

補助政策を使われている状況とかをお伺いいたします。 

○議長（比与森光俊君）   農林課長、西本恭久君。 

○農林課長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  先ほど申し上げましたように、香美市においては農福連携に皆さん関心を持っていた

だきたいと思いまして、事業にといいますか勉強会を始めたばかりですので、事業自体

まだ行っておりません。したがいまして、補助事業についても、現在のところ活用はし

ていない状況です。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １０番、舟谷千幸さん。 

○１０番（舟谷千幸君）   これからだということですけれども、障害者のほうでは職

場になれてもらうためのそういった試行雇用したときの事業主に対する助成金の制度が
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あるということも聞いておりますけれど、それに対しては、香美市でこういった助成金

の制度を使っている事業主さんは今いませんでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   福祉事務所長、中山泰仁君。 

○福祉事務所長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  障害者雇用給付金制度に基づく各種助成金につきましては、こちらのほうで特に実態

は把握できていないところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   １０番、舟谷千幸さん。 

○１０番（舟谷千幸君）   それでは、③の質問です。 

  現在、障害者等が農業に従事してよい結果が出ている事例を、本当に今始めたばかり

ということですけれども、個別に対応してそういった事例がありましたらお伺いをいた

します。 

○議長（比与森光俊君）   農林課長、西本恭久君。 

○農林課長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  長年、障害のある方を雇用していらっしゃる酪農家の方がいらっしゃるとは聞いてお

りますが、詳細については把握しておりません。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １０番、舟谷千幸さん。 

○１０番（舟谷千幸君）   酪農家の方がそういった障害者等を雇用しているというこ

とですので、わかりました。全国では徐々に進んできておりまして、両者の農と福の連

携が円滑に進んでいるところでは、農業の生産の向上とかさっき言われました効果です

よね、そういった生産性向上と障害者の賃金のアップにつながっていると。さらには、

土に触れながら米や野菜を育てる作業に携わると、心身の健康増進にもつながって、前

向きに生きていく気持ちが高まる効果があるといった専門家の方もおられます。 

  先日の安芸市の取り組みでは、今年、新たに３８名が就業されたと。その報告の中の

障害者の内訳をお聞きしますと、３８名のうち精神障害者の方が１０名、発達障害の方

が１０名、ひきこもりの方が１０名と、現代社会を反映して障害者や生きづらさを抱え

た人たちが多く就業されているということをお聞きしまして、この安芸市の取り組まれ

た農業者の方からは、少しずつ、一歩ずつというところで、農作業が生きづらさを抱え

ている人たちの特性に合って、気がついたときには農家の戦力になっていたと。そして、

たまたま人手不足の解消になったといった言葉も返ってきました。本当に安芸市もここ

まで６年かかったとお聞きしましたので、香美市もこれからとは思いますけれども取り

組みをしていただきたいと思います。 

  ④の質問です。 

  障害者等の農業就労が続かなかったといった例もございますでしょうか。今、酪農家

の方をお聞きしましたけれども、そのほかにやろうと思ったんだけれども続かなかった
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というような事例はございますでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（比与森光俊君）   農林課長、西本恭久君。 

○農林課長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  障害者の方が就労中にトラブルに見舞われたときの対処法がわからず、また、相談先

もなかったことから雇用継続を断念したケースがあるとは聞いております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １０番、舟谷千幸さん。 

○１０番（舟谷千幸君）   まさに本当に知らないがための、いろんな農福連携しよう

と思うところでのトラブルや、また、相談先がなかったといったことは、これからまた

進めていく中で取り組み、連携が大事になってくるかと思います。 

  ⑤の質問です。 

  先ほどのような本当にいろんな問題もあるかとは思いますけれども、それに増して多

くの利点がある農福連携です。現状での課題、先ほど言われたことはもちろんですけれ

ども、現状をお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   農林課長、西本恭久君。 

○農林課長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  庁内関係部署では有意義な事業であるという認識はしていますが、市が単独で実施で

きる事業ではございませんので、必要不可欠であります福祉関係者の協力の有無が課題

であると考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １０番、舟谷千幸さん。 

○１０番（舟谷千幸君）   そのほかに知らなかったりとか踏み出しにくいとか、まだ

まだ広がっていないとか、そういった問題もあると思うんですけれども、それについて

はいかがでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   農林課長、西本恭久君。 

○農林課長（西本恭久君）   先ほどから議員がおっしゃられましたように、安芸市の

例を挙げますと、やはりその農家の方が障害をお持ちの方の特性を知らずに事業ができ

なかったようなこともありまして、安芸市のほうは障害者に関する勉強会をして、農家

の方が理解して、まずは労働力の確保というよりは、地域貢献という面を前面に押し出

していって事業に取り組んでいったと聞いておりますので、香美市の場合もこれから仮

に取り組むとなると、先ほど申しましたように福祉関係者の方はもちろん、受け入れ側

の農家の方にも、ある程度の知識は習得していただきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １０番、舟谷千幸さん。 

○１０番（舟谷千幸君）   ありがとうございます。 

  ⑥の質問です。 
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  農福連携は、少子高齢化が進む中で、皆が元気に暮らしていける地域づくりにもなる

取り組みです。今後どのように進めていくか、今勉強会という言葉も出てきましたけれ

ども、まず農林課のほうの今からの取り組みについてお伺いいたします。 

○議長（比与森光俊君）   農林課長、西本恭久君。 

○農林課長（西本恭久君）   先ほど申し上げました課題を克服できたならば、関連機

関と協議しながら、香美市の方向性を考えていきたいと思います。安芸市は先ほど議員

もおっしゃいましたように、県の職員の力というものが物すごく大きいものであります

が、ただ、個の力ではなかなか進まない事業と思いますので、福祉関連の事業を活用し

てとかいろいろと方策があると思いますので、その点を検討していけたらと考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １０番、舟谷千幸さん。 

○１０番（舟谷千幸君）   福祉の連携をということでしたけれども、福祉の立場から

も今後の取り組みに対しての意気込みをお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   福祉事務所長、中山泰仁君。 

○福祉事務所長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  農福連携は、農業における担い手の確保や障害者の活躍の場の拡大に限らず、地域の

活性化や共生社会の実現、新たな農業経営の方法を創出するなど、さまざまな目的のも

とで取り組みが展開されております。それぞれ目指す成果は異なるものの、共通してい

るのは農業サイドで障害者への対応方法、福祉サイドで農業技術の習得など、双方が相

手分野への理解を深めることが欠かせないということです。 

  また、持続的に事業が実施され地域に定着するようにしていくためには、農福連携に

取り組む農業経営が経済活動として発展していくことも重要であり、農業経営体のニー

ズと障害者支援施設等のニーズを適切に結びつけるために、両者をマッチングする仕組

みの構築も求められております。本市ではまだまだ緒についたばかりでありますので、

今後関係機関と連携しながら検討を進めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   １０番、舟谷千幸さん。 

○１０番（舟谷千幸君）   先日、勉強会を香美市でやって３１名の方が参加したとい

う、それからの出発だと思いますけれども、市長からもぜひこの農福連携についての考

えをお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   お答えをいたします。 

  御承知のとおり、本市におきましては障害者施設や学校がありまして、関係をする

方々も市内の中にはたくさん住まわれておられるわけであります。協力をいただける環

境にあるというふうに思いますので、そうした点では御提案のあった内容については、
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担当課においても今後検討するということですから、積極的にやっていただきたいとい

うふうに思っておりますので、私のほうからも後押しをしてまいりたいというふうに考

えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（比与森光俊君）   １０番、舟谷千幸さん。 

○１０番（舟谷千幸君）   強力に進めてまいりたいという、そういった力強い言葉を

いただきました。今いろんなところで連携が言われておりますけれども、この取り組み

も農林省、厚生労働省の省庁を横断する会議を持たれたというふうなことも言われてお

りまして、連携の大事さというのが、改めて取り組みの大事な核だなというふうなこと

を感じられます。 

  本市においては、先ほどの７月の会議においても農林課が主導していただいておりま

す。この香美市における農福連携を学ぶ会で、西本農林課長より最後の挨拶で、本市に

おいて農福連携を一歩前に進めたいという意味の言葉を話されたところが、私も前向き

の言葉があって期待をしたいと思った次第です。 

  その会に参加していた農業者の方からお聞きしますと、やっぱり障害者のことがよく

わからないので不安というのがありますので、障害者の間にしっかりしたクッションが

あれば僕らもやりたい。そして、また次にこんな会があったら、もっと若い人らも誘っ

てこの会へ来たいとそういった声も聞かれましたし、また、当日登壇された安芸福祉保

健所の方から後で聞きますと、この日農福連携の会に３回目に参加された香美市ではな

いですけれども、香南市の農業者の方が、この会の帰りに僕はやると決めたと、そうい

った農福連携に前向きの人が出てきたということで、本当に一歩一歩広がっているとい

う、具体的なそういった話を聞いてうれしくもなったものですけれども、ぜひ今後具体

的に進めていってほしいものです。本市が農福連携にぜひ一歩踏み出していただきたい

ことをお願いしまして、次の質問に移らせていただきます。 

  次の質問、乳児用液体ミルクについての質問です。 

  乳児用の液体ミルクということで、これまでは輸入用しかなかったんですけれども、

ことし３月に国内で初めて発売されました。政府においても乳児用液体ミルクは液状の

人工乳を密封したものであり、常温で長時間の保存が可能な製品です。そのまま飲むこ

とができ、授乳時の調乳の手間を省くことができることから、乳児用粉ミルクに比べ、

授乳者の負担軽減や安全面で利点があると言われております。皆様のお手元の資料をご

らんください。 

  高知新聞のことし６月１４日の新聞にこのように２社から発売をされておりまして、

それぞれ香美市内でも現在ドラッグストアで販売されております。 

  乳児用液体ミルクは母乳に近い栄養素が含まれ、メーカーによって内容量は、そこに

ありますように１２５ミリの分と２４０ミリリットルの分、賞味期限も半年の分と１年

間の分と、包装材質も紙パックとスチール缶とこのようになっております。海外では欧

米を中心に４０年前から普及が進んでおりました。 
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  そこで、①の質問です。 

  本市において乳児用液体ミルクの認識について、どのように持たれているのかをお伺

いいたします。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  乳児用液体ミルクは栄養成分は粉ミルクと同じで、常温保存ができ、お湯に溶かす必

要がなく調乳済みの状態で販売されているもので、便利なミルクであると認識しており

ます。 

  また、災害時には清潔なお湯が手に入りにくいため、粉ミルクの使用が困難な状況も

想定されます。そのような場合には、液体ミルクは清潔かつ簡単に授乳できるため、災

害時の備蓄として有用と認識しております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １０番、舟谷千幸さん。 

○１０番（舟谷千幸君）   災害時に有効だという御認識をいただきましたので、②の

質問に移らせていただきます。 

  水とか燃料の確保が困難なときに、備蓄品として大いに期待されるわけですけれども、

この地震等災害に備えるために、本市での乳児用液体ミルクの導入については、どのよ

うにお考えなのかをお伺いいたします。 

○議長（比与森光俊君）   防災対策課長、一圓幹生君。 

○防災対策課長（一圓幹生君）   液体ミルクの導入につきまして、メリットといたし

まして、調乳の必要がなく、授乳の負担軽減や時間短縮ができること、お湯がなくても

授乳できることで災害時にも役立つこと、災害備蓄用途にも適した安全性の高いスチー

ル缶であること、また、常温で長期間の保存が可能であることなどメリットが多く、災

害時に役立つ製品と考えております。 

  逆に、粉ミルクより価格が高いという若干懸念される材料があることも事実でありま

す。 

  今後につきましては、自然災害が多発し、発生確率が高まっております南海トラフを

震源とする大規模地震への備えとして、住民みずから命を守り・つなぐ自助の取り組み

としまして食料の備蓄を呼びかけており、家族構成によって必要なものとして、粉ミル

ク、哺乳瓶、離乳食などをお願いしているところでございます。このことから、製品の

メリット、デメリットを検証し、災害時の要支援者対策としまして、導入に向けて検討

してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   １０番、舟谷千幸さん。 

○１０番（舟谷千幸君）   導入に向けての検討というお答えでございました。乳児の

数は少ないですけれども、予定数としては何本ぐらいをお考えでしょうか。 



－45－ 

○議長（比与森光俊君）   防災対策課長、一圓幹生君。 

○防災対策課長（一圓幹生君）   １年間で生まれる子供の数が１３０人ぐらいとお聞

きしております。避難所に来る数等を考えまして、２５０から３００ぐらいの数かなと

いうことを現在考えております。 

○議長（比与森光俊君）   １０番、舟谷千幸さん。 

○１０番（舟谷千幸君）   それくらいの数を考えているということで、先ほどデメリ

ットというか、今の粉ミルクと比べて賞味期限が長いもので１年、そしてまた、コスト

も確かに粉ミルクよりか２倍くらい高いといったデメリットもございますけれども、そ

れ以上にメリットが災害時にはあるということですので、この賞味期限１年、粉ミルク

に限らず備蓄している水とか災害用の食材なんかの分もありますけど、そういった備蓄

品の賞味期限切れの対応というのは、どのようにされているのでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   防災対策課長、一圓幹生君。 

○防災対策課長（一圓幹生君）   期限が切れる前にまた購入して、順番に回していく

という対応をしております。 

○議長（比与森光俊君）   １０番、舟谷千幸さん。 

○１０番（舟谷千幸君）   ローリング方式というんですか、一つ私が考えているのは、

液体ミルクの賞味期限が近づいたときに、次の質問にもかかわってきますけれども賞味

期限が近づいたものを保育園で使うとか、皆さんにまだまだ認知されていないので、健

診のときなんかに、また、防災の訓練のときなんかに使うという、そのようなことは御

検討願えるのでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   １０番、舟谷千幸さん。 

○１０番（舟谷千幸君）   そしたら、③の質問と重なりますので続けてお話ししたい

と思いますが、先ほどの高知新聞の資料にもありますけれども、このときは６月の新聞

ですけれども、販売好調とか、また、外出時や深夜の利用に広がりつつあるということ

ですけれども、この春からの販売で認知度がまだ低いようにも思われます。先ほど言い

ました乳児用液体ミルクの賞味期限が近づいたものを使って、乳児健診や防災訓練のと

きに安全性や利便性など正しい知識が紹介されるというようなことに対してお伺いした

いと思います。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えします。 

  液体ミルクは清潔かつ簡単に授乳することができますが、あくまでも粉ミルクと同じ

母乳代替食品ですので、母乳を推奨していくということを考えますと、特に粉ミルクが

ということは考えておりませんが、災害時には議員のおっしゃるとおり有用であるとも

認識しておりますので、災害への備えについて啓発をする際には、ローリングしている

ミルクとかを使ったりしながら、乳児のいる家庭には利便性とかを紹介していきたいと

考えております。 
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○議長（比与森光俊君）   １０番、舟谷千幸さん。 

○１０番（舟谷千幸君）   そのようにぜひ活用して、そういった知識が得られるよう

な紹介をよろしくお願いしたいと思います。本当に母乳だったら液体ミルクも要りませ

んし、本当に母乳が一番ですので、栄養とか免疫とかスキンシップとか、そういったこ

とでは本当に母乳にはかないませんけれども、こういった災害時には大事になってきま

す。と言いますのも、ずっと昨年から災害が起きておりまして、昨年の西日本の豪雨、

また北海道胆振東部地震にも、この乳児用液体ミルクが備蓄されておったわけですけれ

ども、残念ながら本当に十分活用されなかったということがございます。このときは外

国製であったということもあったでしょうけれども、まだまだ乳児用液体ミルクの正し

い理解がされていなかった、認知度が薄かったということもあったとお聞きしておりま

すので、正しい理解が広まることが大切ですので、本当に備蓄に入れていただくととも

に新しい理解の広がりも大事だと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（比与森光俊君）   舟谷千幸さんの質問が終わりました。 

  昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

（午前１１時５４分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（比与森光俊君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  一般質問を続けます。 

  １５番、小松 孝君。 

○１５番（小松 孝君）   １５番、小松 孝です。通告に従い、議長の許可を得て一

問一答方式にて一般質問を行います。 

  最初に申しわけありませんが、昨日の同僚議員の質問もあり、経過などについてはあ

る程度わかりましたので、①から⑥までの質問を取り下げます。また、昨日の同僚議員

と一部重なるところもありますが、確認の意味もあるため質問します。 

  議会でも何度も議論した鏡野中学校武道館、プールが完成となり、中学校のクラブ活

動も含めたスポーツ教育が今後発展していくものと喜んでいたが、卓球場にて結露など

により児童が滑ってけがもしている。現在、対応はとっているとは思われるが、今後の

事業の進め方などについて質問します。 

  それでは、⑦の質問です。 

  いろいろな最悪の条件が重なりこのような状態になったとは思われるが、市には土木、

建築などの専門職の職員もいるはずだが、設計や施工段階にて意見を求めなかったのか、

お聞きいたします。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 
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  設計時に技術職員に相談をしております。また、施工時は月２回の定例会に参加して

もらって、その都度意見をもらっております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １５番、小松 孝君。 

○１５番（小松 孝君）   課長は、建設課のアドバイスをもらったという答弁が昨日

ありましたが、この件についてどういうアドバイスをいただいたか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  施工時、月２回定例会を行っておりますけれども、施工方法でありますとか、部材の

調達方法とか、規格でありますとか、そういった点でさまざまアドバイスをいただいた

と思っております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １５番、小松 孝君。 

○１５番（小松 孝君）   それでは、⑧の質問に移ります。 

  建築部門の担当課、建設課に聞くが、このような状態は技術専門職として把握できな

かったのか。建設課長、お願いします。 

○議長（比与森光俊君）   建設課長、井上雅之君。 

○建設課長（井上雅之君）   まず最初に、昨日の答弁と重なるところがあることをお

わび申し上げておきます。 

  結露については、当然ある程度の予測はしていました。特に外壁に面するコンクリー

ト柱及びはり、スラブについては断熱材がないため、温度差などによる結露について当

然考えられるためです。 

  また、今回の主な原因は外気湿度と気温が高かったため、換気扇を回すことにより給

気口から外気を室内に取り入れたことで冷却効果が起こり、表面温度が露点温度を下回

ったこと、あわせできたばかりで、コンクリート内に水分を多く含んでいたことなどか

ら起こった現象です。ただし、正直なところ、時期的に梅雨など要因はあるにせよ、こ

こまでになるとは思っていませんでした。 

  改善方法とすれば、室内の絶対湿度、空気内の水分になりますが、を下げることとな

ります。下げるためには、エアコンや除湿機による除湿が一番と考えます。ただし、断

熱材がないため、温度を下げ過ぎると逆要因による結露の心配もあります。また、あわ

せ現在２４時間換気という形をとっておりますので、外気の取り入れ方法など、換気扇

などの運用マニュアル等も必要と考えられます。 

  建設課としては、建物内にプールがあり、災害等緊急時の避難対応も考慮すれば、当

然エアコンなどの設備は必要と提案しましたが、予算等の関係により無理とのことでし

た。あわせ主用材が工場製作、プレテンションのＰＣであるため、２００ボルト電源等

の処置及び排水ドレン等の設置の助言もしましたが、同理由などによりできなかったよ



－48－ 

うです。 

  建設課としましては、今まで同様できる限りの技術支援はしなければならないと考え

ていますが、通常業務のプラスアルファとなることから、技術職員の仲間には大変苦労

をかけています。また、協議された内容が支援できない、何ともならない案件も多々あ

ります。 

  鏡野中学校武道館・プール建築工事にてできる限りの支援はしたつもりでしたが、こ

のような結果になり技術屋としてまことに残念です。あくまでも支援ですので限界はあ

ります。設計段階からの協議ができていれば、少し違っていたかもしれません。今後、

担当課での現場等等対応の上での技術支援業務、技術職員の配置などが課題とも考えて

います。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １５番、小松 孝君。 

○１５番（小松 孝君）   担当課長は建設課長の意見をどのように生かしたか、教え

てください。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   意見をいただいたことについて、できる限りの対応

はしてきたつもりです。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １５番、小松 孝君。 

○１５番（小松 孝君）   これはコンサル問題からずっときた問題ですけど、それ一

つも生かされていないじゃないですか。合同の会をやったことは一度もないでしょう。

ただ、アドバイスを受けただけで、その場逃れで言ったように見えますが、やっぱりコ

ンサルは全然対応していないですよ。今の状態で結露、結露いうて簡単に言いますけど、

自宅の中へプールをつくってみなさい、結露どころじゃないですよ、ずっと年中昼夜水

を入れて、家の中やったら乾燥するわけないですよ。それで、今までも工科大学で結露

があったと言いますけど、プールに水を３６５日昼夜張ったら結露は必ず出ますよ、換

気が少ない場合は。そういうことも全然、建設課が言うとることが全然進んでないじゃ

ないですか。 

  それで、ついでに言うたら悪いけど建設工事をしたことがない、したことがなかった

らもっと会議を持ったらどうですか。先ほども言うたように、全部ありますやん、建築

も土木のほうも。やっぱりそれを全然わからん人がこれを担当してやるということは、

そして、これだけ立派なアドバイスがあっても本当に怠慢ですよ、何考えておるかわか

らんけど。そやから教育委員会は会もしたというけど全然進んでないから、もう給料も

半年ぐらい置いたらどうですか、遠慮して。何の答えも出とらん。一般市民はみんな怒

りますよ、本当のことを言うたら。経験がないものをコンサルに任せてして、そんなこ

とはいいかもわからんけど、最後にはあとどれくらいの予算が要るか考えていますか。
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それはまだわからんと言われたらそれで終わりです。 

  続きまして、⑨の質問に移ります。 

  今後、市においてこのような大きな事業はいろいろあると思われる。担当課でなく専

門部門も含めた対応をとらなければならないと考えるが、人事の関係も含めどのような

対応を今後とっていくのか、お聞きします。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長、川田 学君。 

○総務課長（川田 学君）   小松 孝議員の御質問にお答えします。 

  現在、図書館の新築工事を進めています生涯学習振興課には、今年度、建築技術職員

を配置しましたが、人数に限りがありますので、建築事業を実施する全ての課に技術職

員を配置することができません。ほとんどの場合、技術職員が在籍している課に技術支

援を得ながら実施していくことになります。 

  今後、大きな事業を行う場合、技術職員の配置や、配置できない場合にはプロジェク

トチームや推進チームを編成するなどの対応が必要ではないかと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １５番、小松 孝君。 

○１５番（小松 孝君）   今回の教育委員会の課長は、何も知らなかったという人が

事業を受けとるわけですわ、結局は。そういうことではいかんき、会議をもうちょっと、

俺がこの現場をして仕切ったというような感じじゃなしに、もっと打ち合わせをして、

毎日毎日打ち合わせせえということじゃなしに、たまには打ち合わせしてやったらどう

ですか、プロジェクト。それは配置するということは難しいやろうから、あちことでや

らないと、それは市役所としても終わらないと思います。質問もいろいろちぐはぐにな

って、同僚議員がきのうやってくれましたので、①から⑥まで飛ばしたき、僕も中途半

端になってしまったけど。 

  そして、市のメーン事業である事業も多くなり、建物については専門部署含め市職員

のプロジェクトなどが必要と思われます。あわせて早急な対応も必要と思われるが、議

長の許可があれば、昨日同僚議員の回答と同じかもしれませんが、市長の見解をお願い

します。 

○議長（比与森光俊君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   施設のお尋ねについてお答えしたいと思います。 

  大変大きな金額を持って建設をした建物でありますけれども、今回結露というような

状況になりまして、本当に残念な状況でございますけれども、今後の取り組みについて

のお尋ねでございますので、その点について少しお答えをしたいというふうに思います。 

  こうした大きい事業につきましては、十分に検討してから取りかかるべきものだとい

うふうに思いますし、その際にはやはり基本の計画を立て、次に基本の設計をやる。そ

して、実施の設計をやるという手順をやはりしっかり踏まなければならないだろうと思

います。そういう手順を踏むことによって関係課の協力も得られる、また、関係知識者
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の意見も伺うことができるというふうに思うわけでありまして、今回の場合は基本計画

から実施設計にそのまま飛んでいると、基本の設計ができていないということが一番大

きな問題だったというふうに思います。この時点でしっかり議論がされておれば、建物

の形にしても変わってきたのではないかと思います。 

  基本計画にも業者に委託をしてやったわけですけれども、金額が余りにも差があった

というふうなこともあります。そうした際には当然のことですけれども、基本の計画自

体も疑わしいところが出てくるわけでありますので、私としては今後は非常に手間がか

かりますけれども、基本の計画、基本の設計、そして、実施設計という当然の手順を踏

むようにするのが大事だと思います。 

  その際にそれぞれの意見をいただける、修正を加えていくときをやはりつくっていく

必要があろうかというふうに思いますし、建設の技術職員の配置だけではなくて、これ

だけの大きなものになりますとやはりプロジェクトを組んでやるというふうなことで、

設計、建設の担当の課においてはそのあたりを、議員が言われるように、ただ聞くだけ

拝聴するだけではなくて、それを実際にどういうふうに生かしていったのか、どういう

ふうに変化をしていったのか、そういうことも説明のできるような形にしておくことが、

大きなお金を使う場合には当然そのことが求められるというふうに思いますので、今後

におきましてはそういう手順を守ることと、説明責任が果たし切れるような体制をとっ

ていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   １５番、小松 孝君。 

○１５番（小松 孝君）   市長、どうもありがとうございました。 

今言われるように、今後大きい建物とか建設する場合は、やっぱり教育委員会だけじ

ゃなし、建設課だけじゃなし、やっぱり会を開いてやっていただきたいと思います。今、

市長が言われるように、コンサルから始まって全部打ち合わせすれば、こういう問題は

一個も起きていないと思います。ただ単純にコンサルに放り任せというような形やから、

こういうことになったと思います。あと、よろしくお願いします。 

せっかくつくったすばらしい施設ですが、今後計画をしている施設も計画段階から市

全体で、また、議会も一緒になり考えていかなければならないと思いますので、各課に

て十分検討をお願いします。 

  以上にて質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（比与森光俊君）   小松 孝君の質問が終わりました。 

  次に、６番、森田雄介君。 

○議長（比与森光俊君）   ６番、森田雄介君。 

○６番（森田雄介君）   ６番、森田雄介です。議長の許可をいただきましたので、順

次通告に従って質問をしてまいります。今回の質問は３点であります。 

  まず、１点目、子育て世代の負担軽減ということでお聞きをしてまいります。 

  これまでも議会で話題にさせてもらっておりますけれども、政府が示す経済状況とは
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裏腹に、家計の厳しさが増し続けております。株価や雇用の指標を持って経済の好調を

言われても実感がありません。 

ことし１月に出された大和総研の家計の実質可処分所得の推計、これは２０１１年か

ら２０１８年を紹介をいたします。配布しております資料１のほうをごらんください

（スクリーンを示しながら説明）。一応資料のほうは白黒でありますので、プロジェク

ターのほうも準備をさせていただきました。 

  まず、可処分所得の計算と実質可処分所得の計算を少しだけ確認をしておきます。 

  その資料の１の下のところに書いておりますけれども、可処分所得とは、税引き前の

給与収入から所得税、住民税、社会保険料を引き、各種手当を足したもの、そして、実

質可処分所得、今回のこの総研が出した資料の場合は、今回２０１１年を基準としまし

て、物価水準は総務省が公表する消費者物価指数ＣＰＩを用いて次のように計算をして

おります。実質可処分所得、イコール可処分所得掛ける基準年の物価水準割る分析する

年の物価水準ということで計算をしております。それに従ってつくった表が、お手元の

資料の上の図、プロジェクターに示してある図であります。 

  この実質可処分所得の推移をごらんください。 

  起点となっておりますのが２０１１年であります。その後、１年ごとに数字を追って

いきますと、２０１４年のどの部分も、折れ線グラフの底を打っております。そして、

その後に上昇には転じております。これは各年代ごとの折れ線グラフでありますので、

例えば、一番目立つ緑の線が３０から３４歳の４人世帯をモデルにしたケース、それか

ら、一番低くなっておるのが４０から４４歳の４人世帯の場合を示したグラフというふ

うになっております。ここで特徴的にわかるのが、２０１８年の時点で４０から４４歳

の４人世帯をモデルにしたグラフの場合、２０１１年時点の実質可処分所得を超えてい

ない、ほかの世帯とは明らかに違う状況が示されております。 

  これだけではありません。次の資料の２をごらんください。 

  モデル世帯のほかのケースを詳しく分析したのが次の表であります。 

  この立て棒のグラフ２つ、上のほうが２０１１年、そして、下が２０１８年というこ

ということになっております。３本の立て棒がありますけれども、一番左が妻が正社員、

そして、真ん中が妻が専業主婦、そして、一番右が妻がパートの世帯というふうに並ん

でおります。それぞれの割合がグラフの横幅で示されておりますので、例えば、２０１

１年の妻が正社員の世帯は全体の約３６％である。そして、順次妻が専業主婦の世帯が

３６％、妻がパートの世帯が２８％、これが２０１１年の数字であります。そして、こ

の数字のほうもあわせて見てもらいますと、妻が正社員の世帯の場合は６９３万円、専

業主婦の場合は４０８万円、パートの場合は５２１万円という数字であります。 

これを上から下へ見ていただければ、次２０１８年との比較ができます。妻が正社員

の場合、２０１１年、６９３万円から６８１万円へと減っており、また、専業主婦の場

合でも４０８万円から４０１万円へ減っております。そして、妻がパートの場合で５２
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１万円から５１２万円と、全ての世帯で減っているということが示されております。 

  しかし、先ほど１枚目のほうで示しましたように、実は４０から４４歳の４人世帯以

外の世帯では、景気が回復をしているというふうになっていたにもかかわらず、この２

枚目のグラフでは全部減っているではないかと、これは３０から３４歳の４人世帯の場

合での、棒グラフとなっておりますけれども、その世帯でも減っているじゃないかと。

そしたら、１枚目のほうでも折れ線のほうで減っていなければおかしいけれども、なぜ

ふえたのかというところであります。それがこの世帯の割合というところであります。

一番左の妻が正社員である場合、この場合が２０１１年から２０１８年にかけて３６％

から４３％へとふえております。そしてまた、妻がパートの世帯、これが２０１１年、

上の図では２８％であったのが、下の２０１８年では３１％へとふえております。この

ことによって個別の数字は悪化をしておるんですけれども、全体、マクロで見た実質可

処分所得は増加をしている、こういうことが数字の一つの見方によって実態とは実際が

違う部分がある、こういったことが言えるのではないかと思います。これが景気は回復

していると、数字の上では回復しているけれども実感は持てないという現状、こういう

ことだと思います。そして、これはこの後に述べる子育て世帯の教育に係る費用を差し

引く手前の、世帯に入ってくる実質可処分所得の額であるということで、子育て世帯の

経済的厳しさ、こういったことを示しているのではないかと思います。 

  それでは、①の質問であります。 

  本市における年代別の課税所得分布、非課税世帯数、４０代４人世帯（子供２人）と

した場合の推計可処分所得をお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   税務収納課長、公文 薫さん。 

○税務収納課長（公文 薫君）   森田議員の御質問にお答えいたします。 

  本市における年代別の課税所得分布、非課税世帯数につきましては、令和元年度市町

村税課税状況等の調、７月１日現在における市税に関する調として県へ提出したものの、

作成時のデータをもとに抽出して作成したものをお手元にお配りしておりますので御参

照ください。 

  また、４０代４人世帯（子供２人）とした場合の推計可処分所得につきましては、先

ほど議員からも紹介をいただきましたが、インターネット等で検索しますと、民間の調

査などで試算しているものもありますが、香美市の世帯を想定した推計可処分所得の試

算はいたしておりません。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ６番、森田雄介君。 

○６番（森田雄介君）   資料を自席のほうへ配っていただいておりましたので、私も

質問の前に見せていただきました。こちらの資料を見ますと、課税標準のほかに総所得

金額が真ん中のほうに示されておりまして、さらにそれが１人当たりということで出し

ていただいていますので、こちらのほうが少しわかりやすいかなと思って参考にしたい
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ところです。 

  この総所得金額というのは、ここに示していたのは上の段に非課税者を含む全体と、

そして、下の段に課税者のみということで示されておりますが、特にその課税者のみの

ところで、給与所得者とは限らない、その事業も行われている全体のことだとは思いま

すけれども、課税者のみで出してくださっております。 

  この数字、給与所得の場合であれば給与所得控除を引くし、事業者の場合であれば事

業者の経費なんかを引くという形、一律に収入にリンクしているわけではないんですけ

れども、参考までに私の昨年度の所得で、給与所得控除を引いた額というのが３０６万

６,４００円ということでありました。その約３００万円と多分この１人当たりの総所

得金額、課税者のみのところの４０代の数字２８７万９,０００円、大体ここら辺にリ

ンクするんじゃなかろうかなというふうに思いました。ちょっとこの数字の見方でよろ

しいでしょうか。大体の推計です、かっちりというわけではないですけどもそういう見

方で、私の収入が４５０万円で、総所得を計算すれば３０６万６,０００円になるとい

うことで、大体のイメージをつかんでいただいたらと思います。 

  それでは、次の質問に移っていきたいと思います。 

  ②の質問であります。 

  日本政策金融公庫の平成２７年２月の教育費負担の実態調査、これによりますと、年

収４００万円未満の世帯では、教育費の負担割合が４割に達するとの調査があります。

これは本市の場合では小・中・高のそれぞれ家庭が負担しなければならない費用、これ

は実際はどうなっているのでしょうか。またあわせて、そのうち就学援助費で補助され

るものをお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  学校で実費徴収される教材費等の平成３０年度の平均額は、小学校が４,７６０円、

中学校が１万１,１３１円となっております。この金額につきましては６月議会でお答

えしたものと同様です。 

  あと、給食費は小学校が４,７２６円、中学校が５,１６８円です。 

  また、校外活動費につきましては、平成３０年度に上がっているものは、山田小学校

１年生の１４０円と５年生の宿泊訓練で２,４００円のみとなっています。 

  それで、就学援助の対象費目としましては学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学

用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費となっております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ６番、森田雄介君。 

○６番（森田雄介君）   ６月議会の大岸議員の質問のお答えということで、平均なん

ですけども、この支給費目の合計の金額、それで、これに就学援助費で出る給食費、修

学旅行費、新入学児童生徒学用品費、校外活動費、通学用品費、学用品費がありました
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けれども、これらの実際にかかるお金の全額が、就学援助費で出ておるという理解でよ

ろしいでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  支給額につきましては額は決まっておりますが、学用品費が小学校で年額１万１,５

２０円、それから、中学校で年額２万２,５１０円、通学用品費が、小学校２年生から

６年生ですけれども年額２,２５０円、中学校の２年生から３年生が年額２,２５０円、

校外活動費、宿泊を伴わないものが小学校で入館料等にかかった経費になりますけれど

も上限額は１,５８０円、中学校が上限額２,２９０円、修学旅行費は小中学校ともに全

額、新入学児童生徒学用品費が小学校で５万６００円、中学校で５万７,４００円、学

校給食費は小中学校とも全額となっております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ６番、森田雄介君。 

○６番（森田雄介君）   この中で上限を超えてしまってというような事例がありまし

たらお聞かせをください。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  先ほどお答えしました、学校で実費徴収している金額等におきましては学用品費も上

限は超過はしておりませんし、校外活動費についても、宿泊を伴うものは別として上限

は超えておりません。給食費と修学旅行は全額ということでありますので、基本的には

超えておるものはないと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ６番、森田雄介君。 

○６番（森田雄介君）   もう一点、資料の２につけております下の段、ここに実際に

香美市の中学校の保護者より提供を受けました４月分と６月分の費目を挙げております。

こちらの費目は先ほどの費目に全て入るということでよろしいでしょうか。生徒証とか、

そこら辺がちょっとどうなのかなと、あとＰＴＡ会費ですね、生徒会費とかもあります

けれども、そちらのほうは就学援助費の費目ではないのかなとも思いましたが、いかが

でしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  ちょっとこの数字は今初めて見せていただいておりますので、これが全て就学援助の

対象になっているのかどうか、ちょっとすぐにはお答えできません。申しわけございま

せん。 

○議長（比与森光俊君）   ６番、森田雄介君。 

○６番（森田雄介君）   また、後ほど確認をお願いしたいと思います。 
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  それでは、③の質問に移りたいと思います。 

  就学援助制度の窓口では、住民税非課税や減免などの対象世帯でなくても、世帯所得

が基準に該当するかの相談が受けられるのかをお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  就学援助の対象となるか否かにつきましては、所得だけではなく社会保険料等の状況

を確認しなければはっきりとした回答ができません。対象となるかどうか申請前に確認

したいとの問い合わせがあった場合は、所得課税証明書を提示いただき、計算してお答

えをしております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ６番、森田雄介君。 

○６番（森田雄介君）   相談は受けるということだと思いますので、よろしくお願い

をいたします。 

  次、④の質問に移ります。 

  就学援助の判定基準は、世帯の総所得が基準値の１.３倍以下となっております。給

与所得者の場合、給与所得控除や社会保険料控除が引かれた後の所得額でありますし、

自営業者の場合では、事業投資や災害損失によっても課税所得が低く抑えられることが

考えられると思います。本市の場合、最高どれくらいの年収で就学援助制度が使える事

例が見られたのかをひとつお聞きをいたします。 

  また、あわせまして、準要保護世帯は収入額が需要額の１.３倍以下と先ほども申し

ましたが、これを給与所得のみとした場合、目安として幾らになるのか、お聞きをいた

します。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  調査した限りでは、世帯所得が４００万円を超える世帯も対象となっているケースが

ございました。世帯収入の目安につきましては、世帯構成や社会保険料等の額もかかわ

ってくるため、はっきりとした数字を申し上げることは困難ですが、モデルケースとし

て両親と就学児２名の４人世帯として考えた場合、基準に基づく需要額は１カ月当たり

およそ１８万円程度となります。この金額の１.３倍以内が基準となりますので、単純

に乗じてみますと２３万４,０００円です。これに１２カ月を乗じて得た額が２８０万

８,０００円となります。この数字は社会保険料等を控除した額ですので、社会保険料

等の額をおよそ１００万円としますと、所得課税証明書に記載されている所得額の世帯

合計額は、３８０万円程度までとなるのではないかと思われます。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ６番、森田雄介君。 

○６番（森田雄介君）   かなり具体的な数字、所得で３８０万円程度ということまで
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お聞きできましたので、そうすると、冒頭で申しました私が総所得が３００万円という

ことで御紹介をさせてもらいましたけども、私もまず４人家族と仮定すれば、就学援助

の対象になるということで理解をいたしました。 

  私のほうでも書類をつけておりますが、参考資料の３です。 

  これは土佐市のホームページよりとらせていただきました。プロジェクターにはお手

元に配ったものがアップで出ておりますけれども（スクリーンを示しながら説明）、こ

れの中ほどの表のところには、対象となる所得の目安ということで平成３１年度で出し

てくださっています。先ほどの４人家族に一番近いのはこの下から２番目の父、母、子

２人で、家賃ありの場合で括弧が旧基準を適用した場合の額ということで３２２万円程

度という形で出ております。実際に３８０万円からしたら土佐市よりも幅が広いんじゃ

ないかなというぐらい、香美市の制度は使いやすい制度になっているんじゃなかろうか

ということも思った次第です。５人家族の場合でも土佐市の場合３６５万円と、大体こ

ういった基準が示されております。御相談される方もうちは入らんろうなと思って、相

談に来られない場合もあるのではなかろうかと。そういった場合には、こういった基準

がありましたら、あっ、ひょっとしたらうちも入るかもしれない、こういったことにな

ると思います。 

  それで、資料のもう一つ裏、資料の４ですね、この４には就学援助率ということで、

高知県内の各市町村の就学援助率、これは要保護と準要保護合わせた数が全体の世帯の

中のどれくらいの割合を示しているかというやつであります。香美市を探していただき

ましたら２０１７年小学校のところで１９.１％、２０１７年中学校、こちらのほうで

２１.６％ということになっております。これ一番上の高知市を見ていただきましたら、

２０１７年小学校で２９.２％、中学校では４０.８％ということで、高知市に比べたら

香美市は大分少ないんじゃないかなということであります。また、一番下が県の全体の

合計ということです。２０１７年の小学校では県全体では２４％、また、２０１７年中

学校のところでは２９.９％。こういった数字からすると、香美市の数字というのはち

ょっと少ない、もちろん一緒にならないいろんな要素はあると思うんですけども、平均

からしても少し少ない、補足率が低いんじゃないかなというふうにも思います。そうい

ったところから、こういった先ほど示していただいた基準額等も含めて、この就学援助

制度を御利用くださいの周知を広める何かいま以上に取り組みを求めますが、見解をお

聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  今、説明資料を見せていただいて、特別に香美市が低いということでもないようにも

思いますけれども、就学援助制度につきましては、小中学校の各家庭にチラシを配って

周知はしております。全戸配付で周知しておりますので、取り組みはできておると考え

ております。 
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  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ６番、森田雄介君。 

○６番（森田雄介君）   今の状況で、余り基準額も示し過ぎると各個別の状態によっ

てうちはもう無理と、私の場合はちょっと先ほど示した数字からいうと、ひょっとした

らうちも入るかもしれないと思う家庭のほうが多いんじゃないかと思いました。そうい

う意味ではちょっと目安も示したらどうかなと思いますので、そういったこともつけ加

えておきます。 

  それでは、⑤の質問に移ります。 

  修学旅行なんですけども、先ほどの説明でも修学旅行費は就学援助で全額出るという

お話でありました。ただ、この修学旅行費というのは、こちらのほうは特に資料を示し

ておりませんけれども、需用費の算定には入らないと聞いております。境界線にある世

帯が準要保護世帯にならなかった場合、この修学旅行費が就学援助費で出るか出ないか

で、負担が逆転するのではないかと考えるわけです。修学旅行のある年には、就学援助

が受けやすくなる工夫や配慮があればと考えますけれども、見解をお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  需要額算定基準の中に修学旅行費は入っておりません。特別な配慮というものも現在

のところございません。ギリギリのラインのところで負担の逆転ということは出てくる

とも思われますけれども、制度の趣旨から考えましても一定の所得の線引きは必要であ

ろうと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ６番、森田雄介君。 

○６番（森田雄介君）   生活が困窮している中で本当に修学旅行費が出せるか出せな

いかというところ、逆転云々の話もありましたけれども、基準が今のところ入れないと

いう基準でいっているので入れないということになったら、その逆転した状況というの

がそのままであるということにもなると思うんです。一つ懸念事項ではあると思います

ので、引き続き検討とか、他の市町村・国への調査とか、国への働きかけなんかは検討

事項だと思いますけれども、再度御見解をお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  修学旅行費が需要額算定基準になぜ入っていないかとか、そういったところのちょっ

と経緯を承知しておりませんのですぐにお答えはできませんけれども、ちょっと研究は

してみたいと思います。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ６番、森田雄介君。 

○６番（森田雄介君）   次に、⑥の質問に移ります。 
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  就学援助を受ける世帯は増加傾向と聞いております。必要な場合の補正対応はどうな

っていますでしょうか。また、予算に関係しますことから、就学援助費の交付税措置は

どういう計算になっているのか、お聞きをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  経済的に厳しい御家庭がふえているのではないかと推測されることと、ここ数年、各

学校の協力も得て、就学援助制度の案内を強化したことにより、周知が進んだこともふ

えた理由の一つではないかと考えております。 

  本年度は国の支給基準が引き上げられたこともあり、就学援助の支給額が増加するの

ではないかと予想しております。必要な額については１２月補正で予算要求をしたいと

考えております。 

  それと、交付税措置につきましてはちょっと詳しい数字等は持っておりませんけれど

も、就学援助費につきましては基準財政需要額のうち、小学校費及び中学校費の単位費

用の一部として普通交付税に算入されておるということでございます。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ６番、森田雄介君。 

○６番（森田雄介君）   交付税措置を計算するのに基準財政需要額に繰り入れられて

おると。私、この質問を立てるに教育費関係の基準財政需要額の計算方法をちょっと見

てみましたら、各市町村の児童数、学級数、学校数に一定の係数を掛けるということで、

一応就学援助も２００５年以降に交付税算定に、それまでの補助制度から交付税に算定

されるということになりまして、就学援助の係数も掛けられておるとは聞いたわけなん

ですけれども、それは実際に就学援助数に関係がなく、一定数が交付税算定されている

んだと聞いたわけですけれども、まず、この点の確認を、財政のほうでひょっとわかり

ますでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   企画財政課長、佐竹教人君。 

○企画財政課長（佐竹教人君）   担当課長のほうからも申し上げましたように、基準

財政需要額のうち小学校費、それから、中学校費の単位費用の一部として普通交付税に

算入をされておるところです。この算定は、おっしゃるように実際の準要保護世帯の数

ではなくて、あくまで児童数、それから、生徒数に基づいて算定されるということにな

っております。 

○議長（比与森光俊君）   ６番、森田雄介君。 

○６番（森田雄介君）   確認をさせていただきましたけれども、やはり実際の数では

なく、補助制度のときは実際の数に対して国は２分の１の補助を出すという制度であっ

たのが、交付税算定されることによって、もう援助数ではなくて単に児童数、それから、

学級数、学校数という係数だけになっておるんだというところであります。 

  この就学援助制度というのは、今国に明確な認定基準や納付内容が設けられておるわ
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けではなくて、自治体間で取り組みに差があると、こういった状況であります。補助か

ら交付税算定になった時点で、地方の状況は加味されない財政措置になっていることに

対して、必要な財源の確保を求める声を国に上げるべきではないかと一つは思うんです

けれども、その点については、見解をどちらかお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（比与森光俊君）   その辺は詳しく通告をお願いします。 

  企画財政課長、佐竹教人君。 

○企画財政課長（佐竹教人君）   お答えいたします。 

  準要保護の数に対して、旧来は恐らく補助金、交付金という形で国から補塡されてい

たものを一般財源化されたということで、どちらが有利かということについては、現在、

金額の算定もなかなかさまざまなケース、それから、今一本算定に向けて交付税が縮減

される中で計算方法がやや複雑になっておりますので、どちらが有利かという判断は現

在のところいたしかねます。したがいまして、今の段階で国に対して何らか、交付税措

置のケースへの是正であるとかいうことの要望は考えておりません。 

○議長（比与森光俊君）   ６番、森田雄介君。 

○６番（森田雄介君）   一応、平成２６年から去年までの実際の本市の就学援助費の

計算をしましたら、小学校、中学校合わせて平成２６年が１,５８８万５,０００円、平

成３０年度はもう３,１４８万８,０００円ということで、結構倍近いふえ方になってお

るということと、その一方で、基準財政需要額の教育費に合わせまして算定された数、

これはホームページで拾った数ですのであれなんですけど、平成２６年の教育費の交付

税算定額が５億２,７１９万５,０００円、平成３０年度で５億２,６７４万９,０００円

ということで、余り反映されていないわけです。教育費の交付税算定額はほとんど変化

していない、途中で逆に減っている年もあります。就学援助費はずっと上がっておるけ

れども、実際交付される交付税のほうはふえていないという状況でもあります。必要な

財源の確保を、まだこれが実際に補助制度の場合との比較ではどうなのかわからないと

いうお話でもありましたけども、実際、市の支出はふえているという状況であるという

ことです。それに対して、けど実際の交付税はふえていないということでありますので、

ぜひそこら辺も検討していただいて、申すべきときには申していただけたらと思います。 

  それでは、次の⑦の質問に移ります。 

  子供のやりたいを応援したいのはどの親も同じだと思いますけれども、親の経済力に

依存する部分が大きく、できるだけお金のかからない習い事などを選択させることもあ

ると思います。しかしながら、それは子供の可能性がお金で左右されることをあらわし

ております。このような現状に対して我々が無力でよいのか。ここで今治ＦＣの取り組

みを紹介をいたします。 

  今治ＦＣの代表は元日本代表の岡田監督なんですけれども、その岡田監督が言ってお

ります。僕のスクールにも母子家庭の方がいまして、遠征の旅費とかみんなで自分で出

さないといけないんだけれども、遠征の前日にコーチが１人欠席ですと言ってきたこと
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があったと。どうしたと聞いたら、お金が払えなくて、でも、子供に言えなくて行くと

言ってしまった。直前に申しわけありませんというようなことがあったと。それで、ち

ょっと待ってということで、うちの企業理念は物の豊かさより心の豊かさを大切にする

社会づくりに貢献すると、そういう企業理念を掲げている会社がお金がなくて遠征に行

けないという子を出していいのかということで、そのときも誰かがカンパを出したし、

その後に給付型の奨学金をつくって、そしてまた、母子家庭の子はスクール受講料を無

料としたと、こういった取り組みをされております。 

  また、この今治ＦＣはさらに地元の方たちに力になるということで孫の手活動と、こ

ういったちょっとしたお手伝い、例えば庭の木を切るとか、家具を動かしたりとか、そ

ういった取り組みのために子供たちが困っている方のところへ出かけていく、そういっ

た制度なんかもあるし、また、子供食堂の取り組みなんかもされているということであ

ります。 

  こういったスポーツ少年団などの団体が奨学金制度をつくったり、子供食堂や孫の手

活動を初めとする取り組みを進めるならば、行政の立場からも何らしかの支援もするべ

きではないのかなと感じたところであります。もちろん現場の体制があってのことです

が、こういった活動資金を獲得するのに行う物販などを援助する施策は考えられないの

か、お聞きをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   生涯学習振興課長、黍原美貴子さん。 

○生涯学習振興課長（黍原美貴子君）   通常、香美市の体育施設においては、物品の

販売は禁止となっておりますが、スポーツ少年団が活動資金獲得のために大会などで飲

み物等を販売する場合は、香美市体育施設条例施行規則第１０条のただし書きにより販

売を許可しております。また、スポーツ少年団の１８団体に合計１３０万円の補助金を

交付しており、スポーツ少年団が各種大会やイベントを行う際には後援をさせてもらっ

ています。 

○議長（比与森光俊君）   ６番、森田雄介君。 

○６番（森田雄介君）   現状でも十分しているという御見解で、私もこれは今治ＦＣ

の取り組みはすばらしかったということが一番ですので、こういったことも参考にして

いただいて、さらに充実できるものがありましたら、今後もまた御検討をよろしくお願

いをいたします。 

  ⑧の質問であります。 

  塾などに通う子供も多いんですけれども、ここでも経済力がないと行けない状況があ

ると思います。進学の目的に限らず、わからないところを補ってもらえる事業を国が推

進をしております。 

幾つか制度があります。子供の学習費支援等に対する、これは生活困窮者事業におけ

る高知市のチャレンジ塾、こういったことも示されております。そして、これは学校、

家庭、地域の連携協力推進事業、こちら文部科学省のほうですけれども、こちらは地域
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未来塾という形で取り組まれております。あと、もう一点、若者サポートステーション、

サポステと略されることもありますけれども、こちらのほうも進路についての相談の中

に個別、通学に向けての支援があるというふうに聞いております。 

  こういった子供たちを健やかに育む中で、何かを変えるきっかけはちょっとしたこと

であろうかと思います。ほんの少しの力を分けてもらう、押し出してもらう、そういう

支援があることが大事だと思います。先ほど示した３つの制度がありましたけれども、

中でも地域未来塾というのは原則無料の学習支援制度で、国・県・市が３分の１ずつの

負担であります。本人は無料であります。ほかにもきっかけになりそうな制度、あわせ

まして本市の取り組みができないものか、お聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   教育次長、岡本博章君。 

○教育次長（岡本博章君）   森田議員の御質問にお答えします。 

  塾などに通う通塾率は、全国的に見ても家庭の教育力の低下や学校だけでの学習に対

する不安等を背景に、学年が上がるにつれて高くなる傾向にあります。平成２９年４月

に実施された全国学力・学習状況調査の児童質問紙において、小学６年生の通塾率が４

６.３％、中学３年生の通塾率が６１.２％との結果が報告されています。 

  文部科学省が行っている地域未来塾は、経済的理由や家庭の事情により、家庭での学

習が困難であり、学習習慣が十分に身についていない児童・生徒への学習支援を大学生

や教員ＯＢ、ＮＰＯ、地域住民などの協力により、原則無料で学習支援を行うものであ

ります。 

  就学援助率の高い本市においても、子育て世帯の経済的負担を減らす意味でも有効な

制度と考えますが、開校に向けては支援者や教室の確保、学校との調整など解決しなく

てはいけない多くの問題があり、今後実施の有無も含め、情報収集が必要であると考え

ております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ６番、森田雄介君。 

○６番（森田雄介君）   またぜひ情報収集していただいて、取り組みができるようで

したら、また積極的な取り組みをお願いをしたいと思います。 

  続きまして、２点目の質問に移ります。 

  会計年度任用職員への制度移行についてお聞きをいたします。 

  来年度から実施されます会計年度任用職員制度ですが、国の予算措置が見えないこと

もあり、当初のスケジュールからは準備が大幅におくれているように見受けられます。

いま一度、本市が置かれている現状を確認させてもらいたいと思います。 

  ①であります。 

  各課単位での臨時職員、非常勤職員の任用数をお聞きをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長、川田 学君。 

○総務課長（川田 学君）   お手元にお配りした資料のとおりです。 



－62－ 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ６番、森田雄介君。 

○６番（森田雄介君）   こちらのほうを見ましたら、特に注目したいのは特別職非常

勤のところであります。全部で１８名ということになっておりますので、この点につい

て②でお伺いをいたします。 

  現在の臨時・非常勤職員の皆さんに継続任用の意思など意向調査ができているのかを、

まず１点お聞きをいたします。 

  そしてまた、具体的に先ほど示されました特別職非常勤職員１８名、私は具体的に吉

井勇記念館や美術館を挙げましたけれども、こちらのほうも特別職非常勤ということで

ありますけれども、こういった特別職非常勤で任用してきた館長等は任期付職員なのか、

会計年度任用職員のフルタイムなのか、今後の任用の方向性といったことも出てくると

思います。これは現在の職務状況により判断されるということで、結構市町村のほうに

任されている部分でもあるようです。制度移行に向けてこういった任用をしていかなけ

ればならない中で、全体の意向調査、特に特別職非常勤職員の皆さんの意向調査、また、

現状の職務状況等の分析などができているのか、準備状況をお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長、川田 学君。 

○総務課長（川田 学君）   お答えします。 

  総務課として意向調査を実施する予定はありませんが、給与や勤務体系等の整備が整

いましたら各課に説明し、各課担当者を経由して現在雇用している方に資料の配付を行

う予定です。その時点で意向は確認できるものと考えております。 

  また、各館長の方等につきましては、職責により顧問や参与として特別職に残る場合

と、一般職である会計年度任用職員へ移行する場合とが考えられ、会計年度任用職員に

移行した場合は、非常勤、会計年度任用職員制度ではパートタイムという区分となる予

定です。今のところ検討中というような状況です。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ６番、森田雄介君。 

○６番（森田雄介君）   ちょっとまだ資料にはおつけをしなかったんですけれども、

会計年度任用職員の今の現状がパートタイムに近ければそれでもいいんですけれども、

実際にフルタイムに近ければ当然フルタイムの任用と。そしてまた、同じパートタイム

でも短時間の任期付短時間職員というのがあります。これが任期付職員ということでの

扱い、こういったやはり今の現状に応じて種々考えられると思いますし、顧問、参与で

残るという可能性もあるということでの見解をお聞きをいたしましたが、それも含めて

今後ということでよろしいでしょうか、再度確認です。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長、川田 学君。 

○総務課長（川田 学君）   お答えします。 

  顧問、参与として残るかどうかというよりも、それを一定示されている国の考え方を
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お答えしましたので、まだそこまで検討はできておりません。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ６番、森田雄介君。 

○６番（森田雄介君）   大変おくれておるんじゃなかろうかと危惧をしております。

また、１２月議会までに方針がまとまりましたら、それぞれの職員さんにはまたじかに

お話をするということでしょうか。ぜひともそのようにお願いをいたします。 

  それでは、３点目の質問であります。機構改革についてお聞きをいたします。 

  まず、①です。 

  昨年９月の改選前に行財政改革推進特別委員会では、機構改革の聞き取り等を行って

きており報告を受けております。その間には、税務課と収納課の統合や商工観光課の新

設などがありました。そして、まちづくり推進課が定住推進課となり、環境班が上下水

道課の班へ移動となりました。最近では環境班の充実を求める声などを聞きます。今回

の質問の中でもそういう声もあったと思いますし、高齢者支援課とかいった話もありま

した。近々の改革の構想があればお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   企画財政課長、佐竹教人君。 

○企画財政課長（佐竹教人君）   お答えいたします。 

  現時点で機構改革の構想はありませんが、引き続き時勢や組織課題に対応するため、

検討を続けていきたいと考えております。 

○議長（比与森光俊君）   ６番、森田雄介君。 

○６番（森田雄介君）   ぜひとも、もう本当に行政課題として、特に環境の話で言い

ますと、ソーラーパネルとかプラスチックごみとか本当にまだ大変大きな課題も抱えて

いるんじゃないかなと思っておりますし、そのほかのところでも必要であれば、また機

構改革の検討が要るんじゃなかろうかと思いました。 

  ②の質問であります。 

  国が会計年度任用職員の予算措置をまだ示していないこともありまして、人事構想が

見通せないところではないかと思います。行政ニーズの高まりからすれば職員数の確保

が必要ですが、来年以降の構想、新規採用の見通しをお聞きをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長、川田 学君。 

○総務課長（川田 学君）   お答えします。 

  会計年度任用職員制度に伴います地方自治体の歳出増額分を、国が全て予算措置する

ことは難しいのではないかという認識であり、この制度改正に伴う本市の一定の歳出増

額は避けられないと考えております。 

  このような状況での今後の職員数につきましては、正職員は香美市職員定員適正化計

画に基づき、適切な職員数の管理及び確保を行っていくことを考えておりますので、退

職者数と同数を新規採用職員と再任用常勤職員で賄っていく予定です。 

  また、会計年度任用職員につきましては、事務事業の見直しなど、より一層の行政改
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革に取り組み、任用する人数等の精査も必要となると考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ６番、森田雄介君。 

○６番（森田雄介君）   この会計年度任用職員制度は特に全体の問題として新たに国

が改革を行った措置でありますし、それによる増額分を国が本来は予算措置をするべき

だということ、市も努力をしなければならない状況、これは最終的にしなければならな

いとなればやるしかないのでしょうけれども、そうならないように国に求める。そうい

ったことをなお一層やって、やはり行政ニーズ、本当にさっきの環境班の問題なんかも、

まだ今の状況ではなかなか体制がとれないというような状況で、職員の数は必要なんだ

といったことをしっかりと検討課題に上げてもらって、対応を求めたいと思います。 

  以上のことを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（比与森光俊君）   森田雄介君の質問が終わりました。 

  次に、１番、萩野義和君。 

○１番（萩野義和君）   １番、萩野義和です。議長の許可をいただきましたので、通

告に従いまして一問一答方式で質問させていただきます。 

  まず１番、建設工事（道路工事）の進捗と観光対策について問います。 

  （１）押谷線の工事に関して問います。 

  現在途中までしか完成していませんが、第３次計画によると、令和元年から令和３年

まで計画的に進捗を図る内容となっています。道路予定地の地主の了解も得られている

と、そういうこともありまして地元の方も非常に気にしておりますので、まず①、この

計画に基づく工事はいつ着工する予定でございましょうか。 

○議長（比与森光俊君）   建設課参事、奥村周也君。 

○建設課参事（奥村周也君）   お答えいたします。 

  現在、事業費が２,０８４万８,０００円で既に交付決定いただいておりまして、今現

在、全体計画を作成しておるところでございます。これを１０月に林野庁のほうに提出

しまして、事業の承認後、速やかに事業に着手する予定にしております。先ほど申しま

した事業費から委託費等を差し引いて、工事費を７００万円程度見込んで、年末までに

はできれば着手したいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １番、萩野義和君。 

○１番（萩野義和君）   ②の質問に移ります。 

  ３年計画ということになってますけれども、それで終わり切らないと思いますが、最

終的には令和何年に完成する予定でございましょうか。 

○議長（比与森光俊君）   建設課参事、奥村周也君。 

○建設課参事（奥村周也君）   完成予定については、本年度より５年以内の開通を目

標として集中的に行う予定としております。香美市も国道１９５号の迂回路として重要
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な路線として位置づけておりますので、県に対しても優先的に予算確保を要望しており

ます。 

  しかしながら、開設延長が約１,３００メートルございまして、開設区間は急峻な地

形でもありますので、必ずしも工事が予定どおり５年以内で完成するものではありませ

ん。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １番、萩野義和君。 

○１番（萩野義和君）   ③の質問をさせていただきます。 

  岡ノ内の国道１９５号線ですけど、どの部分へ接続するのでございましょうか。ちょ

っと口頭では説明しにくいかもわかりませんが、よろしくお願いいたします。 

○議長（比与森光俊君）   建設課参事、奥村周也君。 

○建設課参事（奥村周也君）   接続は岡ノ内の西谷地区という地区になりまして、市

道西谷線に接続するようになっております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １番、萩野義和君。 

○１番（萩野義和君）   道路崩壊もいろいろあり、また新設の道路の建設ですのでな

かなか思うようにいかないところもあろうかと思いますが、地元の方は非常に気にして

おられますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

  それでは、次の質問に移ります。 

  岡ノ内別府線に関して問います。 

  現在、途中でがけ崩れのため通行どめとなっています。この復旧工事はいつ完了する

のかということでございますが、１カ月ぐらい前に私、現場を見たんですが、そのとき

は道路の中央部にユンボを置いて、この前の日曜日、現地のほうへ行きましたところ、

地元の方の話ですと、今バーを置いているだけで、そのバーさえどければ通行可能の状

況にはなっていると。ただ、本体の工事について完全に完成しているかどうかは、その

方は判断できないということでございましたが、最終的にいつ完成予定でございましょ

うか。 

○議長（比与森光俊君）   建設課参事、奥村周也君。 

○建設課参事（奥村周也君）   議員がおっしゃったとおり、現在、崩土の撤去が完了

しておりまして、次にのり面工事のほうに着手する予定です。ラス張りといって金網を

張った状態であれば、通行を一部制限しながら施工も可能でありますので、１０月初旬

ぐらいには何とか通しながらできる予定になっております。完成については、１１月下

旬を予定しております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １番、萩野義和君。 

○１番（萩野義和君）   次の質問に移ります。 
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  この押谷線と岡ノ内別府線が通行可能になりますと、岡ノ内のヘリコプター基地（後

に「ヘリコプター離着陸場」と訂正あり）を中心として、国道１９５号と２本の道路網

が完成するとヘリコプターの基地（後に「ヘリコプター離着陸場」と訂正あり）を非常

に有効に使えると。そして、道路が２本ということで、震災等への対応もできると思い

ます。それで、もう少し詳しく申しますと、押谷と市宇間というのは国道で約１３キロ

メートルございます。それで、大栃から四ツ足トンネルまでは約２３キロですから、半

分以上はこの線が完成すれば２本道路が完成すると。奥に別府とか大栃のヘリコプター

基地（後に「ヘリコプター離着陸場」と訂正あり）もありますけど、岡ノ内を中心にし

て約半分以上が２本の道路網で整備されると、非常にいい状況だと思いますので何とか、

先ほども言いましたように、既存の道路の崩壊等もありますので、新築道路、それを進

めていくのは大変かもわかりませんが、なるべく急いで、先ほど工期を聞きましたんで

すけど、ひとつ少しずつでもよろしいですが、急いでいただきたいと思いますが、いか

がでございますでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   建設課参事、奥村周也君。 

○建設課参事（奥村周也君）   両路線とも完成見込みは先ほど申したとおりでござい

ますが、短縮できるのであれば林道押谷線のほうに事業費を集中的に投資するというこ

とにはなりますが、何分、年間消費できる事業費、また事業量、開設できる延長にも限

りがありますので、先ほど申しました５年以内の完成目標を短縮することはなかなか厳

しいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １番、萩野義和君。 

○１番（萩野義和君）   次の質問に移ります。 

  （４）大栃林道（別府から西熊別府線に至る部分）が通行可能となるのはいつでござ

いましょうか。 

○議長（比与森光俊君）   建設課参事、奥村周也君。 

○建設課参事（奥村周也君）   これもたびたび議会で問われているところですが、災

害復旧工事の完成については、本年２月４日に上部工を発注いたしまして、本年１０月

末に完成の予定を見込んでおりましたが、橋梁資材の調達が非常に困難な状況であった

ため２カ月程度工期がおくれるような状態になっておりまして、現在では１２月末の完

成を見込んでおります。工事の進捗に関しましては、現在橋梁の桁の部分をかけて完了

いたしまして、床版部分に今現在取りかかってるところです。床版部分にかかってもコ

ンクリート等を打設してからもまだ１カ月余りの養生期間が必要ですので、どうしても

１２月末の工期になってしまうことになります。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １番、萩野義和君。 

○１番（萩野義和君）   １２月末と、私、１２月完成というのはお聞きしておりまし
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たけども、当時説明の中に橋だけではないと、途中何カ所かがけ崩れがあるんでという

ことでございまして、何とか１２月末まででひとつお願いしたいんですが。現状もみじ

茶屋から１キロぐらいのところで通行どめになっていたんです従来、ところが現在はそ

れよりも二、三キロ奥まで行けると思うんですが、それは通行可能という判断をしてよ

ろしいのでしょうか。もしそれが可能だったら、ことしの秋の別府峡の観光、もみじ茶

屋から３キロぐらい奥まで歩いて行けるということでしたら、非常にいいことではない

かと思いますが、いかがでございましょう。 

○議長（比与森光俊君）   建設課参事、奥村周也君。 

○建設課参事（奥村周也君）   現在はそのもみじ茶屋から約１キロぐらいのところで

通行どめにしていますが、業者のほうが通行どめのバリケードをせずに中に入っている

ような状況かと思われます。結局１キロから上流に対してもう落石が頻繁に起こるよう

な状態ですので、香美市としては安全が確保できるまでは通行どめの状態にしておくつ

もりです。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １番、萩野義和君。 

○１番（萩野義和君）   先ほどのような道路の状況でございますが、この道路はかな

り待ち望まれていた、観光上あるいは林業関係者等もあったんですが、特に観光面で、

長期にわたって使用できていませんので何らかの特別な観光対策が要ると思いますが、

どのようなアピールをする予定でございましょうか。 

○議長（比与森光俊君）   （５）の質問ですね、（４）？。 

○１番（萩野義和君）   （５）です。 

○議長（比与森光俊君）   商工観光課長、竹崎澄人君。 

○商工観光課長（竹崎澄人君）   お答えいたします。 

  林道大栃線は別府峡と西熊渓谷をアクセスする林道であり、三嶺・石立山系への登山

者のほか、紅葉シーズンには多くのお客様が利用しています。当林道は災害により長期

にわたり通行どめになっていることから、完成後は広報香美やホームページ、フェイス

ブックなども活用した観光ＰＲをしたいと考えています。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １番、萩野義和君。 

○１番（萩野義和君）   ぜひ観光アピールのほうはよろしくお願いいたします。 

  それでは、次の（６）に移ります。 

  香美市は北の別府峡・西熊渓谷と、少し閉塞ではありますが南の龍河洞が８の字型の

観光ルートで結ばれております。現在でも山崎公園、あそこにトイレがあるわけですけ

ど、あのトイレの使用状況を見ますと、非常に徳島ナンバーの車が多いんです。地元の

方は逆にあそこでトイレ休憩する必要はないのかもわかりませんが、非常に徳島ナンバ

ーの車が多い。それから、８日に別府のキャンプ場とか、それからもみじ茶屋あたりを
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見てきたんですが、基本的に地元の車もいないと。それから橋のところ､もみじ茶屋の

少し手前が今通行制限になっていますね、日曜日だけはフリーになっていますけども、

１時間に１０本だけしか通行できないと。山の落石のネットを張っている状況なんです

が、観光と思われる車が１台おりました。それから、オートバイが３台いたんですが、

その３台は香川ナンバーの車でございました。 

私が申し上げたいのは、要は別府から山崎公園あたりまで、徳島の車、今回たまたま

香川の車だったんですが、そういう車もおりますので、徳島に対しての観光対策、徳島

まで来た観光客には一足伸ばしていただいて龍河洞まで少なくとも来ていただく。また、

徳島県内の人にも同じように龍河洞まで来ていただいて、ちょうどこれが８の字型にな

っていますから、ちょっと変形ではありますけれども、そこら辺にひとつ徳島県内で香

美市の観光アピールをとる必要があろうかと思いますが、今まではどのような観光アピ

ールをされておりましたか、質問いたします。 

○議長（比与森光俊君）   商工観光課長、竹崎澄人君。 

○商工観光課長（竹崎澄人君）   お答えいたします。 

  現状では徳島県に特化した具体的な観光ＰＲというのはできていません。一方で徳島

県と高知県を結ぶ国道１９５号では、道路改良や大栃橋の早期完成など担当課が要望活

動を行っており、観光客への道路環境はよくなっていくものと考えております。もとも

と徳島県側からの買い物客の方もありますし、経済的側面でも香美市とつがなりがあり

ますので、観光面においても検討を加えていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １番、萩野義和君。 

○１番（萩野義和君）   今ちょっと数字を申し上げませんでしたけれども、高知県、

徳島県へ県外からの観光客がどれだけあるかという数字なんですけども、いろんな数字

がございます。５割増しと私は書いてありますけれども、あるデータによりますと、高

知県は８０万人、徳島県は１８０万人と倍以上徳島には徳島県外の方が来られているよ

うですので、それで、幸い香美市は徳島県と接していますので、今後特に徳島対策には

ひとつお願いいたします。 

  それでは、次の質問に移ります。２、図書館跡地の利用に関して。 

  新図書館が令和４年１月完成とのこと、その跡地をどのように利用する予定でござい

ましょうか。 

○議長（比与森光俊君）   萩野議員、②の特に行っていないなら、今後行うことはで

きないか、これはいいですか。 

○１番（萩野義和君）   これは今の商工観光課長のおっしゃられた橋の完成とか、そ

ういうことを見込んで考えるということでございましたので、②の答えをいただいたと

いうふうに私は解釈いたしました。 

  ということで、次の２、図書館跡地の利用に関してを問います。 
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  図書館建設が令和４年１月完成して引っ越しされると、その跡地をどのように利用さ

れるか、お考えでございましょうか。 

○議長（比与森光俊君）   生涯学習振興課長、黍原美貴子さん。 

○生涯学習振興課長（黍原美貴子君）   新図書館への引っ越しが終わり次第、現図書

館の土地と建物については、行政財産から普通財産への変更の手続を開始する予定です。

図書館の跡地利用については、庁内で検討を行います。 

○議長（比与森光俊君）   １番、萩野義和君。 

○１番（萩野義和君）   図書館の跡地というのは、一言で言えば土佐山田で一等地で

ございます。山田で一等地ということは香美市全体で一等地でございますので、本来な

ら、私の考えでは図書館がよそへ引っ越しするということが決まった時点で、この跡地

をどういうふうに利用するかということは考えていただきたかった。それで、今後考え

ますということでございますけれども、その場合、先ほども言いましたように一等地で

ございますから、山田の市街地、今かなり空き家も多いし、シャッター通り的なところ

もございます。ただ、図書館の場所は郵便局があったり四国銀行があったりで、かなり

人も多い場所でございますから、うまく山田の商店街が活性化できるように使っていた

だきたい。そして私の考えでは、山田の商店街が活性するということは、香美市全体に

とって非常にいい大切なことだろうと思っていますので、その辺を配慮してお考えいた

だきたいんですが、いかがでございましょうか。 

○議長（比与森光俊君）   商工観光課長、竹崎澄人君。 

○商工観光課長（竹崎澄人君）   商工観光課の立場でお答えをいたします。 

  御質問では商店街活性化というようなこともお聞きをしておるところでございますが、

場所的に先ほどおっしゃいましたとおり、一等地ということで商店街の沿線にあるとい

うことでございますが、商工観光課では商店街の活性化というところでいきますと、チ

ャレンジショップや商店街の空き店舗利活用、そういったことなんかもやっておる最中

ではございます。 

  御質問の商店街活性化につながる図書館跡地利用につきましては、現在のところ私ど

もでもまだ検討までは及んでおりませんが、先ほどの生涯学習振興課長の答弁にもあり

ましたとおり、庁内での検討がまず必要と考えております。 

○議長（比与森光俊君）   １番、萩野義和君。 

○１番（萩野義和君）   先ほど申しましたように一生懸命考えていただいて、一方で

マスタープランも進んでおられるようで、マスタープランのほうもなかなか大変なよう

ですが近々完成するようでございますので、そういうことを踏まえて山田の商店街、こ

れを活性化させるようにひとつ活用していただくということをお願いいたしまして、私

の質問を終わります。 

○議長（比与森光俊君）   萩野義和君の質問が終わりました。 

  １４時５０分まで休憩します。 
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（午後 ２時３５分 休憩） 

（午後 ２時５２分 再開） 

○議長（比与森光俊君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  初めに、健康介護支援課長、宗石こずゑさんより答弁をお願いします。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   午前中の濱田百合子議員の１番目の質問であ

りました、高知県地域医療構想の②の質問の中で、表の説明の中でのことですけれども、

同仁病院の療養病床の内訳でございますが、表の右側のほうには介護療養病床が１２、

それから、医療療養病床が２６となっておりますが、現在は介護療養病床はなく、医療

療養病床が３８となっておりますので御報告いたします。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   次に、先ほど一般質問されました萩野義和君から発言を求

められておりますので、これを許可します。 

  １番、萩野義和君。 

○１番（萩野義和君）   私の先ほどの質問の中で、「ヘリコプター基地」と発言した

部分を「ヘリコプター離着陸場」と訂正させていただきます。 

○議長（比与森光俊君）   ただいま、１番、萩野義和君から「ヘリコプター基地」の

部分を「ヘリコプター離着陸場」に訂正したいとの申し出がございました。これを許可

することに御異議ございませんでしょうか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   異議なしと認めます。よって、萩野義和君からの発言訂正

の申し出を許可することに決定しました。 

  一般質問を続けます。 

  １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   １６番、依光美代子、一問一答方式で質問をさせていた

だきます。通告に従って、４項目について質問を行います。 

  最初に、移住対策についてお尋ねをいたします。 

  私たち総務常任委員会では、７月２１日に三重県伊賀市へ移住・定住のための伊賀流

空き家バンク事業について行政視察を行いました。 

伊賀市も本市と同じく人口減少に伴い空き家がふえています。空き家がふえ続けるこ

とは仕方がないと捉えず、空き家を地域資源として、空き家の有効活用の一つとして移

住促進を図っています。その取り組み体制は本市のように委託ではなく直営で、担当課

には専門職の建築士（１級、２級）、司法書士など含め５人体制と本市とは大きく違っ

ておりました。 

  この事業の実施前には、現状を把握すべきと、空き家の状況調査と空き家所有者の活

用意向調査、資料の１にございます。こういったように、空き家の皆さんの活用意向の
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調査をしております。その中に、下段にもあるように、１番には行政主導で進めるべき

か、２番には民間主導で進めるべきか、３番には行政と民間がその長所を生かし協力し

ながら進めるべきという約６０％近い意見があったということで、伊賀市は行政と民間

が協力して進めるというように、この調査のもとに事業を計画をしております。 

  また、それから空き家所有者の活用意向調査、移住を希望する人の状況調査などの市

場調査を行い分析し、計画を作成しております。その計画には、移住者をふやすことで

の経済効果やそのことによる行政収支まで算出しており、その指標を翌年の予算に生か

しています。この部分は本市が大いに学ぶべきところではないかということを思いまし

た。その伊賀市の状況は、住宅総戸数は３万２,９８０戸であり、そのうち空き家数は

７.６％の２,４９５戸でした。 

  本市の状況について少しお話をさせていただきます。 

  香美市での移住定住の取り組みについては、平成２６年度より人口減少に歯どめをか

けるため第１期アクションプランを策定し、その３年間は転入者数が転出者数を上回る

こと、市外から移住者受け入れを年間２０組以上とすることを目標として、官民協働に

よる受け入れ体制の整備を行いました。ことしは第２期アクションプランの最終年度で

す。今年度は第３期アクションプランの策定に向け見直し、検討が進められていると思

います。 

  そこで、お尋ねいたします。 

  本市の空き家の実態について、現状と近年は空き家が増加傾向にあるということを聞

いておりますが、近年の動向もあわせてお尋ねをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   依光美代子議員の移住対策についてお答えいたしま

す。 

  平成３１年３月末現在で、香美市全域で１,５１７件の空き家があり、内訳といたし

まして、土佐山田町７０９件、香北町３９８件、物部町４１０件となっております。高

齢化や過疎化の影響によりまして、空き家の数は増加傾向にあります。 

  近年の増加傾向といたしまして、平成２９年３月末で１,４６２件、平成３０年３月

末で１,５０３件、平成３１年３月末で、先ほど申しました１,５１７件となっておりま

す。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   その空き家調査をしたときに、その空き家が利活用可能

な空き家、少し改善することで活用が可能な空き家、老朽危険な空き家などの分析はで

きていますか。それともその分析は、それとも空き家バンクに登録するときに行ってお

りますか、お尋ねします。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 
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○定住推進課長（中山繁美君）   空き家バンクのほうにつきましては、担当職員、そ

してまた地域づくり支援員の空き家調査員がおりますので、そこで区分別にＡ、Ｂ、Ｃ、

Ｄという形で空き家の住居レベルを順番に区切っております。Ａランクであれば即入

居・生活可能、そして、Ｂランクであれば家屋、水道、トイレなど簡易改修や家財道具

撤去で入居・生活が可能、そして、Ｃであれば大幅なリフォーム改修を要する。そして、

Ｄランクであれば全て建て直し改修が必要であり、現状ではない廃家レベルということ

で、２名の職員と調査員のほうで順次調査をしております。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   次の質問に移ります。 

  空き家の利活用についてお尋ねをいたします。 

  香美市では、人口減少に歯どめをかけるため、平成２６年度より３年間の第１期アク

ションプランを策定し、官民協働による受け入れ体制の整備を行いました。平成２９年

度からの３年間は第２期アクションプランとして空き家調査を進め、空き家バンク登録

件数の拡大、前年比１２０％の目標を掲げ、移住者をふやそうと取り組んできたことは

理解をしております。 

行政視察に行った伊賀市では、空き家自体を地域の資源として捉え、まちづくりに生

かしています。香美市も空き家を地域資源として利活用する考えはありますか、お尋ね

をいたします。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  自然豊かな田舎の一軒家でゆっくりと暮らしたいといったニーズは年々高まりを見せ

ており、ＩターンやＵターンによる移住者も増加傾向にあります。空き家は、適切に管

理されずそのまま放置してしまうと、防災や防犯、また景観の面からもさまざまな悪影

響を地域に与えてしまうものですが、その空き家と移住を希望する方を引き合わせるこ

とによって、そしてまたそれを活用してもらうことで、地域に大きな活力を与える大切

な資源になり得ると考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   本当にそうですよね、それを生かすことで地域の資源と

して、また、その地域にも活力が出てくると思います。今回、伊賀市へ行政視察に行っ

て非常に勉強になりました。伊賀市には香美市にない施策がたくさんありました。課長

も視察へ行かれ、本市との取り組みの違いを受けとめていると思います。少し伊賀市の

取り組みについて説明をさせていただきます。 

  伊賀市には、順番にア、イ、ウ、エ、オで説明します。ア、空き家所有者の活用意向

調査ということで、空き家の所有者の意向を調査をするというのが一つ。それからイ、

空き家の寄附制度、もう自分のところで管理をようしないから寄附をしたいということ
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で、その寄附を受けるに当たっての利用制度があると。もう一つ、ウについてはＤＩＹ

型賃貸契約特約ということで、資料２をごらんください。その上側の部分です。 

  この特約があることで貸し主のほうのメリット、貸し主さんは改修などをせずにその

ままの現状で貸すことが可能となります。それを借り主さんが自費でＤＩＹなどを行う

ことから長期間住んでくれる可能性があります。撤去時には貸し出したときよりも設備

などの価値が上がっている可能性があります。そして、借り主さんのメリットとして、

持ち家のように自分の好みにできる、日曜大工などというか、そういう自費でリフォー

ムしたりとか、そういうことをするので賃貸料を安く貸していただけると。普通でした

ら、借家にいろんな手を加えると退去時には原状復帰ということになりますが、この契

約をすることで退去時には原状回復の費用をとられないという、双方にとってメリット

がある取り組みをやっております。そしてエには、古民家等再生活用指針というのを立

てて、地域の古民家を再生し、それをまちづくりの一つとし、民泊やいろんな利用をす

るというような取り組みをしております。それからオには、資料２の下の部分をごらん

になってください。専門家との包括連携協定ということで、伊賀市のみならず、三重県

のいろんな関係団体と協定を結んでいます。県の建築士事務所協会、宅地建物取引業協

会、司法書士会、不動産協会、土地家屋調査士会、建設業協会、県の不動産鑑定士会。

また、その下段にもありますが、融資において特別融資というか、そういうことをやっ

てもらえるように住宅金融支援機構との提携、そしてまた、住宅診断とか耐震に当たっ

ても三重県の建築士事務所協会との協力も得ていると。また、下段には旅行会社との提

携であったり、民間の会社とも提携してまちづくりを進め、その会社に業務を委託し、

そして、ホテルというか民泊業をやったりとか、そういうように民間との協定を結んで

おります。 

そういう取り組みが香美市と違った取り組みかなということで見せてもらったんです

が、ことしは第２期のアクションプランの見直しの時期だと思います。このような取り

組みの中から本市へ取り入れることで、移住定住の取り組みがさらに充実するのではな

いかと考えますが、見解をお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  まず、依光議員のおっしゃいます、このア、イ、ウ、エ、オの順でちょっと回答させ

ていただきます。 

  まず、アの空き家所有者の活用意向調査につきまして、香美市では空き家調査の結果、

空き家バンクとして活用できると思われる新しい空き家があった場合、空き家活用に関

する調査表をそれぞれポストに投函して御協力をお願いしております。また、行政連絡

会におきましても、各自治会長の皆様に空き家バンク制度について御説明をし、登録や

情報提供のお願いを現在もさせていただいております。 

  次のイ、空き家の寄附制度につきましてですが、空き家の寄附に関する制度化につい
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ては、現在のところちょっと考えておりません。 

  ウのＤＩＹ型賃貸契約特約につきましてですが、賃貸物件について、借り主みずから

がＤＩＹにより家屋をリフォームできることが特色であるＤＩＹ型賃貸契約につきまし

ては、現行の空き家バンク制度におきましても、契約の段階でその条件をお互いに確認

し、契約書に明記することで運用のほうが可能だと考えております。空き家の所有者か

ら賃貸による登録の相談があれば、ＤＩＹ型賃貸契約という方法もありますという御案

内を今後させていただきたいと考えております。 

  次に、エの古民家等再生活用指針につきましてですが、空き家の活用については、現

行の空き家バンク制度を中心に考えておりますので、この古民家等再生活用指針の制定

は現在のところ考えておりません。 

  オの専門家との包括連携協定につきまして、香美市として新しく協定を結ぶというこ

とは考えておりませんが、高知県におきまして、空き家再生・活用促進専門家グループ

の登録制度というのが立ち上がっております。これは、建築士や宅建業者、工務店、司

法書士会、また、シロアリ対策協会などで組織される専門家グループで、空き家の活用

について専門家の知恵や技術が必要な場合には、本制度の活用が可能だと考えておりま

す。 

  また、香美市独自の取り組みといたしましては、空き家所有者が抱えるさまざまな悩

み、相談に対応するために、建築士や宅建業者など各方面の空き家対策に関係する専門

家に協力を依頼して、総合的な空き家相談を受け付けるセミナーの開催について、来年

度に向けて企画検討をしているところでございます。 

  このような内容をまたアクションプランのほうにも盛り込んでいきたいと考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   包括協定というか専門家への相談は、香美市として連携

協定をしなくても利用することが可能ということでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   そのとおりでございます。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   次の質問に移ります。 

  伊賀市の空き家カルテと本市の違い、伊賀市は資料３のほうにつけています。非常に

いろんなことを細かくできております。それで、先日本市のシートをちょっと見せても

らったんですが、伊賀市のカルテを見られていると思いますが、本市との違い、また、

こういうところをもっと活用できたらとか、そういう御意見があったら聞かせてくださ

い。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 
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○定住推進課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  伊賀市における空き家カルテを調べてみましたら、活用可能と判定された空き家につ

いて、建築士事務所協会及び宅地建物取引業協会の専門的な協力を得ながら、空き家の

構造や状態、所有者への意向調査の結果について、外観写真とともに大変詳しくまとめ

られていると感じました。 

これに対して香美市における空き家カルテは、空き家調査により把握している空き家

全てについて作成しており、その内容は、空き家所有者の情報や活用意向調査の結果、

ランク評価などについて簡単にまとめたものとなっております。空き家の詳しい構造や

設備については、空き家バンクへの登録申し込みがあった段階で現地調査を行い、物件

紹介用の資料を作成することとしております。また、空き家バンクに登録した場合は、

ホームページのほうに掲載をしております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   次の質問、そうしたら、次は取り下げます、結構です。

④の香美市としてどのように利活用を図ろうとしているかを取り下げて、次の（３）の

空き家バンクの登録物件についての質問へ移ります。 

  伊賀市では空き家バンク物件情報誌を毎月発行しております。伊賀市の情報誌はとっ

てもきれいで、これを毎月出しているのはすごいなとちょっと感心をしたことでした。

そして、その物件が本市と比べて非常にきれいで安いんです、１８０万円とか６０万円

とか、そういう形であります。先日、テレビでやっていた物件なんかもすごく安い、そ

れもきちっとした不動産鑑定士、専門家が評価を行って、その価格を決定しているとい

うことには驚きました。その決定された価格に対して空き家所有者に異論はないですか

と聞きましたら、ないですということで驚いたことでしたが、そうした空き家登録の物

件登録数は平成２９年度から毎年約７０軒登録がふえており、ことし８月２０日時点で

２０２軒となっておりました。 

  そこで、お尋ねをいたします。 

  香美市の物件の価格はどのようにして決めておりますか、お聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  香美市空き家バンク制度では、交渉や契約を円滑に進め、後々のトラブルを防止する

観点から、物件ごとに担当の不動産業者を選定することとしております。 

  物件の価格設定については、建物の状態や立地、周辺の相場などについて、担当不動

産業者からのアドバイスを受けながら、空き家所有者本人が決定をしております。価格

の設定については、市のほうは一切関与しておりません。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 
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○１６番（依光美代子君）   不動産屋さんのアドバイスをいただきながら本人が決定

しているということですが、そしたら、次の質問に移らせていただきます。 

  その価格は、その家を購入したいというそういう希望者から見て正当であると思いま

すか。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  物件によりそれぞれ状況が異なるため一概には言えませんが、価格の設定をする際に

は、不動産取引のプロである宅地建物取引士の意見を聞くことを推奨していることもあ

り、おおむね適正であると考えております。物件によっては価格が高いと感じるケース

もあるかとは思いますが、空き家バンク登録後に価格を変更することも可能となってお

りますので、空き家バンクに登録したものの契約になかなか至らず、所有者からの申し

出により価格を引き下げたという事例もございます。中には３００万円ぐらい下げたり

とか、７００万円ぐらい下げたりとかいう事例もございます。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   そういうように、持ち主さんのほうから物件が動かなか

ったときに、価格を下げたりということがあるんですね。その物件の価格を専門家、不

動産業者さんや宅建の方のアドバイスをもらいながら決めたときに、それはちょっと高

いじゃないかというアドバイスがあったり、当初からそこにもう相手さんが出してきた

ら、専門家の人はそこに異議を言えないという状況ですか。売れなかって初めて下げる

というような状況になっているのか、過去にその価格を決める段階でもめるというか、

調整がなかなか難しかったとかはないでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   それはございません。香美市のほうは一切価格のほ

うは関与しておりませんので、不動産業者と、それから、売り主との両方で大体決めて

おりますので、なかなか売れない場合について売り主さんがちょっと下げたりとかいう

ことで、不動産業者を通じて下げるということはございます。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   次の質問に移ります。 

  その登録物件の中で、長年全く動いていない物件があると聞いております。空き家バ

ンク登録件数のうち何軒が動かず、その要因は何と考えておられますか。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  ３年以上前から空き家バンクに登録されている物件で、現在まで契約に至ってない物

件が９軒ございます。実際に物件へ御案内した利用者の方からの声としては、町から遠

過ぎて生活が不便だとか、建物が古いとか、価格が合わないとか、駐車場がないなどの
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理由がありましたが、空き家としての魅力をどう捉えるかについては人それぞれですの

で、要因は一概に言えないのではないかと考えております。古い家を古民家として魅力

的に感じるという方もいらっしゃいますし、町からは遠くてもいいから静かな田舎で暮

らしたいというニーズもございます。利用者の希望を的確に聞き取りながら、利用者と

物件のマッチングを適切に行うことが何より大切だと思いますので、ＮＰＯ法人いなか

みとも連携を密にしながら、より質の高い相談対応や物件案内に努めてまいりたいと考

えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   中に古いという御意見もあったんですが、古いというこ

とは結局改修費に費用がたくさんかかるから、場所とか雰囲気はいいけれど、そこに改

修費がかかるからといって二の足を踏むとか、そういうこともあるのでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   そういうこともございます。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   この空き家改修費の補助制度ですが、私も去年とことし、

ちょっと移住したいという方を案内したけれど、すぐなくなっているがですよね、もう

５月には。ここの枠をもう少し来年からでもふやす、先日も同僚議員への答弁でリフォ

ーム、改修への補助がやまってくるということですが、今後もっと移住を進めるに当た

ってもこの改修費補助金、毎年ないですよね、５月連休明けだったかな、前年度が６月

ぐらいだったけど、来年入ったら早い目にということだったけど、そこら辺をふやすよ

うに来年度、３期のアクションプランに向けて補助金の拡大、そういうことはできませ

んでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  現在、空き家改修補助金につきましては、１２１万６,０００円ということで補助金

の限度がございます。平成２９年度は実績が２件、平成３０年度はゼロ件でございまし

た。令和元年度につきましては、ことし１件ということでございます。ただ、平成２９

年度から耐震改修、耐震ができてからこちらの空き家改修というふうな形で、国・県の

ほうの制度がそういうふうに決まっておりますので、ちょっとその辺ハードルが高いと

いうこともあろうかとは思います。耐震をしてから空き家改修ということになりますの

で、防災対策課のほうの補助金と連携をしながらということになるので、そういうこと

です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   耐震をしてからと、そしたら耐震のほうも空き家バンク

に入ってくる人は、その耐震の補助金も使えるということですか。私、昨年聞いたとき
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にもう既にあれが入っているからということでいかなかったけど、平成３０年度はゼロ

っておっしゃいましたよね。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   結局、防災対策課のほうとの連携もございまして、

耐震のほうがなかなか人気もございますので、こちらの空き家改修の補助金は１２１万

６,０００円ですので、それだけではなかなか耐震全部は難しいとは思いますので、両

方を組み合わせてやっていただくようにはなっております。それで、去年はちょっと実

績がなかったんですけど、ことしは土佐山田町のほうで１件実績がございまして、あと

予算のほうはまだもう一件残っております、２件予算計上しておりますので。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   次の質問に移ります。 

  空き家物件の評価は誰がどのように決めておりますか、お尋ねをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   お答えをいたします。 

  香美市では７年前から地域づくり支援員ですが空き家調査員１名を配置し、空き家調

査を継続して行っております。調査した空き家の状態については、空き家調査員が建物

外観の目視により、先ほども申しましたがＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄのランクづけをしております。

住居として改修の必要がなく即使用可能なＡランクが２件、建具の補修や備品修理など

軽微な改修が必要なＢランクが２９１件、雨漏り修理や水回りのリフォームなど相当な

改修が必要なＣランクが９２７件、屋根に穴があいているなど改修がほぼ不可能と見込

まれるＤランクが２９７件の合計１,５１７件というふうになっております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   ７年前から地域づくり支援員さんが調査員として、そし

たら同じ方がずっとやっておられるということでしょうか。 

  それと少し心配する、私も２人立ち会ったときに、たまたま大工さんが一緒でしたか

ら立ち会ってもらったんですが、家が古くなると経年劣化によって、屋根の雨漏りとい

うのは外観ではすぐわかりませんよね、それから水回りに支障がある。それも使ってみ

て初めて故障が出てくるというか、そういうことが多いのじゃないのかなと、いろんな

お話をしていて、そういうお話も出てきていました。それから、そのとき大工さんが、

あら、これはいかんいかんと柱をこんこんとたたいたと、音をいろいろ比べることによ

ってちょっとおかしいと、空洞の中にシロアリがいるって、そういうことがわからない。

住み始めて初めて、今山田の方ですが、まだそこを私もよう訪ねていっていないんです

が、人づてに空き家バンクでお世話になって入ったけれど、思った以上に改修が必要で

大変やということを言われて、そしたら、なぜすぐ入ったときに言わんかったというこ

とで、その人もお話をしてくれたり。思わずこちらがやってくださった評価と、入ると
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きにも見にいってお話ししているけど、やっぱり素人さんが見るのと専門家が見るとの

違い。それから、あるところでは、屋根がちょっと傾いているね、えっ、どうしてと思

うと、中へ入って専門家の方が柱の根元を見ることでわかるんですって。そういうこと

なんかが後で入ってからわかったりということがありますが、この地域支援員さんは何

らかそこら辺に専門性をお持ちの方ですか。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   地域づくり支援員の方につきましては、７年前から

は１人ことしまでおっていただきまして、また、今回新たに今年度から新しく来ていた

だいております。その方はいろいろ資格があるということではございませんが、目視と

か、どういうふうに見ているかという引き継ぎとかはいろいろしていただいて、リフォ

ームとかもすごく熱心な方でございますので、いろいろ空き家のほうは見てはいただい

ております。また、最終的に金額とか、いろんなところを決めるときには結局売り主さ

んと不動産業者というふうにはなろうかとは思いますが、そんなところです。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   行政のほうはタッチしていないからわからないかもわか

らんけど、入居後に問題が出てきたとき、そんなことで御相談があったりする。そのと

きにはどのようになるのでしょうか。問題が発生して困ったとか、そういう事例はない

ですか。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   私の記憶の中では入居というか主に売買が多いです

ので、今２３件ホームページにアップしておりますが、賃貸が３件で２０件が売買でご

ざいます。売買するときに売り主さんと買い主さんで交渉なりいろいろ話はしていただ

いておりますので、今私の記憶の中ではすごくトラブルになったとかというのは余り記

憶にございません。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   そしたら、次の４番目、香美市の空き家バンクの賃貸物

件についてお尋ねをいたします。 

  最初に、賃貸物件は何件ありますか。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   先ほどお答えもいたしましたが、香美市空き家バン

クに登録されている物件２３件のうち、賃貸による登録物件は３件でございます。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   ②の質問に移ります。 

  移住希望者の方々の移住・定住の仕方は二通りと思います。田舎暮らしを求めて空き

家を購入し、そして移住する方と、その地域の賃貸物件でしばらく暮らしてみて、大丈

夫となってから空き家を購入するというように、段階を踏んで移住定住する方との二通
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りだと思います。最近は後者を希望し、賃貸物件を求める声が多いと聞いております。

賃貸物件が先ほど聞きますと３件ということですが、この賃貸物件をふやすための取り

組みは何か行っておりますか。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  依光議員が御指摘のとおり、移住を希望される方の中には、まずは賃貸による物件契

約を希望される方が多くいらっしゃいます。しかしながら、現在空き家バンクに登録さ

れている賃貸物件は３件と少ないため、要望に応えられていないというのが現状でござ

います。 

空き家所有者の方が賃貸より売買による契約を希望する理由としましては、空き家の

管理ができなくなり手放したいという思いが何より大きいのではないかと思いますが、

それ以外にも、貸したら返ってこなくなるのではないかですとか、建物を勝手に改造さ

れたりしないか心配などといった不安の声もございます。これに対しては、担当不動産

業者仲介のもと、使用の条件をしっかりと契約に盛り込むことで解消されますので、空

き家所有者の方に対して丁寧に説明をしながら、賃貸契約への不安を取り除き、空き家

バンクへの登録について前向きに検討してもらえるよう積極的に努めてまいりたいと考

えております。 

  また、賃貸御希望の方に対しましては、世帯向けであれば市営住宅が山田、香北、物

部とも空き室がございますので、移住相談の際に紹介をさせていただいております。 

  また、お試し住宅というのもございまして、吉野に５室、物部にセトル成矢が１室ご

ざいます。そちらも６カ月ぐらいはそれぞれお試しできるようになっておりまして、こ

としも人気でございまして、空き室が今のところないという状況で、セトル成矢のほう

も東京から来て、現在６カ月間ですけれどお試しでいらっしゃっております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   そうですよね、移住してくる人が本当に一足飛びにそこ

に家を買ってということは本当に不安ですものね。買って住んだはようなじまなかった

らどうしようとかいう思いがあって、私もちょっとその相談を受けたけど、結局だめだ

った経過があるがです。 

  このお試し住宅は今満杯ということで、そこで生活をし様子を知ってもらうというこ

とは、とてもいい取り組みだと思います。それと、市営住宅のそれぞれ空き家を世帯向

けに貸すことができるということになったということで、これも半年、１年でしたか、

ずっと市営住宅に住むことができましたかね。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   その市営住宅のほうは、お試し住宅のセトル成矢の

ことであれば半年間でございまして、この賃貸を希望される空き室のある市営住宅は、
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管財課のほうの市営住宅の条例に基づいてということになりますので、例えば県外に家

がない方とか、世帯でこっちへ来る方であれば、普通の方と同じように入居の審査会を

経てというふうになろうかと思います。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   香美市の移住定住の取り組みというのは、本当に外から

も評価をされていると思いました。それも行政といなかみの協働による取り組み、それ

が功を奏しているし、特にいなかみの取り組みは、移住希望者へのフォローや支援が大

変好評ということが、移住につながっていると思いました。 

私、大阪のほうで移住を希望している方ともちょっとお話をさせてもらったりしたと

きに、香美市へはよう行かないかなということでしたけど、いろんな情報を次々と送っ

てくれるということで、大変喜んでおられました。また、移住者の集まりがありますよ

ね、そのときに、来るがきっかけとなったのはどんなことって聞いたときに、やっぱり

親切にいろんなことをしてくださったということで、とても皆さんから喜ばれるという

ことを感じたことでした。ぜひまた両者が協力しながら、やっていただけたらと思いま

す。 

  そういうことと、また一つは田舎暮らしのブームもあったから移住定住に一定成果を

出してきた部分もあると思います。しかし、これからは違ってくると思うがですよね。

これからやっぱり一歩進んだ取り組みをしないと、移住者の確保はなかなか厳しくなる。

やっぱり、便利でありながらちょっと田舎暮らしができるだとか、条件的なこともいろ

いろ出てくるだろうし、そこにちょっとした工夫が必要になってくるのではないかと思

いました。 

やっぱりそうした移住希望者の方が香美市に安心して来れるように、受け入れ体制を

整えるためにも賃貸物件をふやすことが重要と思います。不動産業者さんが相手さんに、

使用の状況なんかをしっかりと書き込んでいったら大丈夫だよと、そして、丁寧に説明

してくださる、そんなこともとても大事になってこようかと思います。この賃貸物件を

ふやせると、移住促進もまだまだ可能性が出てくることだと思います。ちょうどことし

が第２期のアクションプランの最終年度であり、検証を行い第３期のアクションプラン

を作成するときには、ぜひこの賃貸物件の拡大ということを盛り込むべきではないかと

考えますが、見解をお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   ことし１２月ぐらいまでには素案もつくって、また

移住定住推進協議会のほうでも審議していただくようになっておりますので、その中で

また検討のほうもさせていただきたいと思います。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   ぜひ検討しよりよいものに、また第３期のアクションプ

ランを策定してください。 
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  それでは、次の質問に移らせていただきます。（５）の質問です。 

  農地取得の緩和措置について、お尋ねをいたします。 

  この農地取得緩和措置については、たびたび議会でも議論がありました。平成３０年

２月定例会において同僚議員の質問に対し、空き家バンクとセットで登録することを条

件として、農地下限面積の引き下げについて関係課と協議、検討させていただきたいと

の答弁でした。その後どのようになったのでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（比与森光俊君）   農林課長兼農業委員会事務局長、西本恭久君。 

○農林課長兼農業委員会事務局長（西本恭久君）   依光議員の質問にお答えいたしま

す。 

  現時点では該当案件はございませんでした。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   現時点では該当案件がないということで、そしたら農業

委員会として、ここは下限面積を１平米にするだとか、ただし１０アール以下は農業者

とみなさないとか、そういう何かきちっとしたものをこしらえて、移住者が家とセット

で農地が欲しいとなったときに、それに対して、現状ではないけれど農業委員会として

の方針はどのようになっていますか。 

○議長（比与森光俊君）   農林課長兼農業委員会事務局長、西本恭久君。 

○農林課長兼農業委員会事務局長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  平成３０年２月の答弁の内容といたしましては、移住・定住して農地を耕作しようと

する方が空き家と農地をセットで取得する農地に限り、その農地の下限面積を農業委員

会に諮り、決定するものという趣旨でお話をさせていただきましたので、農地の取得を

希望される方がいない以上、実績はございません。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   実績を聞いているのではないけど、香美市の方針として、

農業委員会としてそういう申し込みがあればそれを認めて対応するよという、相談があ

ってから農業委員会の中で決めるのではなくて、セットであればそういうことができる

ようになっているかどうかということをお聞きしているんです。 

○議長（比与森光俊君）   農林課長兼農業委員会事務局長、西本恭久君。 

○農林課長兼農業委員会事務局長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  それは希望があった時点で農業委員会に諮り、決めていくということでお答えさせて

いただいております。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   そうしましたら希望があればということで、現在香美市

に移住してきてもう１０年ぐらいになる方が本市へ移住してきたときに、家とセットで
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農地があったんだけど農業者でないから買えないということで、家だけ買って農地はお

借りして家庭菜園をしているがですよ。そうしたときに、今この制度、法が改正されて

可能ということになりましたよね、そういう方からそれであるならばと申請が出てきた

ときできますか。 

○議長（比与森光俊君）   農林課長兼農業委員会事務局長、西本恭久君。 

○農林課長兼農業委員会事務局長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  あくまでも空き家と農地をあわせて、セットで取得する場合に限りということでお答

えさせていただいております。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   その方は、１０年ぐらい前に来たときは農地とセットや

ったけど農業者でないから買えない、けど現実は使っているということです。また御相

談に上がります。 

  次の質問に移らせていただきます。 

  空き家中間保有の補助金についてお尋ねをいたします。 

  この補助金は、市が空き家所有者より借り受け改修を行い、その物件を１０年間は賃

貸として希望者に貸し出すことができる制度です。それを行政が行うということです。

この制度は非常に私はいい制度でないかなということを思ったことでした。 

  一つ、参考にお話しさせてもらいますが、県内でもこの補助金を市町村が活用して移

住をふやしているところもあります。梼原町がいろんな取り組みを、その資料をちょっ

と課長のほうにもお渡ししたんですが、仮に改修費用が耐震も含めて６００万円要った

とします。そしたら、国が２分の１補助、県が４分の１、市が４分の１ですので、６０

０万円とすれば市の負担は１５０万円です。そして、それで改修を行い、移住希望者に

月１万５,０００円で、月１万５,０００円ってそんな家ないですよね。それぐらい安い

お金で貸しても、１万５,０００円で借すと年間１８万円入ってきますよね。そうする

と、１０年間賃貸をすると１８０万円の収入となります。そしたら、香美市の負担額は

回収できます、まだ余剰金が少し出るぐらいになります。こういう制度があるのに、香

美市は以前から実施しないとしております。今後もその方針に変わりはないのでしょう

か、それをお尋ねします。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱に基づく空き家活用促進事業は、補助対

象経費の限度額が９３２万４,０００円で、先ほど依光議員がおっしゃいましたように

国費が２分の１、県費が４分の１、市町村が４分の１の事業でございます。当該事業に

より耐震性の確保と住宅性能向上リフォームを行った上で、空き家所有者と定期借家契

約を締結し、１０年間をめどに空き家を借り受け、公的住宅として活用するものです。 

  市町村が支出する４分の１の事業費に対して月々の家賃収入により補塡を見込むこと
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は可能でございますが、賃貸期間中の維持管理費や改修費に加え、また入居者がいない

期間も考慮すると、実質負担はゼロではないと考えられております。本市では空き家バ

ンク制度による空き家の活用を進めており、これまでに一定の成果を上げていることか

ら、現時点では空き家活用促進事業に取り組む予定はございません。 

  今後も、空き家活用の促進を図ることで空き家の適切な管理を促すとともに、移住定

住の促進につながるよう、空き家バンク制度を通じて空き家改修向けの補助事業等、ほ

かの移住定住対策とあわせて、積極的に推進していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   空き家バンクのほうをもっと充実させていくということ

ですが、せっかくこういった制度があって梼原町でさえあれぐらいの入居率、それを考

えたら香美市はずっと条件がいいし、こういうのがあればもっともっと移住者がふえる

のではないかと思いますが、また引き続いてそのことについては検討していってくださ

い。 

  そしたら、（７）の公共住宅の活用についてお尋ねをいたします。 

  本市への移住希望者の単身者に対し、市営住宅の利用はできないものでしょうか。香

美市の市営住宅や教員住宅には利用されていない空き部屋、空き住宅があり、特に物部

町には多数あると聞いております。市営住宅や教員住宅の入居には、一定の条件が条例

で定められていることは十分に理解をしております。しかしながら、せっかくの施設を

長期間放置すると家も傷み寂れてきます。その周辺も何だか寂しくなってきます。物部

の定住人口をふやす施策として、将来的な利用見込みがないのであれば、地域を限定し

て市営住宅などが利用できるような規制緩和を進めることはできないでしょうか。 

  今現在、第２期アクションプランの毎年度の取り組みの中には、２年目には香北町へ

の移住促進モデル地区拡大、３年目の今年度は、物部地域において移住促進を掲げてい

ます。移住を促進するためにも、物部町の市営住宅を利用できるように規制緩和をする

ことで、新たな人を呼び込むことにつながるのではないでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（比与森光俊君）   管財課長、秋月建樹君。 

○管財課長（秋月建樹君）   依光議員の御質問にお答えいたします。 

  議員のおっしゃるとおり、市営住宅で多数空き部屋となっているのは物部町です。現

在、物部町で１室、移住定住の促進を図るため、特定公共賃貸住宅の目的外使用許可に

よるお試し移住体験で利用されております。また、入居資格を要していれば、移住者で

あっても市営住宅への入居は可能であり、実際に県外より入居した事例もございます。

現在の空き部屋については、定時募集で応募のなかった部屋であり、随時受け付け可能

な状況でありますが、問い合わせ等もないのが実情であります。今後、移住者の方が入

居資格を要さないことで入居できないという事例が発生しましたら、定住推進課と協議

し、規制緩和について検討しなければなりませんが、現状では規制緩和については考え
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ておりません。 

  また、物部町の教員住宅につきましては、国の補助金を受けて建築したもので、入居

資格は市の機関に在職中の教員等となっており、教員住宅以外の用途に使用はできない

こととなっております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   市営住宅の入居にはそれなりの条件があるということで

す。それは重々承知しています。ただ非常にもったいないんですよね、せっかくの施設

がありながら。それと、単身者で入るということができないでしょう。先日もリフォー

ムの答弁のときに市長が言われました。これからは子育て世代や若者が移住定住できる

ように、何らかの事業を提供していきたいという、そういう思いも市長自身にもあられ

るし、そういった活用されていない施設を活用する、規制緩和によってできる。問い合

わせなどはないということですが、単身者は入れないと思っているから問い合わせない

のではないでしょうか。今後、将来的なことを思って規制緩和を地域を限定して進める

ことはできないか、再度お尋ねをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   管財課長、秋月建樹君。 

○管財課長（秋月建樹君）   移住者の方と、それから、市内等からの市営住宅への入

居希望者について差をつけることはできないと思います。なぜならば、定住推進課にお

聞きしますと、市外の方、例えば香南市、南国市から来ても一応移住者ということにな

るそうなので、なかなかその辺のさび分けは難しい。となると全ての方について、例え

ば物部地区の狭い部屋がありますので、その部屋については単身でも構わないというよ

うなことにはできるかもしれませんけど、なかなか移住者とほかの入居希望者とのさび

分けは難しいのではないかと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   そうですよね、おっしゃられることはよくわかります。

移住者に限定するということでなくって、せっかくの住居があるのに利用されていない

ということで、移住者でなくても香南市、あとよそから来る人、それから、土佐山田に

おっても職場が向こうへ行ったために近いところに住みたいとかいう希望者も出てくる

と思う。そうすると、そういう住まいがあれば、べふ峡温泉で人を雇うにしてもなかな

か人がいないとかいう、そういう目で見て、ぜひ検討をまた続けていってみてください。 

  そして、次の質問に移らせていただきます。 

  児童クラブの専用施設の建設について、お尋ねをいたします。 

  児童クラブの専用施設の建設については、今まで何回か説明があったが予定どおり実

行をされておりません。説明のたびにスケジュールが変わっております。今までの過程

について少し説明をいたします。 
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  最初に、山田小学校児童クラブ専用施設の建設については、平成２９年５月３１日の

保護者説明会から始まりました。当初は候補地Ａ・Ｂの説明を行い、保護者はＢ候補地、

現在のところです、Ｂ候補地を了承しました。ただ問題点として、Ｂ候補地は民有地と

借用地のため、児童クラブ用地として取得する期間分、Ａ候補地より建設工事の着工が

おくれるという説明がありました。そのときに工事着工は来年、来年とは平成３０年度

を指しております。工期は８カ月から１０カ月を要すると指摘がありました。 

翌年、平成３０年の１０月議会の私の質問に対して、それまでも同僚議員からの質問

があったと思います。その１０月議会の質問に対して、基本設計、実施設計を発注し、

事業認定の事前説明会を春３月ごろに予定していると答弁でした。 

  次は、平成３１年３月の予算決算常任委員会教育厚生分科会では、基本設計が済み、

現地測量して面積の確定鑑定をしている。事前説明会は３月下旬か４月上旬の予定であ

る。ここでこの説明会も日がずれてきました。 

令和元年の６月の全員協議会では、今事業認定の協議をしており、事業説明会は７月

中を予定しており、現在調整中ですと説明でした。当初の説明では、事業認定の協議は

２月には終わる予定でした。この全員協議会では５カ所全ての建設スケジュールについ

て説明がありましたが、他の児童クラブの専用施設も含め、順調に進んでいるか大変心

配をします。スケジュールどおり進行しているかについて、お尋ねをいたします。 

  最初に、各児童クラブ専用施設建設に向け、９月現在の進捗状況について、お伺いを

いたします。 

○議長（比与森光俊君）   暫時時間を延長します。 

  教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  スケジュール表をお配りしておりますのでごらんいただきたいと思います。 

  現在の進捗状況についてですが、まず、山田小学校児童クラブについては、用地取得

に伴う土地収用法の事業認定作業を進めておりますが、協議段階でなかなか進展せず、

結果として想定よりもおくれることとなっております。去る８月１４日に県用地対策課

の職員による現地調査が完了しましたので、９月中に事業認定に関する説明会を開催で

きるのではないかと考えております。その後、本申請を行い、およそ２カ月程度で認定

となる予定です。このため、用地取得は早くて１１月から１２月、建設工事の着手は年

明け１月ごろになると想定しております。現在は、鉄骨の調達が困難な状況であるとい

うことでございますので、工期としては７カ月程度を要すると想定しております。 

  片地小学校児童クラブにつきましては、８月ごろの工事発注に向けて作業を進めてお

りましたが、建築確認申請時に浄化槽に関して建築主事から指摘があり、その解決に向

けて調整をしているところです。当初の予定よりは少しおくれ、発注は１０月ごろでは

ないかと想定しております。これにつきましては、年度内の完成が可能と考えておりま

す。 
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  あと、舟入・楠目小学校につきましては、基本設計、実施設計につき間もなく発注で

きると思っております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   ８月１４日に県の調査があって申請が確定されたという

ことで、それと、今回の資料を見せていただいたときに、片地小学校児童クラブが都市

計画法の手続が必要となっています。前回いただいた資料にはございませんでした。こ

れはどうしてでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   今回の建築確認申請時に浄化槽に関しての指摘があ

ったということで、通常同じ敷地内に浄化槽が２つあってはだめといったようなことが

あるようでございますけれども、実際のところは楠目小学校などでそれは行われており

ますので、これは大丈夫ということになりそうだということでここの調整、都市計画法

の手続があっておるということです。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   その手続に２カ月もかかりますか。それと、このように

本当に皆さんが、もう待って待って待ちかねているんですよね。そうしたときにこの事

業がこれだけおくれているということの保護者もしくは指導員、かみっこベースなどへ

説明、そういうのはどのようになっていますか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  かみっこベースとは毎月定例会も持っておりますし、その他重要な案件につきまして

は、随時連絡をとり合っております。 

  また、山田小学校の保護者につきましては、７月下旬にも全戸配付で文書をお送りし

ておりますし、また説明会も開きたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   先ほど答弁が抜かっていました。浄化槽の手続、都市計

画法の手続、浄化槽がそこにひっかかるということで、この手続に２カ月も要するんで

す？きょういただいたスケジュール表を見るとそうなっていますけど。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   スケジュールでは２カ月程度を見込んでおります。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   ２カ月程度、工事がおくれておくれてしていますよね。
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結局こういう手続も申請に行って初めてわかってという、後手後手感がすごく感じられ

るがですよね。当初の事業認定を申請するに当たっても、手続などが大変だからという

ことで、申請書類を整えるのによいコンサルを選んで進めないとおくれますよというこ

とで、私も議会でも提案させてもらいました。県の用地対策課もことしの５月には事業

認定ができるように協力すると言ってくれているので、コンサルなんかの選定も相談さ

れたらどうですかということで言ったんですが、するとそれを聞くと、コンサルでなく

職員でやっているので、経費がかからずに進めているということでしたが、経費がかか

らないけれど、もうすごくおくれてきていますよね、いろんなことが。事業認定がおく

れ、今回確定したんやけど、工事にもこうやって影響が出てくると思います。そういっ

た費用対効果を考えても何か後手後手、そうしたとき事業認定の手続なんかにもすごく

時間を要したけど、そのときに建設課とも連携を、詳しいことは建設課がよくわかって

いるから、協議しながら進めるっていう答弁をなさいましたが、その間どのような協議

をされましたか、建設課と。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  ことし、技術担当者が生涯学習振興課ではありますけれども教育委員会にも配置され

ておりますので、いろいろ支援をいただきながら進めております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   ことしから技術者の方が来られたということで、それま

ではそうしたら何も相談を、去年の１０月ごろに私質問させていただいたけど、課長の

ほうは建設課が詳しいので協議しながら進めていくと言われたけど、協議もせず相談も

せず、ずっと来ていたということですか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   申請作業等において必要な、担当課でわからない部

分については建設課等に相談には行っております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   舟入と楠目小学校の設計監理業務発注が８月の予定でし

たけど、まだできていなくて間もなく発注の予定ということですが、間もなく予定とい

うことは９月のいつごろを考えておられますか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   ちょっと日にちまでは今記憶しておりませんけど、

間もなく、９月中には発注したいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 
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○１６番（依光美代子君）   申しわけないけど、漠然と９月になったらできるだろう、

９月末までにできるだろうと、今までこの質問を私以外にも何人もしているけど、だろ

うだろうで言いながら今日へ来ているがですよね。だからその辺は、８月中に発注予定

となっているのであれば、一日でも早く計画を立てて進めてください。 

  そしたら、次の②の質問へ移らせていただきます。 

  山田小学校のおくれている原因、ここまでおくれた原因はどこにあったのか、そうい

うことが分析できていますか、お尋ねいたします。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  山田小学校児童クラブについては、当初のスケジュールで事業認定の事前協議期間を

短く見積もり過ぎたと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   当初のスケジュールから認識が甘かったということです

が、事業認定に当たっての土地収用法の手続を見たときに、事前の説明会をやって事業

認定の申請をして検査を受けという、その事業認定に行くまでに事前の説明会ができて

いないがですよね、その申請もやろうとして、書類の手続をしても、最低６カ月以上の

期間がかかるがですよね。そこから認定を受け、事業認定の告示もせんといかん。それ

までにはまた２カ月ぐらいかかるという、こういうことがきちっと理解できてなかった

のではないですか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   事業認定に至る行程については理解できておりまし

たけど、スケジュールの見積もり、やはり事業認定に要する時間の見積もりが少し短過

ぎたと、書類の作成でありますとか県との協議のやりとり、書類の修正等に時間を要し

ましたので、この期間の見積もりが少し短過ぎたと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   次の質問に行きます。 

  そしたら大変おくれておりますが、今後順調なスケジュールどおりに進めていくため

にも、その解決に向けて現在どのような対策をしておられますか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  山田小学校児童クラブについては、事業認定に係る説明会後の税務署協議、その他の

作業を円滑に行うことができるよう準備を進めております。片地小学校児童クラブにつ

いては、建築主事と排水計画についての説明を行っており、現在の計画どおり進めるこ

とができるものと考えております。 
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  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   そしたら、次の質問に移らせていただきます。 

  児童クラブの専用施設の建設に当たり、建設がスムーズに工程表どおり進んでいるか

どうかなどのチェックや、この材料が本当に適切かどうかなどのチェックが必要です。

違っておれば現場の技術者への指導、工程管理などが適切にできるように施工管理がで

きる人を配置すべきです。担当課でそれができますか。今回、生涯学習振興課に技術者

を配置したということですが、その方は工程管理などができる方でしょうか。ただこれ

を私、今回質問させていただいたのが何でかというと、鏡野中学校の合築棟と同じ失敗

を繰り返さないためにも、やっぱり専門家に入っていただくということが絶対大事だと

思いました。結局、温水プールが見直されたときに、その後どうなっているかを職員さ

んがチェックしていたらもっと早くに決まったと思う。その温水プールにするがために

ドームの形、屋根も閉鎖的にし、それから、温水だから塩素が上がるからといって塗料

も普通の塗料より２.５倍か３倍ぐらいにしている、高いのをやっているわけですよね、

特殊な。それをしたがために反響して、今声が、指導するときにもできないという状況

がある。そういうこともその途中途中できちっと管理、監督をする人がおれば、チェッ

クをする人がおれば、こういうことにも早くに気がついたと思うがです。だから今回、

児童クラブの建設に当たって、やはりそこの管理、施工から実際の設計から実際の施工

に至るまで一連の管理監督をする、施工管理ができる体制、そういうのが必要だと思い

ますが、専門家の施工管理技師を入れるべきではないでしょうか、お尋ねをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  工事を受注した事業者には主任技術者、現場代理人を選任してもらい施工に当たって

もらうこととなります。監理事業者と発注者とが協議し工程管理等を行っていきます。

施工管理技士の配置は難しいと思いますが、技術担当者の支援は必要だと考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   工事を請け負った会社にも施工管理技士さんがおるけど、

それはやっぱり自分のところの都合のいいようにととられても、やっぱり自分んくのい

いところにやるということもあります。変更したら時間もかかりお金もかかりというこ

とになるから、やっぱり専門家の目を通すということはとても大事になってくると思い

ます。 

  昨日も鏡野中学校の合築棟のことで市長も言われました、今後について同じ轍を踏ま

ぬよう、構想段階から専門家を入れることを考え、市内の専門家といっても、新たに専

門家を雇うにしても、市内の能力のある方などの力をかりるよう、そして、市長も横の
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連携、協力を生かしていきたいということをおっしゃいました。市役所の技術職のＯＢ

であったり、民間企業のＯＢであったり、施工管理のできる人を、建設している間にチ

ェックに入ってもらうとか、そういうことを考えることはできないでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   施工管理につきましては、専門業者に委託して行っ

ております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   施工管理を行っている。そしたら児童クラブにおいても、

相手の建築業者さんでなくて発注者側としてチェックして、建てる建物について設計か

ら実際に施工に至るまでの一連の管理、監督する、その施工管理技士を雇っていますか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   ほとんどの工事がそうだと思いますけど、施工管理

のほうは別途、工事を行う業者とは別に委託等でお願いしております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   それは発注者側ではないと思うけど、結構です。 

  市長にそこでお尋ねをいたします。 

  この児童クラブ、もう延々何年も同じようなことを繰り返しながらやっとここへ、認

定がおりるということでほっとしたことですけれど、これをどのように受けとめており

ますか。そして、今後順調に行くためにも市長の決断というか、その思いが大事になっ

てこようかと思いますが、ぜひお聞かせください。 

○議長（比与森光俊君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   お答えをいたします。 

  今いよいよ発注という状況になってきています。発注した後もさまざまな問題が起こ

ってくることはあるわけでありますので、それをいかに乗り越えていくかということで

ありますけども、専門家でもなかなか難しいところでありますので、たくさんの知恵を

寄せ合わせるということが何よりも大事だというふうに思っております。 

建築に関する専門の知識を持った職員も市役所にはいます。建築に携わっている職員

は、聞かれればきちっと答えます、求めれば答えていきます、それが専門職です。専門

職は一生懸命自分の能力を発揮をしようとしますから、それは答えてくれます。ですか

ら、どれだけそれを聞いていくか、そして、指摘されたことに対してどういうふうに変

えていったらいいのか、その一つ一つを丁寧にクリアをしていくことが何よりも大事だ

と思います。専門家がいなければできないというのではなくて、専門家は言ってくれた

ら、さまざまな助言もしてくれます注意もしてくれます。ですから、そのことをいかに

使うか。そして動くことです。動いて動いて、県にも動いていくこと、そして、早く建
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てれるような条件を、書類を整えていく。何よりも動くと、そして、協力をし合うとい

うことです。これはもう何度も何度も繰り返してきましたけれども、そういう形で市役

所が仕事をしていますので、その市役所の仕事のやり方でやっていただいたら、私はで

きると思っています。これまでもたくさんの建物を建ててきていますし、いろんな事業

をやってきていますので、それらのことをしっかり踏まえてやっていただければできる

もんだと私は思っておりますので、一層力を込めて激励してまいりますのでよろしくお

願いいたします。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   市民のみんながこの児童クラブ専用施設の建設に大変期

待をしておりますので、また横のつながり、専門家の建設課なんかとも、課長も言われ

たように、建設課はより詳しい知識も持っているから、協力を得ながらやりたいという

こと、ぜひそれを実践しながらともにみんなで協力しながら、一日も早い建設がかなう

ことを願いまして、次の質問に移らせていただきます。 

  ウッドプレゼント事業の実現に向けて。 

  この事業は昨年、６月議会で提案させてもらいました質問で、昨年開催した香美市教

育コラボ・プレゼン・フェアで、市長賞が贈られた楠目小学校児童による市産材を活用

した木のおもちゃを新生児に贈る提案です。材料は地元森林組合から調達し、地元工房

には木材のデザインやカットを依頼する。障害者福祉施設で製品へのやすりがけ、製品

には子供たちの絵を添えてもらうなど、寄ってたかって地域内の協働で行う香美市独自

のアイデアによる提案です。 

  答弁では、森林環境譲与税を活用し、事業実施に向け前向きに検討していきたい。ま

た、ことし３月には、未来の森づくり委員会で検討し、早期の実現を目指して取り組み

ますと答弁でした。 

未来の森づくり委員会は、何回開催されどのような議論がされているのか、進捗状況

についてお尋ねをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   農林課参事、澤田修一君。 

○農林課参事（澤田修一君）   お答えいたします。 

  ウッドプレゼントにつきましては、現在、未来の森づくり委員会の教育・普及ＰＲ部

会において、次年度からの事業実施に向けた検討を行っております。全体の委員会とし

ては１回、それから、部会としては２回開催しております。 

  部会では、乳幼児の保護者や保育園、子育てセンター等の意見を伺うこと、それから、

遊具等の配付方法やＰＲ方法等についての意見をいただいております。現在は香美市産

材を活用して、遊具等を製造していただける県内の加工業者に対して聞き取り調査を行

っております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 
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○１６番（依光美代子君）   順調に委員会で議論されていることがよくわかりました。

この会は傍聴ができますか。 

○議長（比与森光俊君）   農林課参事、澤田修一君。 

○農林課参事（澤田修一君）   傍聴いただくことはできます。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   ぜひ一度傍聴もしてみたいですので、次回あればまた教

えてください。 

  そしたら、最後の質問に移らせていただきます。 

  容器包装プラスチックの収集回数の見直しについて、お尋ねをいたします。 

  前議会でこの容器包装プラスチックの収集回数について質問することで、経費や排出

量の数値が明確になりました。平成３０年度から、容器包装プラスチックの収集回数を

月２回から毎週の回収に変更しました。経費が大きく増額となりました。 

平成２９年度は、月２回の回収で２６８トン、経費は５８７万４,０００円。平成３

０年度より回収を毎週としました。そうすることで排出量は２７７トン、排出量は前年

度と比較し９トンふえたのみです。しかしながら、経費は１,２０９万９,０００円、何

と倍以上、経費は６２２万５,０００円と２倍強となっています。 

市民の利便性を追求することも大事ですが、限られた予算の中でのこのやりくりです。

同じ経費を使うなら、もっと支援を待っている市民がいると思います。私のこの質問の

後、この経費の件で課内で議論はありましたか。利便性を上げるということで収集経費

をかけるなら、以前からたびたび議会質問にも出てくる、高齢者の身体の衰えや障害に

より集積所へのごみ出しが困難になっている方への支援、年を重ねても障害があっても、

住みなれたところで暮らせる支援を真剣に考えてほしいです。この支援ならわずかの経

費でできると思います。この支援については前課長のときに、当初は昨年の１０月に、

次はいろんな事情があり、ことしの３月には支援の形を示したいと言われておりました

が、退職となり引き継ぎをされていると思いますが、いまだ現状のままです。 

今後の香美市の財政状況は、平成３０年度決算の審査状況にあるようにさらに厳しく

なることが見込まれております。一層のコスト意識を持って財政運営が求められており

ます。利便性よりプラスチックごみ自体をいかに減らすかなどの啓発がより必要となり

ます。プラスチックごみ削減は世界中で声が上がっております。 

来年度から容器包装プラスチックの収集回数を見直し、もとへ戻すべきではないでし

ょうか、お尋ねをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   お答えします。 

  収集回数でありますが、実際のところ利便性ではなく排出量がふえ、ステーションに

大袋で幾つも置かれるような状況が見受けられたり、風で飛ばされたり等の危険性と他

のごみが置けなくなる等のおそれが出てきたため、一度にステーションに出される量の
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削減を図ることを目的に収集回数をふやしたものであります。 

おっしゃるとおり、今後さらなるごみの減量化等の啓発や対策、来年度のレジ袋有料

化に向けた新たなる取り組み等をあわせて検討、実施をしていきたいと考えております。 

  また、収集回数の見直しにつきましては、御指摘のとおり、財政状況等の検討が今後

必要になっております。それにあわせて再度検討していきたいと考えております。 

  また、ごみ出し困難者等の対策につきましても、１０月から土佐山田地区でちょっと

試行して検討していきたいと考えております。よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（比与森光俊君）   １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   本当に環境上下水道課は少ない人員の中でいろんなこと

を取り組まないかんので大変だと思いますが、限られた予算の中でやりくりをしゆう状

況ですので、ぜひ啓発、啓発って本当に皆さんの意識を高めるというのは大変なことで

すけれど、やはり容器包装プラスチックごみをいかに減らすかということは、本当に一

人一人にとってとても大事なことですので、ぜひ引き続いて取り組みをお願い申し上げ、

私の質問を以上で終わります。 

○議長（比与森光俊君）   依光美代子さんの質問が終わりました。 

  お諮りします。本日の会議はこの程度にとどめ延会にしたいと思います。これに御異

議ございませんでしょうか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   異議なしと認めます。よって、本日の会議は延会すること

に決定しました。本日の会議はこれで延会します。 

  次の会議は９月１２日午前９時から開会いたします。 

（午後 ４時２８分 延会） 
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議事の経過 

（午前 ９時００分 開議） 

○議長（比与森光俊君）   おはようございます。ただいまの出席議員は２０人です。

定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。 

  議事日程は、お手元にお配りしたとおりであります。 

  日程第１、一般質問を行います。通告順に従いまして、順次質問を許可いたします。 

  １９番、島岡信彦君。 

○１９番（島岡信彦君）   １９番、島岡信彦、自由クラブ、通告に従いまして一般質

問を総括方式で行います。 

  防火水槽と耐震性貯水槽についての質問でございます。 

  大規模地震が発生した場合には、被害が大きくなる要因の一つに火災が同時多発し拡

大することがあります。当市は、市街中心部に年数がたった木造住宅が多く密集してい

ます。また、山間部は森林率も高いため、断水や道路の寸断等によって水源の確保が難

しくなり、大規模な火災へ拡大するおそれもありますので、水利の確保が重要となって

きます。自然水利、また人工水利としての消火栓及び防火水槽、耐震性貯水槽の整備も

重要となります。 

  今回、防火水槽についての質問を３点お伺いいたします。 

  まず、①でありますが、平成３０年１２月議会の久保議員の質問での消防長の回答で、

防火水槽は香美市全域で１９９基、土佐山田町１００基、香北町５２基、物部村（後に

「物部町」と訂正あり）４７基、そのうち耐震性貯水槽として整備したものは、香美市

全域で４７基、町別では土佐山田町９基、香北町１７基、物部村（後に「物部町」と訂

正あり）２１基とありましたが、その状況も踏まえ、今後の計画についてをお伺いいた

します。 

  ②は、防火水槽の維持管理と今後の取り組みについて、③は、地震火災対策重点地域

における耐震性貯水槽と防火水槽の取り組みについてはどうか。 

  以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（比与森光俊君）   消防長、寺田 潔君。 

○消防長（寺田 潔君）   島岡議員の御質問にお答えをいたします。 

  まず、①の耐震性貯水槽の整備計画についてでございます。 

  消防本部の整備計画に基づきまして、国の補助事業消防防災施設整備費補助金を活用

しまして、毎年度４０立方メートル級２基、もしくは１００立方メートル級の場合は１

基を整備予定でございます。 

  整備に当たっては、延焼危険の高い地区、水利の不足している地区などを優先的に整

備することを基本としまして、用地の確保など条件の整ったところから順次整備してい

きたいと考えております。 

  次に、②の防火水槽の維持管理と今後の取り組みについてでございます。 
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  先ほど島岡議員の御質問の中にもありましたように、現在、消防水利の基準を満たす

４０立方メートル級以上の耐震性貯水槽及び防火水槽は香美市全域で２００基近くあり、

昭和４０年代、５０年代に設置された防火水槽も多く、中には経年により老朽化の進ん

だものや漏水しているものもあります。 

  目常的な維持管理としましては、署員による定期的な点検、目視の点検でございます

が、を実施しております。 

  今後の取り組みにつきましては、新規整備だけではなく更新整備や維持管理も含めた

整備計画とし、更新整備または適切な維持管理を行う必要があると考えております。 

  特に市街地では、用地確保や周辺建物への影響などの課題もあり、新規整備及び更新

整備が容易でないことから、補修工事や耐震補強など、既設防火水槽の長寿命化を図っ

ていく必要があると考えております。 

  最近では、地震等により防火水槽本体がひび割れしても、漏水しないよう水槽内部に

袋状になった樹脂性シートを設置する工法も開発されておりまして、県内におきまして

も施工実績があることから、今後導入に向け研究していきたいと考えております。 

  ③、地震火災重点地域における耐震性貯水槽と防火水槽の取り組みについてでござい

ます。 

  香美市地震火災対策計画には、行政の行う具体的な対策の一つとしまして、耐震性貯

水槽の整備が明記をされております。限られた予算の中、また、用地確保などの課題も

あり、短期間で整備できるものではありませんが、耐震性貯水槽を計画的に整備してい

きたいと考えております。 

  先ほども申し上げましたように、地震火災重点推進地区は建物の密集地であることか

ら、更新整備や新たに耐震性貯水槽を設置する場所も限られてきます。そのため、同地

区だけでなく隣接地区を含めた市街地全体の整備計画とし、既設防火水槽についても地

震発生時に使用できるよう、耐震補強や漏水防止対策等を行い、消防水利の確保に努め

ていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   １９番、島岡信彦君。 

○１９番（島岡信彦君）   島岡です、２回目を。 

  消防長が言われたように、土佐山田町で１００基ある防火水槽から新たに耐震性貯水

槽を整備していくということで、建設用地の確保等がかなり難しいと思われますが、今

後その公的機関に準ずるような金融機関であったりとか、病院であったりとか、そうい

う民有地の活用も今後考えていく必要がありはしないかと私は考えますが、その点につ

いて１点と。 

  自分が思ったことは、市民グラウンドの横に駐車場を整備して、そこへ１００トンで

すか、あの耐震性貯水槽を整備された時点で、こういう形の耐震性の貯水槽の整備の仕

方もあるかという点でございます。その点を１点と。 
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  あと、耐震性化されていない、かなり年数がたった防火水槽の今補修というような形

で内部の水を抜いて、中へ塗装とか何かするようなことを研究・検討しておられること

じゃなしにもうちょっと進んで、もう来年度からそういう事業を進めていかんといかん

とかいうような状況ではないかと、どれをとっても絶対水利の確保という点で、どこの

防火水槽も大事なものではありますが、消防のほうで③の地震火災重点地域におけると

ころから順次年間に何個か補修していくとか、新設の耐震性貯水槽はなかなか用地の確

保が難しいというのであれば、そっちのほうを先に進めていくことについては、研究・

検討といいましたが、もう事業化を進めていくような形で取り組めないか、お聞きして

２回目を終わります。 

○議長（比与森光俊君）   消防長、寺田 潔君。 

○消防長（寺田 潔君）   お答えをいたします。 

  まず初めに、民有地の活用という御質問にお答えをいたします。 

  民有地や事業所の敷地の活用につきましては、平成２７年第３回の定例会におきまし

ても島岡議員さんの地震火災対策重点地区に関する御質問の中でお答えしておりますが、

適当な設置場所、市有地などの適当な設置場所が確保できない場合は選択肢の一つと考

えております。 

  次に、既設防火水槽の保守等の件についてお答えをいたします。 

  既設防火水槽の耐震改修等の具体的な整備計画はこれからということになりますけれ

ども、消防本部としましてはできるだけ早く取りかかりたいと考えております。 

  なお、耐震性貯水槽の整備につきましては、令和２年度に隣接地区の新図書館敷地内

に１００立方メートル級を、また、令和３年度には新町西町線の進捗状況にもよります

けれども、地震火災重点推進地区であります西本町３丁目に４０立方メートル級を１基、

整備予定となっております。 

  また、昨年度整備しました宝町児童遊園地の耐震性貯水槽につきましても、隣接地区

ということで地震火災対策の一つと位置づけしまして、老朽化した４０立方メートル級

の既設防火水槽を１００立方メートル級に更新整備をしたものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   １９番、島岡信彦君。 

○１９番（島岡信彦君）   どうもありがとうございました。私の質問を終わります。 

○議長（比与森光俊君）   暫時休憩します。 

（午前 ９時１１分 休憩） 

（午前 ９時１１分 再開） 

○議長（比与森光俊君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  一般質問を続けます。 

  ただいま島岡信彦君から、発言の訂正をしたいとの申し出がございましたのでこれを
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許可します。 

  １９番、島岡信彦君。 

○１９番（島岡信彦君）   私今、一般質問の中で「物部村」と言いましたが、「物部

町」と訂正させていただきます。どうも失礼しました。 

○議長（比与森光俊君）   ただいま１９番、島岡信彦君から、「物部村」との発言の

部分を「物部町」に訂正したいとの申し出がありました。会議規則第６５条の規定によ

り、これを許可いたします。 

  島岡信彦君の質問が終わりました。 

  次に、７番、利根健二君。 

○７番（利根健二君）   ７番、市民クラブの利根です。通告に従いまして、一問一答

方式で順次質問をしてまいります。 

  まず、１番目の税金・使用料の支払い方法をもっと便利にという項目であります。 

  民間の公共料金の多くは、クレジットカード払いができるようになっています。また、

最近は、自治体等行政が徴収する税金・使用料においてもクレジット対応の自治体がふ

えてきています。市民の利便性を考えたときに、クレジット払いにも対応するべきでは

ないかと思います。 

  ちなみに香美市で生活している中でクレジット払いの状況を見てみると、香美市の税

金・使用料が基本的に全てできません。もしかしたら、ふるさと納税はできるようにな

っているかもしれません。ちょっと確認をとっていないのでわかりません。国民年金は

全国で可能であり、電気は四国電力で可能です。放送としてはＮＨＫほかはクレジット

払いができるようになっております。新聞はそれぞれ契約により、まちまちのような状

況でございます。 

  例えば香美市の水道料金のところのホームページを見てみますと、ＭＭＫ設置店やコ

ンビニ収納は可能になっていますが、「クレジットカードにより、お支払いをすること

ができません。事務経費削減のため、クレジットカード会社と当契約を行っていません。

大変お手数をおかけしますが、口座振替にてお支払をお願いします。」というようなこ

とが書かれております。 

  一口にクレジット払いと言いましても、大都市や東京都が行っているシステム自体を

自分のところが持っているような直接方式と、もっと規模が小さいそういったシステム

が組めれないような自治体が利用しているエフレジとか、Ｙａｈｏｏ！公金支払い等、

手法としては２種類に分かれているようです。 

  また、支払い方法では都度手続に必要なものと、継続払いに対応しているものと２種

類に分けれると思います。 

  多くの例を見てみると、その都度支払い手続が必要なものは市民税、固定資産税、軽

自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、継続払いで徴収して

いるのは水道・下水道料金、市町村営の住宅の使用料などがあるようです。 
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  そこで、質問に、①に行きます。 

  その都度手続が必要なものは、クレジット手数料は利用者が払うところが多く、その

場合、自治体負担は発生してないようです。また、１００円を限度に市が負担している

ところもあります。納付金額がクレジットだったら、大体１万円ぐらいの納付が１００

円ぐらいかなというようなことが載っています。 

  行政としては納付書作成のためのシステム改修が必要ですが、コンビニ決済まで進め

ている自治体にとっては、それほどの改修費用ではないということも聞いております。

実際がわからないですけども、これは既にやったところがホームページに書いているこ

となので、金額がどれくらいの金額なのか細かい数字がちょっとわかりません。むしろ、

ランニングコストは下がるのじゃないでしょうか、検討してはどうでしょうか、①でお

伺いをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   税務収納課長、公文 薫さん。 

○税務収納課長（公文 薫君）   おはようございます。利根議員の御質問にお答えい

たします。 

  市民の皆さんの利便性の向上を考えた納税環境の充実につきましては、研究していか

なければならないものと考えております。その中の一つとして、市税等のクレジット払

いにつきましても、先進地事例等を踏まえながら、市民の有益性やニーズ、コスト面、

クレジットカード等を含めた個人情報の取り扱いや真正性の確認、サービスプロバイダ

ーのことなど、安全性などあらゆる面について十分な研究をした上での判断が必要であ

ると考えます。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ７番、利根健二君。 

○７番（利根健二君）   先ほど言いましたように、自分たちもやるべくして料金を調

べないとなかなかホームページとかそういうところでは、実際それが行政とか市民にと

っていいことなのか悪いことなのか、そこのコストにかかってくると思いますので、そ

の辺を自治体のほうはやるべくしての交渉というか研究ができますので、ぜひそれを進

めていっていただきたいと、そこまでいく前に多分業者になるとちょっとそこまで大変

なことなので、周辺の市町村でやっているところがもう既にありますので、そういった

ところを教えていただけるようであれば、そういったところのコスト等もちょっと参考

にしていただいて、研究を進めていただきたいと思います。 

  ②行きます。 

  通告の最後に、「手数料は利用者負担で行える。」と書いておりますが、この分だけ

ですと先ほど言いました行政側のコストがいかにも要らないように見えますので、この

部分を削除お願いをしたいと思います。ちょっとこれだけだと勘違いするような文章に

なっておりますので、よろしくお願いをいたします。 

  それでは、②です。 
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  都度手続が必要なものは、クレジットのほかにペイジー対応も考えてはどうでしょう

か。これはインターネットバンキングやモバイルバンキングからも入金でできるという

システムです。これは、実はインターネットバンキングの手数料ぐらいはかかるのかな

と思って質問に書いておりましたが、幾つかの自治体とか、ペイジーのホームページを

詳しく見てみますと、利用者の負担は発生しないところと若干発生するところとあるよ

うです。ここも先ほど言いましたように、手数料に関する調整というところで、自治体

向けのパンフレットを見てみますと、手数料水準等地公体が金融機関で支払う手数料の

水準、課金体系、支払い方法等について取り決めるとなっておりまして、その中に先ほ

どと同じで、私たちがちょっとのぞいたぐらいでは手数料、金額についてはわからない

状況です。それでも採用している自治体も結構ふえてきておりますので、①と同じよう

に、研究は進めていけばいいのかなと思います。 

  ちなみに高知県では高知市がやっておりまして、あと基本的には結構大きい自治体が

多いがですけども、町村レベルでもやっているところがあるようですので、大体同じぐ

らいの規模の自治体等とかを参考にしていただいて、またこれも研究を進めていただき

たいと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   税務収納課長、公文 薫さん。 

○税務収納課長（公文 薫君）   御質問にお答えいたします。 

  市税等のペイジー対応につきましても、クレジット払い同様に今後、研究・検討をし

ていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ７番、利根健二君。 

○７番（利根健二君）   よろしくお願いをいたします。 

  次、③に行きます。 

  水道・下水道料金については、手数料は全て自治体負担のところと、ここも同じよう

に１００円を限度に自治体負担など、いろんなパターンがあるようです。 

  引き落としに比べて手数料は高くなりますが、継続的な使用料として、市営住宅なん

かもそうながですけども、市営住宅の家賃も、クレジットカードに対するメリットも結

構あると聞いております。これも研究してみてはいかがでしょうか。多分今、口座引き

落としやと１０円ぐらいなのかな―口座、クレジットになると１００円ぐらい、何と１

０倍ぐらいになるがですけども、それもちょっと、そういう１００円払っている自治体

があるよという程度の情報しかないのではっきりわかりませんが、１件についてのコス

トはかなり上がりますが、それ以上のメリットもあるという話もあるということで、よ

ろしくお願いします。 

○議長（比与森光俊君）   環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   お答えします。 

  クレジット払いにつきましては、一昨年度、水道料金システムの改修の際に、コンビ
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ニ支払いとクレジットカード払いの両方を検討しましたが、費用対効果の面からクレジ

ットカード払いの導入は見送らせてもらいました。 

  また、現在の徴収率は９９％を超えており、１％に満たない滞納者の分析をしまして

も、クレジットカード払いにより滞納が減少するような対象者ではないと分析はしてお

ります。 

  現在までにクレジットカード払いに関する要望が電話で１件ということで、まだ利用

者からの関心は高まっていないと考えますが、今後公共料金のクレジット払いが進み、

利用者の関心の高まりがあれば、次のシステム改修やサーバー機器の切りかえ時に検討

してみたいと考えています。 

  議員がおっしゃるように、今後研究等は引き続き行っていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ７番、利根健二君。 

○７番（利根健二君）   １％未満やったら確かに、１件当たり１０円を１００円にす

るところまでは現状はいかないかなと思います。通告のほうに住宅使用料はなかったん

ですが、似たような感じで徴収ができていればどうかなと。利益内容ですが、銀行引き

落としでは、引き落としができなかった分の督促とか納付書の作成とか発送費用、消し

込みの手間が、クレジットカードの場合はほぼないだろうということもありますので、

そういったことも含めて、水道料金も住宅使用料もあわせて、また研究をしていただき

たいと思います。よろしくお願いをいたします。 

  これで、まず税金・使用料の支払い方法をもっと便利にの質問を終わります。 

  続きまして、子供の安心・安全のためにのほうへ移ってまいります。 

  最近、不審者の問題が多く取り上げられています。特に子供たちや若い女性に対する

声がけ、つきまといは重大な事件になる可能性もあり、心配するところです。本市も例

外ではなく、不審者による声かけはたびたび発生しているようであります。 

  対策としては、多くの市民が素早く情報を得て、多くの目で注意・警戒することが重

要であり、効果があるものと思われます。現在、私の知っているところでは、ＰＴＡの

連絡網とか、やまびこ会の連絡網があります。また、市民全体に対しては防災行政無線、

防災メールが考えられますが、自分の住んでいるところはちょっと放送がはっきり聞き

取れないので、スピーカーでの情報発信をしているのか、していないのかちょっと確認

がとれておりません。 

  また、防災メールでは、過去に特殊詐欺に関するメールはありましたが、つきまとい

については送られてきておりません。あわせて高知県警が出している安心Ｆメールもあ

りますが、情報がかなりおくれて発信されているようです。 

  ちなみにここに（スクリーンを示しながら説明）、これがまず、６月５日のやつです。

これが送られてきたのが６月６日ですね。議長のほうから、やまびこ会の関係で御連絡

をいただいて、皆さん気をつけてねといったようなやつが、ちょっとおくれてきました。
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こういった状況です。これも翌日です。送られてきたのが、これ県警のやつですね。こ

れが１７日に発生しておりますが、県警のＦメールで登録している人に来たのが８月２

２日です。Ｆメール自体はいいんですが、すぐ対応しないと市民の多くの目で監視する

というところにはちょっといかないかなという気がします。ちなみに、この質問をつく

った時点でこういったことでした、最近で。 

  その後、南国市で９月３日に起こっております。それがＦメールで発信されたのが９

月５日、同じような感じですね。片地小学校付近で９月６日に発生しております。それ

は午前中に発生したやつが午後にはＦメールで、これは早かったです、出ております。

あと、野市町で９月６日に発生したやつが、これは遅くて１１日とかいうような状況で

す。 

  まず、（１）の質問にまいります。 

  児童・生徒に対するつきまとい、不審者による声かけが発生したときの情報の流れを

問います。 

  ちょっと例として、子供がまず声をかけられたと帰って、「お父さん、お母さん、声

かけられたよ」と言ったときに、その後どういうふうにしていますでしょうか、お伺い

をいたします。 

○議長（比与森光俊君）   生涯学習振興課長兼少年育成センター所長、黍原美貴子さ

ん。 

○生涯学習振興課長兼少年育成センター所長（黍原美貴子君）   子供さんが被害を受

けた際は、保護者にまず言うと思います。それで、保護者から学校へ連絡があって、学

校からは少年育成センターへ連絡するようになっております。不審者情報を少年育成セ

ンターで受けた場合は、内容を整理して市内小中学校、山田高等学校、特別支援学校、

保育園、幼稚園、児童クラブ、南国警察署、また庁舎内は教育振興課、福祉事務所へ、

メールやファクスなどで情報を伝達しております。 

  内容によっては、先ほど利根議員もおっしゃっていました、香美市子ども見守り活動

連絡協議会の代表者や補導委員などに情報提供し、地域での見守り活動をお願いしてお

ります。 

  すぐのことではないんですけれども、こういう内容の不審者情報がありましたよとい

うようなことを少年育成センター補導委員研修会で不審者情報の内容を共有して、啓発

していくようにしております。そういう会でも話し合いをしております。 

○議長（比与森光俊君）   ７番、利根健二君。 

○７番（利根健二君）   学校からは少年育成センター、わかりました。これは学校の

ほうから少年育成センターへ行くまでの手順ですね。そういったものはＰＴＡとか各学

校でマニュアル化を、今の手順はしていますでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 
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  不審者が学校に侵入した場合とかのマニュアルはつくっている例がございますけれど

も、不審者情報については、先ほど黍原所長が説明しました少年育成センターが作成し

ております不審者等の情報提供の流れというフロー図がございまして、それによって伝

達されます。少年育成センターへの流れは学校からもありますし、直接保護者の方が警

察に連絡したりすることもあろうかと思いますけれども、少年育成センターへはそうい

った流れで入ってきて、全小中学校に少年育成センターから連絡が行きましたら、連絡

を受けた小中学校ではまず、児童生徒へ注意を呼びかけると同時に、Ｅメッセージと紙

媒体の文書で保護者に通知をしております。この一連の流れはルール化されておりまし

て、各学校に定着しております。事実上、マニュアル化されたというところにはなって

おるかと思います。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ７番、利根健二君。 

○７番（利根健二君）   わかりました。ある校長先生と話をしたときに、ほかの学校

の生徒がつきまといにおうたというやつが連絡網で来て、ほかの学校の校長にこの連絡

が来たと、私はＰＴＡの連絡網は既にあるので、そこにメールで教えることはできるけ

ど、もっと地域の人の目で早く見ることはできないかと、もっと知らせる方法がないか

というような心配事を聞きました。 

  そこで、それを一つ心に置いていただいて、あとマニュアル化が子供から父兄、学校、

少年育成センター、そして、それから警察とか、先日のやまびこ会の会でもその間に大

体３０分ぐらいかかってしまったというのがあります。一つ自分が思うのは、もっと早

く伝わるルートがないのかなという気がしまして、そういった犯罪に近いものについて

は、当然親から学校、少年育成センター、今のルートはルートでやって、並行してもう

頭から警察まで行くようなシステムもちょっとつくるべきじゃないかなという気がする

がです。 

  これちょっとつきまといの事件じゃないですけども、別の事件ですけども、ルール化

された手順に従って事がおくれたという例を一つ言いますと、救急車を呼ぶだん、ある

物流会社というか通販会社の倉庫で人が倒れたがです。それがちょっと見ると９時半ぐ

らいかな。人が脳梗塞か何かで倒れて、それの通報がマニュアルでできていて、ここへ

伝えなさい。責任者がどんどんどんどん順番にマニュアルでルール化されていって、最

後救急車が到着したのが１時間後ぐらい。そこで変なルール化をせず、そのルール化の

最初に並行して警察をというか救急車を呼びましょうとなったマニュアルがそこにあっ

たら、その人は助かっていたのではないかというのがあるがです。こういったやつは初

動が結構大変大事なので、マニュアルのところに事件性がある場合は、警察にも並行し

て通報して、並行して市民も動くようなシステムをつくって、そういったマニュアル化

をしたらどうかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   生涯学習振興課長兼少年育成センター所長、黍原美貴子さ
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ん。 

○生涯学習振興課長兼少年育成センター所長（黍原美貴子君）   緊急を要する内容等

については、学校のほうは警察にそのまま連絡はしていると思いますので、内容を精査

して情報は届けないといけないと考えておりますので、ある程度マニュアルもあります

し、そのときの判断でもっと早く届けないといけない情報は届けたいと思います。 

○議長（比与森光俊君）   ７番、利根健二君。 

○７番（利根健二君）   ちょっとその辺が、多分現場の父兄とか校長先生とニュアン

スが違っているかなと。少年育成センターのほうへ連絡したら、そこから全部連絡して

もらえるというように学校側も捉えている部分もありますし、学校へ行く前にまず並行

して警察にということも父兄にお知らせをしたらと思いますが、どうでしょう。 

○議長（比与森光俊君）   生涯学習振興課長兼少年育成センター所長、黍原美貴子さ

ん。 

○生涯学習振興課長兼少年育成センター所長（黍原美貴子君）   情報を少年育成セン

ターで受けた際に、すぐに警察に通報してほしい内容で、警察にもし父兄の方等が届け

ていないとわかった際は、すぐに警察に届け出をするように指導もしておりますので、

もし動転して前後が反対になったりした場合も、少年育成センターのほうから指導はで

きるかと思います。 

○議長（比与森光俊君）   ７番、利根健二君。 

○７番（利根健二君）   自分は少年育成センターへ行くまでのことをちょっと質問し

ているので、なかなか少年育成センターでは答弁が難しいかなという気がしますので、

そういうできるだけ早く広いところからスタートしたほうが、よけ早く広がるんじゃな

いかということを心にとめておいてください。 

  続きまして、（２）に行きます。 

  広報系の手段を持っている各課に素早く連絡が行き、広報をすることは効果があると

思います。防災メールを使って、市民全体に素早い情報を提供できないでしょうか。現

在のところ、防災メールがこの件では届いていないような、届いていないです自分のと

ころには、どうでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   生涯学習振興課長兼少年育成センター所長、黍原美貴子さ

ん。 

○生涯学習振興課長兼少年育成センター所長（黍原美貴子君）   今後、警察から不審

者についての広報依頼がありましたら、防災メールを活用したいと思っております。 

○議長（比与森光俊君）   ７番、利根健二君。 

○７番（利根健二君）   警察からじゃなくて、小学校から少年センターへ来た段階で

たしか行政内で幾つか回るんよね。情報が来たときに警察へも行くけど、庁舎内の各課、

教育委員会にも情報が回りますよね。警察へ行ったりしよったら遅うなるじゃないです

か。その場合、警察へも通報するけど、防災対策課にも連絡するとか、庁内で広報を持
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っている手段のところへばっと横に広がらんと、すごく遅くなると思うがです、そうい

う要請をしたらどうでしょうかという質問です。もし何やったらそういった連絡してく

れれば、すぐ放送しますよとかという答弁をいただければうんと。 

○議長（比与森光俊君）   防災対策課長、一圓幹生君。 

○防災対策課長（一圓幹生君）   ちょっと違った答弁になりますけれども、現在、警

察と話し合いの中で、防犯に関する防災無線等の使用の根拠としまして、警察のほうか

ら依頼があればとなっております。警察署が事案を精査した後に市へ依頼してくる場合

は、広報活動も可能と考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ７番、利根健二君。 

○７番（利根健二君）   警察から来たときだけ。何か一回、香美市の防災メールで、

香美市農林課からのお知らせですというのがあって、これは「現在、物部川異常渇水の

ため、４月１２日１７時から杉田ダムの放水流量が２０％カットとなったことから」と、

警察からじゃない情報も流れているけど、ちょっと確認を。 

○議長（比与森光俊君）   防災対策課長、一圓幹生君。 

○防災対策課長（一圓幹生君）   防犯に関することに関しては、警察からとなってお

ります。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ７番、利根健二君。 

○７番（利根健二君）   ちょっとその辺できたら見直したほうがいいような気がしま

すが。今言うたように、行ってこいする間に失敗した犯人がまたやるかもしれんやない

ですか。そういった発生したときには、できるだけ早くということですが。ちょっとそ

の辺の取り決めも見直したらどうでしょうね、どうでしょう。 

○議長（比与森光俊君）   防災対策課長、一圓幹生君。 

○防災対策課長（一圓幹生君）   また、警察署のほうとも話し合いたいと考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ７番、利根健二君。 

○７番（利根健二君）   ②のほうへ行きます。 

  フェイスブックページを使って、市民全体に素早い情報を提供できないかということ

です。これは同じようなルートでということです、できるだけこれも早くということで。 

  これは２０１３年３月議会で自分がフェイスブックページの作成を香美市に提案した

ときに、武雄市のフェイスブックページの例を出して、その効果をお伝えをしておりま

す。実はフェイスブックページを提案した一つの大きな理由やったがですけども、これ

も武雄市で女の子やったかな、子供やったかな、声かけが発生したときに、朝登校中に

発生したやつがもうお昼前、お昼ぐらいにフェイスブックページにアップして、みんな
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でその情報を共有して、もう下校時にはみんなの目が行き届きよったというようなこと

です。これも少年育成センターへ来た段階で、総務課なんかあたりへだっといくと、拡

散希望をしてどんどん市民みんなでそういう情報を持って、みんなの目で見るというよ

うな提案です。 

○議長（比与森光俊君）   生涯学習振興課長兼少年育成センター所長、黍原美貴子さ

ん。 

○生涯学習振興課長兼少年育成センター所長（黍原美貴子君）   フェイスブックを活

用した情報発信は、不特定多数の方への情報発信となることを考慮して、発信する内容

についてもその都度判断して、投稿を検討したいと考えております。 

○議長（比与森光俊君）   ７番、利根健二君。 

○７番（利根健二君）   このような場合はどうですか、不審者が出ましたという情報

が出た場合はどうしますか、今まではなかったですけども。 

○議長（比与森光俊君）   生涯学習振興課長兼少年育成センター所長、黍原美貴子さ

ん。 

○生涯学習振興課長兼少年育成センター所長（黍原美貴子君）   情報が誤解された形

で拡散されないように、香美市の公式フェイスブックページ運用方針などの内容に沿っ

て検討したいと考えております。 

○議長（比与森光俊君）   ７番、利根健二君。 

○７番（利根健二君）   これは個人の名前を出してわあっとやるわけやのうて、こう

いう事件というか声かけがありましたというやつなので、誤報やったら誤報でこれはあ

りがたいことでええんじゃないかと思いますので、事実を確認する間にどんどんどんど

ん状況が悪化する場合とかありますので、すごく個人名が拡散するとかそういう状況は

もちろんだめやけど、こういった情報が広がることは全然えいし、間違うちょっても間

違うちょったで、それはそれで一つの啓発にもなると思いますので、その辺もあわせて

またちょっと検討をお願いをいたします。 

  続きまして、③です。 

  防災行政無線、特にスピーカーでの放送は、その辺をうろうろしている不審者にも聞

こえまして、犯罪抑止には特に効果があると思いますが、対応をお願いしたいと思いま

すがいかがでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   生涯学習振興課長兼少年育成センター所長、黍原美貴子さ

ん。 

○生涯学習振興課長兼少年育成センター所長（黍原美貴子君）   防災行政無線での放

送も、警察から不審者に対する広報依頼があった場合は対応してもらえると思います。 

  ただ、すぐ放送するということで、犯人を取り逃がすとか、いろんなことが考えられ

ると思いますので、そのあたりは警察の判断が必要かと思います。 

○議長（比与森光俊君）   ７番、利根健二君。 
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○７番（利根健二君）   すぐ放送しましょうと僕が言うてすぐ放送できる体制になっ

ても、実際は発生してからもう３０分とか４０分とか、この前のやまびこ会の話でも、

私が家へ帰ってとかいう話になるので、取り逃がすとかというよりは、そこでさっき言

うたように失敗した人が再度その辺をうろうろしゆうということの抑止になるんじゃな

いかと。パトカー鳴らしたき犯人が逃げるとかというそういうわけじゃないですが、ど

うでしょう。もうちょっと、先ほどの結局防災メールもフェイスブックページもそうで

すけども、割ともっと早くやっていく必要があるんじゃないかということです。どうで

すか。 

○議長（比与森光俊君）   生涯学習振興課長兼少年育成センター所長、黍原美貴子さ

ん。 

○生涯学習振興課長兼少年育成センター所長（黍原美貴子君）   情報によってフェイ

スブックや行政無線、防災メールを使って早急に流したら、いい内容については活用し

たいと考えております。ただ、警察の判断はやっぱり必要になってくると思います。 

○議長（比与森光俊君）   ７番、利根健二君。 

○７番（利根健二君）   警察の判断を待ちよったらちょっと遅いんじゃないかという

ようなことですが、ちょっと検討してください。今多分、ここですぐああじゃこうじゃ

って決定はできないと思いますので、基本はそういうことですので。 

  （３）に行きます。 

  発生をしていなくても、継続的な広報の取り組みが必要ではないでしょうか。現在行

っている手法に合わせて、先ほどの手法、フェイスブックページ、防災メール、防災行

政無線も利用した継続的な啓発を求めますが、いかがでしょうか。 

  ちなみに、事件が発生してないときに、不審者情報号外（スクリーンを示しながら説

明）、実際はこれは起きていないがですけども、「ながら見守りのお願い」というやつ

が、これは６月２７日かな、ぽこぽこっと２つ発生したので、その間も発生していない

けど続けてやっぱりこういうことを定期的に、定期的にというほど出ていないがですけ

ども、こんな例もありますので、継続的に啓発していくことは大切ではないでしょうか

ということで質問をいたします。 

○議長（比与森光俊君）   生涯学習振興課長兼少年育成センター所長、黍原美貴子さ

ん。 

○生涯学習振興課長兼少年育成センター所長（黍原美貴子君）   現在も少年育成セン

ターだよりに不審者に関する記事の掲載や、地域のミニ集会などで不審者から子供を守

るために、地域での見守り活動などに関する情報発信や啓発活動を行っております。今

後も新たな啓発方法がないかなど検討しながら、情報発信に取り組みたいと考えていま

す。 

○議長（比与森光俊君）   ７番、利根健二君。 

○７番（利根健二君）   今後ほかにもという中に、ぜひフェイスブックページとか防
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災メールとか、防災行政無線なんかも検討をしていただきたいと思います。 

  特にながら見守りのお願いなんかは、下校時から夕方にかけてスピーカーで放送した

ら、実際歩きゆう人がおおおと思って、余りしょっちゅうやったらうるさいかもしれん

けど、定期的にぽっぽっとスポットで入れていくと、たまたまそこでちょっと悪いこと

をしちゃおうかという人らにも、何か放送が聞こえよったら見られるかなとかいうこと

もあると思いますので、そういうこともあわせて検討をお願いしたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   生涯学習振興課長兼少年育成センター所長、黍原美貴子さ

ん。 

○生涯学習振興課長兼少年育成センター所長（黍原美貴子君）   検討したいと思いま

す。 

○議長（比与森光俊君）   ７番、利根健二君。 

○７番（利根健二君）   （４）に行きます。 

  今までずっと言ってきたことながですけども、防災や安全を含め広く告知していくに

はフェイスブックページ、防災メールの登録者数をそもそもふやすことをしないと、幾

らフェイスブックページを載せても、香美市のフェイスブックページを見ゆう人がおら

んかったらどうしょうもないんで、防災メールも送ったはえいが、登録者数が１０人と

か２０人とか１００人とか、その程度やったら余り効果がないので、そもそもそこをふ

やす必要があるんじゃないかということが（４）の質問の趣旨です。 

  先ほど質問した手法ですね、フェイスブックページ上での直接呼びかけとか、あとフ

ェイスブックなんかは登録しているメンバーに拡散のお願い等、可能な限りの努力を、

防災でもあるし、フェイスブックページそのものの香美市としての利用を含めたちょっ

と大きなところでの拡散希望ですね、できたときにはだあっと自分の友達に、フェイス

ブックページの御紹介をさせてもろうて、多分今登録しちゅう人のは半分ぐらい、自分

の知っちゅう人かなという気がするがですけども、その人らにどんどんどんどん拡散の

お願いをしていったらどうでしょうかという質問です。 

  あと、ロビーなんかも前、一般質問でロビーを使うていろんな告知をしたらというこ

とも言いましたので。とりあえずフェイスブックページのほう、お願いします。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長、川田 学君。 

○総務課長（川田 学君）   利根議員の御質問にお答えします。 

  多くの皆様に香美市公式フェイスブックページをごらんになっていただくためには、

これまで以上に皆様に関心を持っていただけるような魅力的な記事づくり、タイムリー

な配信に努め、機会を捉えては香美市公式フェイスブックページの積極的な周知を行う

ことにしたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ７番、利根健二君。 



－17－ 

○７番（利根健二君）   まずロビーへ来た人が、ああ香美市はフェイスブックやりゆ

うねとか、ページあるねというやつを見せたらいいので、またロビーのほうにもそうい

った情報を、やってるよをお願いをしたいと思います。 

  あと内容をどんどん上げて、みんながリピートしてくれることも大事やけど、既に入

っている会員に拡散希望したらよいと思いますので、そういったこともあわせてお願い

をいたします。 

  ②に行きます。 

  本市のホームページにフェイスブックページへのリンクが張られていないように思い

ます。また先ほどの防災メールの登録のお願いもなかなか、そもそも防災メールってい

うのがあることを知らん市民が多いんじゃないかと思いますが、よその市を見てみます

と、少なくとも公式フェイスブックページというやつはちょっとでかいバナークラスの

サイズのやつがどーんとありますので、そういったやつをつくっていただいて、防災メ

ールの登録のお願いなんかもスポットであいたときに、トップページに定期的にぽこぽ

こ出たほうがいいんじゃないかなという気がしておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長、川田 学君。 

○総務課長（川田 学君）   お答えします。 

  香美市公式ホームページには、総務課秘書広報班のページ内にフェイスブックページ

のリンク先を含めた記事を掲載しておりますが、目立たずわかりづらい状態です。その

ため、御質問はホームページのトップページにリンク先が張られていないということだ

と思いますので、対応するようにいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   防災対策課長、一圓幹生君。 

○防災対策課長（一圓幹生君）   防災メール登録のお願いにつきましても、ホームペ

ージに掲載するとともに、広報香美も活用しまして継続的に呼びかけをしてまいりたい

と考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ７番、利根健二君。 

○７番（利根健二君）   以上で全ての質問を終わります。 

○議長（比与森光俊君）   利根健二君の質問が終わりました。 

  次に、５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   ５番、日本共産党の笹岡 優です。一般質問の最後でお疲れ

とは思いますが、よろしくお願いします。 

  それでは、通告に従いまして、一問一答方式で質問します。 

  １番目に、香美市は核兵器廃絶を目指す非核宣言をしている自治体です。来年、２０

２０年の核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議に向けて、核兵器禁止条約発効への努力が

今問われています。 
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  少し経過を説明します。 

  来年、２０２０年８月は、広島、長崎への原爆投下から７５年目の節目に当たります。

そして、被爆者の平均年齢は８２歳を超えています。土佐山田町には日本原水爆被爆者

団体協議会（日本被団協）の取り組みと連帯する高知県被爆者の会の元会長さんもお住

まいです。その方々の一貫した訴えは、「生きているうちに核兵器のない世界を」です。

その被爆者の長年にわたる筆舌に尽くしがたい体験を語り続け、核兵器が人類と共存で

きないことの訴えが今世界を動かし、２０１７年７月７日に、歴史上初めて核兵器を法

的に禁止する条約をつくり出しました。 

  松井一実広島市長、田上富久長崎市長が平和祈念式典で、唯一の戦争被爆国の責任と

して、核兵器禁止条約への署名・批准を求めると明確に訴えました。被爆者の年齢を考

えれば取り組みを強めなければなりません。 

  非核宣言自治体の香美市として、具体的な行動についてお聞きします。 

  ①です。 

  香美市は、２００６年５月２５日非核・平和宣言し、日本非核宣言自治体協議会に加

入しています。そして、２０１０年１月１日には平和市長会に加盟しています。 

  そこで、伺います。 

  この間に具体的にどのような取り組みをしてきたのか、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長、川田 学君。 

○総務課長（川田 学君）   笹岡議員の御質問にお答えします。 

  取り組みといたしましては、毎年５月に戦没者追悼式、８月に広報香美へ特集記事の

掲載、ヒロシマ・ナガサキ被爆ポスター展の実施、８月６日、９日、１５日には黙禱を

ささげております。また、小中学校では平和学習などを行ってきております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   全国の平和市長会も加盟する世界組織である平和首長会議は、

加盟都市数が１６３カ国と地域、そして、７,７８９都市で、日本の国内でも加盟都市

数は１,７３２都市に急速に広がっています。平和首長会議が２０２０年ビジョン、核

兵器廃絶のための緊急行動の提案をし、核兵器のない世界の実現を目指す重点取り組み

として今回３つ紹介しますが、１つ目に、国連・各国政府に対する要請として、核兵器

禁止条約の早期締結を求めています。２つ目に、次代、次の代、次の若い世代ですね、

次代の平和活動を担う青少年の育成として、次代を担う若い世代の意識啓発を目指す平

和教育の実施を挙げています。そして、広島・長崎への受け入れを組み込んだ、青少年

の平和と交流支援事業等の充実を求めています。３番目に、幅広い層の市民の平和意識

の啓発として、ヒバクシャ国際署名と連携した核兵器禁止条約の早期締結を求める署名

活動を挙げていますが、この点についてどうでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長、川田 学君。 
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○総務課長（川田 学君）   お答えします。 

  今、笹岡議員が言われたことは、非常に重要なことだと思っておりますので、できる

ことは香美市としてもやっていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   １つはヒバクシャ国際署名ですね、これがすごく大きいです。

１階ロビーや各支所、図書館や美術館など可能な施設に置いて推進することができない

でしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長、川田 学君。 

○総務課長（川田 学君）   お答えします。 

  署名となりますと名前、住所を記載するわけですので、そのまま置いておくというこ

とはちょっと難しいかもしれませんので、そういったことも含めて今後検討していきた

いと思います。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   総合案内を含めて、ちゃんと管理ができる状態のところでお

願いできると思いますので、ぜひちょっと検討してください。 

  中学生、そして高校生、大学生関係者機関にも呼びかけて、来年の広島・長崎の平和

式典に中学生、高校生、大学生の平和大使を派遣することはできないでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長、川田 学君。 

○総務課長（川田 学君）   お答えします。 

  平和大使の御質問ですけども、まだまだ小・中学生、高校生、大学生含めてですが、

平和学習などで平和意識の醸成とかをまずは図っていって、それによって平和大使につ

ながるような形になるのが一番大事だと思っておりますので、今すぐというのはなかな

か難しいかと考えております。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   平和市長会に入っていますし、日本非核宣言自治体協議会も

開かれていますが、その主催する取り組みに参加し、連帯と情報の共有を図ることが必

要と思いますが、その点はどうでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長、川田 学君。 

○総務課長（川田 学君）   お答えします。 

  自分のほうでもちょっと平和市長会のそういった具体的な取り組みがまだ把握できて

いない部分もありますので、その辺の情報収集もしながら、参加できるのかどうかを検

討してまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   先日、２０１９年原水爆禁止世界大会に参加してきました。
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そこでの確信は、１９５５年から開かれた原水禁世界大会が一貫して３つの目標、核戦

争阻止、核兵器禁止・廃絶、被爆者援護・連帯で被爆者を先頭に進めてきたことが、２

０１０年の国連のパン・ギムン事務総長を動かし、２０１７年に１２２カ国の賛成で採

択された核兵器禁止条約とつながっています。そして、来年には核不拡散条約、（ＮＰ

Ｔ）の再検討会議の開催する前に、ニューヨークで原水爆禁止世界大会を開催するよう

になりました。この提案はアメリカの市民運動や世界からの提案です。本当に感動的で

す。山﨑龍太郎議員のお父さん、三男さんなどが被爆者と連帯し、共同した取り組みが

継承され、世界に広がってきたことが歴史的な事実として今起こっています。 

  田上長崎市長が長崎の平和宣言で、「私たち一人一人の力は微力であっても決して無

力ではない」と訴えました。そのとおりだと思います。ぜひ子や孫の未来のためにも、

具体的な行動を起こしていただきたいと思います。 

  そこで、市長に何ができるのか、市長としてのお考えをぜひお聞きしたいと思います

が。 

○議長（比与森光俊君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   笹岡議員の御質問にお答えをしたいと思います。 

  香美市は平和首長会議に参加をしている自治体であります。この平和首長会議への参

加については、世界の都市に国境を越えて連帯し、ともに核兵器廃絶の道を切り開こう

という広島、長崎の両市の呼びかけに賛同したわけであります。 

  その目的のためには、さまざまな取り組み方があろうかというふうに思いますが、私

どももその基本的な考え方、核兵器のない社会の実現、平和な社会を実現するための取

り組みには賛同をするところでありますけれど、その取り組み方についてはさまざま、

それぞれの自主的なやり方によってやるべきだというふうに考えておりますので、私ど

もで今課長からもお話を申し上げましたように、それぞれ検討して取り組みを進めてい

くということになろうかと思います。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   ぜひ検討していただきたいと思います。具体的な行動をお願

いします。 

  ②です。 

  核兵器禁止条約は調印７０カ国、そして、批准が今２５カ国、２０１９年８月６日現

在ですが、２０２０年、来年には５０カ国が批准する見通しが生まれています。５０カ

国が批准されれば国連に寄託されて、その後に９０日で発効される見通しが強まってい

ます。発効されれば、核兵器をあらゆる面から禁止することができます。 

  お手元の資料、①を見てください。 

  ①に、核兵器禁止条約についてのずっと条文も入れていますが、右の図のほうを見て

いただければ、核兵器のあらゆる面を禁止するということで、保有、使用、実験、威嚇、
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これは全てやります。ですから、これが通れば核兵器そのものが国際的な犯罪になりま

す。ですから、ぜひこの実現のために力を尽くしていただきたいです。 

  下のほうの写真は、先日私が長崎の平和記念館の資料館で写してきた写真等です。当

初長崎に爆撃する前に、京都や小倉まで対象に挙がっていたということですので、天候

が悪かったために避けられて長崎に落とされたわけですが、ぜひその点をお願いしたい

と思います。 

  そこで、発効に向けての非核宣言香美市としてどのような取り組みを進めるか、お聞

かせ願いたいと思います。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長、川田 学君。 

○総務課長（川田 学君）   お答えします。 

  香美市としては、先ほども市長も申されましたが、これまで行ってきた取り組みを継

続して行っていきます。また、日本非核宣言自治体協議会、そして、平和首長会議の取

り組みをほかの自治体とともに推進していきたいと思います。やれることは微力かもし

れませんが、それが少しでも力になればと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   ぜひお願いします。微力であっても決して無力でありません

ので、よろしくお願いします。 

  平和首長会議が２０２０ビジョン、核兵器廃絶のための緊急行動として、核兵器禁止

条約の早期締結を呼びかけていますが、さきの平和記念式典での松井広島市長の文を紹

介します。 

  「日本政府には唯一の戦争被爆国として、核兵器禁止条約の署名・批准を求める被爆

者の思いをしっかりと受け止めていただきたい。その上で、日本国憲法の平和主義を体

現するためにも、核兵器のない世界の実現のさらに一歩踏み込んでリーダーシップを発

揮していただきたい。」、これが広島市長です。 

  そして、長崎市長は、「日本政府に訴えます。日本は今、核兵器禁止条約に背を向け

ています。唯一の戦争被爆国の責任として、一刻も早く核兵器禁止条約に署名、批准し

てください。」、これが２つの自治体の市長の思いです。ぜひこの市長の思いを連帯し、

共同することが大切と思いますが、どうでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長、川田 学君。 

○総務課長（川田 学君）   お答えします。 

  香美市も平和首長会議とかに賛同している市で加盟しているわけですので、当然そう

いった気持ちで、ともに推進していきたいと思っております。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   次に移ります。 

  これが長崎の平和資料館にありまして(資料を示しながら説明)、展示されています、
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こういう写真です。これは、背中におんぶしている弟はもう亡くなっています。ですか

ら、この題名が「焼き場に立つ少年」ということで、ローマ・カトリック教会フランシ

スコ法王が、この焼き場に立つ少年の写真をポストカードにして、「戦争が生み出した

もの」と添え書きをして世界の教会に配布しています。そして、ことしの１１月２４日

に長崎を訪問する予定です。 

  以前、長崎でお会いした３０歳代の女性が被爆三世としてこう言いました。「被爆三

世として結婚、そして、子供を産むことにためらいがある」と語っていたことが今でも

私は忘れられません。７４年経てもなお、核兵器が人間に何をもたらすのか、次の代、

次の代にどういう子供が生まれるのか、これはわかりません。学べる場を設けることが

本当に重要です。核兵器の非人道性を被爆者の実相から発信することを基本に据えた平

和学習、人権教育に取り組む必要性についてお聞きしたいと思います。 

○議長（比与森光俊君）   総務課長、川田 学君。 

○総務課長（川田 学君）   お答えします。 

  核兵器のない世界の実現のためには、核兵器の非人道性と平和のとうとさを知り、生

命と人権を尊重し、平和で心豊かな社会を築こうとする心を育てていくことが重要であ

りますので、平和教育、人権教育に取り組むことの必要性は認識しております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   この焼き場に立つ少年を撮った軍のカメラマンオダネルさん

の妻は、日本人の坂井貴美子さんです。その方からのメッセージに、「過去にあったこ

とを学んでいただくというのが一番大事なことだと思う。忘れてしまったら、また同じ

ことを繰り返す危険性がある。それを見て考えるのは一人一人だと思う。そこからどう

するかも見た人の判断で決めていくこと」と言っています。 

  人間の感性に働きかけ、能動的にものを考え、想像を働かせることが大事と思います。

ぜひ平和教育を位置づけていただいて、力をかしていただきたいと思います。ぜひ資料

館に、本当に工夫されていろんなこういう展示もあります、それから、核兵器のもたら

すこういうガンマ線含めて放射線、人体に危険を及ぼすあれもあります。私も小倉にも

行ってきましたが、小倉に落とされていたら本当にまだ被害が大きかった。長崎はまだ

山がありましたので、さえぎられた面があるんです。ところが、小倉の場合はありませ

んので、本当に核兵器でこういう実態を伝えていただきたいと思います。もう一度その

点、よろしくお願いします。まあ、いいでしょうか。そうしたらもうぜひよろしくお願

いします。 

  そうしたら、２番目に移ります。 

  健康づくりの取り組みについてお聞きします。 

  市民保険課、健康介護支援課を中心に、健康づくり推進員や食生活改善推進員などと

も深く連携して、市民の健康増進、元気に年を重ねる取り組みに御尽力いただいていま
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すことに深く感謝申し上げます。 

  そこで伺いますが、平成３０年度の特定健診率は６５歳から７４歳が４６.２％で、

平成２８年度から２.４ポイント下がっています。第３期香美市健康増進計画では、未

受診理由として、忙しい、面倒であるが２６.７％、健診受診の機会が少ない、健診時

間に行けないが１５.６％、健診費用の自己負担が高いが１１.６％となっていることを

考慮して質問します。 

  まずここに、こういう第３期香美市の健康増進計画がありますが(資料を示しながら

説明)、糖尿病の有所見者割合が男性、女性ともに６割以上を占めている原因の究明が

必要ではないでしょうか。糖尿病の場合はインスリンが足りない、特にアジア人は欧米

人よりインスリンの分泌量が少ないと言われています。またストレスや加齢、年を重ね

る、遺伝子の影響もありますし、血圧が高いのもその影響を与えます。どのような対策

が必要でしょうか。 

  また、食育推進協議会を核とする食生活改善など、香美市民の健康寿命を延ばし、平

均寿命を高める具体的な取り組みについてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  平成３１年３月に第３期香美市健康増進計画が策定されております。その中で、香美

市の健康課題として、議員御指摘のとおり、糖尿病予防を重要と考えまして、重点課題

として挙げさせていただいております。特にここでは生活習慣に大きな原因があるⅡ型

糖尿病について回答したいと思います。 

  原因としましては、やはり加齢や家族歴などの介入不可能な危険因子を除きますと、

大きくは肥満と運動不足が挙げられます。特に香美市では、肥満の率が県の平均より高

くなっております。また、高血圧や高脂血症も独立した危険因子であるとされています。 

  Ⅱ型糖尿病の予防には、適正体重の維持、それから、運動習慣の確立、高血圧や脂質

異常の予防や口腔ケア、禁煙対策などの取り組みを一体的に行っていく必要がありまし

て、単にヘモグロビンＡＩｃを下げるということではなく、血管病対策といいますが、

血管を大切にしていくという取り組みが必要です。 

  次に、対策の柱でございますが、１つ目は、健康的な生活習慣を身につけるというこ

と。それから、２つ目に糖尿病発症予防。それから、３つ目は糖尿病にもしなったとし

ても、重症化を予防するという３つの推進施策を立てております。現在は、特定健診結

果で耐糖能、糖尿病の予備軍として要精密となった方への生活指導や受診勧奨、それか

ら、糖尿病治療中でありながら中断されている方、また、そのまま放置されている未治

療の方への受診勧奨などに取り組んでおります。 

  今年度の新規取り組みとしては、新生児訪問の際に妊娠糖尿があった方への生活指導、

運動や食事についてですとか、それと全産婦さんへの血圧測定と生活指導を実施するこ

とになっております。 
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  また、食育推進計画の中で、特に食のほうも重要でございますので重点的に取り組む

ことといたしましては、野菜の摂取を推進していくということに取り組んでいくように

しております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   この中の２４ページに摂取エネルギーの過剰というのを挙げ

ていますね。ＢＭＩで、ここで言います脂質等が高い問題やおなかの周り、肥満体質の

問題も挙げています。それから、中性脂肪やＨＤＬコレステロールでの悪玉コレステロ

ールによる動脈硬化なども挙げています。そして、２９ページには、各種がん検診で､

結核検診等の受診率が、平成２５年より後退しているという状況がありますが、この原

因はなぜなのか、わかりましたらお願いします。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   先ほども少しお答えいたしましたが、やはり

ＨＤＬコレステロールとかはやはり運動不足によってなかなか数値が改善しないという

ことがありますので、運動習慣を身につけることは大事だと思います。 

  また、検診の受診率ですけれども、こちらはちょっと県のほうとの分母のとり方が変

わりまして少し大きくなっていますので、特に今までとすごく変わったわけではなく数

値的な問題だけで、受診率そのものは以前とはそう変わっていないと認識しております。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   健全な食生活を営むとありますけど、やっぱり急激に血糖値

を上げないというのがすごく大事じゃないかなという、ですから、食事をゆっくり食べ

ること、それから、野菜ジュースを飲むとか、野菜から摂取していくということを含め

て、急激に血糖値を上げないということはどうでしょうか。私自身もちょっと心がけて

はいるんですが、この点はどうでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   食べる順番もある程度必要かと思います。テ

レビとかでもやはり野菜から食べることで血糖値の急激な上昇を防ぐということが言わ

れていますので、それにつきましてはぜひ心がけていただいたらいいと思いますし、ま

た、香美市のほうでも食生活推進協議会のほうとも連携しまして、やはり野菜の摂取の

量が少ないと、体のほうも整えていくことができないということで、力を入れていきた

いところだとこちらも考えているところです。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   ②に移ります。 

  ６５歳以上女性の運動器機能が低下しているということを挙げています７８ページに、

そして、健康増進計画として推進する歩行や軽スポーツなど気軽に運動できる環境づく
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りが必要と考えますが、この点はどうでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  香美市では、市内５６カ所で地区の集いを行っていただき、その中で香美はつらつ体

操等、体を動かすメニューを取り入れてもらっております。また、一般介護予防事業と

して、ポールウオーキング教室やヨガ教室など、香美市の社協と連携して、運動ができ

る事業を行ってきております。 

  また、高知家健康パスポート事業があるんですけれども、香美市独自のチャレンジ事

業として、今年度から運動のメニューをふやしまして、１カ月間ウオーキング２０分以

上とか、ラジオ体操１５分以上等の運動を実施して、記録を提出していただいた市民の

方には、青色のヘルシーポイントシールを１０枚進呈しております。８月２０日現在に

なりますけれども、２３名の方がチャレンジしていただいておりまして、６５歳以上の

方はそのうち１８名いらっしゃる状況でございます。 

  また、今後につきましては、イベントとかスポーツの事業をやられております生涯学

習課との連携を強化して、実施していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   すごくいい取り組みをしていますね。そのためにも地域で歩

行を推進するウオーキングロードというか、やっぱり夜歩くときのライトの関係、街灯

を含めてですが、そういう位置づけと整備も必要ではないでしょうか。５６地域でやっ

ています。私の地域でも公民館で体操をやっていまして、しゃべる時間が結構多いんで

すけど、しゃべることも大事ですし、健康体操に取り組んでいますので、ぜひそういう

気軽に体を動かす、歩行するというような、そういう位置づけと場所の整備等はどう考

えますでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   場所があることはまず大事だと思います。あ

けぼの街道とかも結構安全と思われて歩かれている方を見かけますけれども、過去にも

宮ノ口のほうではうちの職員がかかわりまして、ウオーキングマップ、このような（資

料を示しながら説明）マップをつくったこともございます。今もこの活動は地図がなく

てもできるような状況で、特にこれが活用されているという状況はありませんが、やは

りそういう環境づくりということは大事だと思っておりますので、今後もまた地域の方

と相談しながら必要があればやっていきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   先日、県の広報に「高知県スポーツ推進計画Ｖｅｒ．スター

ト！」ということで出ていまして、県との取り組みの連携、誰もが参加しやすい体験イ
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ベントを集中的開催をするというのが挙げられています。それから、来年また東京オリ

ンピックやパラリンピックがありますので、スポーツ熱というか関心も高まりますので、

ぜひ生かしていただきたいし、香美市には体育協会、先日の同僚議員の質問で、市民ス

ポーツ団体が１８７あるということの答弁もありました。そういう各種クラブやこうい

う団体との関係で体験ができることなんかに取り組んだらどうかと思いますが、その点

はどうでしょうか。情報発信といいますか、連携といいますか、どうでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   ぜひそのようは団体の方とも連携をとりまし

て、市民の方が少しでも運動習慣に目覚めていただけるように、また継続してできるよ

うな仕組みづくりが必要だと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   ぜひ生涯教育を含めて連携もしていただいて、先日も質問に

ありましたけど、今本当に病気になった場合、高知県の救急医療体制を含めて大変脆弱

になっています。第３次救急医療に全部集中している状況も出ていますので、元気に年

を重ねることが大事ですので、こういう取り組みを意識的にお願いしたいと思います。 

  ③です。 

  健康づくり推進員は、平成２９年２月現在で土佐山田地区健康づくり婦人会が８０名、

私の資料はちょっと古いですが、香北町、物部町で６９名となっています。しかし、エ

リアによってアンバランスがあるんじゃないでしょうか。再度、幅広くつくり、食生活

改善推進員とも連携して、特定健診含む健康づくりに、身近な方から誘っていくような

取り組みを強化すべきじゃないかと思いますが、見解をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  アンバランスについてですが、山田地区と香北・物部地区ではちょっと人口の差もあ

りますので、今のところそんなに差がひどくあるとは認識しておりませんが、令和元年

９月現在の健康づくり推進員さんが６７名、物部地区が２６名、香北地区が４１名、そ

れから、健康づくり婦人会さんが７３名、これは皆さん土佐山田地区になります。それ

から、食生活改善推進員さんは１５９名いらっしゃって、物部地区に４０名、香北地区

に７２名、土佐山田地区に４７名おります。 

  健康づくり推進員さんは、主に各種がん検診、特定健診の会場でのお手伝いや、市民

保険課が委託をしている業者と一緒に特定健診の受診勧奨のための個別訪問なども実施

してくださっております。 

  それから、健康づくり婦人会さんは、検診のお手伝いや特定健診受診勧奨の個別訪問

のほかに、香美市内の小中学校でたばこの害について、保健所と一緒に紙芝居の実施や、

また、複十字シール、結核予防の運動ですけれども、それなどを実施していただいてお
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ります。 

  また、食生活改善推進員さんには、減塩について等研修会で学んだことを地区で広め

ていただく伝達講習や、あと１９日が食育の日になっておりますが、市内のスーパーで

啓発活動を行っていただいたりしております。 

  議員のおっしゃるとおり、地域の顔見知りの方から健康についての話を聞いたり、健

診を勧められる口コミというものがやはり効果があると思いますので、いろいろな機会

を通じて、研修会で勉強した内容とかを地域へ広めていただく活動に一緒に取り組んで

いただいていると考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   ちょっと聞き漏らしたんですが、食生活改善推進員が５９名

というのはちょっと少ない。１５９名ですか、ちょっと済みません。もう一回、そこの

数をお願いします。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   食生活改善推進員さんは全部で１５９名、物

部地区が４０名、香北地区が７２名、土佐山田地区が４７名となっております。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   土佐山田がちょっと少ないですね。そうですか。 

  健康づくり推進員の方々、また食生活改善推進員の方ももし可能であれば、平均年齢

と男女比率等が大体わかりましたら、お願いしたいと思いますが。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  健康づくり婦人会さんは、大体７７.２歳、平均年齢ですけども、婦人会さんですの

で男性はおりません。それから、健康づくり推進員さんは平均が６５.２歳となってお

りまして、６７名中男性が７名となっております。あと食生活改善推進員さんにつきま

しては、平均が大体６７歳となっております。それで、男性の会員さんは香北に１名、

山田に１名の計お二人いらっしゃいます。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   ④に移ります。 

  先日発表された高齢社会白書でも明らかになりましたが、生活保護受給者の人口に占

める割合が、全体１.６６％に対し６５歳以上は２.８９％と、高齢者が置かれている経

済状況は深刻になっていると思います。 

  先日、ＴＢＳで年金の将来についての検証が出されましてやっていましたが(資料を

示しながら説明)、現役世代のどればあを保障できるかという将来見通しの関係でやっ

た場合、現在６１.７％が経済が悪かった場合は、ここにあります大きいやつが（資料
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を示しながら説明）、こういう大体上の状態じゃなしに下のほうに行くであろうという

のが、今多くのコメンテーターといいますか解説者が言っています中身です。場合によ

っては、現役世代が６１.７％もらっているときに、将来は３７.６％になるということ

になります。特に基礎年金部分６万５,０００円が４万５,０００円になるという、２万

円ぐらい減るという話もあるわけですので、大変深刻な状態があるんじゃないかと思う

んです。そして、これですね、まだ場合によっては３万５,０００円ということ（資料

を示しながら説明）、こういうのが出ています基礎年金部分です、こういう報道がされ

ていました。 

  この報道も含めて、さきにも挙げましたが、受診をしない方々の中に健診費用の自己

負担が高いということがあります。特に無料健診だけの部分やなしに、どうしてもそれ

だけでは６５歳以上は無理なわけです。やっぱりそれ以上の形もしますので、今、年金

が減少し、不安が広がっていることを考慮して施策をとるべきではないでしょうか、見

解をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（比与森光俊君）   福祉事務所長、中山泰仁君。 

○福祉事務所長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  本市の生活保護状況では、高齢者世帯における生活保護開始の理由として、貯金等の

減少・喪失の類型に該当するケースが見られます。その背景としましては、傷病等によ

る失業で収入の減少と医療費の支出増が重なり、貯蓄を取り崩しているうちに困窮に陥

って、保護申請に至ったという状況が考えられます。 

  心身の健康を保つことができれば、それだけ就労の継続が可能となり、収入の確保に

よる経済的な不安を軽減できるだけでなく、社会参加を通じて充実した生活を送ること

ができます。高齢者はもちろん、青年期・壮年期から健康管理に取り組むことが、個人

のみならず社会にとって有益であり、有意義であると言えます。そのためにも、第３期

香美市健康増進計画に基づく取り組みを着実に進めることが重要であると考えます。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   先日、９月７日の新聞報道でもこういう記事でした「所得格

差なお最悪水準」と。ですから、高齢者の方々の所得、本当に大変というのがあります

ので、「収入がなく老後生活を年金に頼る高齢者世帯は多く、今後格差が拡大に転じる

恐れもある。」とこういう報道をされています。そして、きのう同僚議員の質問で、担

当課長から出していただいた資料を見ても、１人当たりの総所得金額等の関係で見たら、

全体の関係でいえば、５０歳までは１人当たり２４５万３,０００円という方々が、６

０歳以上になったら７７万９,０００円という資料。そして、課税者のみの関係であっ

ても、５０歳代が３０８万１,０００円であったものが６０歳以上の方は１９７万７,０

００円という、６５歳とか６１歳、年金をもらう時代になってきたときに収入がぐんと

減っていくというのはもう実態なわけです。 
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  ここにデータヘルス計画がありますが、データヘルス計画の中にこう書いています。

６０歳から６９歳の方々の６２.９％、２,８３３人が国保加入者です。だから６３％近

い方が国保加入者。そして、７０歳から７４歳の７５.９％、７６％近い方々１,５３２

名が国保加入者、全体で４,３６５名の方々が国保加入者なわけです。この方々が年金

のみの収入から国保税を払い、介護保険料を払い、県民市民税を払い、借家住まいの方

は家賃を払い、光熱水費、そして、食費、生活費、本当にゆとりがあるでしょうか。高

齢社会白書の資料があります。ぜひこういうのを見てください、もうこれが実態です。

政府が出している資料ですので、その中にこう書いているんです。公的年金・恩給を受

給している方々で、自分の総収入に占める割合が１００％の方々が５４.２％なんです、

もう半分以上の方が年金しか収入がなくなるわけです。これはぜひ公務員の方々も退職

した方々に聞いていただいたら、現金収入がなくなった時点で本当に不安になるという

ことを言っています、それはそうです。ですから、これまで働いて収入があって安心し

ていた方も、収入がなくなった時点で年金が頼りになったときにすごく不安になるわけ

です。ぜひこの資料の中にもありますが、８０％以上の方々は家計にゆとりがないと答

えているんです。香美市としての生活実態調査をすべきではないでしょうか、見解をお

聞きしたいと思います。 

○議長（比与森光俊君）   福祉事務所長、中山泰仁君。 

○福祉事務所長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  福祉事務所において所管しておりますのは、生活保護法に定められた事務でございま

す。福祉事務所といたしましては、適正な保護の実施に努め、経済的な困窮者に対する

セーフティーネット機能を確実に発揮することで、職責を果たしてまいりたいとこのよ

うに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   リーダー役はどこがとるかわかりませんが、生活保護になる

のが目的でない、それにならないようにせんといかんわけですので、ぜひ情報を連携し

ていただいて、やっぱり市民生活の実態を正確に把握して、それの本当に対応が必要だ

と思いますので、ぜひお願いしたいと思います。 

  ⑤です。 

  １人当たりの医療費が高い傾向にある６５歳以上の被保険者が占める割合が年々増加

していると、平成３０年度の主要な施策の成果説明書に書いています。６５歳以上の健

康づくりが大きな課題ではないでしょうか。特に団塊の世代含めこの世代、６５歳から

７４歳の方々の人口比率が高いです。少なくともこれから２０年、２０４０年に向けて、

この方々が地域を本当に支える中核世代ではないでしょうか。この世代の方々が元気に

年を重ね生き生きと活動してこそ、安らぎとにぎわいのまちになります。この方々がも

し本当に悪くなっていけば、後期高齢者の医療費含めて香美市は大変になると思います
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ので、エリアで対象者を明確にし、特別枠で特化した予防医療を推進する必要があるん

じゃないでしょうか、見解をお聞きします。 

○議長（比与森光俊君）   健康介護支援課長、宗石こずゑさん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   お答えいたします。 

  議員のおっしゃるとおり、やはり元気で長生きして、自分らしく生きていくことが大

切だと思います。年齢を重ねるとある程度体のほうも病気になりやすくなることは人間

として仕方のない面もあるかと思いますが、防げる病気は、できるだけ生活習慣や栄養、

運動などにより、防いでいくというのが予防医療の考え方であると思います。 

  ６５歳くらいからは、時間的な余裕も少しはできて、また健康に関心も若いときより

は持ちやすい年代だと考えられます。地域で行われている集いや運動教室などに積極的

に参加していただけたらと考えております。また特に予防医療となると、６５歳以上で

はなく若い世代からの生活習慣が大きな鍵を握ると思われますので、若い世代へのアプ

ローチもあわせて検討が必要と考えております。 

  また、特別枠ということですけれども、なかなか特別枠とまではいかないかもしれま

せんが、市民の健康づくりについては、１つの班や１つの課で考えるのには限界があり

ますので、健康介護支援課内の健康づくり班や地域包括支援班を中心に、市民保険課や

生涯学習振興課等との連携が必要と考えております。まずは現状を把握して、お互いに

課同士の共通認識を持った上で対策を検討していくことが必要と考えまして、今後その

連携を強化していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   ぜひ６５歳以上の方々の手だて、確かに４０代、５０代の健

診率も低い状況にあります。しかし、この６５歳以上の方々がこれから大変になります

のでお願いします。 

  ⑥ですが、お手元の資料の②と③を見てください。 

  これは全国保険医団体連合会が「膨張する医療費の要因は薬剤費にあり」ということ

をやっています。お医者さんとかが入っている保険医団体連合会です。薬の適正量とジ

ェネリックの奨励含めて香美郡医師会や薬剤師会とも協議して、岡崎高知市長は全国国

保連合会の会長ですので、を通じて国に是正を求めるときではないでしょうか、見解を

お聞きします。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   お答えします。 

  各組織にはそれぞれの役割があると思っております。ですから、保険者の立場から意

見するほうが効果的かと考えております。それを前提に申し上げますと、既に全国市長

会がことし７月５日に国へ提出した提言には、適正な薬価の設定等の対策やジェネリッ

ク医薬品の使用促進と関係機関への協力依頼がありますし、全国知事会議のほうでは、
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８月２日に厚生労働省へ令和２年度国の施策並びに予算に関する提案・要望を提出して

おりまして、その中に医療費適正化の推進についても盛り込まれております。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   平成３０年度の主要な施策の成果説明書にも、新薬の開発に

より費用額が増加傾向になっているという指摘を書いていますので、高度医療と新薬は

区別させる仕組みをつくらないとだめだや思いますので、ぜひ意見を上げていただきた

いと思います。 

  それでは、次の質問に移ります。 

○議長（比与森光俊君）   暫時、１１時まで休憩します。 

（午前１０時４４分 休憩） 

（午前１０時５９分 再開） 

○議長（比与森光俊君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  一般質問を続けます。 

  ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   ３番目の質問に移ります。 

  四国の電力供給の現状についての認識を一致させて、今後のまちづくりとの関係で質

問します。 

  四国電力は２０１９年５月８日、太陽光発電の普及拡大に伴い、５日の四国エリアの

電力需要に占める割合が過去最高の８８％になったと報告があり、そして、風力、水力

も合わせた再生可能エネルギーは四国の必要電力の９６％に達したことを発表しました。 

  四国電力の発電コストは他の電力会社より高いです。２０１４年モデルが１０.１円

だったものが、四国電力は１４.４円かかっています。平均より４.３円高いんですね。

これは全国で一番高い電力を買うことになります。 

  そこで聞きます。 

  総括原価方式で決まる電力料金は、市民生活に密接に影響します。伊方原発に対して

は、航空機等を使っての空からのテロ攻撃にも対応できる、特定重大事故等対処施設の

整備が原子力規制庁から言われています。そして、使用済核燃料貯蔵の長期化の問題も

あり、莫大な費用が今後予想されています。 

  お手元の資料④を見ていただいたら、四国電力の大株主を入れています。５番目に高

知県があります。高知県は四国電力の大株主であり、原発から再生可能エネルギーへの

転換へ意見を上げるときではないでしょうか、見解をお聞きします。 

○議長（比与森光俊君）   環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   お答えします。 

  本年６月に経済産業省より、風力、太陽光発電を含む再生可能エネルギー固定買取価

格制度の来年度中の見直しの方針が公表されています。８月に再生可能エネルギーの主
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力電源化に向けたさらなる環境整備と安定供給を確実に実施していくためと電力システ

ムの持続可能性の確保を両立させていくために、制度のあり方を今後一体となって検討

するべく検討委員会が設置され、これからの再生可能エネルギーの方策を検討していく

こととなっています。 

  また、昨日の小泉環境大臣が就任記者会見で、原発についてどうやったらなくせるか

を考え続けると述べられており、原発依存度を下げ、再生可能エネルギーの比率を高め

たいとの考えを示されていますので、今後さらに進んでいくと考えています。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   ここに四国の送電線の図があります(資料を示しながら説明)。

結局、原発依存してから、これは串刺しという、だから今千葉県で大停電が起こってい

ますが、メッシュ型じゃない、世界ではメッシュ型です。融通し合える仕組みをつくっ

ているんです。ところが原発依存できたから融通できない、回せない、迂回できないん

です。そういうことも含めて、今度、来年４月から、四国電力から送電線の会社が別会

社になります。このことも含めてぜひ意見を上げていただきたいと思います。四国の中

でも高知県は重化学工業がありませんので、１００万キロワットのうちの６０万キロワ

ットは稲叢山の本川発電所に落としている揚水発電で６０％を賄っている県なんです。

ですから本当にこの声を上げていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  ②ですが、今年１１月から家庭用太陽光の固定価格買取制度（ＦＩＴの制度）が順次

満了を迎えます。四国電力の義務が１０年間で切れますので、四国電力が買い取る義務

がなくなります。この卒ＦＩＴ、卒業したＦＩＴの電力を香美市のまちづくりに生かす

べきじゃないでしょうか。新電力の受け皿をつくって、電気の地産地消を推進すべきじ

ゃないでしょうか、見解をお聞きします。 

○議長（比与森光俊君）   環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   お答えします。 

  １１月以降からの卒ＦＩＴの買い取りを含めた新電力に関しまして、電力の地産地消

を進めるため、県中西部の６市町村と県内外の民間企業による新電力会社の設立検討会

が立ち上がっていますが、前事例のように民間主導型でないと現状厳しいと考えていま

す。 

  また今後、電力自由化や新電力などの制度の勉強が我々は必要であると考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   四国電力が今後切れた場合は、大体７円から９円で買い取る

らしいです。だから１０円で買えばその差額を含めてありますので、ぜひ研究していた

だきたいと思います。今回、担当課も公営企業法の関係を含めて大変と思います。一般

財源を繰り入れていますので、ぜひ香美市単独で無理なら、県の企業局や南国市や香南
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市等の連携でどうでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   御指摘のとおり、香美市には企業局による水力

発電、風力発電ともあり、受け皿はあるのではないかとは考えておりますが、今後、香

南・香美・南国の３市の連絡協議会等において、先ほど申しましたように勉強を重ねる

とともに、協議・検討していきたいと考えています。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   ぜひ検討をお願いしたいと思います。 

  この資料の下に５番目の次に８番目があります。この８番目が四国電力の従業員の持

ち株の組合ですので、そこもぜひ研究する必要があると思います。 

  次に移りたいと思います。４番目です。 

  森林環境譲与税の配分と連携について質問します。 

  森林環境譲与税の総額は１６０億円、これ２００億円になったんかな、ありますが、

ことしの９月と来年の３月に配分されます。しかし、配分の比率が私有の人工林面積割

が５０％、人口割が３０％で、２０％が林業就業者数で決まります。 

  先日、私たちは奈良女子大の中山先生の講習を受けることができましたが、その先生

も言っていますが、東京一極集中をとめないといかんということを言っていました。今、

東京一極集中が大きな問題となっているときに、この人口割は高過ぎるのでないでしょ

うか。ますます財源が都市部に集中します。新しい制度であり、よく研究し、県とも協

議して実効性のあるものにする必要があると思いますが、見解をお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（比与森光俊君）   農林課参事、澤田修一君。 

○農林課参事（澤田修一君）   お答えいたします。 

  地球温暖化防止のための森林吸収源対策に係る財源の確保については、これまで長期

間にわたり、政府・与党での検討や関係者による働きかけが続けられてきました。特に

平成１８年度以降は、市町村が中心となりまして全国森林環境税創設促進連盟及び促進

議員連盟を結成しており、その取り組みの中で、配分基準についても要望を重ねてきた

ようです。 

  その結果、私有林の人工林面積と林業就業者数の反映や林野率の高い団体への補正が

行われており、森林が多い高知県や香美市のような地域にも一定の配慮がなされている

と考えております。 

  また、国民一人一人がひとしく負担を分かち合い、国民みんなで森林を支える仕組み

として、都市部の住民を含めた国民全体の理解を得る必要があること、森林の少ない都

市部については木材利用を促し、公共施設や非住宅建築物の木造化・木質化が進むこと

により木材需要が拡大され、森林の整備や林業・木材産業の活性化が図られるものと考
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えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   今ますます人口が都市部に集中するのはとまっていないんで

すね、これはふえてきます。人工林を抱える中山間地域は逆に急速に人口が減ります。

ですから、この人口割３０％というやり方は、これは大きな矛盾になってくるんじゃな

いでしょうか。ＣＯ２をたくさん排出している都市部の方々のためにも見直しが必要と

思いますので、ぜひ上げていくこともお願いしたいと思います。 

  ②ですが、この制度の鍵は、木材の安定供給と販路の確保です。都市部との連携含め

て販路拡大の取り組みと県振興策との統一性はどのように進められているのでしょうか、

お聞きします。 

○議長（比与森光俊君）   農林課参事、澤田修一君。 

○農林課参事（澤田修一君）   お答えいたします。 

  まず、木材の安定供給につきましては、従来から取り組まれている施業山林の団地化、

路網整備や機械化の推進、担い手の確保等の支援と合わせて、新たな森林経営管理制度

の取り組みや航空レーザ測量成果の活用等により、これまで以上に効率的・計画的に木

材を生産できる体制が強化でき、県産業振興計画林業分野の原木生産のさらなる拡大に

貢献できるものと考えております。 

  次に、都市部との連携、販路確保につきましては、本年４月１８日と５月１３日に森

林（もり）を生かし都市（まち）の木造化を推進するための国会議員による議員連盟と

団体・企業・地方公共団体による協議会が相次いで立ち上がるなど、木材需要の拡大へ

の追い風が吹いているところです。 

  このような中、香美市内で生産された木材は高知県森林組合連合会を通じて、県内外

の製材工場に出荷されていますので、県産業振興計画、林業分野の取り組みに位置づけ

られた流通・販売体制の確立等に沿った形で取り組みが進められております。今後も県

全体の取り組みを通じて、都市部との連携を図ってまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   そしたら県と県森連を含めて、そういう推進体制をつくって

いるという認識でいいのでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   農林課参事、澤田修一君。 

○農林課参事（澤田修一君）   そのように取り組みを進めております。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   四国では４県の知事会が開かれています。ぜひ連携する必要

があります。なぜなら、香川県は人工林が本当に極めて少ないんです。ですので、香川

県等も含めて四国での連携というか、協議というのも必要じゃないでしょうか、どうで
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しょうか。 

○議長（比与森光俊君）   農林課参事、澤田修一君。 

○農林課参事（澤田修一君）   お答えいたします。 

  高知県木材産業振興課に確認いたしましたところ、議員の御質問にありました、四国

４県連携での取り組みはなされていないようです。しかしながら、７月下旬に開催され

ました全国知事会の中で、小池都知事がリーダーを務める国産木材活用プロジェクトチ

ームにおいて、国産木材需要拡大宣言が決定されました。これは、国に提言するだけで

はなく、行動する知事会としてみずからが行動すべき指針を宣言するものであるため、

今後全国での国産木材の需要拡大に向けて、各都道府県が動き出すことになります。 

  高知県としましても、こうした動きとしっかりと連携をとり、ＣＬＴを初めとする国

産木材の需要拡大に取り組むと伺っております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   徳島県の知事が全国知事会の会長になりましたので、ぜひ生

かしていただきたいと思います。 

  ③ですが、森林組合や県などとの話し合い等で現在の取り組みはどの程度進んでいる

のでしょうか、お聞きしたいと思います。 

○議長（比与森光俊君）   農林課参事、澤田修一君。 

○農林課参事（澤田修一君）   お答えいたします。 

  森林環境譲与税を活用した事業の取り組みについて、主なものについて御説明させて

いただきます。 

  まず、森林経営管理制度に係る経営管理意向調査の準備を進めてまいりました。現在、

森林組合への委託による対象森林の抽出作業が終了し、登記簿情報をもとに森林所有者

の情報を収集しているところです。あわせて、森林ＧＩＳの改修業務を進めております

ので、意向調査の結果をシステムに入力、図面やデータで出力した後、地元説明会の開

催や経営管理権集積計画の作成につきましては、改めて森林組合に委託を行う予定です。 

  次に、前回の議会でも説明いたしました、県の航空レーザ測量成果を活用した森林資

源の解析業務についてですが、県の委託先が決定しましたので、香美市としましては次

年度に導入を予定しております、県から提供される森林資源情報を活用するための支援

ソフトの検討に入ったところです。 

  また、香美市未来の森づくり委員会では、各部会において次年度に取り組むべき内容

等につきまして、検討を進めていただいております。 

  なお、その他の当課で検討中の事業につきましては、森林組合との協議も十分重ね、

県の意見も伺った上で、未来の森づくり委員会に報告、御議論いただく予定となってい

ます。 

  以上です。 
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○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   県が推進する体制を構築されるのもやはり全国展開するＴＯ

ＳＡＺＡＩセンターが担うのでしょうか。そして県の広報にもあったんですが、ＮＰＯ

法人 チーム ティンバライズが担うのでしょうか、その動きはどうなっているのでし

ょうか。 

○議長（比与森光俊君）   農林課参事、澤田修一君。 

○農林課参事（澤田修一君）   お答えいたします。 

  議員から御質問がありましたとおり、昨年４月に設置しましたＴＯＳＡＺＡＩセンタ

ーと全国レベルの木材建築の専門家集団、ティンバライズが連携し、経済同友会など非

住宅建築物の施主となる方々に対して、県産材の特徴を生かした利用方法の提案に向け

て現在協議を進めているところです。 

  また、ＴＯＳＡＺＡＩセンターでは、高知市帯屋町に木造建築の相談窓口を近日オー

プンする予定です。当市では、これまでも香北分署消防庁舎の木質化等について相談を

しておりますが、今後も各種セミナーでの情報収集等、さらに連携を強めてまいります。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   次に移ります。 

  ５番目ですが、下水道のあり方、基本方針についてお聞きします。 

  最初に、県の土木部公園下水道課が管理運営する浦戸湾東部流域下水道について、今

後の見通しと取り組みについてお聞きします。 

  ①ですが、県の担当課の説明では、東部流域下水道の耐震対策は、汚泥処理棟と焼却

補機棟に約５,０００万円が必要であり、津波対策は汚泥処理棟、焼却補機棟、機械濃

縮棟に約１億円がかかるとのことでした。それ以外に、水処理施設の耐震補強は土台の

改善が必要ということと、水槽全体の補強が要るということを言っていました。施設の

老朽化などを含め、今後の対応はどうなっているのでしょうか、見通しをお聞きします。 

  また、排送管の耐震対策は大津の辺が弱かったらしいですが、それは完了したという

ことです。しかし、非常時の応急処置計画は今後の課題等とのことです。今から具体化

を図ることが必要じゃないでしょうか。 

  ここからずっと県立美術館北側まで持っていくわけですので、どこかが送れなくなっ

た場合は使えなくなります、下水も水道も。ですから、どこかで応急対策が必要ですの

で、その点はどうでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   浦戸湾東部流域下水道ですが、前議会でもお示

ししたように、本格的な耐震化や老朽化対策につきましてはこれからだと伺っておりま

す。施設整備につきまして、今後県・関係３市とも協議しながら進めていかなければな

らない課題でありますので、その事業計画については各年度で何を優先して事業化して
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いくのか、また、各年度の事業費についても連携、協議の上、実施していきたいと考え

ています。 

  また、非常時においてではありますが、各分担して下水道業務継続計画を、通常ＢＣ

Ｐと呼んでおりますが、策定しております。流域関連市及び運転管理の受託業者と連携

しながら応急・復旧対策等を進めていくこととしております。 

  また、通常時の災害対策としまして、平成２９年台風第２１号による停電のため、マ

ンホール等設備が作動せず汚水が漏れたことから、対策として市としては自家発電機４

台を購入し、対応できるように備えております。今後ＢＣＰの内容を熟知し、計画をも

とに担当個々が指揮対応できるように努めていきたいと考えています。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   この流域下水道の問題は今後どればあお金が要るかというこ

とがすごく大事なことですので、連絡協議会や幹事会は開かれているのでしょうか。県

が主体で運営していますので、どうでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   お答えします。 

  毎年開かれております。県の提案事項とか、決算事項とかはその場において協議され

ております。 

  先ほど多分答弁が抜かっておりましたが、今後、非常時等の対応についてはまた今後

提案してどうやっていくか、訓練をどうしていくかとかは、ちょっと提案して検討して

いきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   高濃度は高知市の汚泥を処理をしています。それで、消化ガ

スの有効利用の計画もありましたが、これはどうなっているのでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   お答えします。 

  消化ガスにつきましては、通常セメント等の原材料等を除き焼却処分されていたもの

を有効活用するということで、民間によるＦＩＴで今後２０年間、実際のところ令和２

年度、実施は令和３年１月からとなりますが、２０年間の固定買取制度によって、民間

が運営していくこととなっております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   ちょっと事業計画等をぜひまた明らかにしてください。 

  先ほど言った、非常時のときは地権者との合意形成を事前にやっておかないとまずい

です。例えば、土佐山田町から南国市の直線のどこの農地、マンホールあけてどこの農

地に流すのか、そこで薬剤をまいて、とりあえず応急措置をすると、その場所をもう今
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から地権者と合意形成しておかないとまずいんじゃないかと思いますが、その辺はどう

でしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   お答えします。 

  実際のところ、その受け持ち区域は県の区域にはなりますが、市内でも同じようなこ

とが考えられますので、今後どうしていくか県とも打ち合わせながら、ちょっと検討し

ていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   ②に移ります。 

  先日、産業建設常任委員会で、クボタ環境サービス、石川県かほく市の調査を行いま

した。その調査を踏まえて、包括的民間委託での課題について質問します。 

  クボタ環境サービスは、クボタグループ内の食料・水・環境部門を担当する水のスペ

シャリスト・企業でした。 

  県も浦戸湾東部流域下水道の高須浄化センター、先ほど言った美術館の北側の、ここ

も民間委託していまして、地元のＪＶが管理運営をしています。しかし、３名の職員、

県の職員１名と高知市の職員２名を派遣しています。 

  香美市の場合、上水道と簡易水道の施設管理と、運転管理から公共下水道、特定環境

保全公共下水道、農業集落排水事業のクリーンセンター及びマンホールポンプの維持管

理、自家発電施設の点検等を委託しています。このクボタ環境サービスの技術力、また

企業力の継承含めて、工夫が要るのではないでしょうか。 

  また、民間委託の場合はメーカーの継続性を担保できるのかどうかが課題になってき

ます。その点はどうでしょうか。かほく市でも、セカンドオピニオンの活用によって業

務の客観的評価に取り組んでいました。香美市としても、業務の客観的評価のシステム

化を含めて、メーカーとの有機的な発展が必要じゃないかと思いますが、見解をお聞き

したいと思います。 

○議長（比与森光俊君）   環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   お答えします。 

  上下水道の包括的民間委託につきまして、香美市にとってメリット、デメリットを今

後整理していく必要があると考えています。包括委託の検討はこれからとなりますが、

民間事業者の選定に当たっては透明性、公平性を配慮した上で、委託料だけでなく、民

間事業者が有する技術能力も評価する必要が重要であると考えています。また、事業者

選定に当たっては全国的に公募型プロポーザル方式が現状一般的となっております。 

  先ほど指摘のとおり、課題としましての技術力の継承等につきまして、現在の委託の

中でも民間合同の技術研修会を年１回以上実施しており、技術の継承及び新しい技術の

取得等も行っており、将来的にも続けていきたいと考えております。 
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  また、メーカーの持続性の担保に関しましてですが、包括ではありませんが、委託に

関して政令で定める要件として、委託業務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及

び技術的な基礎を有するものであると定められており、当初からこの面につきましては、

クボタ環境サービスについては問題ないと考えております。 

  また、客観的評価のモニタリングに関しましては、現在は年度末に委託業務の業務評

価、モニタリングを自前で行っておりますが、将来的に包括委託を検討する中で、第三

者評価について検討、議論していくことになると今後は考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   第三者評価というのはすごくいいと思います。この前行った

かほく市の場合はちょっと条件が違いますよね、面積が６４.４平方キロメートルです

ので東西に９キロ、南北に１２.９キロで山がないんです。上下水道課の方に聞いたら

高低差が１００メートルしかないというところですので、ちょっと余りにも条件が違い

過ぎるなとすごく感じています。 

  ただ、はっきりしていることは、こういう小規模のところは支える業者がそんなにた

くさんじゃないということを感じたんです。ですから、ぜひ技術力の継承を含めて必要

と思います。 

  この機会にちょっと質問ですが、簡易水道施設、特に配管図面がないということを聞

いたんですが、クボタ環境サービスさんのお力もいただいて、この機会に整備・整頓を

する必要があるんじゃないでしょうか。そうしないと、次に継承できませんので、その

辺はどうでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   御指摘の件ですが、水道法の改正により、施設

管理及び修繕の義務化が今後必要になってきます。また、あわせ施設台帳の整備も義務

化されます。それにあわせ、現在ある程度図面は残っております。それにつきましては、

おととし整理して保管庫を構え、保管しております。今後その図面等の整備ですが、協

議を現在行っており、クボタ環境サービスのほうに引き続きどうしていくか、協議しな

がら検討していきたいとは考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   公営企業法のほうに移管していくためにも絶対整備が必要で

すので、よろしくお願いします。 

  ６番目の質問に移りたいと思います。 

  人口減社会への対応と少子化対策の緊急性について質問します。 

  さきにも紹介した、奈良女子大学の中山教授によれば、出生率による人口増が無理で

あるということをまず認めることが必要です。人口減少時代の自治体政策を考えるとき
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が来たということを言っていました。 

  そこで伺います。 

  つくった人口ビジョンが、これを見たら平成２７年です。この内容を私、見てびっく

りしたんです。合計特殊出生率設定を２０１０年が１.３６、２０２０年が１.５９、２

０４０年が２.０７にしますと書いてある。こんなことができるかということが、なぜ

議論にならないかがわかりません。先ほど言った第３期健康増進計画の合計特殊出生率

は、平成２９年が１.４１です。ですから、もう来年が２０２０年、２０２０年に１.５

９にするというのに平成２９年が１.４１です、その差で０.１８上げんといかんわけで

す。ですから、ちょっとこの計画には現実性がありません。今必要なことは、旧町村単

位で２０４０年までの実効性のある人口計画を立て、香美市の全ての施策に反映させる

べきではないでしょうか、見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（比与森光俊君）   企画財政課長、佐竹教人君。 

○企画財政課長（佐竹教人君）   笹岡議員の御質問にお答えをいたします。 

  香美市人口ビジョンにおける市民アンケートの調査結果によりますと、理想的な子供

の数は２.３８人となっておりますが、経済的負担等を理由に現実的に将来持ちたい子

供の数は１.９１人と乖離をしております。 

  香美市人口ビジョンでは、この若い世代への結婚・子育て等に関する希望を、実現す

るための各種子育て支援策等の実施によりまして、２０４０年までに段階的に、合計特

殊出生率を国の仮定値であります２.０７まで上昇させるとし、目標人口を設定してお

ります。２０１７年の人口は２万６,３６４人、合計特殊出生率は、先ほど御案内いた

だきましたように１.４１であり、香美市人口ビジョン、これはケース５の部分ですけ

ども、の人口推計を上回っており、現時点において見直しの必要はないと考えておりま

す。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   私の言っているのは、今具体的な実効性のある人口計画を明

らかにまずすることが必要ではないかと。その全ての関係で、すぐ子供がふえる形にな

らんじゃないですか、年齢的な問題も含めて。ですから、その人口が激減することによ

っての地域のマンパワー含めて、それによって施策を考えていかないとだめなわけです

ので、そこはどうでしょうか、正確な人口を出すということは。 

○議長（比与森光俊君）   企画財政課長、佐竹教人君。 

○企画財政課長（佐竹教人君）   お答えいたします。 

  人口ビジョンの冊子の中には、社人研による推計も当然含まれておりますので、社人

研による推計人口と目標人口の差が明確に示されております。２.０７というのは国の

ほうの、特に国土交通省のグランドデザイン２０５０を初めといたしまして、県の目標

人口の設定の基礎というふうになっておりますので、各市町村がこれに倣って目標設定

しているところでございます。 



－41－ 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   人口減に対してどう向き合うかということを含めて、そのま

まやったら社人研の条件になってしまうから、それのどう勾配を落とさないかというこ

とがすごく大事なわけですので、ぜひそこは研究していただきたいと思います。 

  ②に移ります。 

  さきにも中山教授の見解を紹介しましたが、少子化対策での人口増には限界がありま

す。しかし、手を打たなければ地域は急速に衰退します。資料⑤を見てください。 

  資料⑤に大栃小学校、中学校の保護者会等の方々がやっている内容で、物部の教育に

ついてということで、これを見ていただいたら、もう保育園の存続そのものが危なくな

るような実態があります。 

  今喫緊の課題は、物部町と香北町の保育園、小学校教育の継続をどうするか。地域の

安心・安全をどう担保していくかということじゃないでしょうか。香美市のこれからの

対応が問われています。現状についてどのような認識をお持ちなのか。そして、今後の

取り組みについて、振興計画との関係でお聞きしたいと思います。 

○議長（比与森光俊君）   企画財政課長、佐竹教人君。 

○企画財政課長（佐竹教人君）   お答えいたします。 

  第２次香美市振興計画におきましては、６つの基本方針を掲げておりまして、その中

の「未来を拓く」という基本方針には、子育て・教育環境の整備を初め、地域ぐるみの

教育の推進などの施策があり、これを通じて地域との連携を深めております。 

  また、特に人口減が顕著な物部地域において、香美市物部町保育園及び小学校、中学

校等活性化検討委員会がこの８月に設置をされ、当該地域と保育園、小中学校の活性化

について検討を進めております。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   検討委員会を立ち上げたということですが、これは教育委員

会関係が進めているんですね。内容をちょっと紹介してください。 

○議長（比与森光俊君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  香美市物部町保育園及び小学校、中学校等活性化検討委員会につきましては、先ほど

企画財政課長から話がありましたとおり、８月に設置されたばかりです。所掌事項とし

ましては、保・小・中の小規模化に伴う教育上の諸問題の解決に関する事項、保・小・

中の活性化を目指した特色のある教育の創造に関する事項、保・小・中と地域が連携し、

物部地域の活性化に関する事項、その他教育委員会が必要と認める事項ということにな

っておりますが、まだ第１回の会議を開催しておりませんので、方向性等はまだ定まっ

ていない状況です。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 
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○５番（笹岡 優君）   振興計画の実行計画のほうを見てもわかりますが、どうして

も土佐山田町、香北町、物部町の縦割りの計画になってしまいますね。ですから、物部

地域を横型のメッシュ方式による政策にするかというのは、すごく議論が必要やないか

と思います。振興計画は香美市全体を基本に置いているわけですので、どうしても行政

の縦割りになってしまいます。物部町、香北町の将来構想、香美市の中での地域の果た

す役割、位置づけを明確にした地域づくりと、振興計画に整合性を持たせることが大事

だと思いますが、この点はどうでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   企画財政課長、佐竹教人君。 

○企画財政課長（佐竹教人君）   お答えいたします。 

  香美市の振興計画におきましては、合併を機に、旧町のそれぞれの土地利用計画とい

うのをある程度構想として掲げております。議員も御存じのように、振興計画における

都市機能構想ということで、それぞれの地域、土佐山田町市街地、香北町・物部町の市

街地につきまして、里の拠点、町の拠点というふうな形でイメージでございますが、一

つの方向性を示しております。その中で、今後、物部地域、それから、香北地域の人口

減に対して、とりわけ教育に関して今後どのようにしていくかというのは、それぞれ下

位の計画の中で住民の方とともに明らかにし、計画を立てていくべきだと思っておりま

す。 

  次の質問にもあるようですけれども、都市計画マスタープランの中でもこうした都市

機能構想というものを踏まえて、今回物部地域、香北地域というところの土地利用を含

めた町のあり方を同時に検討していただけるということですので、そういう下位の計画

の中に盛り込み、検討をしていく課題だというふうに認識をしております。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   後で聞きますが、マスタープランはそこまで入るんかなと思

います。 

  そしたら、③に移ります。 

  旧土佐山田町の商店街通り周辺の中心街、線路から南側と国道より北側での人口減、

空き家がふえています。不在地主含めて現状と問題認識をお聞きしたいと思います。 

  そして、今後の取り組みについて振興計画「まちのかたちを創る」との関係でお聞き

したいと思います。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  空き家調査により現在把握しております土佐山田町の商店街、西本町、東本町、百石

町周辺に存在する空き家の数は合計１０４件でございます。このうち、廃屋と言える状

態にある空き家は１０件でございます。香美市全体の空き家調査は継続的に行っており

ますが、当該地区の本格的なローリング調査を行ってから数年が経過しておりますので、

空き家件数はさらにふえているものと考えております。 
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  空き家の活用につきましては、空き家バンク制度による移住者に向けた物件として登

録させていただくことを基本施策としておりまして、活用できると思われる新しい空き

家があった場合は、空き家活用に関する調査表をそれぞれポストに投函して御協力をお

願いしております。 

  今後の取り組みといたしましては、振興計画でも掲げられていますように、市街地や

集落の整備の中で、多様な住宅等の供給が求められており、今後も市内全域で空き家が

増加していることから、引き続き空き家バンクの登録を促し、移住定住の促進に努めて

いきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   防災対策課長、一圓幹生君。 

○防災対策課長（一圓幹生君）   今の空き家の対策ですけれども、防災対策課のほう

では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼします空き家の情報が入ってきた際に、その所有

者や相続人等の管理義務者に対しまして、香美市空き家等の適正管理に関する条例に基

づき、修繕や除却等の必要な措置をとるよう書面による通知を行い、空き家等の適正な

管理の実施につなげていく取り組みを行っております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   １０４軒の中でＢとＣとＤは何ぼでしょうか。Ｄは１０件で

すね。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  Ｂランクが２０軒、Ｃランクが７４軒、Ｄランクが１０軒ということになっておりま

す。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   今回、質問するのは香北町と物部町をどうするかという問題

と、土佐山田町の場合、旧商店街通りのところをどうするかです。Ｃが７４軒というこ

とは７４軒はもうＤになる可能性が高いですね、これから置けば置くほど。３年前ぐら

いに調べたという話ですので、まだふえているかもしれないと。だから、本当に土佐山

田町の町の中心であるところに大きな空洞が起こっているということですので、空き家

バンクの登録とかなり乖離があるわけです。そのためにも地域の自治会とか、民生委員

の方々とも連携した実態把握と同時に、水道の供給等をしています。それがとまった時

点でもう空き家になるわけですね。同時に固定資産税を払っている方がおるわけです。

ですから、その方々にちゃんと事前の案内をしていくことがすごく大事です、自分たち

の意向調査を。それをやっておかないと、空き家になってからやったら住んでいる方が

おりませんので、それを追うというのは大変苦労があると思うんです。事前対応がポイ

ントと思いますが、その点どうでしょうか。 
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  そして、各課との連携が必要と思いますが、その点はどうでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  空き家調査におきましては、空き家調査員が地域を巡回し、家屋等の概観によるチェ

ックを初め、ガスや電気の接続状況、また庭や郵便物の管理状況などを確認することで、

空き家の可能性が高い家をリストアップしております。また、地域を巡回する中で、地

域の住民に積極的に話を聞き、周辺の空き家情報の収集に努めております。 

  地域との連携につきましては、行政連絡会において自治会長の皆様に空き家バンク制

度の説明を行い、空き家調査への御協力をお願いするとともに、新しい空き家情報につ

いても積極的に提供していただけるように呼びかけを行っております。 

  また、必要に応じて、地域の民生委員の皆様にも御協力をお願いして、地域の空き家

情報について聞き取りを行っております。その上で活用が可能と考えられる空き家につ

いて、空き家活用調査への協力を依頼しているところですが、年に数回利用しているな

ど、さまざまな理由で空き家バンクへの登録に至らないケースもございます。 

  空き家になってから早い段階で情報の掘り起こしを行い、空き家バンクへの登録を呼

びかけることが大変大切だと考えております。例えば、先ほど議員がおっしゃったよう

に、水道の閉栓依頼があった一戸建ての住宅について、環境上下水道課のほうからまた

情報提供をお願いするとか、いろいろ各部署と連携についても、今後前向きに検討して

いきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   ぜひ防災面からもこの旧商店街通りの実態というのはやっぱ

り深刻やと思いますので、具体的な実効ある手だてをぜひ検討してください。 

  ④に移ります。 

  この間、香美市都市計画マスタープランの地域別のまちづくりがやられています。土

佐山田町中心地域、そして、土佐山田町の北地域、土佐山田町の東地域、香北地域、物

部地域のワークショップ含めてやられてきたんですが、このように新しいマスタープラ

ンは、旧土佐山田町の土佐山田町都市計画マスタープランから、旧土佐山田町の都市計

画区域外と香北町と物部町を入れて検討しています。５つの地域別まちづくりワークシ

ョップの取り組みを含めて、マスタープランをどう取りまとめていく構想なのか、見解

をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（比与森光俊君）   建設課長、井上雅之君。 

○建設課長（井上雅之君）   お答えいたします。 

  都市将来像、特に土地利用について、都市施設整備に関する方針、防災に関する方針

を定め、都市計画の決定・変更などについて、香美市都市計画マスタープランの改定作

業を行っています。ただし、身の丈に合った将来像の実現に向けた施策の検討も当然必
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要と考えています。 

  都市計画マスタープラン策定業務にて、都市計画区域外も含んだ香美市全体にて検討

を行います。その中で先ほどから言われている乖離人口の分布も提示し、実際の人口が

こうなるであろうということで検討もしております。 

  今後、アンケート調査及び地区別ワークショップでの意見等の集計・分析を行い、そ

の取りまとめた結果をマスタープラン策定委員会にて検討を願い、地区別構想をまとめ、

全体構想、土地利用及び各分野別の方針を定め、実現化の施策と将来の都市像、都市構

造についてまとめていきます。 

  また、アンケート調査及び地区別ワークショップでの意見等について、マスタープラ

ン幹事会にて各担当課、そのポジションにて、身の丈に合った施策を検討、実施願いた

いと考えています。 

  あわせ非公式の集まりとなりますが、マスタープラン幹事会メンバーとは別に若手職

員での検討会も検討しています。その中ででも検討を願い、若手職員などの事業提案な

ども期待したいと思っております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   先ほど言いました、マスタープラン策定委員会で分野別とい

うのはそのエリアです？エリアは先ほど言った５つの地域を含めたエリアという認識で

いいのでしょうか。それとも、市街化都市計画のエリアという認識なのでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   建設課長、井上雅之君。 

○建設課長（井上雅之君）   お答えいたします。 

  各分野が集まっております。市役所の中での各分野の中で集まって検討を願っていま

すので、各ポジションの中で出てきたこと、先ほども述べましたが、そのポジションに

て身の丈に合ったということで検討を願いたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   ということは、地域別のまちづくりワークショップをこの間

やりましたね、どういう課題や提案があったのでしょうか。それを含めて、その内容自

身を各分野におろしていくという認識でいいんでしょうか。何か共同作業を進めるとな

っています。ただ、共同作業を進めていく中にも庁舎内になっているのかなと思います。

予算では、令和元年が７２０万円ぐらいの予算組んでますけど、令和２年は１００万円

になっていますわね。ですので、結局庁舎内でまとめていくという認識でいいんでしょ

うか。 

○議長（比与森光俊君）   建設課長、井上雅之君。 

○建設課長（井上雅之君）   あくまでも今回の香美市マスタープラン策定では、全体

的なことを今アンケート及びワークショップでの検討を今出しております。その中で検
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討事項をまとめたいと考えています。その検討した結果を各ポジションのところへ持っ

ていくという形です。 

  特に建設課関係で言いますと、香北町、物部町におきまして、やはり中心的なポジシ

ョンの大栃と香北の美良布地区とかいうところへ人が集まることは事実でございます。

土佐山田町からＪＲの土佐山田駅、そこから香北町の美良布、それと、物部町の大栃、

そこまでの連携・連絡をどうするかということが、今後建設課などでの課題となると思

います。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   同僚議員の質問にもありましたが、あわら市の地域カルテの

問題もありましたが、そこで日常生活圏での公民館単位を含めて、だから今回のマスタ

ープランの５つの地域別というのは、一つのエリアとしての議論することになるのかも

しれませんが、そこをベースにして安心して子育てができる地域、住みなれた地域で住

み続けることができるインフラ整備、そして、自然災害に強いまちづくり、自然災害の

問題ではこの間御苦労いただいて、物部川の河道流域を大分掘削から立木等をのけてい

ただくようになっていますが、この３つのキーワードで置くことが重要じゃないでしょ

うか、この点での見解をお聞きしたいと思いますがどうでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   建設課長、井上雅之君。 

○建設課長（井上雅之君）   当然考えていかなければならない内容として、現在も各

課にて考えています。今後もその件に関しまして、各課、各ポジションの中で検討して

いかなければならないと考えています。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   その議論するときにぜひお願いしたいのは、先ほど言った人

口の本当に実態、そして、地域別の政策調整会議をやる場合でも、可能な限り人口の動

態、年齢構成、産業構造などを基本に据えた地域の実態を、情報を共有した中で議論し

ないと、認識が一致していない中ではだめなわけですので、そこの辺の工夫が要るんじ

ゃないかと思いますので、地域との連携、双方向の協議、地域に根差したまちづくりの

ためにも、その辺をどこがまとめるかわかりませんが、絶対それが必要やないかと思い

ますが、見解をお聞きします。 

○議長（比与森光俊君）   建設課長、井上雅之君。 

○建設課長（井上雅之君）   まずは手始めという形になりますが、今回のマスタープ

ラン策定委員会の中で、建設課のほうで趨勢人口を出しております。職種的なものまで

はわかりませんが、現在の人口の状態が続いたとして想定される人口になりますので、

年齢構成等も一部出しています。それを市役所の中の幹事会の中で提案しておりますの

で、その提案をもとにまたアンケート調査結果、地区別ワークショップで出てきた内容
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の意見等を修正、検討もしています。それを出しますので、各課で今後考えていくもの

と考えています。まずは手始めという形になりますが。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   各課で考えるということもありますが、ぜひ英知を結集して

いただきたいと思いますので、やっぱり今後やられるマスタープランというのは、本当

に振興計画の実施計画に反映させることが要るわけですので、次の実施計画含めてあり

ますので、ぜひ政策調整会議、今回もずっと他の議員の質問も含めてそうですが、やっ

ぱりもうちょっと庁舎内で情報共有できとったら防げることがあったじゃないかという

ことを大分言われましたので、ぜひその辺含めてこの情報共有等、起こっている問題の

認識は皆思っていると思います。土佐山田の先ほど言った商店街の問題や香北、物部の

人口減の問題を含めどうするかということで、認識は多分あると思いますので、それを

どうやってやっていくかということをまとめる必要がありますので、この点で市長の見

解をお聞き願えればありがたいですけど、どうでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   マスタープランについてのお尋ねにお答えをしたいと思い

ます。 

  マスタープランにつきましては、これは土地利用の問題でありますので、これまでも

さまざま御意見をいただいてきております。そしてまた、地域によっては随分様子が変

わった地域もございます。道路ができたり、住宅ができたりとか様子が変わってきてお

りますので、そうした中で将来的にふさわしい状況をつくり上げるということだと考え

ておりますので、そういう中で議員が言われるように理想的に安心・安全で、そして子

育てもしやすいような、老後においても暮らしやすいような、そういう状況をつくれと

いうお話でありますけど、もちろんそういうことを勘案をしながらやってまいりますけ

ど、あくまでも土地の利用でございますので一定の制限があろうかと思いますが、英知

を結集してということでございますので十分検討をさせていただきます。 

  なお、議員の皆様方からも腹蔵のない御意見をいただければ、マスタープランにとっ

ては非常に英知の結集になろうかというふうに考えますので、一層の御協力を賜りたい

と思いますので、その点もよろしくお願いをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   特に旧商店街のまちづくりの問題では、区画整理含めていろ

んなことがあるかもしれませんが、補助金の問題、財政面でもありますので、それから、

この前私も物部の大栃へ行って、スーパーがなくなって景色が変わりましたね。そうい

う土地利用の問題も含めて、まちづくりの拠点を含めて、よく議論することが必要だと

思いますのでお願いします。 

  最後の質問に行きます。 
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  ７番目ですが、日本の食料自給率は深刻です。地域から食料自給率向上を図ることは

喫緊の課題だと思います。 

  食料自給率がまた１ポイント下がり、３７％と過去最低になりました。日米貿易交渉

の現状を見ても、自動車産業優遇など貿易収支等によって翻弄され国家戦略として命を

支える食料防衛、食料安全保障戦略が今日本にはありません。国任せではだめだと思い

ます。政府は２０２５年までに４５％にするという目標を掲げていますが、これはもう

不可能になってきています。今必要なことは、深刻な現状を直視し、地域から自給率を

高めることは喫緊の課題であることを認識し、必要な手だてを一歩一歩進めることが必

要と思います。 

  そこで聞きます。 

  昨年１２月議会で、生産者と消費者のマッチングを研究すると答弁していますが、ど

のような取り組みをしてきたのでしょうか、現状についてお聞きします。 

○議長（比与森光俊君）   農林課長、西本恭久君。 

○農林課長（西本恭久君）   笹岡議員の御質問にお答えいたします。 

  昨年１２月にＪＡ、直販所、農産物加工業者に声かけをいたしまして、地産地消につ

いての情報交換会を開催いたしました。その中で、個人への消費率を上げるのは難しい

が、施設等への納品の可能性があるのではないかという御意見もあり、予定しておりま

した市内事業所に対してアンケートを年度末に実施しましたが、その課題の検討には至

っておりません。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   なかなか難しいと思いますが、国連機関は地球温暖化による

干ばつなどの増加で、２０５０年に穀物価格は最大２３％上がり、食料不足や飢餓のリ

スクが高まると予想し、警鐘を鳴らしています。さきの高齢社会白書に世界人口の動向

の表がありましたが、それでは１９５０年（昭和２５年）、私たちが生まれる前ですが、

２５億人やった地球の人口が２０１５年には７４億人になり、２０６０年には１０２億

人になるとこう予想しています。中国やインドの急速な経済発展とアフリカ諸国の今後

の経済成長などによって、輸入依存では行き詰まる危険性も持っています。 

  例えば、食料自給の現状と農業、食の安全を考える市民フォーラムのような生産者と

消費者が交流できる取り組みはできないでしょうか。現状認識の一致、方向性の一致、

取り組みの一致、実践での協働と情報の共有、そして、地域の集団づくり、子供たちへ

の継承という、この流れをつくることが必要と思いますが、見解をお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（比与森光俊君）   農林課長、西本恭久君。 

○農林課長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  先ほど申し上げましたように、そのアンケート結果の検討が不十分な状態であります。
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これから検討を進めながら、先ほど議員が御提案していただいた件につきましても、あ

わせて考えていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   ぜひ検討いただきたいと思います。地域から一つ一つやって

いかない限り、多分とまらないと思います。ですから後でも触れますが、生産力をつく

るためには農地自身が減っていっているわけです。ですから、これはもう再生するのは

本当に大変なことになります。 

  そしたら、②で聞きます。 

(サイレンにより中断) 

○５番（笹岡 優君）   生産能力を向上させ食料自給力を高めるためには、耕作放棄

地の解消は避けて通れないのではないでしょうか。標高差をなどを生かした嶺北地域な

どとの広域連携、これは有機栽培をやっている方々はやっぱり時期をずらせたいという

ことで、この平場でも農地を構えたいというのがあるんです。そして、支援隊づくり、

一回雑草を生やすじゃなしに、耕すだけでも全然違うんです。だから、そういう支援隊

づくりなどの具体的な対応は待ったなしだと思いますが、見解をお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（比与森光俊君）   農林課長兼農業委員会事務局長、西本恭久君。 

○農林課長兼農業委員会事務局長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  農業委員会では、遊休農地の拡大防止策といたしまして、農地パトロールを実施し意

向調査を行い、その結果を受け利用権の設定、もしくは農地中間管理機構を通じての土

地の貸借を行うことで土地利用を図っていますので、香美市での耕作を希望される方に

は農地のあっせんを行います。議員がおっしゃいました、標高差を生かした通年収穫の

ための農地を希望される方には、相談に応じたいと思います。 

  また、支援隊につきましては、活動に計画的に参加できる方が相当数集まることが支

援隊結成の重要な要素であると考えております。そのためには、ＪＡ等の協力が得られ、

継続的な雇用者によって組織化されれば、活動は可能であると考えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   農協の幹部に聞いても、これが一番今困っているんです。や

っこねぎをやったりニラをやっている方々も米をつくるのと両方ようしないということ

ですので、そこがまた維持が大変と。ですので、本当に生産地を維持するためにも、遊

休をどうするかが大切です。ぜひ一回嶺北の農協と連携というか情報共有できないかな

と思います。そしたら、借り手がおれば紹介できるじゃないですか。そういうのも含め

てぜひお願いしたいと思います、そこはどうでしょうか。 

  それから、支援隊の関係でいったら、今必要なことは、市街化区域の耕作放棄地とい
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うのは宅地にすればいいわけで、土佐山田でいえば市街化調整区域、あと香北、物部の

問題です。まず、山田含めてどこかから、そういう手だてを打つためのまず取り組みと

いうか、モデル的なことはできないものなのかということはどうでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   農林課長兼農業委員会事務局長、西本恭久君。 

○農林課長兼農業委員会事務局長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  農協に関しましては、この１月から県一の農協に、ＪＡ高知県になりましたので、相

談に関しましてはできると考えております。 

  また、市街化調整区域の農地につきましては、確かに耕作条件もいいのに放棄地が目

立ってくるという状況でありますので、農地パトロールをいたしまして、その状況につ

いて把握し、意向調査を続けて、貸す意思があれば土地のあっせんをしていきたいと考

えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   耕作放棄地を解消する場合の１反当たり５万円が去年でやま

ったということで、実績がなかったということですので、ちょっとやっぱり実態とあれ

が合っていなかったのかなと思いますので、ぜひ工夫が必要になると思います。 

  高知新聞で紹介していますよね。高知新聞に須崎の農協の取り組みで「荒廃から水田

を守る」ということで、土佐くろしお村 村営みのりの記事が載っていました。ここは

農協がつくった１００％出資の株式会社土佐くろしお村 村営みのりの取り組みとして

挙げていまして、水稲作業の受託などを行っていっていると。だから、こういう組織づ

くりが必要です。耕作放棄地になってから対応というのは大変難しいことになってくる

のよね、意思確認含めて。だから、耕作放棄地になる前に自分たちの将来どうするかと

いうことの意向調査等をやっておけば、すごくそれはスムーズにいくと思います。１年

草が生えてしもうたら、もう畑にならないです。この前、香北の方に聞きました。若者

が、もう香北は雑草が生えてきて作物にならんと言っていましたので、ぜひお願いした

いと思います。 

  ③の質問に移ります。 

  日本農業新聞に今お手元の資料⑥に書いています。「中小規模の農家を含めた多様な

担い手を対象とする所得政策の実施が必要」ということで、全国の農協の組合長や理事

長等を対象にした調査をやったときに、もう価格保障制度をやらないと無理ですという

ことを言っています。耕作放棄地の問題や新規就農問題を含め、一定のルールをつくっ

てこの所得補償の仕組みをつくるべきではないでしょうか、見解をお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（比与森光俊君）   農林課長、西本恭久君。 

○農林課長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  食料自給率向上や耕作放棄地の解消を抜本的に解消するような所得政策は現在のとこ



－51－ 

ろなく、市町村レベルでの対応は困難であり、国レベルでの施策がなければ可能性はな

いと考えております。 

  また、当然この問題は非常に重要であるとは十分認識しております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）    ぜひダム周辺環境整備事業の２,５００万円や電源立地等で

今農地に使っています７４０万円等を、こういうのを基金として生かしていただいて、

やっぱり実効ある、今農地をつくるやなしに農地をどう守るかということですので、ぜ

ひそのことを含めて、こういうお金をどう生かせるかということを研究していただけな

いでしょうか、財政課含めて。ですから、その地域を守っていくためにもぜひ大事です

ので、研究をしていただきたいと思います。今本当に国連も食料問題で言っていますの

で、家族農業１０年です、ことしから。ですから、本当に今光を当てる手だてが必要と

思いますので、この点での見解を求めたいと思います。食は命の源ですのでよろしくお

願いします。見解を求めて、両課長お願いします。 

○議長（比与森光俊君）   企画財政課長、佐竹教人君。 

○企画財政課長（佐竹教人君）   お答えいたします。 

  ダム周辺環境整備事業や電源立地に係る交付金の使途につきましては、今後とも議員

のおっしゃられた方向も検討してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（比与森光俊君）   農林課長、西本恭久君。 

○農林課長（西本恭久君）   農地を守ることの大切さは十分承知しておりますので、

新規就農対策も財源のある限り続けていって、放棄地の拡大防止に努めていきたいと考

えております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（比与森光俊君）   笹岡 優君の質問が終わりました。 

  以上で一般質問を終わります。 

  本日の日程は全て終わりました。 

  本日はこれで散会します。 

  次の会は９月１３日午前９時から開会いたします。 

（午後 ０時０８分 散会） 
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号） 

 日程第16 議案第 ８６号 令和元年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計補

正予算（第１号） 

 日程第17 議案第 ８７号 令和元年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正

予算（第２号） 

 日程第18 議案第 ８８号 香美市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第19 議案第 ８９号 香美市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 日程第20 議案第 ９０号 香美市子ども・子育て支援法第８７条の規定による過料に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第21 議案第 ９１号 香美市上水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 日程第22 議案第 ９２号 香美市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例の制

定について 

 日程第23 議案第 ９３号 香美市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第24 議案第 ９４号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る

ための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例の制定について 

 日程第25 議案第 ９５号 消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整理に

関する条例の制定について 

 日程第26 議案第 ９６号 市有財産の無償譲渡について 
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 日程第27 議案第 ９７号 債権の放棄について 

 日程第28 請願第  ２号 ＪＲ土佐山田駅にエレベーターと北出入口設置を願う請願 

会議録署名議員 

 １３番、山﨑龍太郎君、１４番、大岸眞弓君（会期第１日目に会期を通じ指名） 
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議事の経過 

（午前 ９時０１分 開会） 

○議長（比与森光俊君）   おはようございます。ただいまの出席議員は２０人です。

定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。 

  議事日程は、お手元にお配りしたとおりであります。 

  日程第１、議案第７１号、平成３０年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定について、

本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第２、議案第７２号、平成３０年度香美市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第３、議案第７３号、平成３０年度香美市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第４、議案第７４号、平成３０年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算の認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第５、議案第７５号、平成３０年度香美市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算の認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第６、議案第７６号、平成３０年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳

入歳出決算の認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

  ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）    ２０５ページの基金繰入金が１億３,８００万円になってる

わけです。これでぜひちょっと、今後どうしてこうなってるかということだけ。最後の

端の３０１ページの中での国民健康保険財政調整基金の取り崩し額が２,９００万円に

なってるわけですね。ですから、これぐらい差額が起こるとやっぱりまずいんじゃない

かという。本来決算で締めて、出納閉鎖した時点から後で起こった分を含めて、なぜこ

んなに差が出るんかなということを含めて、ぜひ説明いただきたいですが。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   お答えいたします。 
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  ３０１ページに載っております基金は、４月１日から３月３１日までの動きについて

掲載されたものです。各特別会計のほうに載っております基金のほうは、出納整理期間

中も含めて基金からの取り崩し分を載せております。その違いがここに出てきておりま

す。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   余りにも大きな差がありますので、これは統一性が持てない

のものなのか。今、決算として資料として含めて、なぜできないかということを含めて、

出納閉鎖を含めて決算をするわけですので、それから後決算にかけていくわけですので、

そこの辺の調整がなぜできないのか。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   出納整理期間中に収入も入ってきますし、出もまだ

ございます。そのために３月３１日時点で確かな、基金から取り崩さなければならない、

もしくは基金に積み上げる金額を把握することは難しいと考えます。 

○議長（比与森光俊君）   ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   この決算資料にあるわけで、これ会計のほうに聞いたらいい

かもしれませんが、テクニック的に難しいということになるんでしょうか。そこを含め

て、こういう決算資料に出すときに出納閉鎖を含めて本来決算しますわね、ですから、

会計のほうは決算を全部出納閉鎖したから決算しているわけです。けど基金だけは、こ

ういう３月３１日の金額を書くというやり方が、これが正規のやり方という認識でいい

んでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   各特別会計の会計は、出納整理期間も含めてすると

いうことが決まっております。基金のほうは４月１日から３月３１日までというふうに

決まっておりますので、その違いはどうしても生じてくるものかと思っております。 

○議長（比与森光俊君）   ほかに質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第７、議案第７７号、平成３０年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）歳

入歳出決算の認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第８、議案第７８号、平成３０年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業

勘定）歳入歳出決算の認定について、本案について質疑を行います。質疑はありません

か。 

「進行」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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  日程第９、議案第７９号、平成３０年度香美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１０、議案第８０号、平成３０年度香南香美地区障害者自立支援審査会特別会

計歳入歳出決算の認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１１、議案第８１号、平成３０年香美市水道事業会計未処分利益剰余金の処分

及び歳入歳出決算の認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１２、議案第８２号、平成３０年香美市工業用水道事業会計歳入歳出決算の認

定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１３、議案第８３号、令和元年度香美市一般会計補正予算（第３号）、本案に

ついて質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１４、議案第８４号、令和元年度香美市簡易水道事業特別会計補正予算（第１

号）、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１５、議案第８５号、令和元年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号）、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１６、議案第８６号、令和元年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計

補正予算（第１号）、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１７、議案第８７号、令和元年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補

正予算（第２号）、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１８、議案第８８号、香美市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を
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定める条例の一部を改正する条例の制定について、本案について質疑を行います。質疑

はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１９、議案第８９号、香美市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、本案について質疑

を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第２０、議案第９０号、香美市子ども・子育て支援法第８７条の規定による過料

に関する条例の一部を改正する条例の制定について、本案について質疑を行います。質

疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第２１、議案第９１号、香美市上水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定

について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第２２、議案第９２号、香美市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例の

制定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第２３、議案第９３号、香美市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第２４、議案第９４号、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図

るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第２５、議案第９５号、消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整理

に関する条例の制定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第２６、議案第９６号、市有財産の無償譲渡について、本案について質疑を行い
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ます。質疑はありませんか。 

  １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   少しお尋ねいたします。 

  細部説明等にも書かれておりますけれども、この財産が市に帰属するということです

が、事業費等についてはほとんど市のお金は使ってないということで、帰属という部分

で、決算の書類の物品のところには財産については書いてないんですわね、償却財産と

しての扱いなのかどうかわかりませんけど、そこの部分を聞きたいということと。 

  それと、実際この１号から４号のボイラーによって作物は何をつくられたのかという

ことと、その実績等について。 

  それと、７年間使って今のボイラーの状態はどうなのかと、今後の継続性ですわね、

そこら辺について、まずお尋ねいたします。 

○議長（比与森光俊君）   農林課参事、澤田修一君。 

○農林課参事（澤田修一君）   お答えいたします。 

  まず台帳の件ですけれども、歳入歳出決算書の２９９ページ、上から２行目にベルト

ボイラーシステム、前年度末現在高４というのがございまして、こちらがこの財産に当

たります。 

  それから、１号施設から４号施設でつくられていました作物についてですが、１号施

設ではシシトウ、２号施設ではピーマン、３号、４号ではシシトウをつくられておりま

した。 

  事業の目的といたしましては、木質ペレットボイラーを農産物出荷単位上の園芸施設

に広く整備して、市町村や農業協同組合等が一体となってペレット燃料を利用すること

により、供給や利用に必要な仕組みづくりを行うということでして、間に農協さんにも

入っていただきまして、ペレットが供給できる仕組みができたものと考えております。 

  利用料につきましては、計画の段階では年間８０トンほど使うという計画でございま

した。平成２３年には１７０トン、２４年には２０２トン、２５年には２０１トン、２

６年には１７７トンの使用がされております。残念ながら２７年にはちょっと１５トン

ほどに落ちている状況で、現在までの間、１施設のみで少量使われている状況でござい

ます。このあたりは重油の燃料による採算も考えられたものがあるということと、体調

を崩してちょっと使われてない方もいらっしゃるというふうに伺っております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ほかに質疑はありませんか。 

  １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   関連して伺います。 

  現在では常時使われているのは１施設のみということで、あとの３施設もまあ、実際

使用している方々、無償譲渡の相手方の方々は体調を崩されてる方もおられるというこ

とですが、この機械は自分くで今後もきれいに適切に管理して状態を長持ちさせて、ま
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た必要なときには使うという状況のお約束等はとれているんでしょうか、お尋ねします。 

○議長（比与森光俊君）   農林課参事、澤田修一君。 

○農林課参事（澤田修一君）   農協さんとの契約が切れます６月末以前に、地元の農

家さんと、農協さんに一緒に入っていただいてお話をさせていただきまして、そのあた

りの同意はいただいていおります。最終的な処理は議会で承認された後でないとできな

いということで、しばらくの間ちょっとお待ちいただいているという状況になっており

ます。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   最後です。 

  承認された上で個人の所有物になるということで、償却終わったので１円の簿価でそ

の人になるということになるでしょう。その方から別の人に譲るらいうことは、それは

その方々の話ですか、それはしてはならないというふうな格好になっているのか、そこ

だけ確認を。 

○議長（比与森光俊君）   農林課参事、澤田修一君。 

○農林課参事（澤田修一君）   無償譲渡の契約をするように予定をしておりまして、

他市の例なんかも参考にさせていただきます。その後の別の方への譲渡については、ご

本人さんの責任でやっていただきますということで、それはしていただいても構わない

ということになります。ただ、別途費用が発生する場合につきましても、そちらの方の

ご負担ということでお願いする予定になっております。 

  以上です。 

○議長（比与森光俊君）   ほかに質疑はありませんか。 

「進行」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第２７、議案第９７号、債権の放棄について、本案について質疑を行います。質

疑はありませんか。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   この案件についても少し伺います。 

  債権額として（１）から（２）、（３）というふうにあるんですけれども、実際この

種別、生活保護法第７８条返還金の規定とかいろいろかいろあると思うんですけど、そ

この規定の部分と。 

  それと、破産手続が終結したということですが、その書類等は確実に手元に来てるの

か。 

○議長（比与森光俊君）   福祉事務所長、中山泰仁君。 

○福祉事務所長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  本案で放棄をいたします３つの債権でございますけれども、こちら法律上の種別につ
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きましては、民法第７０３条に基づく不当利得の返還という分類に当たろうかと考えて

おります。 

  こちらにつきましては、発生原因といたしまして生活保護費につきましては、当月分

の額を推計の収入額を差し引いて支給しております。その後、給与等の収入があった場

合につきましては、翌月以降に精算をするわけなんですけども、その際に収入が多かっ

たという事実があり、過支給が発生したといったことでございます。こちらにつきまし

ては、民法の適用によりまして、返還の義務が生じておるということでございます。 

  それから、破産の関係でございますけれども、こちらについては官報の掲示によりま

して、免責が決定されたということを確認しております。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   （３）も官報の関係ですか。 

  あわせまして、破産手続に入られるときに債務一覧を出してきて、この債権をもう免

責してもらいたいということになってくると思うんですけど、そこに載っていた９万

５,８８９円という金額が、不当利得の関係であったということの認識でいいのか。 

○議長（比与森光俊君）   福祉事務所長、中山泰仁君。 

○福祉事務所長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  破産申し立ての通知に、福祉事務所からの債権があるということが裁判所から通知を

されておりまして、それで確認をしたところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   ほかに質疑はありませんか。 

  １１番、山崎晃子さん。 

○１１番（山崎晃子君）   先ほどの件ですけど、（１）、（２）、（３）という金額

ですよね、これがどういうあれになるのかというのをもう一回説明をお願いいたします。 

○議長（比与森光俊君）   福祉事務所長、中山泰仁君。 

○福祉事務所長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  それぞれの発生原因につきまして、御説明いたします。 

  まず（１）でございますけれども、こちらは平成２７年の４月分の給与が、推計より

多かったため発生した債権でございます。続いて（２）でございますが、平成２７年５

月に受けとっていた収入によって過支給が発生しております。（３）でございますが、

こちらは平成３０年３月の収入が推計より多かったために、過支給が発生したものでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   ほかに質疑はありませんか。 

  ５番、笹岡 優さん。 

○５番（笹岡 優君）   １人の方なんですか、これ。１人の方、推計からと言ったら、
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これ翌月で調整しないですかね、普通。そういう形で調整して、普通は翌月の時点で調

整して差し引きますわね、そういうことをしてなかったということになるんでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   福祉事務所長、中山泰仁君。 

○福祉事務所長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  この方につきましては、断続的に就労をなされておる方でございまして、一定給与収

入があったといったところで、ご本人にお支払いする金額が極めて少なく、またはない

といった月もございまして、現金としてその方にお支払いがされていないといったこと

がございまして、翌月での調整が難しかったということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   ほかに質疑はありませんか。 

○議長（比与森光俊君）   これで質疑を終わります。 

  以上で、日程第１、議案第７１号から日程第２７、議案第９７号までの質疑は全て終

わりました。各案件は、お手元にお配りしました議案審査付託表のとおり、それぞれ所

管の常任委員会に付託いたします。 

  お諮りします。付託しました各案件は、９月１９日までに審査を終えるよう期限をつ

けることにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   異議なしと認めます。よって、付託の案件は、９月１９日

までに審査を終えるよう期限をつけることに決定しました。 

  日程第２８、請願第２号、ＪＲ土佐山田駅にエレベーターと北出入口設置を願う請願

を議題とします。 

  請願第２号は、お手元に配付しました議案審査付託表のとおり、総務常任委員会に付

託いたします。 

  お諮りします。付託しました案件は９月１９日までに審査を終えるよう期限をつける

ことにしたいと思います。これに御異議ございませんでしょうか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   異議なしと認めます。よって、付託の案件は、９月１９日

までに審査を終えるよう期限をつけることに決定しました。 

  以上で本日の日程は全て終わりました。 

  本日はこれで散会します。 

  次の会議は９月２０日午前９時３０分から開会いたします。 

（午前 ９時２９分 散会） 
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 日程第21 議案第 ９１号 香美市上水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 日程第22 議案第 ９２号 香美市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例の制

定について 

 日程第23 議案第 ９３号 香美市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第24 議案第 ９４号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る

ための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例の制定について 

 日程第25 議案第 ９５号 消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整理に

関する条例の制定について 

 日程第26 議案第 ９６号 市有財産の無償譲渡について 

 日程第27 議案第 ９７号 債権の放棄について 

 日程第28 請願第  ２号 ＪＲ土佐山田駅にエレベーターと北出入口設置を願う請願 

 日程第29 議案第 ９８号 令和元年度香美市一般会計補正予算（第４号） 

 日程第30 発議第  ２号 香美市議会定例会条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第31 発議第  ３号 香美市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

 日程第32 意見書案第１０号 国の責任で、国保の子どもの均等割の減免制度を設ける

よう求める意見書の提出について 

 日程第33 意見書案第１１号 選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書の提出につ

いて 

 日程第34 意見書案第１２号 主要農作物の種子生産にかかる県条例の制定を求める意

見書の提出について 

 日程第35 意見書案第１３号 国連「家族農業の１０年」に基づき、家族農業の役割を

再評価し、食料自給率向上への支援策を講じるよう求め

る意見書の提出について 

 日程第36 閉会中の所管事務の調査について 

 日程第37 議員派遣の件 

会議録署名議員 

 １３番、山﨑龍太郎君、１４番、大岸眞弓君（会期第１日目に会期を通じ指名） 
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議事の経過 

（午前 ９時３０分 開議） 

○議長（比与森光俊君）   おはようございます。ただいまの出席議員は２０人です。

定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。 

  議事日程に入る前に、９月２日に市長から提出されました議案第８５号、令和元年度

香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について、香美市会議規則第１９条

の規定により、議案の一部を差しかえたいとの申し出がありました。執行部から差しか

えの理由の説明を求めます。環境上下水道課長、明石満雄君。 

○議長（比与森光俊君）   環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   おはようございます。令和元年第４回９月議会

定例会の議案書につきまして訂正がありますので、お手数ではございますが差しかえを

お願いいたします。訂正箇所につきましては次のとおりです。 

  訂正箇所、議案第８５号、令和元年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）中の議案８５の７及び議案８５の９、歳出予算の補正額の財源内訳の内容が６月補

正のときに入力誤りがあったもので、それが今回、財源振替となって出てきておりまし

た。補正額については変更はありませんが、削除して訂正をしましたので差しかえをよ

ろしくお願いしたいと思います。 

○議長（比与森光俊君）   説明が終わりました。 

  お諮りします。議案第８５号の一部差しかえの件を許可することに御異議ございませ

んでしょうか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   異議なしと認めます。よって、議案第８５号の一部差しか

えの件を許可することに決定しました。 

  次に、細部説明書の差しかえの申し出があっておりますので、差しかえ理由の説明を

求めます。環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   議案細部説明書３１ページ、議案第８４号、令

和元年度香美市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）の補正予算資料につきまして、

説明の内容を現在の状況の説明に改正させていただきたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

○議長（比与森光俊君）   説明が終わりました。 

  お諮りします。ただいま申し出のありました、議案細部説明書の差しかえを許可する

ことに御異議ございませんでしょうか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   異議なしと認めます。よって、議案細部説明書の差しかえ

を許可することに決定しました。 

  本日、議会運営委員会が開催されておりますので、議会運営委員会の報告をお願いし
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ます。議会運営委員会委員長、利根健二君。 

○議会運営委員会委員長（利根健二君）   おはようございます。７番、利根でござい

ます。本日の会議の運営等につきまして議会運営委員会を開催しましたので、協議の結

果を御報告申し上げます。 

  まず、追加議案等につきましては、執行部より一般会計補正予算（第４号）、発議第

２号及び第３号の２件、意見書案１０号から１３号の４件を追加議題とし、委員会付託

を省略し、提案説明から採決まで行います。 

  次に、閉会中の所管事務の調査について、閉会中の継続審査申出書のとおり決定をい

たしました。 

  次に、決算審査、１２月定例会の会期・日程及び（会議）審査の予定につきましては、

協議の結果、別紙のとおり決定をいたしましたので、予定表をお手元に配付しておりま

す。 

  以上、議会運営委員会の報告を終わります。 

○議長（比与森光俊君）   議会運営委員会委員長の報告を終わります。 

  議事日程は、お手元にお配りしたとおりであります。 

  日程第１、議案第７１号、平成３０年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定について

から日程第２８、請願第２号、ＪＲ土佐山田駅にエレベーターと北出入口設置を願う請

願まで、以上２８件を一括議題とします。 

  これから、各常任委員会委員長の報告を求めます。予算決算常任委員会委員長、島岡

信彦君。 

○予算決算常任委員会委員長（島岡信彦君）   １９番、島岡信彦でございます。予算

決算常任委員会が付託を受けました各議案の審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

  本委員会が付託を受けた案件は、平成３０年度の一般会計、特別会計及び事業会計の

歳入歳出決算の認定に係る議案第７１号、７２号、７３号、７４号、７５号、７６号、

７７号、７８号、７９号、８０号、８１号、８２号の１２案件及び令和元年度一般会計、

特別会計の補正予算、議案第８３号、８４号、８５号、８６号、８７号の５案件であり

ます。議案第７１号、平成３０年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定についてから議

案第８２号、平成３０年度香美市工業用水道事業会計歳入歳出決算の認定についてまで

の１２案件は継続審査となりました。 

  次に、議案第８３号、令和元年度香美市一般会計補正予算（第３号）では、質疑の後、

討論はなく、採決の結果、議案第８３号は、全員賛成にて原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

  次に、議案第８４号、令和元年度香美市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）で

は、質疑の後、討論はなく、採決の結果、議案第８４号は、全員賛成にて原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第８５号、令和元年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）
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では、質疑の後、討論はなく、採決の結果、議案第８５号は、全員賛成にて原案のとお

り可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第８６号、令和元年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予

算（第１号）では、質疑の後、討論はなく、採決の結果、議案第８６号は、全員賛成に

て原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第８７号、令和元年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算

（第２号）では、質疑の後、討論はなく、採決の結果、議案第８７号は、全員賛成にて

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  これで予算決算常任委員会の報告を終わります。 

○議長（比与森光俊君）   予算決算常任委員会委員長の報告が終わりました。 

  次に、総務常任委員会委員長、依光美代子さん。 

○総務常任委員会委員長（依光美代子君）   １６番、依光美代子でございます。 

  今期、総務常任委員会に付託された案件は、議案第９３号、議案第９４号、議案第９

５号、請願第２号の以上４件であります。９月１３日に審査を行いました。その審査の

経過と結果を報告いたします。 

  最初に、議案第９３号、香美市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について

を議題とし、審査に入りました。質疑、討論もなく、採決の結果、議案第９３号は、全

員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第９４号、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため

の関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につい

てを議題とし、審査に入りました。最初に、今回の改正が２と３の条文、一般職や単純

な労務に雇用される職員の給与にどのように関係するのかについては、地方公務員法第

１６条第１項に成年被後見人または被保佐人が規定されています。しかし、今回この部

分を削除したため、関係法令の現行の第１６条第１項なる関係部分を削除するものであ

ると答弁でした。次に、第１条の繁藤地区若者定住促進住宅地分譲の件にどうして出て

きたのかについては、繁藤地区若者定住促進住宅地分譲に関する条例の第７条に分譲欠

格者として、成年被後見人または被保佐人などの２つの規定がある。今回この２つの条

項を削除したので、一方の破産手続のほうのみ残したものであると答弁でした。以上で

質疑を終え、討論もなく、採決の結果、議案第９４号は、全員賛成をもって原案のとお

り可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第９５号、消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定についてを議題とし、審査に入りました。質疑、討論もなく、採決の結果、

議案第９５号は、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  最後に、請願第２号、ＪＲ土佐山田駅にエレベーターと北出入口設置を願う請願を議

題とし、審査に入りました。この請願については、提出者の説明と執行部から過去の経

緯などについても説明を受け、慎重審査の必要性を認め、請願第２号は、審査に不測の
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日数を要するため、継続審査にすべきものと決定しました。 

  以上で総務常任委員会の報告を終わります。 

○議長（比与森光俊君）   総務常任委員会委員長の報告が終わりました。 

  次に、教育厚生常任委員会委員長、濱田百合子さん。 

○教育厚生常任委員会委員長（濱田百合子君）   １２番、濱田百合子です。 

  今期定例会において、教育厚生常任委員会が付託を受けました案件は、議案第８８号、

８９号、９０号、９７号の４件であります。以下、経過と結果を報告します。 

  最初に、議案第８８号、香美市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定についてを議題としました。必置要件の規制の緩和

ということか、対象施設名を示して説明をとの質疑に、家庭的保育事業等の中には、小

規模保育や事業所保育などがある。本市の対象は三育ほっとハウスである。三育ほっと

ハウスは土佐山田幼稚園が連携施設なので、今回の条例の適用には当たらない。もし連

携できていなければ、企業主導型保育施設や認可外保育施設を連携協力を行う施設とし

て確保しなければならないということである。その猶予期間を５年から１０年に緩和す

るということであると答弁。ほかに質疑、討論はなく、採決の結果、議案第８８号は、

全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第８９号、香美市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題としました。この条

例においても、本市は連携施設があるから大丈夫ということかとの質疑に、本市の三育

ほっとハウスは大丈夫だが、市外の施設を利用する方もいるので改正する必要があると

答弁。ほかに質疑、討論はなく、採決の結果、議案第８９号は、全員賛成で原案のとお

り可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第９０号、香美市子ども・子育て支援法第８７条の規定による過料に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてを議題としました。どこに過料が発生する

のかとの質疑に、今回新しく法整備ができた時点で、施設等利用給付が創設されている

ところの一時預かり事業やファミリーサポート事業などが条例の中に加わったというこ

とであると答弁。過料の新旧対照表での説明は事業者側のことを示しているのかとの質

疑に、第２条の（１）は保護者、（２）は施設側のことであると答弁。ほかに質疑、討

論はなく、採決の結果、議案第９０号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

  次に、議案第９７号、債権の放棄についてを議題としました。この議案については、

本会議、議案質疑において質疑がありましたが、追加として３件の債権額の内訳はとの

質疑に、（１）は平成２７年５月２０日付、（２）は平成２７年６月２日付、（３）は

平成３０年４月１２日付でそれぞれ決定したと答弁。ほかに質疑、討論はなく、採決の

結果、議案第９７号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  以上で教育厚生常任委員会の報告を終わります。 
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○議長（比与森光俊君）   教育厚生常任委員会委員長の報告が終わりました。 

  次に、産業建設常任委員会委員長、甲藤邦廣君。 

○産業建設常任委員会委員長（甲藤邦廣君）   ４番、甲藤です。産業建設常任委員会

が付託を受けました議案第９１号、９２号、９６号について審査を行いました。以下、

審査の経過と結果を御報告をいたします。 

  まず、議案第９１号、香美市上水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定につい

てを議題としました。給水装置工事事業者指定手数料について、現行では新規の場合の

み１万円の手数料が設定されていたが、今回の改正で更新時には５,０００円の手数料

が追加されたのかという質疑に対し、水道法上で規定された更新時の手数料５,０００

円が追加されたものであるという答弁がありました。ほかに質疑、討論もなく、採決の

結果、全員賛成で議案第９１号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第９２号、香美市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題としました。特に質疑、討論もなく、議案第９２号は、全員賛成で原案の

とおり可決すべきものと決定しました。 

  次に、議案第９６号、市有財産の無償譲渡についてを議題としました。１号から４号

のペレットボイラーの設置場所はどこかとの質疑があり、１号は土佐山田町中野地区、

２号は同じく中野地区、３号は山田島地区、４号については土佐山田町佐野地区である

という答弁がありました。さらに、燃料のペレットの供給体制はとの質疑に対し、現状

はＪＡに注文をし、ＪＡが供給する体制となっているという答弁がありました。ほかに

質疑、討論もなく、議案第９６号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定を

しました。 

  そして、香美市と香北ふるさとみらいとの間で指定管理契約を締結をしております、

ザ・シックスダイアリーかほくホテルアンドリゾートの諸問題につきまして、閉会中の

継続調査とすることに決定をいたしました。 

  以上で産業建設常任委員会の報告を終わります。 

○議長（比与森光俊君）   産業建設常任委員会委員長の報告が終わりました。 

  これから、各常任委員会委員長に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、議案第７１号から議案第８２号まで一括して採決いたします。 

  議案７１号から議案第８２号までにつきましては、予算決算常任委員会委員長から閉

会中の継続審査の申し出があります。 

  お諮りします。予算決算常任委員会委員長からの申し出のとおり、継続審査とするこ
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とに御異議ございませんでしょうか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   異議なしと認めます。よって、議案第７１号から議案第８

２号までの各案件は、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

  日程第１３、議案第８３号、令和元年度香美市一般会計補正予算（第３号）を採決し

ます。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   全員起立であります。よって、議案第８３号は、委員長報

告のとおり可決されました。 

  日程第１４、議案第８４号、令和元年度香美市簡易水道事業特別会計補正予算（第１

号）を採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   全員起立であります。よって、議案第８４号は、委員長報

告のとおり可決されました。 

  日程第１５、議案第８５号、令和元年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号）を採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   全員起立であります。よって、議案第８５号は、委員長報

告のとおり可決されました。 

  日程第１６、議案第８６号、令和元年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計

補正予算（第１号）を採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   全員起立であります。よって、議案第８６号は、委員長報

告のとおり可決されました。 

  日程第１７、議案第８７号、令和元年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補

正予算（第２号）を採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 
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（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   全員起立であります。よって、議案第８７号は、委員長報

告のとおり可決されました。 

  日程第１８、議案第８８号、香美市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   全員起立であります。よって、議案第８８号は、委員長報

告のとおり可決されました。 

  日程第１９、議案第８９号、香美市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   全員起立であります。よって、議案第８９号は、委員長報

告のとおり可決されました。 

  日程第２０、議案第９０号、香美市子ども・子育て支援法第８７条の規定による過料

に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   全員起立であります。よって、議案第９０号は、委員長報

告のとおり可決されました。 

  日程第２１、議案第９１号、香美市上水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定

についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   全員起立であります。よって、議案第９１号は、委員長報

告のとおり可決されました。 

  日程第２２、議案第９２号、香美市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例の

制定についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 
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○議長（比与森光俊君）   全員起立であります。よって、議案第９２号は、委員長報

告のとおり可決されました。 

  日程第２３、議案第９３号、香美市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   全員起立であります。よって、議案第９３号は、委員長報

告のとおり可決されました。 

  日程第２４、議案第９４号、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図

るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   全員起立であります。よって、議案第９４号は、委員長報

告のとおり可決されました。 

  日程第２５、議案第９５号、消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整理

に関する条例の制定についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   全員起立であります。よって、議案第９５号は、委員長報

告のとおり可決されました。 

  日程第２６、議案第９６号、市有財産の無償譲渡についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   全員起立であります。よって、議案第９６号は、委員長報

告のとおり可決されました。 

  日程第２７、議案第９７号、債権の放棄についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   全員起立であります。よって、議案第９７号は、委員長報

告のとおり可決されました。 
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  日程第２８、請願第２号、ＪＲ土佐山田駅にエレベーターと北出入口設置を願う請願

を採決します。 

  請願第２号につきましては、総務常任委員会委員長から閉会中の継続審査の申し出が

ありました。 

  お諮りします。総務常任委員会委員長からの申し出どおり、継続審査とすることに御

異議ございませんでしょうか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   異議なしと認めます。よって、請願第２号は、閉会中の継

続審査とすることに決定しました。 

  お諮りします。日程第２９、議案第９８号、令和元年度香美市一般会計補正予算（第

４号）から日程第３５、意見書案第１３号、国連「家族農業１０年」に基づき、家族農

業の役割を再評価し、食料自給率向上への支援策を講じるよう求める意見書の提出につ

いてまでの７件は追加の案件であります。会議規則第３７条第３項の規定により委員会

の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   異議なしと認めます。よって、日程第２９、議案第９８号

から日程第３５、意見書案第１３号までの７件の案件は、委員会の付託を省略すること

に決定しました。 

  これから、日程第２９、議案第９８号、令和元年度香美市一般会計補正予算（第４

号）を議題とします。 

  まず、執行部から提案理由の説明を求めます。企画財政課長、佐竹教人君。 

○企画財政課長（佐竹教人君）   議案第９８号、令和元年度香美市一般会計補正予算

（第４号）について、説明をいたします。 

  令和元年度香美市一般会計補正予算（第４号） 

  令和元年度香美市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億４,８７６万３,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９８億４,１８７万４,０００円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （地方債の補正） 

  第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  令和元年９月２０日提出、香美市長 法光院晶一 

  今回の補正予算は、主に台風１０号による災害復旧関連事業の追加を行うものでござ

います。 

  なお、「第１表 歳入歳出予算補正」３ページから９ページまでと、歳入歳出補正予



－15－ 

算事項別明細書１１ページから１３ページまでと、款項目節の内訳１４ページから１８

ページまでにつきましては、議案細部説明書の中で概要をお示ししておりますので御参

照ください。 

  次に、１０ページの「第２表 地方債補正」につきましては、２事業につきまして変

更をし、限度額を２０億２,５６７万２,０００円といたしました。起債の方法、利率、

償還の方法につきましては、補正前と同じでございます。 

  なお、本年度の一般会計に係る市債の内訳資料につきましては、議案細部説明書にお

示ししているとおりでございます。 

  以上で説明を終わります。御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（比与森光俊君）   説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

  ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   歳入の１５ページの諸収入のところで、説明書を読みますと

消防協会からの財源措置があったということで、これはどういうルールで来るんかなと

いう、ＡＥＤを買う購入費と思いますが、どういう形でお金が来るのかなという、説明

をお願いします。 

○議長（比与森光俊君）   消防長、寺田 潔君。 

○消防長（寺田 潔君）   笹岡議員の御質問にお答えをいたします。 

  高知県消防協会が県の委託を受けて実施します救急救命講習普及推進事業というもの

がございまして、１０月１９日、２０日に刃物まつり、高知工科大学祭にあわせて開催

予定の防災フェアを当該事業として実施する予定となっております。今回はその救急フ

ェアで使用する訓練用ＡＥＤを購入するもので、この費用につきましては全額高知県消

防協会のほうから助成があるということでございます。一般会計に入ってくるというこ

とでございます。 

  なお、予算上は一般会計から１,０００円の支出となっておりますけれども、これは

１,０００円未満についてまだちょっとはっきりわかっておりませんので、一般会計で

支出するような形をとっております。 

  以上でございます。 

○議長（比与森光俊君）   ほかに質疑はありませんか。 

○議長（比与森光俊君）   これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、議案第９８号を採決します。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 
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○議長（比与森光俊君）   全員起立であります。よって、議案第９８号は、原案のと

おり可決されました。 

  日程第３０、発議第２号、香美市議会定例会条例の一部を改正する条例の制定につい

てを議題とします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。１８番、小松紀夫君。 

（提出者朗読） 

【発議第２号 巻末に掲載】 

○１８番（小松紀夫君）   提案理由を説明をいたします。新旧対照表をごらんになっ

てください。 

○議長（比与森光俊君）   暫時休憩します。 

（午前１０時１１分 休憩） 

（午前１０時１１分 再開） 

○議長（比与森光俊君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

○１８番（小松紀夫君）   それでは、新旧対照表をごらんください。 

  本条例の改正は、令和２年からの導入を検討しております通年議会に関するものでご

ざいます。通年議会を導入することによりまして、定例会の会期につきましては、１月

開会、そして、１２月閉会とする予定でございますので、現行の「、毎年４回とす

る。」の部分を「毎年１回とし、会期を通年とする。」に改正するものでございます。 

  ただし書きにつきましては、議員の任期満了の年及び議会が解散した場合につきまし

ては、一旦定例会を閉会し、選挙後、第２回定例会を開会するためのものでございます。 

  また、追加する第２項の議会の会期を通年とするための必要な事項につきましては、

現在、通年議会実施要綱を協議、策定中でございます。 

  本条例の改正に伴いまして、これは議決事件ではございませんけれども、香美市議会

定例会招集規則につきましても改正する予定でございます。 

  御審議よろしくお願いします。 

○議長（比与森光俊君）   説明が終わりました。 

  これから本案についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、発議第２号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   全員起立であります。よって、発議第２号は、可決されま
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した。 

  日程第３１、発議第３号、香美市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について

を議題とします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。１８番、小松紀夫君。 

（提出者朗読） 

【発議第３号 巻末に掲載】 

○１８番（小松紀夫君）   提案理由を説明をいたします。新旧対照表をごらんになっ

てください。 

  通年議会を導入するに当たりましては、現行の３月、６月、９月、１２月の定例会を

それぞれ定例会議と位置づけまして、定例会はあくまでも１月から１２月の通年とこの

ように考えております。このことから、第１５条の一事不再議につきましては、「同一

会期中」を「同一会議期間中」に、第６５条の発言の取消し又は訂正につきましても、

その「会期中」に限りを、その「会議期間中」に限りと改正するものでございます。 

  御審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（比与森光俊君）   説明が終わりました。 

  本案についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、発議第３号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   全員起立であります。よって、発議第３号は、原案のとお

り可決されました。 

  日程第３２、意見書案第１０号、国の責任で、国保の子どもの均等割の減免制度を設

けるよう求める意見書の提出についてを議題とします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。１４番、大岸眞弓さん。 

（提出者朗読） 

【意見書案第１０号 巻末に掲載】 

○議長（比与森光俊君）   説明が終わりました。 

  これから本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

  討論がありますので、まず初めに、原案に反対の方の発言を許します。討論はありま
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せんか。 

○議長（比与森光俊君）   次に、原案に賛成の方の発言を許します。討論はありませ

んか。 

  １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   １３番、山﨑龍太郎です。意見書案第１０号、国の責任

で、国保の子どもの均等割の減免制度を設けるよう求める意見書案に賛成の立場で討論

いたします。 

  去る８月１３日、市役所におきまして市民１９名の方々と市長、担当課長とで、令和

元年度より大幅な引き上げとなった国保税に関しての懇談が持たれました。市民の方々

は引き上げ額に驚くとともに、自営業で売り上げが落ちたのに１０万円以上国保税が上

がった。夫婦ともに年金生活者、昨年より１２万円も上がった。生活できないのが実感、

今すぐ減額してもらいたいなどの切実な思いが語られました。また、個別にも相談があ

り、中学生と小学生の子供４人を育てるシングルマザーは、年間７万２,０００円の引

き上げで、とてもこんなに払えないと困惑しております。 

  全国知事会は、ことし７月２４日に令和２年度国の施策並びに予算に関する提案・要

望の中で、医療保険制度間の公平と子育て支援の観点から、子供に係る均等割保険料軽

減措置の導入について、国の責任と負担による見直しの結論を速やかに出すとともに、

今後の医療費の増に耐え得る財政基盤の確立を図るため、国の定率負担の引き上げ等、

さまざまな財政支援の方策を講じることと、国に対し要望を述べています。 

  本意見書案は全国知事会のこの要望とも合致しており、本市議会からこの意見書が提

出される意義は極めて大きいと考えます。本市国保加入世帯の所得状況に鑑みるととも

に、せめて子育て世帯の負担は早急に軽減されるべきとの思いから、本意見書案に賛成

の意を表明して討論といたします。 

○議長（比与森光俊君）   ほかに討論はありませんか。 

○議長（比与森光俊君）   これで討論を終わります。 

  これから、意見書案第１０号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   起立多数であります。よって、意見書案第１０号は、原案

のとおり可決されました。 

  次に、日程第３３、意見書案第１１号、選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書

の提出についてを議題とします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。１２番、濱田百合子さん。 

（提出者朗読） 

【意見書案第１１号 巻末に掲載】 

○議長（比与森光俊君）   説明が終わりました。 
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  これから本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

  討論がありますので、まず初めに、原案に反対の方の発言を許します。討論はありま

せんか。 

○議長（比与森光俊君）   次に、原案に賛成の方の発言を許します。討論はありませ

んか。 

  ６番、森田雄介君。 

○６番（森田雄介君）   ６番、森田雄介です。意見書案第１１号、選択的夫婦別姓制

度の法制化を求める意見書案について、賛成の立場で討論いたします。 

  平成３０年２月１３日に内閣府が公表した家族の法制に関する世論調査において、夫

婦が婚姻前の名字を名乗ることを希望している場合には、夫婦それぞれが婚姻前の名字

を名乗ることができるように法律を改めても構わないという回答が４２.５％、婚姻に

よって名字を改めた人が婚姻前の名字を通称として使えるように法律を改めることにつ

いては、構わないとの回答が２４.４％、法改正の必要がないとの回答は２９.３％とな

っています。 

  現行制度では、改正に伴う煩雑かつ膨大な事務手続や改正による家計やキャリアの分

断、それを回避したときの非婚化及び少子化、事実婚を選択したときの子供の戸籍の親

権の問題など、さまざまな問題が生じています。 

  平成３０年３月２０日の衆議院法務委員会において、夫婦同姓を義務づけている国は

世界でただ一国、日本だけであることを法務省が答弁しました。本年７月３日に開催さ

れた日本記者クラブ主催の７党首討論会では、選択的夫婦別姓制度の是非と問われた中

で、反対したのは安倍首相だけでした。国連女性差別撤廃委員会も政府に夫婦別姓の導

入を勧告してきています。男女共同参画を推進している本市の立場からしても、こうい

った声に耳を傾ける時期に来ています。 

  国立社会保障・人口問題研究所は、平成３０年に実施した第６回全国家庭動向調査の

結果概要を取りまとめ、ことし９月１３日に公表しました。この調査は平成５年から５

年ごとに実施をしております。調査対象は平成３０年国民生活基礎調査で掲載された全

国の１,１０６調査区から無作為に選ばれた３００調査区に居住する世帯の結婚経験の

ある女性です。既婚女性６,１４２人の回答を分析したところ、夫婦別姓に賛成する意

見が初めて半数を超え５０.５％となりました。５年前より９ポイント上昇しておりま

す。 

  以上のような世論状況を見ても、多様な生き方を認め合う社会を望む声は着実にふえ

てきているのではないでしょうか。選択的夫婦別姓制度の法制化により、誰もが安心し

て社会参加でき、自由意思によってあり方を選べる社会にしていくべきと考えます。 

  以上述べまして、本意見書案に賛成の討論といたします。 
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○議長（比与森光俊君）   ほかに討論はありませんか。 

○議長（比与森光俊君）   これで討論を終わります。 

  これから、意見書案第１１号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   起立少数であります。よって、意見書案第１１号は、否決

されました。 

  次に、日程第３４、意見書案第１２号、主要農作物の種子生産にかかる県条例の制定

を求める意見書の提出についてを議題とします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。６番、森田雄介君。 

（提出者朗読） 

【意見書案第１２号 巻末に掲載】 

○議長（比与森光俊君）   説明が終わりました。 

  これから本案の質疑を行います。質疑はありませんか。 

  １６番、依光美代子さん。 

○１６番（依光美代子君）   提出者にお尋ねいたします。 

  この種子法が昨年４月１日に廃止されて、高知県としてはそれに対応していくために

高知県主要農作物種子生産要綱をつくり、それでずっとこう対応してきたということを

お聞きしていますが、何か不備があったのでしょうか。なぜその条例を、この条例の必

要性の説明をお願いします。 

○議長（比与森光俊君）   ６番、森田雄介君。 

○６番（森田雄介君）   種子法廃止に伴って、県のほうも要綱を定めたということで

はありますけれども、ただ、法がないことによって、国からの予算措置の裏づけがなく

なっているというところが問題かと思っております。これからも種子の安定供給には県

は当面の間、国も含めて責任を負うとは言っておりますけれども、その裏づけがないと

いうところに問題があるのではないかという立場であります。 

○議長（比与森光俊君）   ほかに質疑はありませんか。 

○議長（比与森光俊君）   これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

  討論がありますので、まず初めに、原案に反対の方の発言を許します。討論はありま

せんか。 

  １８番、小松紀夫君。 

○１８番（小松紀夫君）   １８番、自由クラブの小松紀夫でございます。意見書案第

１２号、主要農作物の種子生産にかかる県条例の制定を求める意見書の提出についてに

反対の立場で討論をいたします。 

  本意見書案によりますと、種子法の廃止によりまして国の予算の裏づけがなくなり、
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種子生産に係る県の行政が停滞することに言及をし、種子生産に係る県行政の対応を継

続するために必要な予算や人員体制の確立の観点から、主要農作物の種子生産に係る条

例の制定を求めるということでございます。 

  そこで、県に出向いて聞き取りを行いましたところ、種子法の廃止前におきましては、

県は種子法を受けた形で主要農作物種子制度運用基本要綱というものを制定をして業務

を実施をしてきましたが、平成３０年４月１日の種子法の廃止に伴いまして、切れ目の

ない対応をするために高知県主要農作物種子生産要綱並びに附帯をする要領等を同じく

平成３０年４月１日に制定をし、これまで同様の予算及び関係部署の人員体制にて業務

を行っておりまして、種子法廃止前と全く変わりはないとのことでございました。 

  本意見書案には、１１の道県が条例を制定しているとございますが、残りの３６の都

府県は、条例ではなく高知県と同様に要綱等を制定をしているものと思われるところで

ございます。 

  条例を制定するのか、要綱を制定するのか、これは県の判断、また、県の裁量の範囲

でありまして、香美市議会が条例を制定するよう意見するということはいかがなもので

はないかというふうにも考えます。 

  以上のことから、本県におきましては種子法廃止後も要綱を制定し、種子生産に係る

業務が円滑に実施をされていることに鑑みまして、本意見書案に反対を申し上げ、討論

といたします。 

○議長（比与森光俊君）   次に、原案に賛成の方の発言を許可します。討論はありま

せんか。 

  １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   １２番、濱田百合子です。意見書案第１２号、主要農作

物の種子生産にかかる県条例の制定を求める意見書案に賛成の立場で討論をします。 

  そもそも主要農作物を安定供給するために、優良な種子の生産、普及を国が果たすべ

き役割と定めていたのが種子法です。廃止した理由は、民間企業によって生産供給が拡

大していくようにする、都道府県と民間企業の競争条件が対等になっていないというも

のでした。 

  これまでにも種子法の改定により、民間参入を促そうという試みは行われてきました。

１９８６年の種子法改正により、一定の条件のもと、原種・原原種の生産を民間事業者

が行えるようにし、奨励品種審査会にも民間の品種育成関係者や農産物重要者等の参加

を求めるようにしています。 

  しかしながら、近年、世界の種子市場売り上げランキングに変化が起きています。２

００７年、それまでの種子企業にかわり多国籍化学企業が上位を独占しました。その理

由は、もうけが遺伝子組みかえなどの種子の特許に移行したからです。今回の種子法の

廃止により、国の予算措置が法的根拠を失ったために、当面の予算措置は継続という国

の対応がいつでも打ち切られる可能性があるということです。 
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  今後、県がこれまでの奨励品種と種子生産体制を守っていく構えがなくては、これら

の品種の安定供給や競争力に陰りが見えそうです。 

  それに加えまして、先ほどの多国籍企業との共同開発、供給体制にもなりかねず、ク

ロスライセンスなどによって、国内の遺伝資源や育種技術が海外へ流出する懸念も出て

きます。そのほかの懸念も含め、これまでの種子生産安定供給体制を担保することで、

歯どめとするためにも、種子法にかわる県条例の制定を求めて賛成討論といたします。 

○議長（比与森光俊君）   ほかに討論はありませんか。 

○議長（比与森光俊君）   これで討論を終わります。 

  これから、意見書案第１２号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   起立少数であります。よって、意見書案第１２号は、否決

されました。 

  次に、日程第３５、意見書案第１３号、国連「家族農業の１０年」に基づき、家族農

業の役割を再評価し、食料自給率向上への支援策を講じるよう求める意見書の提出につ

いてを議題とします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。５番、笹岡 優君。 

（提出者朗読） 

【意見書案第１３号 巻末に掲載】 

○議長（比与森光俊君）   説明が終わりました。 

  これから本案の質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

  討論がありますので、まず原案に反対の方の発言を許します。討論はありませんか。 

  ３番、久保和昭君。 

○３番（久保和昭君）   ３番、市民クラブの久保和昭でございます。意見書案１３号

に反対する立場で討論をいたします。 

  本意見書案は、食料自給率を向上させる具体的で実効ある支援策を講じるよう求める

としておりますが、既に農林水産省では、家族農業経営について地域農業の担い手とし

て重要視し、食料・農業・農村基本法に基づき、家族農業経営の活性化を図るため、具

体的にさまざまな施策を講じています。 

  施策例としまして、農業経営基盤強化資金、産地パワーアップ事業、経営体育成支援

事業、農業人材力強化総合支援事業、中山間地農業ルネッサンス事業、食料産業６次産

業化交付金、日本型直接支払制度など、実効ある支援策があります。 

  香美市においては、中山間地域等直接支払制度を有効に活用し、農業の有する多面的

機能支払制度、環境保全型農業直接支払制度とともに、地域の共同活動や営農活動を活
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性化しているところです。 

  また、住みなれた集落の農地は集落で守る集落営農に対し、集落営農支援事業を活用

して、地域農業の維持発展を図っています。このように国策で自給的農家や小規模経営

農家等の家族農業に実効ある支援策を積極的に講じているところでございます。 

  以上申し上げまして、意見書案第１３号に反対する立場を表明し、討論といたします。 

○議長（比与森光俊君）   次に、原案に賛成の方の発言を許します。討論はありませ

んか。 

  １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）    １４番、大岸眞弓です。私は、意見書案第１３号、国連

「家族農業の１０年」に基づき、家族農業の役割を再評価し、食料自給率向上への支援

策を講じるよう求める意見書案に賛成の立場で討論をいたします。 

  ２０１９年５月２９日、イタリア、ローマにある国連食糧農業機関（ＦＡＯ）本部で、

国連家族農業の１０年の開会式が開かれました。家族農業とは、農業労働力の過半、半

分以上を家族労働力が占めている農林漁業と定義をされておりまして、持続可能な農業

や食料保障の実現のために最も重要な存在であると評価をされております。 

  開会式におきまして挨拶をしたＦＡＯの事務局長は、飢餓をゼロにの達成のためには

家族農業が不可欠であることを強調し、また、ＦＡＯとともに家族農業の１０年を主導

する国際農業開発基金（ＩＦＡＤ）の総裁は、巨大企業による食品の低コスト志向は持

続可能ではないことを指摘し、農村経済を支えている小規模な家族農業に投資する必要

性を訴えました。そして、政府のトップダウンではなく、対話をしながら農家や地域社

会からのボトムアップで、家族農業の政策を実現する重要性が強調されたとの報道がご

ざいます。 

  農林水産省によると、農業経営体に占める家族経営体の割合でも、ＥＵの９６.２％

に対し、日本は９７.６％とＥＵ以上に家族農業が主体となっております。 

  日本政府は、２０２５年度に食料自給率を４５％にする目標を掲げてきました。しか

し、実態は本意見書案でも指摘をされておりますように、近年、毎年下がり続け、３

７.３３％と１９９３年度の大水害に見舞われたときよりも下回り、過去最低となりま

した。このことは国民の生存条件を揺るがす深刻な事態ではないでしょうか。 

  世界人口はふえ続け、現在の７７億人から２０５０年には９７億人と２０億人以上増

加する予想となっています。世界の食料需給が長期的には逼迫すると政府自身も予想し

ていることを踏まえれば、農業を本格的に立て直す取り組みが必要です。 

  香美市におきましても、現状で推移をすれば担い手、労働力不足などあり、やっこね

ぎやニラなどの産地を維持することも容易ではなくなってきています。 

  この深刻な事態を打開するためにも、２０１９年から開始をされました、国連「家族

農業の１０年」を大きな契機として、日本が食料自給率の回復、向上に踏み出すことが

国際社会に対する責務でもあり、喫緊の課題と考え、本意見書案に賛成をするものです。 
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  以上で賛成討論を終わります。 

○議長（比与森光俊君）   ほかに討論はありませんか。 

○議長（比与森光俊君）   これで討論を終わります。 

  これから、意見書案第１３号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   起立多数であります。よって、意見書案第１３号は、原案

のとおり可決されました。 

  日程第３６、閉会中の所管事務の調査についてを議題とします。 

  議会運営委員会、常任委員会及び特別委員会の各委員長から、会議規則第１１２条の

規定によって、お手元にお配りしました所管事務の調査事項について、閉会中の継続審

査の申し出がありました。 

  お諮りします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議

ありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のと

おり閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

  日程第３７、議員派遣の件を議題とします。 

  お諮りします。議員派遣の件につきましては、お手元に配付したとおり議員を派遣す

ることにしたいと思います。これに御異議ございませんでしょうか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   異議なしと認めます。よって、議員派遣の件は、お手元に

配付したとおり派遣することに決定しました。 

  この際お諮りします。ただいま決定しました議員派遣の内容につきましては、諸般の

事情により変更が生じる場合には議長に一任をお願いしたいと思いますが、これに御異

議ございませんでしょうか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   異議なしと認めます。よって、そのように決定しました。 

  以上で今期定例会に付されました事件は全て議了しました。 

  閉会に当たり一言御挨拶申し上げます。 

  ９月２日に開会されました令和元年（２０１９年）第４回香美市議会定例会も本日ま

での１９日間、無事終えることができました。本定例会には追加議案、令和元年度香美

市一般会計補正予算（第４号）を含め、議案２８件、発議２件、請願１件、意見書案４

件、それぞれ議員各位の慎重な審査と審議がなされましたところであります。 

  議案では、平成３０年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定についてなど１２件が継

続審査となりました。１２月定例会までに審査を終えるようお願いしておきます。 
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  一般質問では、１３名の議員がそれぞれの立場で市政全般にわたり真剣な質問がなさ

れました。執行部におかれましては、しっかり精査されまして、市政運営に生かしてい

ただきたく思います。 

  一般質問を進める中で、通告にない質問は気がかりな点でございました。一般質問の

際、通告後質問原稿を作成されると思いますが、執行部から明確な答弁を求めるために

も、通告に従い通告内容から逸脱することのないよう、くれぐれもお願いします。 

  本定例会開会のころからは、朝夕、秋の気配を感じさせる気候となってまいりました。

議員各位におかれましては、健康には十分留意されまして議員活動に尽力されますよう

お願いを申し上げ、閉会の挨拶とさせていただきます。 

  次に、市長から発言を求められておりますので、これを許可します。市長、法光院晶

一君。 

○市長（法光院晶一君）   令和元年（２０１９年）第４回香美市議会定例会閉会に当

たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

  ９月２日に開会をいたしました第４回本定例会も、比与森議長の円滑なる議会運営に

よりまして本日閉会を迎える運びとなりました。 

  本定例会に上程をいたしました議案につきましては、議員の皆様におかれまして慎重

なる御審議を賜り、適切なる御決定をいただいたことに対しまして、心よりお礼を申し

上げます。 

  また、本定例会におきましては、時久教育長が手術のために議会を欠席をいたしまし

て、議員の皆様方には大変御迷惑をおかけしたことに対しましておわびを申し上げます。

本人からも大変申しわけなく思っている、くれぐれもよろしくお伝えくださいというこ

とでございます。手術につきましては無事行われまして、術後の状況も順調で日々回復

しているようでございますので、そのこともあわせて御報告を申し上げます。 

  さて、一般質問では１３名の議員の皆様が各分野の課題についてただされました。リ

フォーム補助制度の継続を望む御質問もございました。どの制度につきましても常に見

直しが必要であります。ときには廃止ということもございますし、内容や形が変わると

いうこともございますが、既存制度のよい面については、できるだけ生かしてまいりた

いというふうに考えております。 

  また、不審者対策について積極的な御提案をいただきました。ただ、今回の答弁では

御納得はいただけなかったことと思いますし、もどかしく感じたことと思います。今後

ともさまざまな事例の研究、関係機関とも協議をするなどいたしまして、事件未然防止

の実を上げるように努めてまいる所存であります。 

  他の質問につきましても、質問者の意図を酌み生かすように鋭意努めてまいりますの

で、どうかよろしくお願いをいたします。 

  会期中を通じて暑い日が続いてまいりましたが、いよいよ秋分の日を前にし、今朝は

肌寒くさえ感じるようになっております。暑さ寒さも彼岸までと申します。これからは
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過ごしやすい季節となりますが、季節の変わり目でもございますので、皆様方には一層

御自愛いただきますようよろしくお願いをいたします。 

  終わりになりましたが、議会の皆様のますますの御活躍を心より御祈念申し上げまし

て、私からの挨拶とさせていただきます。まことにありがとうございました。 

○議長（比与森光俊君）   ありがとうございました。 

  これをもちまして令和元年（２０１９年）第４回香美市議会定例会を閉会いたします。 

（午前１１時０３分 閉会） 
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発議第２号  
香美市議会定例会条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び香美市議会会議規則第１４

条の規定により提出します。  
 令和元年９月２０日提出   
香美市議会議長  比与森 光 俊 殿   
               提出者 香美市議会議員  小 松 紀 夫  
               賛成者    〃     山 﨑 龍太郎  
               賛成者    〃     山 本 芳 男  
               賛成者    〃     甲 藤 邦 廣  
               賛成者    〃     山 口   学  
               賛成者    〃     舟 谷 千 幸  
               賛成者    〃     濱 田 百合子  
               賛成者    〃     依 光 美代子   



香美市議会定例会条例の一部を改正する条例の制定について  
 香美市議会定例会条例（平成１８年香美市条例第６号）の一部を次のように改正す

る。  
 本則第１項中「、毎年４回」を「毎年１回とし、その会期は通年」に改め、本則に

次のただし書を加える。 
 ただし、議員の任期満了又は議会の解散による一般選挙があった場合は、この限り

でない。 
 本則に次の１項を加える。 
２ 議会の会期を通年とするために必要な事項は、別に定める。  

附 則 
この条例は、令和２年１月１日から施行する。 



発議第３号  
香美市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について  

上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び香美市議会会議規則第１４

条の規定により提出します。  
 令和元年９月２０日提出   
香美市議会議長  比与森 光 俊 殿   
               提出者 香美市議会議員  小 松 紀 夫  
               賛成者    〃     山 﨑 龍太郎  
               賛成者    〃     山 本 芳 男  
               賛成者    〃     甲 藤 邦 廣  
               賛成者    〃     山 口   学  
               賛成者    〃     舟 谷 千 幸  
               賛成者    〃     濱 田 百合子  
               賛成者    〃     依 光 美代子   



香美市議会会議規則の一部を改正する規則  
香美市議会会議規則（平成１８年香美市議会会議規則第１号）の一部を次のように

改正する。  
 第１５条中「同一会期中」を「同一会議期間中」に改める。  

第６５条中「会期中」を「会議期間中」に改める。  
附 則 

この規則は、令和２年１月１日から施行する。 



意見書案第１０号 

 

国の責任で、国保の子どもの均等割の減免制度を設けるよう求める 

意見書の提出について 

 

地方自治法第９９条の規定により、衆・参両議院議長及び内閣総理大臣並びに関係

各大臣に対し、下記の意見書を提出します。 

 

令和元年９月２０日提出 

 

 

香美市議会議長  比与森 光 俊 殿 

 

 

提出者  香美市議会議員  大 岸 眞 弓 

 

賛成者     〃     村 田 珠 美 

 

賛成者     〃     依 光 美代子 

 

 

国の責任で、国保の子どもの均等割の減免制度を設けるよう求める意見書（案） 

 

平成３０年度調べで、本市国保においては、課税標準所得額が０円の世帯が４６.

６％、５５万円までの世帯が１８％、１００万円までが１２％と、全体的に極めて厳

しい所得状況にあります。この中で、都道府県単位化に伴い、令和元年度は国保加入

のほぼ全世帯で大幅な引き上げとなりました。所得の２０％を超える世帯もあり、中

間所得層であっても、支払いは大変です。 

国保には、協会けんぽ等にはない平等割と、世帯の人数分だけかかる均等割の算出

があり、多人数、多子世帯では、特に負担が加重となる仕組みになっています。子ど

もが多いほど、税負担が重くなれば、子どもを持つことをためらうことにつながりま

す。今必要なのは、制度の中に「子どもには税負担をかけない」ルール作りをするこ

とではないでしょうか。 

よって政府におかれては、国の責任で国保の子どもの均等割の減免制度を設けるよ



う強く要望します。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

 

令和元年９月２０日 

 

 

衆 議 院 議 長  大 島 理 森 殿 

参 議 院 議 長  山 東 昭 子 殿 

内 閣 総 理 大 臣  安 倍 晋 三 殿 

財  務  大  臣  麻 生 太 郎 殿 

厚 生 労 働 大 臣  加 藤 勝 信 殿 

 

 

高知県香美市議会議長  比与森 光 俊  



意見書案第１１号 

 

選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書の提出について 

 

 地方自治法第９９条の規定により、衆・参両議院議長及び内閣総理大臣並びに関係

各大臣に対し、下記の意見書を提出します。 

 

令和元年９月２０日提出 

 

 

香美市議会議長  比与森 光 俊 殿 

 

 

提出者 香美市議会議員  濱 田 百合子 

 

賛成者    〃     森 田 雄 介 

 

賛成者    〃     小 松 紀 夫 

 

 

選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書（案） 

 

 最高裁判所は２０１５年１２月、夫婦同姓規定には合理性があり合憲と判断しまし

たが、同時に選択的夫婦別姓制度について「合理性がないと断ずるものではない」と

言及し、制度のあり方については、「国会で論じられ、判断されるべき」としました。 

それから３年が経過しましたが、夫婦の姓をめぐる環境は、さらに大きく変化して

います。 

平均初婚年齢は年々上り、現在３０歳前後であり、男女ともに生まれ持った氏名で、

信用・実績・資産を築いてから初婚を迎えるケースが多いため、改姓時に必要な事務

手続きは確実に増えています。また、戸籍姓でのキャリア継続を望むがゆえに事実婚

を選ぶ夫婦も少なくありません。 

人生１００年時代、子連れ再婚や高齢になってからの結婚・再婚も増加傾向にあり

ます。 

選択的夫婦別姓制度の導入は、「家族で同じ姓のほうが一体感が深まる」と考える



カップルが引き続き夫婦同姓で結婚できる一方で、必要なカップルは夫婦別姓を選べ

るようにするものです。これは、男女が改姓による不利益を案ずることなく結婚・出

産し、老後も法的な家族として支え合える社会を実現することにつながり、少子化対

策の一助にもなります。 

また、法的根拠のない「旧姓併記」がこれ以上広がることにより生じる、災害時の

本人確認など、２つの「姓」を使い分けることによる混乱や、事実婚増加による婚姻

制度の形骸化を防ぐこともできます。さらに、法的根拠のある生まれ持った氏名でキ

ャリアを継続できることから、「女性活躍」の推進にも繋がります。 

よって、政府におかれては、選択的夫婦別姓制度の法制化を強く求めます。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

 

令和元年９月２０日 

 

 

衆 議 院 議 長  大 島 理 森 殿 

参 議 院 議 長  山 東 昭 子 殿 

内 閣 総 理 大 臣  安 倍 晋 三 殿 

総  務  大  臣  高 市 早 苗 殿 

法  務  大  臣  河 井 克 行 殿 

内閣府特命担当大臣  橋 本 聖 子 殿 

（男女共同参画） 

 

高知県香美市議会議長  比与森 光 俊 



意見書案第１２号 

 

主要農作物の種子生産にかかる県条例の制定を求める意見書の提出について 

 

 地方自治法第９９条の規定により、高知県知事に対し下記の意見書を提出します。 

 

 令和元年９月２０日提出 

 

 

香美市議会議長  比与森 光 俊 殿 

 

 

               提出者 香美市議会議員  森 田 雄 介 

 

               賛成者    〃     濱 田 百合子 

 

               賛成者    〃     山 崎 晃 子 

 

 

主要農作物の種子生産にかかる県条例の制定を求める意見書（案） 

 

 日本人の胃袋、土壌、気候風土にあった稲や麦・大豆の優良品種が安く作られ、安

全・安心の日本農業、食料を形づくってきた主要農作物種子法（以下「種子法」とい

う。）が平成３０年４月１日に廃止されました。 

 これまで行政が担ってきた種子生産にかかる業務を外部に移管することも可能とな

り、多国籍企業の進出を容易にする事にもなります。 

 種子を守ることは地域の農業を守ることであり、北海道、埼玉県、新潟県、福井県

を初め、本年６月可決の鳥取県まで、１１の道県が種子の開発、生産等を奨励する条

例を制定しています。種子法の廃止によって国の予算の裏付けが無くなったため、条

例でもってその代わりとするためです。 

 よって、県におかれては、今後も県行政が種子生産に中心的な役割を果たし、これ

まで通りの行政対応を継続する事に必要な予算及び関係部署の人員体制を恒久的に措

置する観点から、主要農作物の種子生産にかかる条例を制定されるよう強く求めます。 

 



以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

 

 令和元年９月２０日 

 

 

高 知 県 知 事  尾 﨑 正 直 殿 

 

 

高知県香美市議会議長  比与森 光 俊 



意見書案第１３号 

 

国連「家族農業の１０年」に基づき、家族農業の役割を再評価し、 

食料自給率向上への支援策を講じるよう求める意見書の提出について 

 

地方自治法第９９条の規定により、衆・参両議院議長及び内閣総理大臣並びに関係

各大臣に対し、下記の意見書を提出します。 

 

令和元年９月２０日提出 

 

 

香美市議会議長  比与森 光 俊 殿 

 

 

提出者  香美市議会議員  笹 岡   優 

 

賛成者     〃     島 岡 信 彦 

 

賛成者     〃     依 光 美代子 

 

 

国連「家族農業の１０年」に基づき、家族農業の役割を再評価し、 

食料自給率向上への支援策を講じるよう求める意見書（案） 

 

 農林水産省が８月６日に、２０１８年度の食料自給率がカロリーベースで３７％と

前年度から１ポイント下がり、過去最低となったことを明らかにしました。 

食料自給率は、国内の食料消費を国内の食料生産で、どの程度賄うことができるか

示す指標であり、極めて憂慮すべき事態と言わざるを得ません。 

また、食料の潜在生産能力を試算する「食料自給力」も、農地面積の減少や面積当

たりの生産量の伸び悩みで、低下傾向で推移しています。 

いま政府は、日米貿易協定の交渉をすすめていますが、農産物輸入の拡大により、

いっそうの食料自給率の低下が懸念されています。 

日本農業新聞が、ＪＡ組合長、理事長を対象に行った調査では、低迷する食料自給

率の向上策として「中小規模の農家を含めた多様な担い手を対象とする所得政策の実



施」を上げています。 

国連は、今年から２０２８年までの１０年間を家族農業や小規模農業の役割を再評

価し、支援政策を整備する「家族農業の１０年」と位置付けています。 

よって政府におかれては、国連総会での「家族農業の１０年」の共同提案国として、

食料自給率を向上させる具体的で、実効ある支援策を講じるよう強く要望します。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

 

令和元年９月２０日 

 

 

衆 議 院 議 長  大 島 理 森 殿 

参 議 院 議 長  山 東 昭 子 殿 

内 閣 総 理 大 臣  安 倍 晋 三 殿 

農 林 水 産 大 臣  江 藤   拓 殿 

内 閣 官 房 長 官  菅   義 偉 殿 

 

 

高知県香美市議会議長  比与森 光 俊 



請願第１号 

水道施設の新設に関する請願 

 

自治会長住所 香美市土佐山田町曽我部川 

自治会長名  野々下 博幸 

紹 介 議 員  大岸 眞弓 

１）件名 

曽我部川集落における水道施設の新設について 

２）趣旨 

  現在、曽我部川集落（比与田地区を除く）におきましては、香美市において過去に整備

して頂きました小型貯水槽などの給水施設で砂濾過方式により飲料水を含む生活用水の確

保を行っています。 

  しかしながら、近年、山林の持つ保水力の低下による著しい渇水や、気候変動による豪

雨時の濁水の頻発、また、日常的には落葉などの有機物や、沢ガニ、カンタロウミミズな

どが取水口より流入するなど、現在の方式では安心して水が使えない暮らしを余儀なくさ

れています。 

  これに加えて、地域住民の高齢化、過疎化に伴い、これら集落営水道給水施設の充分な

保守・管理も行えない深刻な事態となっています。 

  こうした状況を踏まえ、当集落では、これまでにも数度にわたり、水道施設の新設につ

いて香美市に要望して参りましたが、未だに実現していません。 

  その一方で、いわゆる新改北部集落地区で当集落とほぼ同様の環境条件に置かれている

平山、東川、大法寺の各集落のほか、当集落の比与田地区では既に水道施設が完備し住民

の利便性の向上が図られています。 

  その結果、当集落の一部地域に居住する私達住民のみが、命や生活に直結する水インフ

ラの恩恵から取り残された形となっています。 

  ついては、香美市議会におかれましては、当集落の置かれているこうした実情をご賢察

いただき地域住民の２０年来の悲願である水道施設の新設について格別のご支援を賜りま

すようお願い申し上げます。 

  上記のとおり請願書を提出いたします。 

 

令和元年５月２９日 

 

香美市議会議長 比与森 光俊 殿 

 

添付資料 １ 給水施設（取水口付近、貯水槽）の現況写真 

     ２ 給水施設利用者・施設名簿 

     ３ 給水エリア図 



　１．議　案　関　係

事 件 の
番 号

件　　　　　　　　　　　　　　　名 議決結果
議　決
年月日

  議案
  第 71 号

平成３０年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定について 継　続 元. 9.20

  議案
  第 72 号

平成３０年度香美市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に
ついて

継　続 元. 9.20

  議案
  第 73 号

平成３０年度香美市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定
について

継　続 元. 9.20

  議案
  第 74 号

平成３０年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳
出決算の認定について

継　続 元. 9.20

  議案
  第 75 号

平成３０年度香美市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認
定について

継　続 元. 9.20

  議案
  第 76 号

平成３０年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出
決算の認定について

継　続 元. 9.20

  議案
  第 77 号

平成３０年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出
決算の認定について

継　続 元. 9.20

  議案
  第 78 号

平成３０年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）
歳入歳出決算の認定について

継　続 元. 9.20

  議案
  第 79 号

平成３０年度香美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定
について

継　続 元. 9.20

  議案
  第 80 号

平成３０年度香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計歳入歳
出決算の認定について

継　続 元. 9.20

  議案
  第 81 号

平成３０年度香美市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び歳
入歳出決算の認定について

継　続 元. 9.20

  議案
  第 82 号

平成３０年度香美市工業用水道事業会計歳入歳出決算の認定につ
いて

継　続 元. 9.20

  議案
  第 83 号

令和元年度香美市一般会計補正予算（第３号） 原案可決 元. 9.20

  議案
  第 84 号

令和元年度香美市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決 元. 9.20

  議案
  第 85 号

令和元年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 原案可決 元. 9.20

  議案
  第 86 号

令和元年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算
（第１号）

原案可決 元. 9.20
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  議案
  第 87 号

令和元年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算
（第２号）

原案可決 元. 9.20

  議案
  第 88 号

香美市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例の制定について

原案可決 元. 9.20

  議案
  第 89 号

香美市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す
る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

原案可決 元. 9.20

  議案
  第 90 号

香美市子ども・子育て支援法第８７条の規定による過料に関する
条例の一部を改正する条例の制定について

原案可決 元. 9.20

  議案
  第 91 号

香美市上水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 元. 9.20

  議案
  第 92 号

香美市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

原案可決 元. 9.20

  議案
  第 93 号

香美市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 元. 9.20

  議案
  第 94 号

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための
関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す
る条例の制定ついて

原案可決 元. 9.20

  議案
  第 95 号

消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整理に関する
条例の制定について

原案可決 元. 9.20

  議案
  第 96 号

市有財産の無償譲渡について 原案可決 元. 9.20

  議案
  第 97 号

債権の放棄について 原案可決 元. 9.20

  議案
  第 98 号

令和元年度香美市一般会計補正予算（第４号） 原案可決 元. 9.20

  発議
  第 ２ 号

香美市議会定例会条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 元. 9.20

  発議
  第 ３ 号

香美市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 原案可決 元. 9.20

  意見書案
  第 10 号

国の責任で、国保の子どもの均等割の減免制度を設けるよう求め
る意見書の提出について

原案可決 元. 9.20

  意見書案
  第 11 号

選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書の提出について 原案否決 元. 9.20

  意見書案
  第 12 号

主要農作物の種子生産にかかる県条例の制定を求める意見書の提
出について

原案否決 元. 9.20
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  意見書案
  第 13 号

国連「家族農業の１０年」に基づき、家族農業の役割を再評価
し、食料自給率向上への支援策を講じるよう求める意見書の提出
について

原案可決 元. 9.20

　２．請　願　関　係

事 件 の
番 号

件　　　　　　　　　　　　　　　名 議決結果
議　決
年月日

  請願
  第 １ 号

水道施設の新設に関する請願 不採択 元. 9. 2

  請願
  第 ２ 号

ＪＲ土佐山田駅にエレベーターと北出入口設置を願う請願 継　続 元. 9.20


